


1988年版の刊行に当たって

一般に新耐震設計法と呼ばれています建築基準法施行

令の構造計算関係の改正規定が施行されてから，すでに

約7年が経過しました。

この間当財団では，改正規定が建築関係の方々に一日

もはやく理解されることを願って昭和56年2月には構造

計算指針・同解説1981年版を発刊し，また，昭和61年5

月には，一層使いやすい1986年版を刊行し’ともに講習

会を開催してその普及に努めてまいりました。

新耐震設計法は各方面のご努力，ご協力があり，定着

してまいりましたが，昨年，建築基準法令の改正が行わ

れ，今後，高さが13m又は軒の高さが9mを超える木造

建築物が建築できるようになりました。

この1988年版は，昨年の建築基準法令の改正にあわせ

て木造の耐震計算を追加する等所要の補正を行い，建設

省住宅局建築指導課のご監修を得て刊行いたしました。

本書が，行政をはじめ実務家の方々には業務上の必須

の書として，また建築構造を勉学される方々には実際の

構造計算の仕組みを認識していただくための参考図書と

してご活用されますことを願っております。

終わりに，1988年版の刊行に当たりまして1981年版及

び1986年版と同様，建設省建築研究所，構造家懇談会等

の委員各位の一方ならぬご協力とご尽力に対し厚く御礼

を申し上げる次第であります。

昭和63年5月

財団法人 日本建築センター

理事長 澤 田 光 英



監修のことば

このたび，「構造計算指針･同解説」が改訂され，1988

年版として刊行されることになりました。

本書は，1981年版の発刊以来，新しい耐震基準の考え

方，理論的背景，実務における適用方法等を解説し，新

基準を普及させるうえで大きな役割を果たしてきまし

た。しかし，今般，昭和62年11月16日に改正建築基準法

が施行され，木造建築物に関しての技術基準が改正され

たことに伴い，木造建築物の耐震基準について必要な記

述を追加する等の対応が必要となったため本書の改訂が

行われました。

本書は，昭和56年に施行された建築基準法施行令の改

正を契機として発刊されました。この改正は，市街地建

築物法の時代に法制化された耐震基準を50数年ぶりに抜

本的に改正し，従来の設計法である許容応力度設計法に

加え，建築物の構造種別，高さに応じ層間変形角，保有

水平耐力等の確認を行う二次設計を導入するなど，世界

でも最高水準の耐震基準として整備したものです。

建設省では，この改正施行令に基づく具体的な技術基

準を建設省告示として制定するとともに，施行令や告示

に規定された各種基準の具体的な運用について通達によ

り明らかにするほか，関係団体の協力を得て講習会を開

催し，新基準のすみやかな周知を図ったところです。

現在，改正からおよそ7年が経過しておりますが，建

築構造技術者，行政担当者をはじめ，関係各位のご努力

により新基準の円滑な普及と運用がなされてきたところ

です。

関係各位におかれましては，本書を活用することによ

り，今後とも，耐震基準について，一層習熟され，我が

国の建築物の耐震性向上に対してなお一層の努力を傾注

されることを期待します。

昭和63年5月

建設省住宅局建築指導課長

立 石 宣
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本書の構成について

本書は，昭和56年6月1日より施行された建築基準法施行令第3章第8節（構造計算）の各規

定について，条項の解釈や運用方法等についての解説を行ったものである。

本書の構成は以下のとおりとなっている。

第1編 政令，告示，通達

．…･建築基準法施行令第3章第8節の規定を条文の順に並べ，その条文に関連する告示，

通達の部分を併記して収録

第II編 構造計算指針・同解説

……建築基準法施行令第3章第8節の規定を構造設計の流れに沿うように再編成し，さら

に各構造種別ごとに解説を加え収録

第1章 基本事項

第2章 荷重及び外力

第3章 許容応力度及び材料強度

第4章 構造計算の方法

第5章 鉄骨造の耐震計算

第6章 鉄筋コンクリート造の耐震計算蕊’

第7章 鉄骨鉄筋コンクリート造の耐震計算※2

第8章 木造の耐震計算

第9章 その他の構造の耐震計算

付－1 保有水平耐力の計算方法

付－2 鉄筋コンクリート造壁等の剛性評価

※1 第6章の政令,告示の本文中で鉄骨鉄筋コンクリート造に係る部分については（ ）で

表示

※2 第7章の政令,告示の本文中で鉄筋コンクリート造に係る部分については（ ） で表示

なお，本書中では以下のように正式名称を略称している。

略 称 正式名称

政令，令・…建築基準法施行令

告 示…･･…建設省告示（例 昭55建告第1790号･･…昭和55年建設省告示第1790号）

通 達…･ ･･･建設省住宅局建築指導課課長通達

（例 昭56住指発第96号……昭和56年建設省住宅局建築指導課課長通達第96号）

ただし，通達に用いられている表現で昭和62年の政令，告示の改正により読み
～

替えが必要となった部分については，下線を施しその直後の〔〕内に読み替え

を示している。

（例） 木造建築物等〔特定建築物でない建築物〕
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政令 第81条

第1款 総 則

総欝鰯
（適用）

第81条 法第20条第2項に規定する建築物(高さが60メートルを超える建築物を除く。）の構造計

算は，この節の規定によらなければならない。ただし，建設大臣がこの節に規定する構造計算

による場合と同等以上に安全さを確かめることができると認める構造計算による場合において

は，この限りでない。

2 2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで

接している建築物の当該建築物の部分は，前項の規定の適用については，それぞれ別の建築物

とみなす。

（ 通達昭56住指発第96号）

建築基準法施行令の一部改正（構造計算関係）について

第1 総則関係（第1款）

1．適 用（第81条）

（1）高さの取扱い

今回の改正に伴い，建築物の高さにより，適用される構造計算の原則についての規定が

異なることとなったが，これらの規定の適用にあたっての建築物の高さは，令第2条第1

項第六号に定めるところによるものとする。

（2）各規定の適用の選択

高さが31メートル以下のものについては，令第82条の3に替えて令第82条の4の規定に

よることは差支えない。同様に「木造建築物等」の対象となる〔｢特定建築物」の対象とな

らない〕規模等の建築物で，令第82条の2及び令第82条の3又は令第82条の2及び令第82

条の4の各規定によったものは，「木造建築物等」としての基準〔｢特定建築物」に該当し

ないことの基準〕を満たすことは要しないので留意されたい。

また，構造計算を張り間方向及びけた行方向のように2方向以上について行う場合，そ

れぞれの方向について異なる規定を適用することも妨げないものとする。

(3)適用の範囲

本節の規定は，令第39条の2の規定の適用対象である屋上から突出する水槽等について

は適用されない。また，建築基準法(以下｢法｣という｡）第88条の規定により，法第20条の

規定を準用する工作物についても,一律に適用されるべきものではないので留意されたい。

I



第1款 総 則

(4)適用の特例

本条第2項の規定により，エキスパンションジョイントその他の構造方法のみで接して

いる部分相互は，本節の規定の適用については，それぞれ別の建築物とみなすこととして

いるが，エキスパンションジョイントを用いる場合以外には，それぞれの部分相互の挙動

に及ぼす影響が全体からみて無視しうる場合に，本規定の適用があるものとする。

また，増築等に際し，既存の部分と接する部分が上記に該当する場合にも本規定を適用

し，別棟扱いして差支えないものとする。

《 ，政篭 第81条醗黛

（高さが60メートルを超える建築物の特例）

第81条の2 高さが60メートルを超える建築物の構造計算は，建設大臣が当該建築物について構

造耐力上安全であることを確かめることができると認める構造計算によらなければならない。

（ 通達昭56住指発第96号）

第1 総則関係（第1款）

2．高さが60メートルを超える建築物の特例（第81条の2）

高さが60メートルを超える建築物については，建設大臣の認める構造計算によることとして

いるが，この認定は個別に，建設省令に定める手続により行うものとする。詳細については別

途通知するが，従来の取扱いとの差異に留意されたい。

2



政 令 第82条

第1款の2 構造計算の原則

鍵識瀧鰯
（応力度等）

第82条 第81条第1項の規定によって建築物の構造計算をするに当たっては，次の各号に定める

ところによらなければならない。

一 第2款に規定する荷重及び外力によって建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる応力を計

算すること。

二 前号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を次の表に掲げる組

合せによる各応力の合計によって計算すること。

第86条第2項ただし

書の規定によって特

定行政庁が指定する

多雪区域における場

合

荷重及び外力に

ついて想定する

状態

応力の種類 一般の場合 備 考

長期の応力 常 時 G+P | G+P+s
| G+P+s積 雪 時 G+P+S

建築物の転倒，柱の

引抜き等を検討する

場合においては,P

については，建築物

の実況に応じて積載

荷重を減らした数値

によるものとする。

G+P+W

短期の応力 暴 風 時 G+P+W

G+P+S+"

地震 時 | G+P+K | G+P+s+K

この表において, G,P,S,W及びKは，それぞれ次の応力(軸方向応力，曲げモーメント，

せん断応力等の各をいう｡）を表すものとする。

G 第84条に規定する固定荷重による応力

P 第85条に規定する積載荷重による応力

S 第86条に規定する積雪荷重による応力

W 第87条に規定する風圧力による応力

K 第88条に規定する地震力による応力

三 前号の規定によって計算した長期及び短期の各応力度が，それぞれ第3款の規定による長

期の応力又は短期の応力に対する各許容応力度を超えないことを確かめること。

四 必要がある場合においては，構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつ

3



第1款の2 構造計算の原則

て建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめること。

（ ）通 達 昭56住指発第96号

第2 構造計算の原則関係（第1款の2）

1．応力度等（第82条）

本規定については，従来の取扱いと格段の変更はない。ただし，剛性等については十分に

留意することとし，特に令第82条の2から令第82条の4までの規定との整合性の確保を期す

ることとされたい。

2．木造建築物等の取扱い

令第82条の2から令第82条の4までの規定の適用を除外される「木造建築物等」のうち木

造以外の構造の建築物については，昭和55年建設省告示第1790号をもって定めているところ

である。同告示の運用については別記1を参照されたい。

/2．特定建築物の取扱い
、

令第82条の2から令第82条の4までの規定が適用される「特定建築物」については，昭

和55年建設省告示第1790号をもって定めているところである。同告示の運用については別

、 記1を参照されたい。 ／

》《 政令 第騨条の2

（層間変形角）

第82条の2 第81条第1項の規定によって建設大臣が定める建築物（以下この款において「特定

建築物」という｡）の構造計算をするに当たっては、前条の規定によるほか、特定建築物の地上

部分について，第88条第1項に規定する地震力（以下この款において「地震力」という｡）によ

って各階に生ずる水平方向の眉間変位の当該各階の高さに対する割合（次条において「居間変

形角」という｡）が200分の1（地震力による構造耐力上主要な部分の変形によって特定建築物

の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあっては, 120分の1)jX内であることを確か

めなければならない。

(通達 昭56住指発第96号

第2 構造計算の原則関係（第1款の2）

3．層間変形角（第82条の2）

（1）適 用

本規定の適用にあたっての層間変位は，階全体として算出して差支えないものとする。

（2）緩和の取扱い

200分の1の規制値をかっこ書により緩和するにあたっては，次の点に留意されたい。

① 緩和は原則として実験又は計算により安全が確かめられた数値までとする。

4



政令 第82条の2

② 金属板，ボード類その他これに類する材料で仕上げられているものについては，上記

にかかわらず，120分の1まで緩和して差支えない。

）（ 告 示 昭55建告第1790号

令第82条の2の規定に基づき，特定建築物

を定める件

（改正 昭和62年11月13日建設省告示第1915号）

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第82条の2の規定に基づき，特定建築物を次のよう

に定める。

特定建築物は，次の各号に掲げる建築物以外の建築物とする。

一 木造の建築物で高さが13メートル以下で，かつ，軒の高さが9メートル以下のもの

二 組積造の建築物で地階を除く階数が3以下であるもの

三 補強コンクリートブロック造の建築物で地階を除く階数が3以下であるもの

四 鉄骨造の建築物で次のイからへまでに該当するもの

イ 地階を除く階数が3以下であるもの

口 高さが13メートル以下で，かつ，軒の高さが9メートル以下であるもの

ハ 架構を構成する柱の相互の間隔が6メートル以下であるもの

二 延べ面積が500平方メートル以内であるもの

ホ 建築基準法施行令（以下「令」という｡）第88条第1項に規定する地震力について標準せん

断力係数を0.3以上とする計算をして令第82条第一号から第三号までに規定する構造計算を

した場合に安全であることが確かめられるもの

へ 水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合において，当該筋かいの端部及び接合部が

破断しないことが確かめられるもの

五 鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又はこれらの構造を併用する

構造の建築物で次のイ及びロに該当するもの

イ 高さが20メートル以下であるもの

口 地上部分の各階の耐力壁並びに構造耐力上主要な部分である柱及び耐力壁以外の鉄筋コン

クリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の壁（上端及び下端が構造耐力上主要な部分に緊結

されたものに限る｡)の水平断面積が次の式に適合するもの。ただし，鉄骨鉄筋コンクリート

造の柱にあっては，同式中「7」とあるのは「10」とする。

225A" + 27Ac≧ZWAf

この式において, A",,Ac,Z,〃及びAfは，それぞれ次の数値を表すものとする。

A"当該階の耐力壁のうち計算しようとする方向に設けたものの水平断面積（単

位 平方センチメートル）

Ac当該階の構造耐力上主要な部分である柱の水平断面積及び耐力壁以外の鉄筋

コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の壁（上端及び下端が構造耐力

5



第1款の2 構造計算の原則

上主要な部分に緊結されたものに限る｡)のうち計算しようとする方向に設け

たものの水平断面積（単位 平方センチメートル）

Z 令第88条第1項に規定するZの数値

〃 令第88条第1項の規定により地震力を計算する場合における当該階が支える

部分の固定荷重と積載荷重との和（令第86条第2項ただし書の規定によって

特定行政庁が指定する多雪区域においては，更に積雪荷重を加えるものとす

る｡）（単位 キログラム）

Af令第88条第1項に規定する当該階に係るAiの数値

六 木造，組積造，補強コンクリートブロック造及び鉄骨造のうち二以上の構造を併用する建築

物又はこれらの構造のうち一以上と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを

併用する建築物で次のイからホまでに該当するもの

イ 地階を除く階数が3以下であるもの

口 高さが13メートル以下で，かつ，軒の高さが9メートル以下であるもの

ハ 延べ面積が500平方メートル以内であるもの

二 鉄骨造の構造部分を有する階が第四号ハ，ホ及びへに適合するもの

ホ 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分を有する階が前号ロに適合す

るもの

七 工業化住宅性能認定規程（昭和48年建設省告示第2031号）に基づき，建設大臣がその性能を

認定した工業化住宅

八 前各号に掲げるもののほか，建設大臣がこれらと同等以上に地震に対する安全さを有すると

認めるもの

附 則

この告示は，昭和62年11月16日から施行する。

（ 通達昭56住指発第96号）

別記1 木造建築物等〔特定建築物〕の取扱いについて

〔1〕 第三号〔第四号〕への取扱い

筋かいの端部及び接合部は，下記①～⑤の破断形式について原則として当該筋かい軸部の

全断面が降伏するまで破断しないことを，次の式により確認するものとする。

Aj･び幽≧12A9･ F

ここに, Aj:接合部の破断形式に応じた接合部の有効断面積(cnf)

ぴ必:接合部の破断形式に応じた接合部の材料の破断応力度(kg/c㎡）

Ag:筋かい材の全断面積(c㎡）

F,:筋かい材の基準強度(kg/c㎡）

上式における破断応力度び型は各破断形式に対応する接合要素の引張り強さの下限の値を

用いるものとする。（例 SS41のび迦は4,100kg/cnf)

6



政令 第82条の2

また,Aj･ぴ勉は，以下に掲げる破断形式に応じて計算される数値のうち，最も小さくなる

場合の数値を採るものとする。

① 筋かい軸部で破断する場合

② 接合ファスナーで破断する場合

③ ファスナーのはしあき部分で破断する場合

④ ガセットプレートで破断する場合

⑤ 溶接部で破断する場合

〔2〕 第四号〔第五号〕ロの取扱い第四号〔第五号〕ロの取扱い

A”・Acの算定基準

(1)耐力壁の断面積(A")のとり方

① 計算に算入する耐力壁は，令第78条の2第1項又は同第2項の規定を満たす構造でな

ければならない。

② A",としては,壁式及び壁式プレキャスト構造の場合を除き柱,はりから成る架構の内

に，一体として打設された壁の内法部分の水平断面積をとる。

③ 耐力壁に開口がある場合にはその開口が次式を満たす程度の場合には，その壁面を耐

力壁と見なすことができるものとする。もちろんこの場合，必要な開口補強がなされて

いなければならない。この場合Az｡は開口部がある高さにおける水平断面積とする。

(ｲ鶚。 ,今） ≦（).4"Zα％

ここで，〃of開口部の高さ

〃｡§開口部の長さ

ん:壁板周辺のはり中心間の距離

′:壁板周辺の柱中心間の距離

④ 上記②及び③にかかわらず，長さが45cm以上で，か

つ，その長さがその部分の接する開口部の高さの30％

l I l l l I
〃 I〃 ダ ダ ／ 〃 グ ノ 〃 〃 タ グ 〆 |〃 〃 〃

－

＝

三二

‐ノッ てuﾉ垂ごｽﾉｭてuノロ1Jソ』.U-ﾉｺ女ソつIガゴ目口IJuノI可ごUとﾉ､JU／0 8

以上であるそで壁付き柱のそで壁部分については耐力
図1－1開口のある耐力壁

壁の水平断面積に算入してよい。

⑤ 計算しようとする方向から8傾いた架構の中に含まれる壁については，上記②から④

によって得られる値に対しては便宜的にCOS28を乗じた値をA"としてよい。

(2)柱の水平断面積(Ac)のとり方

① 柱の水平断面積は仕上げの厚さを含まず，構造躯体そのものの水平断面積をとる。

② 耐力壁の周辺柱や耐力壁の中にくみこまれて一体となっている柱についても，それら

を柱として扱う。

③ 斜柱の場合は，その傾いた軸に直角に測った断面積をとる。

④ 1本の柱の水平断面積が1つの階で高さにより異なる場合は，最小となる水平断面積

をとる。

⑤ 計算しようとする方向から傾いた架構の中に含まれる柱についても，上記①～④によ
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第1款の2 構造計算の原則

ってよい。

（3）その他の壁について

(1)の③及び④に該当しない架構内のその他の壁部分及び架構外の厚さ10cm程度以上で，

かつ，長さ100cm程度以上の鉄筋コンクリート造の壁(いずれも上端及び下端が構造耐力上

主要な部分に緊結されたものに限る｡）については,Acに算入してもよい。ただし，鉄骨

鉄筋コンクリート造の場合でも，これらの壁の水平断面積に乗ずる数値は7とする。

〔3〕その他

木造建築物等としての取扱いをうける建築物〔特定建築物としての取扱いをうけない建築

物〕は，剛性率，偏心率等の検討を義務づけられてはいないが，応力度等の計算において柱，

壁等の配置のつり合いについて十分に配盧するものとする。特に併用構造については，それ

らの剛性等の性状を十分に考慮すること。

職識~鯛麓繍3《 》
（剛性率，偏心率等）

第82条の3 第81条第1項の規定によって特定建築物で高さが31メートル以下のものの構造計算

をするに当たっては，前2条の規定によるほか，特定建築物の地上部分について，次の各号に

定めるところによらなければならない。ただし，特定建築物の地上部分について次条各号に定

める構造計算を行った場合においては，この限りでない。

一 各階の剛性率を次の式によって計算し，それらの剛性率がそれぞれ10分の6以上であるこ

とを確かめること。

R｡ =4
γs

この式において, Rs, "s及び7sは，それぞれ次の数値を表すものとする。

Rs各階の剛性率

γ， 各階の層間変形角の逆教
l

ア．当該特定建築物についてのγsの相加平均 」
二 各階の偏心率を次の式によって計算し,それらの偏心率がそれぞれ100の15を超えないこと

を確かめること。

Re=一旦
γe

この式において, Re,g及びγeは，それぞれ次の数値を表すものとする。

Re各階の偏心率

e 各階の構造耐力上主要な部分が支える固定荷重及び積載荷重（第86条第2項

ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域にあっては，固定荷

重，積載荷重及び積雪荷重）の重心と当該各階の剛心をそれぞれ同一水平面

に投影させて結ぶ線を計算しようとする方向と直交する平面に投影させた線

の長さ（単位 センチメートル）

8



政 令 第82条の3

｜”重撫鮒蝋駕鰯脅砿と箭す伽画水｜
前2号に定めるもののほか，建設大臣が特定建築物の構造方法に応じ，地震に対し，安全

上必要があると認めて定める基準に従った構造計算を行うこと。

一一一

）（ 通 達 昭56住指発第96号

第2 構造計算の原則関係（第1款の2）

4．剛性率，偏心率等（第82条の3）

（1）剛性率及び偏心率の算出にあたっては，特に各部材の剛性を適切に評価すること。

（2）その他建設大臣が必要があると認めて定める基準については，昭和55年建設省告示第1791

号によって定めているところである。同告示の運用については，別記2を参照されたい。

告示昭55建告第1791号）（

令第82条の3第三号の規定に基づき，建築物の構造方法に応じて，地震

に対し，安全上必要があると認めて定める構造計算の基準を定める件

（改正 昭和62年11月13日建設省告示第1916号）

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第82条の3第三号の規定に基づき，構造計算の基準

を次のように定める。

第1 木造の建築物等に関する基準

木造の建築物又は木造とその他の構造とを併用する建築物については，次の各号に定める構

造計算を行うこと。

一 水平力を負担する筋かいを設けた階(地階を除く。）を含む建築物にあっては，建築基準法

施行令（以下「令」という｡）第82条第一号の規定により計算した当該階の構造耐力上主要な

部分に生ずる令第88条第1項の規定による地震力による応力の数値に次の表の数値以上の数

値を乗じて得た数値を当該応力の数値として令第82条第二号及び第三号に規定する構造計算

を行うこと。

β≦辛の場合 1 + 0.76

β>号の場合 1.5

この表において，βは，令第88条第1項に規定する地震力により建築物の各階に生ずる水

平力に対する当該階の筋かいが負担する水平力の比を表すものとする。

二 水平力を負担する筋かいで木材を使用したものについては，当該筋かいの端部又は接合部

に木材のめりこみの材料強度に相当する応力が作用する場合において,当該筋かいに割裂き，

せん断破壊等が生じないことを確かめること。

9



第1款の2 構造計算の原則

三 水平力を負担する筋かいでその軸部に専ら木材以外の材料を使用したものについては，当
該筋かいの軸部が降伏する場合において，当該筋かいの端部及び接合部が破断しないことを
確かめること。

四 前3号に掲げるもののほか，必要がある場合においては，構造耐力上主要な部分である柱
若しくははり又はこれらの接合部が，割裂き，せん断破壊等によって構造耐力上支障のある

急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことを確かめること。

第2 鉄骨造の建築物等に関する基準

鉄骨造の建築物又は鉄骨造とその他の構造とを併用する建築物については，次の各号に定め
る構造計算を行うこと。

一 水平力を負担する筋かいを設けた階(地階を除く。）を含む建築物にあっては，令第82条第

一号の規定により計算した当該階の構造耐力上主要な部分に生ずる令第88条第1項の規定に

よる地震力による応力の数値に次の表の数値以上の数値を乗じて得た数値を当該応力の数値

として令第82条第二号及び第三号に規定する構造計算を行うこと。

β≦号の場合

β>号の場合

l+0.78

1.5

この表において，βは，令第88条第1項に規定する地震力により建築物の各階に生ずる水
平力に対する当該階の筋かいが負担する水平力の比を表すものとする。

二 水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合において，当該筋かいの端部及び接合部が

破断しないことを確かめること。

三 前2号に掲げるもののほか，必要がある場合においては，構造耐力上主要な部分である柱

若しくははり又はこれらの接合部が，局部座屈，破断等によって構造耐力上支障のある急激

な耐力の低下を生ずるおそれのないことを確かめること。

第3 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクIノート造の建築物等に関する基準

鉄筋コンクリート造の建築物若しくは鉄筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築

物又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とその他の構造とを

併用する建築物については，次の各号に定める構造計算のうちいずれかを行うこと。ただし，

実験によって耐力壁並びに構造耐力上主要な部分である柱及びはりが地震に対して十分な強度
じん

を有し又は十分な靭性をもつことが確かめられる場合においては，この限りでない。

一 各階の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の耐力壁，構造耐力上主要な部分

である柱及び耐力壁以外の壁（上端及び下端が構造耐力上主要な部分に緊結されたものに限

る｡)の水平断面積が次の式に適合することを確かめること。ただし，鉄骨鉄筋コンクリート

造の柱にあっては，同式中「7」とあるのは「10」とする。

225A" + 27Ac≧075ZWA i

｜この式において, A",, Ac, Z, W及びAfは，それぞれ次の数値を表すものとする。1

ZO



政令 第82条の3

A&4,当該階の耐力壁のうち計算しようとする方向に設けたものの水平断面積（単

位 平方センチメートル）

AC当該階の構造耐力上主要な部分である柱の水平断面積及び耐力壁以外の壁

（上端及び下端が構造耐力上主要な部分に緊結されたものに限る｡)のうち計

算しようとする方向に設けたものの水平断面積(単位 平方センチメートル）

Z 令第88条第1項に規定するZの数値

〃 令第88条第1項の規定により地震力を計算する場合における当該階が支える

部分の固定荷重と積載荷重との和（令第86条第2項ただし書の規定によって

特定行政庁が指定する多雪区域においては，更に積雪荷重を加えるものとす

る｡)(単位 キログラム）

Af令第88条第1項に規定する当該階に係るAjの数値

二 各階の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の耐力壁及び構造耐力上主要な部

分である柱の水平断面積が次の式に適合することを確かめること。ただし，鉄骨鉄筋コンク

リート造の柱及びこれに緊結された耐力壁にあっては，「18」とあるのは「20」とする。

218A " + 218A c≧ZWAi

この式において, A",Ac,Z,〃及びAfは，それぞれ次の数値を表すものとする。

Ai｡, Z,〃及びAガ前号に定めるAz", Z,〃及びAzの数値

Ac当該階の構造耐力上主要な部分である柱の水平断面積（単位 平方センチメ

｜‐ﾄﾙ）
三 構造耐力上主要な部分である鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の柱及びは

りについて，それらの材端(柱にあっては，はりその他の横架材又は腰壁等に接着する部分，

はりにあっては，柱又は壁に接着する部分をいう｡)に生ずる曲げモーメントが，当該部分に

生じうるものとして計算した最大の曲げモーメントと等しくなる場合において，当該柱又は

はりにせん断破壊が生じないことを確かめること。

附 則

この告示は，昭和62年11月16日から施行する。

(~逼~達~厩房旨発第96号〕
別記2 昭和55年建設省告示第1791号の取扱いについて

〔1〕 全般的事項

（1）併用構造の取扱い

階ごとに構造種別が異なる場合には，各階がそれぞれ該当する第1〔第2〕又は第2〔第

3〕の規定を適用してもよい。

（2）第2〔第3〕各号の取扱いについて

同一建築物について，第2〔第3〕第一号から第三号までの規定のうち複数の規定を各

階それぞれに適用することは，原則として好ましくない。やむを得ず併用する場合にあっ

ZZ



第1款の2 構造計算の原則

ては，相互の影響，性状の差異等に十分留意すること。

第1〔第2〕（鉄骨造の建築物等に関する基準）関係

(1)第一号の運用（応力割増しの取扱い）

応力の割増しを行う場合にあっては，原則として当該階に含まれるすべての部材を対象

とするものとする｡なお,必要に応じて当該割増しの下階等への影響を考慮するものとする。

(2)第二号の運用（筋かい端部）

筋かいの端部及び接合部の取扱いは，昭和55年建設省告示第1790号の運用に準ずる。
(3)第三号の運用

① 措置の対象

〔2〕

本号の規定により講ずべき措置は，剛節架構の柱及びはりの仕口についてはその仕口

の接合部の強度の検討，曲げを受ける柱及びはりについては局部座屈に対する検討とす

る。

① 柱及びはりの仕口の接合部強度の確保

剛節架構の柱及びはりの仕口の接合部は，当該柱又ははりが必要に応じた塑性変形

を生ずるまで破断しないよう十分な強度を確保すること。

、 局部座屈防止の検討

曲げを受ける柱及びはりの局部座屈の検討は部材の塑性化が想定される領域（材端

から〃/10又は2‘以上までの部分程度)について行うものとし，部材が必要に応じた塑

性変形を生ずるまで当該部分に局部座屈が生じないことを確かめること。このため部

材断面を構成する板要素の幅厚比が，当面原則として表2－1の数値を満たす必要が

あるものとする。

ただし，リブ等の補剛によってこれと同等以上の性能を有することが確かめられた

場合にはこの限りでない。

（ここで，〃：柱又ははりの長さ，‘；部材の最大せい）

表2－1 鋼材の幅厚比

幅 厚 比

標準値｜当面の緩和値
鋼 種㈱部 材 断 面 部 位

級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

9．5

8

12

10
フ ラ ン ジ

H 形 鋼 級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

43

37

45

39
ウ ェ ブ

柱

／／

級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

33

27

37

32
角形鋼管

一／／

級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

50

36

70

50
円形鋼管

Z2
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政令 第82条の3

級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

9

7 5

11

9．5
フ ラ ン ジ

H 形 鋼は り 級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

０
１

６
５

65

55
ウ ェ ブ

(注）

S S41級: SS41, SM41, SMA41, STK41, STKR41

S M50級: SM50, SMA50, SM50Y, STK50, STKR50

SS50, SS55, SM53にあっては,H形鋼及び角形鋼管ではｲ平を,円形鋼管では
半旦邊S S41級の幅厚比に乗じた値とする。
ただし,Fは当該鋼種の基準強度（単位 1平方センチメートルにつきキログラム）で

ある。

② その他の措置

①に定めるもののほか，必要に応じて急激な耐力低下の防止に留意すること。

③ 適用の除外

令第82条の規定による計算で，風圧力による層せん断力が地震による層せん断力に対

して十分に大きい場合は，①による措置については検討しなくてもよいものとする。

第2〔第3〕（鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物等に関する基準）

関係

(1)第一号及び第二号の運用

① A"及びAcのとり方は，昭和55年建設省告示第1790号第四号〔第五号〕ロの運用に

準ずる。

② 各部材は，必要に応じて十分な靭性を有するよう留意すること。

(2)第三号の運用

① 柱及びはりの設計用せん断力を求める場合には下記による。

i)柱の設計用せん断力QDcは，原則として柱頭，柱脚における横架材の縁部において

柱が曲げ耐力に達した時のせん断力Q狸cとする。

ii)はりの設計用せん断力QDcは原則として構造耐力上有効な鉛直材の両端において，

はりが曲げ耐力に達する時のせん断力(Q"G)に長期荷重によるせん断力QDLを加

えた値とする。

② ①で求めた設計用せん断力に対して，柱及びはりの設計を行う場合には，十分ゆとり

を確保すべきものとし，その計算は，適切な算定式を用いるものとする。

③ その他の留意事項

その他の部材についても必要に応じて十分な靭性を有するよう留意すること。

〔3〕

13



第1款の2 構造計算の原則

職零羅嗣b
（保有水平耐力）

第82条の4 第81条第1項の規定によって特定建築物で高さが31メートルを超えるものの構造計

算をするに当たっては，第82条及び第82条の2の規定によるほか，特定建築物の地上部分につ

いて，次の各号に定めるところによらなければならない。

一 第4款に規定する材料強度によって各階の水平力に対する耐力（以下この条において「保

有水平耐力」という｡）を計算すること。

二 地震力に対する各階の必要保有水平耐力を次の式によって計算すること。

Q"" = Ds &s Q"

この式において, Q",z, Ds, &s及びQ迦αは，それぞれ次の数値を表すものとする。

Q迦迩 各階の必要保有水平耐力（単位 トン）

Ds各階の構造特性を表すものとして，特定建築物の振動に関する減衰性及び各
じん

階の靱性を考慮して建設大臣が定める方法により算出した数値

凡s各階の形状特性を表すものとして，各階の剛性率及び偏心率に応じて建設大

臣が定める方法により算出した数値

Q" 地震力によって各階に生ずる水平力（単位 トン）

三 第一号の規定によって計算した保有水平耐力が，前号の規定によって計算した必要保有水

平耐力以上であることを確かめること。

（ 通達H津6住指発第96号）

第2 構造計算の原則関係（第1款の2）

5．保有水平耐力（第82条の4）

（1）定 義

建築物の各階における保有水平耐力は，当該建築物の一部又は全体が地震力の作用によ

って崩壊メカニズムを形成する場合（特定の部材の破壊により鉛直荷重によって局部的な

崩壊を生ずる場合を含む｡)において，各階の柱，耐力壁及び筋かいが負担する水平せん断

力の和として求められる値とする。

（2）保有水平耐力の計算の原則

① 保有水平耐力の算定にあたっては，極限解析法等の精算によるほか，算定対象構造に

応じて節点振り分け法や仮想仕事の原理を用いた方法等を採用してよい。

② 一部の階が先行して崩壊メカニズムを形成するような場合，外力の分布に応じてその

時点で他の階に生じている地震層せん断力をもって，当該階の保有水平耐力とすること

となるが，このような場合に想定する外力の分布は，原則として令第88条の規定による

ものとする。保有水平耐力算定時に想定する外力の分布についても同様とするが，この

場合には解析方法の特性等により適宜修正して差支えない。
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政 令 第82条の4

③ 崩壊メカニズムの形成時において，建築物の各部に生ずる応力は，いずれの部分にお

いても当該部材の終局耐力を超えないものとする。ただし，接合部については，崩壊メ

カニズムの形成条件等により接合部以外の部分の塑性化が接合部の破断に先行すること

が明らかな場合においてはこの限りではない。この場合における各材料の終局耐力は原

則として当該部材を構成する材料について，令第3章第8節第4款に規定する材料強度

に基づいて算出する。

④ ③に掲げる場合のほか，耐力壁等については基礎の浮上り終局耐力についての検討を

要するものとする。この場合において，浮上り終局耐力は，くいの引抜耐力等実況に応

じて算出するものとする。ただし，張り間方向の短い壁式構造等の建築物で，建築物全

体の転倒モーメントによる浮上りによって終局耐力が支配される場合には，その浮上り

がないものとして崩壊メカニズムの形成を想定して差支えないものとする。

(3)必要保有水平耐力

各階の必要保有水平耐力はQzz" = Ds Fts Q"で算出することとしているが，このうち

Ds及び良§については，算出方法を昭和55年建設省告示第1792号に規定している。同告

示の運用については別記3を参照されたい。

（ ）告 示 昭55建告第1792号第1

令第82条の4第二号の規定に基づき必要保有水平耐力の計算

に関する基準を定める件

（改正 昭和62年11月13日建設省告示第1917号）

建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第82条の4第二号の規定に基づき,Ds及び良sを

算出する方法を次のように定める。

第1Dsを算出する方法

建築物の各階のDsは，柱及びはりの大部分が木造である階にあっては次の表1,柱及びは

りの大部分が鉄骨造である階にあっては次の表2，その他の階にあっては次の表3の数値以上
じん

の数値を用いるものとする。ただし，当該建築物の振動に関する減衰性及び当該階の靱性を適

切に評価して算出することができる場合においては，当該算出によることができる。
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第1款の2 構造計算の原則

1

い (劃 ㈱」

各階に生ずる水平力の

大部分を当該階の筋か

いによって負担する形

式の架構

剛節架構又はこれに類

する形式の架構

い欄及び㈱欄に掲げる

もの以外のもの
架構の性状

架構を構成する部

材に生ずる応力に

対して割裂き，せ

ん断破壊等の耐力

が急激に低下する

破壊が著しく生じ

難いこと等のた

め，塑性変形の度

が特に高いもの

(1) 0.25 0.3 0'35

(1)に掲げるもの以

外のもので架構を

構成する部材に生

ずる応力に対して

割裂き，せん断破

壊等の耐力が急激

に低下する破壊が

生じ難いこと等の

ため，塑性変形の

度が高いもの

(2) 0.3 0.35 0．4

(1)及び(2)に掲げる

もの以外のもので

架構を構成する部

材に塑性変形を生

じさせる応力に対

して当該部材に割

裂き，せん断破壊

等が生じないこと

等のため，耐力が

急激に低下しない

もの

(3) 0．35 0．4 0.45

(1)から(3)までに掲

げるもの以外のも

の

(4) 0．4 0．45 0．5
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2

い ㈱(劃
架構の形式

圧縮力を負担する筋か

いによって水平力を負

担する形式の架構のう

ち当該筋かいの座屈に

よる耐力の低下のおそ

れがあるもの又はこれ

に類する形式の架構

剛節架構又はこれに類

する形式の架構

い欄及び㈱欄に掲げる

もの以外のもの

架構の性状

架構を構成する部

材に生ずる応力に

対して局部座屈が

著しく生じ難いこ

と等のため，塑性

変形の度が特に高

いもの

(1) ().25 0.3 0．35

(1)に掲げるもの以

外のもので架構を

構成する部材に生

ずる応力に対して

局部座屈が生じ難

いこと等のため，

塑性変形の度が高

いもの

(2) 0 3 0．35 0.4

(1)及び(2)に掲げる

もの以外のもので

架構を構成する部

材に塑性変形を生

じさせる応力に対

して当該部材に局

部座屈が生じない

こと等のため，耐

力が急激に低下し

ないもの

(3) 0.35 0．4 0.45

(1)から(3)までに掲

げるもの以外のも

の

(4) 0.4 0．45 0．5
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3

い (引 ㈱

各階に生ずる水平力の

大部分を当該階の耐力

壁又は筋かいによって

負担する形式の架構

剛節架構又はこれに類

する形式の架構

い欄及び㈱欄に掲げる

もの以外のもの

架構を構成する部

材に生ずる応力に

対してせん断破壊

等耐力が急激に低

下する破壊が著し

く生じ難いこと等

のため，塑性変形

の度が特に高いも

の

(1) O 3 0．35 0.4

(1)に掲げるもの以

外のもので架構を

構成する部材に生

ずる応力に対して

せん断破壊等耐力

が急激に低下する

破壊が生じ難いこ

と等のため，塑性

変形の度が高いも

の

(2) 0．35 0.450．4

(1)及び(2)に掲げる

もの以外のもので

架構を構成する部

材に塑性変形を生

じさせる応力に対

して当該部材にせ

ん断破壊が生じな

いこと等のため，

耐力が急激に低下

しないもの

(3) 0．4 ().45 0.5

(1)から(3)までに掲

げるもの以外のも

の

(4) ().55() 45 0.5

柱及びはりの大部分が鉄骨鉄筋コンクリート造である階にあっては，この表の各欄に掲げる

数値から0.05以内の魏直を減じた数値とすることができる。
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政令 第82条の4

（ ）通達 昭56住指発第96号

記3 昭和55年建設省告示第1792号第1 (D$の算出方法）の取扱いについて

JD$の適用

Dsは，階，計算方向等によってそれぞれ異なる数値を採用しても差支えない。

!) Dsの判定方法

(1) Dsの判定は，特別な実験･解析等によって適切に定める場合のほか昭和55年建設省告示

第1792号第1の表1〔表2〕及び表2〔表3〕により，架構の形式及び架構の性状に応じ

て，当該表に掲げる数値以上の数値として定めるものとする。

（2）前記の架構の形式の区分は壁，筋かい等によって分担される耐力の比率，筋かいの挙動

性状等を，架構の性状の区分は部材の靭性及びそれらの耐力分担比等をそれぞれ適切に評

価して定めるものとする。

（3）前記のそれぞれの性状の判定は，当面下記の付則に示す判定基準に基づいて行うことを

原則とする。

〔付則]D｡の判定基準

（1）総 則

① Dsを実験・解析等によらず昭和55年建設省告示第1792号（以下「告示」という｡）の

第1の表によって定める場合は本基準による。ただし,本基準の一部分について，実験・

解析等により本規定と同等以上にその性状を評価できる場合には，当該評価によること

ができる。

② 本基準の各規定は，階全体を対象として適用することとする。ただし，当該階を適切

に分割して評価しうる場合は，その評価によることを妨げない。

（2）表1〔表2〕及び表2〔表3〕の適用

① 告示の表1〔表2〕及び表2〔表3〕の適用は本項による。

別記3

〔1〕

〔2〕
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第1款の2 構造計算の原則

② 表1〔表2〕（鉄骨造の階に適用）の適用は，次に掲げるところによる。

i)表1(表2)の適用の原則は表3－1による。

表3－1

い

○剛節架構

○種別BAの筋かい架構

○上記以外でβ迦≦0.3の

筋かい架構

㈲

筋かいの種別がBBで

0.3＜β逆≦0.7又はBC

でO_3 <β浬≦05の筋

かい架構

㈱

筋かいの種別がBBで

β趣>0.7又はBCで

β哩>0.5の筋かい架

構

欄

項

(1)表3－2で

ランクIの構造
025 0．3 0.35

(2)表3－2で

ランク11の構造
0．3 0.35 0.4

(3)表3－2で

ランクIⅡの構造
0．450.35 O 4

(4)表3－2で

ランク1Vの構造
0.50．4 0．45

※この表においてβ迦は，筋かいが分担する保有水平耐力の階全体の保有水平耐力に対する

比をいう。以下同じ。

ii)表3－1中，構造のランク(I～W)は，表3－2による。なお，参考のため( )

内に表3－1によるDsの値を示している。

表3－2

BCBBBA又は

β勉=0柱･はり
βu＞0.7 β勉≦0.3 0.3＜β幽≦0.5 β似＞0.5β迦≦0.3 0.3＜β逆≦0.7群の種別等

柱･はり群の

種別FA

I

(0 . 35)

1I

(0.3)

II

(0.35）

11

(0.4)

I

(025）

I

(0.25）

I

(0.3）

○
は
り
条
件
謝

○
柱
・
は
り
仕
口
条
件
趣

○
筋
か
い
端
部
条
件
麺

柱･はり群の

種別FB

11

(03）

II

(0 35)

11

(0.4)

11

(03）

I1

(0.3)

I

(0.3)

I

(035）

柱･はり群の

種別FC

IⅡ

(0 . 35)

IⅡ

(0.4)

ⅡI

(0 45)

111

(0.35）

n1

(0. 35)

I1

(0.35）

11

(0.4）

1V

(0 5)

上 記 以 外

(FD)

IV

(0 5)

Ⅳ

(0.4)

1V

(0 .45)

Ⅳ

(0.4）

IV

(0 4）

IV

(0 45）

筋かい端部接合部が別記2〔2〕(2)に示す措置を満足すること。

仕口接合部が別記2〔2〕(3)①に示す措置を満足すること。

はりの横補剛が十分で急激な耐力の低下のおそれがないこと。

１
２

３

※
※

※

"
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iii )表3－1及び表3－2中,筋かい材の種別(BA～BC)の分類は,表3－3による。

表3－3

BCBBBA

90/,/F< 1e

< 200/､/戸
50/､/F〒＜ル
≦90/,/戸

ル≧200/､/戸ル≦50/､/戸

ル：筋かい材の有効細長比

F:筋かい材の基準強度( t /cm')

iv)表3－2中，柱・はりの種別(FA～FD)は表3－4による。

表3－4

柱・はりの種別 FCFA FB FD

部 材 部 位 鋼 種 幅 厚 比 幅 厚 比 幅 厚 比断 面
級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

15．5

13．2

9.5

8

12

10
フランジ

H 形 鋼 級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

43

37

45

39

48

41

左ウ ェ ブ

柱

〆
記

級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

33

27

37

32

48

41
角形鋼管

以級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

50

36

70

50

100

73
円形鋼管

外級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

9

7．5

15 5

13．2

11

9．5
フランジ

H形 鋼はり 級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

60

51

65

55

71

61
ウ ェ ブ

S S41級: SS41, SM41, SMA41, STK41, STKR41

S M50級: SM50, SMA50, SM50Y, S TK50, S TKR50

SS50, SS55, SM53にあっては,麗形鋼,角形鋼管では/平を,円形鋼管で
は響旦をS S41級の幅厚比に乗じた値とする。
ただし,Fは当該鋼種の基準強度(単位 1平方センチメートルにつきキログラム）

である。

柱とそれに接着するはりの種別が異なる場合には，いずれか最下位のものによる。な

お，崩壊メカニズムの明確な場合には，塑性ヒンジの生ずる部材の種別のうちの最下

位のものによってよい。

※1

※2

v)種別の異なる部材の併用の取扱い

各部材毎の種別と，階全体又は当該部材群の種別との関係は，

イ）本項は，対象となる部材群に種別Dの部材が存在しないか，

視しうる場合，次の判定に適用する。

下記による。

またはその存在を無

2Z



第1款の2 構造計算の原則

(a) iii )において階全体の筋かい群の種別(BA～BC)を判定する場合

(b) iV)において柱。はり群の種別(FA～FC)を判定する場合

ロ）それぞれの種別で，種別Dの部材が存在する場合には，それが脆性的な挙動を示

すおそれがあるため，局部的な崩壊等に対する影響と程度を考慮し，適切に階全体

の種別を評価するものとする。

ハ）イ）の適用は，表3－5による。

表3－5

種別Aの部材の耐力

の和の部材群※の耐
力和に対する比

種別Bの部材の耐力

の和の部材群※の耐
力和に対する比

種別Cの部材の耐力

の和の部材群※の耐
力和に対する比

部材群としての

種 別

50%以上A 20%以下

B 50%未満

C 50%以上

※種別Dの部材が存在する場合には，それを除く。

③ 表2〔表3〕（木造及び鉄骨造以外の階に適用）の適用は，次に掲げるところによる。

i)表2(表3)の適用の原則は表3－6による。

表3－6

１
１

い
イ
ロ

(劃

い欄及び㈱欄に掲げ

るもの以外のもの

㈱

β灘が0.7を超えるもの剛節架構

β璽が0.3以下

(1)表3－7

ランクIの構造

0．3

(0.25）

().35

(0.3）

0.4

(0,35）

(2)表3－7

ランクI1の構造

0．35

(0.3）

04

(0.35）

045

(0.4）

(3)表3－7

ランクⅢの構造

0.4

(0 . 35)

0．45

(0 4)

0．5

(0.45）

(4)表3－7

ランク1Vの構造

0．45

(0.4）

0.5

(0.45）

0.55

(0.5)

※l この表においてβ迦は耐力壁又は筋かいが分担する保有水平耐力の階全体の保有水平

耐力に対する比をいう。以下同じ。

※2 鉄骨鉄筋コンクリート造については，（ ） 内の数値を適用してよい。
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政令 第82条の4

ii)表3－6中，構造のランク(I～Ⅳ）は表3－7による。なお，参考のため( )

内に表3－6による鉄筋コンクリート造のDsの数値を示している。

表3－7

耐力壁
の種別 WC WDWBWA

及び
β‘

0.3＜β幽

≦0.7

0.3 <8u

≦0.7

0.3 < 8"

≦0．7

0.3＜β灘

≦0.7

β趣>0.78" >0.7 β"≦0.3β哩≦0.3 β理>07 β"≦0.3βu≦0.3 8" >0.7

種 別

11

(0.4)

IⅡ

(0.4）

IⅡ

(0 45)

1V

(0 .55)

11

(0.4）

11

(0 . 45)

1I

(0 35)

ⅡI

(0.5）

I

(0.3）

I

(0 . 35)

I

(0.4)

11

(0 . 35)
FA

W

(0.55）

11

(0.45）

I1

(0 . 35)

Ⅲ

(0.45）

ⅡI

(0.5）

111

(0 4)

1V

(0.5)

11

(0.4)

I1

(0 . 45)

II

(0 35)

11

(0 4）

II

(0. 35)
FB

1V

(0 .45)

W

(0.5)

W

(055）

IⅡ

(0 45）

ⅡI

(0.4)

111

(0 .45)

111

(0 5）

Ⅱl

(0.4）

IⅡ

(0.45）

111

(0.5）

ⅡI

(0.4）

11

(0 45)
FC

1V

(0.5）

IV

(0 .55)

W

(0 45)

1V

(0.5）

W

(0.55）

1V

(0.45）

IV

(0 5）

Ⅳ

(0 55)

Ⅳ

(0.45）

Ⅳ

(0.5)

1V

(0.55)

1V

(0.45）
FD

1V

(0 . 55)

1V

(0 . 55)

ⅡI

(0.5)

II

(0.45)

壁式櫛造

(β鰹＝1）

iii )鉄筋コンクリート造部材の種別の分類は表3－8及び表3－9による。

表3－8

| FB|柱・はりの種別 FA FB FC FD

想定される破壊モードが，曲げ破壊であ

ること。
通 条 件＋f

／、 左

"｡/Dの下限※澱 2．5 2.0

柱
の
条

件

記

db/良の上限 0.550．35 0．45

以
Ptの上限 0.8％ 1.0%

r"/凡の上限 0 125 0.150.1
外

r幽/凡の上限はりの条件 0．200.15

ここに′〃。：柱の内のり高さ(cm)

D:柱のせい(cm)

Oo:崩壊メカニズム時の軸方向応力度(kg/cm')

凡：コンクリートの材料強度(kg/c㎡）

Pt:引張鉄筋比

、で鰹：崩壊メカニズム時の平均せん断応力度(kg/c㎡）

※柱とそれに接着するはりの種別が異なる場合には，いずれか最下位のものによる。なお，

崩壊メカニズムの明確な場合には，塑性ヒンジの生ずる部材の種別のうちの最下位のもの

によってよい。

※※柱の上端あるいは下端において，接着するはりに塑性ヒンジが生ずることが明らかな場合

には，ノ2./Dのかわりに2"Q･ Dを用いてよい。(", Qはそれぞれ崩壊メカニズム時
の柱の最大曲げモーメント及びせん断力）
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第1款の2 構造計算の原則

表3－9

耐力壁の種別 WA I WB I WC
共 通 条 件 せん断破壊をするおそれがないこと。

’0 251般で幽/凡 0．2

の上限 壁式構造の耐力壁 0.1 1 0125 1 015
この表において9r趣及び良は表3－8に規定するところによる。

WD

r幽/良
の上限

左記以外

iv)鉄骨鉄筋コンクリート造部材の種別の分類は，表3 -10及び表3 -11による。

イ）柱の種別

表3 -10

４０く
Ｂ

Ｃ
鵬
Ｆ
Ｆ

”
必

三
Ｏ

脚
“雌
皿
歴

雌
Ｓ

４０咋
匪
”

ノ

“
継

ぐ一一

Ⅳ
４

Ｍ
’三

Ｂ
Ｃ

伽
Ｆ
Ｆ

雌
JV/IV｡>0.4想定される

破壊モード

曲げ破壊

せん断破壊

FD

メカニズム時の軸方向荷重(t)

鉄骨鉄筋コンクリート断面としての最大圧縮耐力(t)

鉄骨断面の曲げ耐力(t、m)

鉄骨鉄筋コンクリート断面としての曲げ耐力(t、m) (N=0)

Ⅳ
肌
必
肌Ｓ

でア
」

テ
」

ロ）耐力壁の種別

表3－11

v)種別の異なる部材の併用の取扱い

各部材毎の種別と，階全体の種別との関係は下記による。

イ）本項は，対象となる部材群に種別Dの部材が存在しないか，またはその存在が無

視しうる場合に，次の判定に適用する。

(a) iii) , iv)において階全体の壁群の種別(WA～WC)を判定する場合

(b) iii), iV)において柱。はり群の種別(FA～FC)を判定する場合

ロ）部材群の中に種別Dの部材が存在する場合は，それが脆性的な挙動を示すおそれ

があるため，局部的な崩壊等に対する影響と程度を考盧し適切に階全体の種別を評

価するものとする。

ハ）イ）の適用は表3－5による。

(告示昭55建告第1792号第2_）
第2 凡sを算出する方法

建築物の各階の凡sは，当該階について，建築基準法施行令第82条の3第一号の規定による

剛性率に応じた次の表1に掲げる鍵の数値に同条第二号の規定による偏心率に応じた次の表

望

耐力壁の種別

想定される破壊モード

WA

せん断破壊以外

WC

せん断破壊



政令 第82条の4

2に掲げる凡の数値を乗じて算出するものとする。ただし，当該階の剛性率及び偏心率と形

状特性との関係を適切に評価して算出することができる場合においては，当該算出によること

ができる。

1

瓜 の 数 値

1．0

(1)と(3)とに掲げる数値を直線的に補間した数値

1 5

剛 性 率

6以上の場合

3を超え，0.6未満の場合

3以下の場合

(1)｜

豆
(3)’

０
０
－
０

2

偏 心 率

15以下の場合

15を超え，0.3未満の場合

3以上の場合

良 の 数 値

1.0

(1)と(3)とに掲げる数値を直線的に補間した数値

1．5

仙
一
②
｜
③

０
’
０
’
０

附 則

この告示は，昭和62年11月16日から施行する。

詔



第2款 荷重及び外力

第2款 荷重及び外力

鱗鍵灘鱗霧
（荷重及び外力の種類）

第83条 建築物に作用する荷重及び外力としては，次の各号に掲げるものを採用しなければなら

ない。

一 固定荷重

二 積載荷重

三 積雪荷重

四 風圧力

五 地震力

2 前項に掲げるもののほか，建築物の実況に応じて，土圧，水圧，震動及び衝撃による外力を

採用しなければならない。

鱗議第議識
（固定荷重）

第84条 建築物の各部の固定荷重は，次の表の数値によるか，又は当該建築物の実況に応じて計

算しなければならない。

ｌ

量
七
“
つ
ム

平
に
ラ

ー
ル
グ

↑
ｒ
ロ

位
一
キ

重
単
メ
き
Ｉ建築

物の
部分

種 別 備 考

下地及びたるきを含み，もやを
含まない。

ふき土がない場合 65

瓦ぶき

下地及びたるきを含み，もやを
含まない。

ふき土がある場合 1()0

もやに直接ふく場合 25 もやを含まない。
石綿スレ
ートぶき 下地及びたるきを含み，もやを

含まない。
その他の場合 35

屋根

面に

つき

屋根 波形鉄板
ぶき

もやに直接ふく場合 もやを含まない。5

下地及びたるきを含み，もやを
含まない。

薄鉄板ぶき 20

鉄製わくを含み，もやを含まな

いo
ガラス屋根 30

|‘§|製餅…含み，もやを厚形スレートぶき
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政令 第84条

もやの支点間の距離が2メートル

以下の場合
5

屋根

面に

つき

些
垣
Ｊ
も

木
の
や

もやの支点間の距離が4メートル

以下の場合
10

さお縁 10

繊維板張，打上げ板張 合板張又

は金属板張
15

天井

面に

つき

つり木，受木及びその他の下地

を含む。
木毛セメント板張 2(）天井
ごう

格縁 30

しっくい塗 40

モルタル塗 60

板張 根太を含む。15

床板及び根太を含む。畳敷 35

張り間が4メート

ル以下の場合
10造

床
木
の

床ば

り

張り間が6メート

ル以下の場合
17

張り間が8メート

ル以下の場合

面
つ
床
に
き

25
床

板張 根太及び大引を含む。20

コン

クリ

ート

造の

床の

仕上

げ

フロアリングブロック張 15 仕上げ厚さ1センチメートルご

とに，そのセンチメートルの数

値を乗ずるものとする。
モルタル塗，人造石塗及

びタイル張
20

厚さ1センチメートルごとに，

そのセンチメートルの数値を乗

ずるものとする。

アスファルト防水層 15

木造の建築物の壁の軸組 柱，間柱及び筋かいを含む。15

下見板張，羽目板張又

は繊維板張
10

木造の建

築物の壁

の仕上げ

下地を含み，軸組を含まない。
木ずりしっくい塗 35面

っ
壁
に
き鉄網モルタル塗 65壁

木造の建築物の小舞壁 軸組を含む。85

しっくい塗 17コンクリ

ート造の

壁の仕上
げ

仕上げ厚さ1センチメートルご

とに，そのセンチメートルの数

値を乗ずるものとする。

モルタル塗及び人造石塗 20

タイル張 20
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第2款 荷重及び外力

鱗令鐵§調

（積載荷重）

第85条 建築物の各部の積載荷重は，当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただ

し，次の表に掲げる室の床の積載荷重については，それぞれ(い)，（ろ)又は(は)の欄に定める

数値によって計算することができる。

い ㈲ ㈱
構造計算の対象

する場合

床の構造計算を

i對薑1

大ばり，柱又は

基礎の構造計算

をする場合

|巽髪

地震力を計算す

る場合

単位 1平方

メートルにつ

きキログラム

Ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
ｒ

室の種類

住宅の居室，住宅以外の建築

物における寝室又は病室
(1) 180 130 60

180

210

240

事務室

教室

百貨店又は店舗の売場

(2)

(3)

(4)

300

230

300

80

110

130

固定
席の
場合

劇場,映画館，演芸場

観覧場，公会堂，集会

場その他これらに類す

る用途に供する建築物

の客席又は集会室

300 270 160

(5)
その

他の
場合

360 330 210

(6) 自動車車庫及び自動車通路 55(） 400 200

(3)から(5)までに掲げる室に連絡するものにあって

は，(5)の「その他の場合」の数値による。
廊下，玄関又は階段(7)

(1)の数値による。ただし，学校又は百貨店の用途に供

する建築物にあっては，(4)の数値による。
屋上広場又はバルコニー(8)

2 柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合においては,前項の表の(ろ)欄の数値は，

そのささえる床の数に応じて，これに次の表の数値を乗じた数値まで減らすことができる。た

だし，同項の表の(5)に掲げる室の床の積載荷重については，この限りでない。

ささ える床の数 9以上2 3 4 5 6 7 8

積載荷重を減らすた
めに乗ずべき数値

0.95 0.9 0.85 0．8 0.75 0．7 0．65 0.6

3 倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は，第1項の規定によって実況に応じて計算した数

値が1平方メートルにつき400キログラム未満の場合においても, 400キログラムとしなければ

ならない。

詔



政令 第86条

【蔽苓 繍識
（積雪荷重）

第86条 積雪荷重は，積雪の単位重量にその地方における垂直最深積雪量を乗じて計算しなけれ

ばならない。

2 前項に規定する積雪の単位重量は，積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき2

キログラム以上としなければならない。ただし，特定行政庁は，規則で，建設大臣の定める基

準に基づいて多雪区域を指定し，その区域につきこれと異なる定めをすることができる。

3 第1項に規定する垂直最深積雪量は，実況に応じた数値（特定行政庁が規則でその数値を定

めた場合においては，その定めた数値）としなければならない。
こう

4 屋根の積雪荷重は，屋根に雪止めがある場合を除き，その勾配が30度をこえ60度以下の場合
こう

においては，その勾配に応じて第1項の積雪荷重に次の表の数値（特定行政庁が屋根ふき材，

雪の性状等を考慮して規則でこれと異なる数値を定めた場合においては，その定めた数値）を
こう

乗じた数値とし，その勾配が60度をこえる場合においては，これを採用しないことができる。

40度をこえ50度以下

の場合

50度をこえ60度以下

の場合

30度をこえ40度以下

の場合

こう

勾 配

〆

(‘"‘ノ
積雪荷重に乗ずべき

数値
0.5 0．25

－－三一
第2項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域における常時荷重としての積5

雪荷重及び風圧力又は地震力と同時に採用する場合における積雪荷重は，前4項の規定によっ

て計算した数値のそれぞれ70パーセント及び35パーセントに相当する数値とすることができ

る。

6 屋根面における積雪量が不均等となるおそれのある場合においては，その影響を考慮して積

雪荷重を計算しなければならない。

7 雪おろしを行なう慣習のある地方においては，その地方における垂直最深積雪量が1メート

ルをこえる場合においても，積雪荷重は，雪おろしの実況に応じて垂直最深積雪量を1メート

ルまで減らして計算することができる。

8 前項の規定により垂直最深積雪量を減らして積雪荷重を計算した建築物については，その出

入口，主要な居室又はその他の見やすい場所に，その軽減の実況その他必要な事項を表示しな

ければならない。

）（ 告示 昭27建告第1074号

建築基準法施行令第86条第2項ただし書及び第87条第2項ただし書の規定

に基き，多雪区域及び風の速度圧を特定行政庁が定める基準を定める件

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第2項ただし書 第87条第2項ただし書及び

第88条第3項の規定に基き多雪区域，風の速度圧及び地盤が著しく軟弱な区域を特定行政庁が定

29



第2款 荷重及び外力

める基準並びに同令第88条第5項の規定に基き水平震度の数値を減らす基準をそれぞれ次のよう

に定める。

（多雪区域を定める基準）

一 多雪区域を定める基準は，建築基準法施行令（以下「令」という｡）第86条第1項に規定す

る垂直最深積雪量が1メートル以上の区域とする。

鱗灘蕊鍵3

（風圧力）

第87条 風圧力は，速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。

2 前項の速度圧は，次の表の式によって計算しなければならない。ただし，特定行政庁は，規

則で，区域を指定し，建設大臣がその地方における風の状況に応じて定める基準に基づいて，

その数値の60パーセント（前条第2項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域

においては,40パーセント）に相当する数値を下らない範囲において，その区域における速度

圧を定めることができる。

l

l

l
建築物の高さが16メートル以下の部分

建築物の高さが16メートルを超える部分

緬
疵

０
２

６
１

一
一
一
一

９
９

この表において,q及び〃は，それぞれ次の数値を表すものとする。

q 速度圧（単位 1平方メートルにつきキログラム）

〃 地盤面からの高さ（単位 メートル）

3 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物，防風林その他

これらに類するものがある場合においては，その方向における速度圧は，前項の規定による数

値の2分の1まで減らすことができる。

4 第1項の風力係数は，風洞試験によって定める場合のほか，次に掲げる断面形状の建築物又

は工作物にあってはそれぞれ当該図に示す数値とし，その他の断面形状のものにあってはそれ

ぞれ類似の断面形状のものの数値に準じて定めなければならない。
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政令 第87条
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第2款 荷重及び外力

開
放
形
の
建
築
物
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政 令 第87条

(告示昭27鑑第1074号 ）

建築基準法施行令第86条第2項ただし書及び第87条第2項ただし書の規定

に基き，多雪区域及び風の速度圧を特定行政庁が定める基準を定める件

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第2項ただし書，第87条第2項ただし書及び

第88条第3項の規定に基き多雪区域，風の速度圧及び地盤が著しく軟弱な区域を特定行政庁が定

める基準並びに同令第88条第5項の規定に基き水平震度の数値を減らす基準をそれぞれ次のよう

に定める。

（風の速度圧を定める基準）

二 風の速度圧を定める基準は，令第87条第2項に掲げる式によって計算した数値に，次の表

に掲げる数値をそれぞれ乗じたもの以上とする。

8キロメートル以内

の区域

8キロメートルをこ

える区域

岸 か ら の 距 離

項の規定によって応力度を計算す、
る荷重及び外力の組合せの種別 G+P+

S+Wの

場合

G+P+

Wの場合

G+P+

S+〃の

場合

G+P+

Wの場合

、方地

北海道のうち釧路市，帯広市，北見市，網走市，

根室市，沙流郡，新冠郡，静内郡，三石郡，浦
河郡，様似郡，幌泉郡，河東郡，上川郡（十勝

支庁)，河西郡，広尾郡，中川郡（十勝支庁)，
足寄郡，十勝郡，釧路郡，厚岸郡，川上郡，阿

寒郡，白糖郡，野付郡，標津郡，目梨郡，網走

郡，斜里郡，常呂郡及び紋別郡，岩手県，宮城

県，福島県，栃木県，群馬県，新潟県のうち上

越市，東頚城郡，中頚城郡及び西頚城郡，長野
県，岐阜県

0.6 1 0.4 0.6 0.4(1)

北海道のうち(1)に掲げる地方以外の地方

青森県 秋田県 山形県 新潟県のうち(1)に掲
げる地方以外の地方

0.650.6 0.5(2) 0.8

三重県 滋賀県 奈良県 鳥取県 島根県 岡

山県 広島県 山口県
0.65 0．40.8 0．4

③
｜
側

(1)から(3)までに掲げる地方以外の地方 1.0 1 04 0.8 0.4
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第2款 荷重及び外力

〔参考〕

局部風圧力

…

（屋根ふき材等の緊結）

第39条 屋根ふき材，内装材，外装材，帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告
塔，装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは，風圧並びに地震その他の震動及び
衝撃によって脱落しないようにしなければならない。

2 屋根ふき材，外装材及び屋外に面する帳壁は．，建設大臣の定める基準に従って安全上
支障のないようにしなければならない。

灘蕊 識錬

（ ）告示 昭46建告第109号

建築基準法施行令第39条第2項の規定に基づき，屋根ふき材，

外装材及び屋外に面する帳壁の基準を定める件

建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第39条第2項の規定に基づき，屋根ふき材，
外装材及び屋外に面する帳壁の基準を次のように定める。

第1 屋根ふき材は，次の各号に定めるところによらなければならない。

一 屋根ふき材は，荷重又は外力により，脱落又は浮き上がりを起さないように，たる
き，梁，けた，野地板その他これらに類する構造部材に取り付けるものとすること。

二 屋根ふき材及び緊結金物その他これらに類するものが，腐食又は腐朽するおそれが

ある場合には，有効なさび止め又は防腐のための措置をすること。

三 屋根ふき材は，イに定める速度圧に口に定める風力係数を乗じて計算した風圧力に
対して安全上支障がないこと。

イ 速度圧は，次の式によって計算した数値とすること。ただし，建築基準法施行令
（以下「令」という｡）第87条第2項ただし書の規定に基づき，特定行政庁が規則で

指定した区域内においては,当該区域における速度圧として定められた数値とする。
q = 120</r

に擬参難鎚駕…"~ 1
ロ 風力係数は，令第87条第4項の規定によるものとすること。ただし，屋根の軒先，

けらば及びむねからそれぞれ当該屋根面の長さ10パーセントに相当する範囲（3メ

ートルをこえるときは，3メートルとする｡）の負の風力係数は1.5とする。

四 屋根瓦は，軒及びけらぱから2枚通りまでを1枚ごとに，その他の部分のうちむね

にあっては1枚おきごとに，銅線，鉄線，くぎ等で下地に緊結し，又はこれと同等以

上の効力を有する方法ではがれ落ちないようにふくこと。

第2 外装材は，次の各号に定めるところによらなければならない。

一 建築物の屋外に面する部分に取り付ける飾石,張り石その他これらに類するものは，

ボルト，かすがい，銅線その他の金物で軸組，壁，柱又は構造耐力上主要な部分に緊
結すること。

二 建築物の屋外に面ずる部分に取り付けるタイルその他これらに類するものは,銅線，
くぎその他の金物又はモルタルその他の接着剤で下地に緊結すること。

第3 地階を除く階数が3以上である建築物の屋外に面する帳壁は，次の各号に定めると
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〔参考〕局部風圧力

ころによらなければならない。

一 帳壁及びその支持構造部分は，荷重又は外力により脱落することがないように構造
耐力上主要な部分に取り付けること。

ニ プレキャストコンクリート板を使用する帳壁は，その上部又は下部の支持構造部分

において可動すること。ただし，構造計算又は実験によってプレキャストコンクリー

ト板を使用する帳壁及びその支持構造部分に著しい変形が生じないことを確かめた場
合にあっては，この限りでない。

三 鉄網モルタル塗の帳壁に使用するラスシート，ワイヤラス又はメタルラスは，日本

工業規格(以下「JIS」という｡) A 5524, JIS A 5504又はJIS A 5505にそれぞれ適
合することとし，かつ，間柱又は胴縁その他の下地材に緊結すること。

四 帳壁に設ける窓にガラス入りのはめごろし戸(網入ガラス入りのものを除く。）を設

ける場合にあっては，硬化性のシーリング材を使用しないこと。ただし，ガラスの落

下による危害を防止するための措置が講じられている場合にあっては，この限りでな

い。

2 高さ31メートルを超える建築物（高さ31メートル以下の部分で高さ31メートルを超え
る部分の構造耐力上の影響をうけない部分を除く｡)の屋外に面する帳壁は，前項の規定
によるほか，次の各号に定めるところによらなければならない。

-1帳壁は，その高さの150分の1の眉間変位に対して脱落しないこと。ただし，構造計

算によって'脹壁が脱落しないことを確めた場合にあっては，この限りでない。

二’脹壁は，イに定める速度圧に口に定める風力係数を乗じて計算した風圧力に対して

安全上支障がないこと。

イ 速度圧は，各部分の高さに応じて次の表の式によって計算した数値とすること。

ただし，令第87条第2項ただし書の規定に基づき，特定行政庁が規則で指定した区
域においては，当該区域における速度圧として定められた数値とする。

緬
啄

０
２

６
１

一一
一一

ｑ
ｑ

ﾉz< 16の場合

ﾉZ≧16の場合

この表において，〃及びqは，それぞれ次の数値を表すものとする。

〃 地盤面からの高さ（単位 メートル）

q 速度圧（単位 1平方メートルにつきキログラム）

ロ 風力係数は，令第87条第4項の規定によるものとすること。ただし，閉鎖形の建

築物にあっては，風洞実験によって定める場合のほか，その建築物の細長比に応じ

て，正の風圧の作用する壁面の風力係数は表1に掲げる数値とし，かつ，負の風圧

の作用する壁面で表2に掲げる部分の負の風力係数は1.5とする。

1

正の風圧の作用する壁面の風力係数細 長 比

0'<÷≦02の場合 1 0

02<舌≦04の場合

04<舌の場合

0.9

0.8

この表において，‘及びHは，それぞれ建築物の見付幅（単位 メートル）

及び高さ（単位 メートル）を表すものとする。
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第2款 荷重及び外力

2

〈
口

合
口

比
搾
嶢

合
長

割
副

鳩
４
万

″一Ｈ
２
百

細
く

く
く

１
２

４
０

０
０

負の風圧の生ずる建築物の部分

高さが建築物の高さの15分の14以上の部分及び側
端から水平距離で見付幅の6分の1以内の部分

高さが建築物の高さの10分の9以上の部分及び側
端から水平距離で見付幅の8分の1以内の部分

高さが建築物の高さの6分の5以上の部分及び側
端から水平距離で見付幅の10分の1以内の部分

この表において，2及びHは，それぞれ建築物の見付幅（単位 メートル）
及び高さ（単位 メートル）を表すものとする。

帳壁に使用するガラスは，イ及びロに適合すること。

あわ，ひび，かけ，きず，すじ，そりその他による耐力上の欠点がないこと。

1枚のガラスの見付面積は，そのガラスの種類及び板厚に応じて，次の式によっ
て計算した数値以下とすること。

A =\(#+\)

’一一
ノ
イ

ロ

この式において, A,d,P及び＃は，それぞれ次の数値を表すものとする。
A ガラスの見付面積（単位 平方メートル）

α ガラスの種類に応じて次の表に掲げる数値

フロート板ガラス

普通板ガ
ラス

ガラスの

種類

みがき板

ガラス

厚さ6ミリ

メートル以

下のもの

厚さ6ミリ

メートルを

超えるもの

強化ガラ

ス

数 値 1 0 ().8 1.0 0．8 3.0

綱入みがき

板ガラス

網入型板

ガラス

合わせカ

ラス

複層ガラ

ス

型板ガラ
ス

色焼付カ
ラス

0．7 0．5 1．6 1 5 0．6 2．0

P ガラスに作用する風圧力（単位 1平方メートルにつきキログラム）

オ ガラスの厚さ（合わせガラス又は複層ガラスにあっては，これらを構

成するガラスのうち最も薄いガラスの厚さ）（単位 ミリメートル）
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政令 第88条

（地震力）

第88条 建築物の地上部分の地震力については，当該建築物の各部分の高さに応じ，当該高さの

部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし，その数値は，当該部分の

固定荷重と積載荷重との和（第86条第2項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪

区域においては，更に積雪荷重を加えるものとする｡)に当該高さにおける地震層せん断力係数

を乗じて計算しなければならない。この場合において，地震層せん断力係数は，次の式によっ

て計算するものとする。

Cf = ZRfAiCo

この式において, Cf, Z, Rf, A,及びc･は，それぞれ次の数値を表すものとする。
上

Cf建築物の地上部分の一定の高さにおける地震層せん断力係数

z その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況

その他地震の性状に応じて,.Oから0.7までの範囲内において建設大臣が定める

数値

R2建築物の振動特性を表すものとして，建築物の固有周期及び地盤の種類に応

じて建設大臣が定める方法により算出した数値

Aポ建築物の振動特性に応じて地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布を

表すものとして建設大臣が定める方法により算出した数値

C｡標準せん断力係数

2 標準せん断力係数は，0.2以上としなければならない。ただし，地盤が著しく軟弱な区域とし

て特定行政庁が建設大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内における木造の建築物

（第46条第2項第一号イからホまでに掲げる基準に適合するものを除く。)にあっては，0 3以上

としなければならない。

3 第82条の4第二号の規定により必要保有水平耐力を計算する場合においては，前項の規定に

かかわらず，標準せん断力係数は，1.0以上としなければならない。

4 建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は，当該部分の固定荷重と積載荷重との和に次

の式に適合する水平震度を乗じて計算しなければならない。ただし，地震時における建築物の

振動の性状を適切に評価して計算をすることができる場合においては，当該計算によることが

できる。

胸≧01 (1-g) z
この式において，ん,〃及びZは，それぞれ次の数値を表すものとする。

〃 水平震度

H 建築物の地下部分の各部分の地盤面からの深さ(20を超えるときは20とす

る｡）（単位 メートル）

Z 第1項に規定するZの数値
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第2款 荷重及び外力

（ ）通 達 昭56住指発第96号

第3 荷重及び外力関係（第2款）

2 地 震 力（第88条）

（1）地上部分の地震力

地上部分の地震力については，地震層せん断力係数により地震層せん断力（当該高さの部

分が支える部分に作用する全体の地震力）を求めるよう変更を行っている。この地震層せん

断力係数はCf = ZRfAjCoで算出することとしているが,このうちZの数値Rz及びA‘を算

出する方法並びに地盤が著しく軟弱な区域を指定する基準は昭和55年建設省告示第1793号で

定めている。同告示の運用については別記4を参照されたい。

なお，屋上から突出する水槽，煙突その他これらに類するものについては，令第39条の2

の規定に基づく告示によって地震等に対する安全性を確保することとなるが，この場合に想

定する地震力と本規定による地震力とは別個のものであるので留意すること。

（2）地下部分の地震力

地下部分に作用する地震力は，水平震度を用いて算出することとしたが，地下部分の地震

層せん断力は，原則として水平震度により計算した地震力によるものと，地上部分から伝わ

る地震層せん断力とを加えて求めることとなるので留意されたい。また，地下部分とは，地

階であるか否かにかかわらず，計算にあたって振動性状等を勘案して地下部分とみなすこと

ができる部分とすることとする。

（ ）告 示 昭55建告第1793号

令第88条第1項，第2項及び第4項の規定に基づき

地震力の計算に関する基準を定める件

（改正 昭和62年11月13日建設省告示第1918号）

建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第88条第1項，第2項及び第4項の規定に基づき，

Zの数値,R2及びAfを算出する方法並びに地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定す

る基準をそれぞれ次のように定める。

第1Zの数値

Zは，次の表の上欄に掲げる地方の区分に応じ，同表下欄に掲げる数値とする。

地 方 数値

(1) (2)から(4)までに掲げる地方以外の地方 1．0

北海道のうち

札幌市 函館市 小樽市 室蘭市 北見市 夕張市 岩見沢市 網走市 苫小牧

市 美唄市 芦別市 江別市 赤平市 三笠市 千歳市 滝川市 砂川市 歌志

内市 深川市 富良野市 登別市 恵庭市 伊達市 札幌郡 石狩郡 厚田郡

浜益郡 松前郡 上磯郡 亀田郡 茅部郡 山越郡 檜山郡 爾志郡 久遠郡

奥尻郡 瀬棚郡 島牧郡 寿都郡 磯谷郡 虻田郡 岩内郡 古宇郡 積丹郡

詔



政令 第88条

古平郡 余市郡 空知郡 夕張郡 樺戸郡 雨竜郡 上川郡（上川支庁）のうち

東神楽町，上川町，東川町及び美瑛町 勇払郡 網走郡 斜里郡 常呂郡 有珠

郡 白老郡

青森県のうち

青森市 弘前市 黒石市 五所川原市 むつ市 東津軽郡 西津軽郡 中津軽郡

南津軽郡 北津軽郡 下北郡

秋田県

山形県

福島県のうち

会津若松市 郡山市 白河市 須賀川市 喜多方市 岩瀬郡 南会津郡 北会津

郡 耶麻郡 河沼郡 大沼郡 西白河郡

新潟県

(2) 富山県のうち

魚津市 滑川市 黒部市 下新川郡

石川県のうち

輪島市 珠洲市 鳳至郡 珠洲郡

鳥取県のうち

米子市 倉吉市 境港市 東伯郡 西伯郡 日野郡

島根県

岡山県

広島県

徳島県のうち

美馬郡 三好郡

香川県のうち

高松市 丸亀市 坂出市 善通寺市 観音寺市 小豆郡 香川郡 綾歌郡 仲多

度郡 三豊郡

愛媛県

高知県

熊本県（(3)に掲げる市及び郡を除く。）

大分県（(3)に掲げる市及び郡を除く。）

宮崎県

北海道のうち

旭川市 留萌市 稚内市 紋別市 士別市 名寄市 上川郡（上川支庁）のうち

隠栖町，当麻町，比布町，愛別町，和寒町，剣淵町，朝日町，風連町及び下川町

中川郡（上川支庁） 増毛郡 留萌郡 苫前郡 天塩郡 宗谷郡 枝幸郡 礼文

郡 利尻郡 紋別郡

山ロ県

福岡県

佐賀県

(3) 長崎県

熊本県のうち

八代市 荒尾市 水俣市 玉名市 本渡市 山鹿市 牛深市 宇土市 飽託郡

宇土郡 玉名郡 鹿本郎 葦北郡 天草郡

大分県のうち

0.9

0.8
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第2款 荷重及び外力

中津市

下毛郡

鹿児島県

日田市 豊後高田市 杵築市 宇佐市 西国東郡 東国東郡 速見郡
宇佐郡

(名瀬市及び大島郡を除く。）

(4) 沖縄県 ().7

第2Rfを算出する方法

Rtは，次の表の式によって算出するものとする。ただし，特別の調査又は研究の結果に基づ

き建築物の振動特性を表す数値が同表の式によって算出した数値を下回ることが確かめられた

場合においては，当該調査又は研究の結果に基づく数値（この数値が同表の式によって算出し
た数値に4分の3を乗じた数値に満たないときは，当該数値）まで減じたものとすることがで
きる。

T<nの場合

１

Ｔ
Ｔ
ｉ

２
ｔ

Ｑ
Ｚ

１
吟
咽

一一
一一

一

ｆ
ｆ

Ｒ
Ｒ

万
）

2

灸≦r,<2Zgの場合

2n≦Tの場合 Rf=
T

この表において,T及び nは，それぞれ次の数値を表すものとする。
T 次の式によって計算した建築物の設計用1次固有周期（単位 秒）

T = "(0.02+001dr)

誤罵墓鯉""…
、 建築物の基礎の底部(剛強な支持ぐいを使用する場合にあっては，当該支持ぐいの先端）
の直下の地盤の種別に応じて，次の表に掲げる数値（単位 秒）

第3A#を算出する方法

小は，次の式によって算出するものとする。ただし，建築物の振動特性についての特別な調

査又は研究の結果に基づいて算出する場合においては，当該算出によることができるものとす
る。

4, = '+ (7=-",)丁玲

40

第1種

地 盤

第2種

地 盤

第3種

地 盤

岩盤，硬質砂れき層その他主として第3紀以前の地層によって構成されて
いるもの又は地盤周期等についての調査若しくは研究の結果に基づき，こ
れと同程度の地盤周期を有すると認められるもの

第1種地盤及び第3種地盤以外のもの

腐植土，泥土，その他これらに類するもので大部分が構成されている沖積
層（盛土がある場合においてはこれを含む｡）で，その深さがおおむね30メ
ートル以上のもの，沼沢，泥海等を埋め立てた地盤の深さがおおむね3メ
ートル以上であり，かつ，これらで埋め立てられてからおおむね30年経過
していないもの又は地盤周期等についての調査若しくは研究の結果に基づ
き，これらと同程度の地盤周期を有すると認められるもの

0.4

0．6

0.8



政令 第88条

この式において，“及びTは，それぞれ次の数値を表すものとする。

α，建築物のAfを算出しようとする高さの部分を支える部分の固定荷重と積載

荷重との和（建築基準法施行令第86条第2項ただし書の規定によって特定行政

庁が指定する多雪区域においては，更に積雪荷重を加えるものとする。以下同

じ｡）を当該建築物の地上部分の固定荷重と積載荷重との和で除した数値

T 第2に定めるTの数値

第4 地盤力塔し〈軟弱な区域を定める基準

地盤が著しく軟弱な区域を定める基準は，地盤が第2の表中 灸に関する表に掲げる第3種

地盤に該当する区域であるものとする。

附 則

この告示は，昭和62年11月16日から施行する。

通達 昭56住指発第96号 ）（

別記4 昭和55年建設省告示第1793号の取扱いについて

〔1〕 第1(Zの数値）関係

Zの数値は，地域に応じて告示の表に掲げる数値とするが，当該数値以上の数値としても

差支えないものとする。

〔2〕 第2 (R'を算出する方法）関係

(1) Tの精算の取扱い

R'の算出において，ただし書の適用にあたっては設計用1次固有周期を特別な調査又は

研究の結果に基づいて計算し，その値をTの数値とすることができるものとする。

（2）地盤種別の判定

① 剛強な支持ぐいとは，長さ径比の小さい場所打ち鉄筋コンクリートぐいその他の建築

物本体と一体となって挙動し得るとみなせるものをいう。

② 地盤種別を地盤周期によって判定する場合の基準は付則による。

〔付則〕 地盤周期による判定の方法

地盤種別の判定を地盤周期についての特別な調査又は研究に基づいて行う場合の方法

は，原則として次に掲げるところによる。

① 地盤周期と地盤種別との対応は，次の表によるものとする。

第 3 種

② 地盤周期の測定は，常時微動測定，せん断波速度測定等適切な方法によって行うものと

する。

4Z

地盤周期、(秒）

Zき≦0.2

0.2＜恥≦0.75

地 盤 種 別

第 1 種

第 2 種

0.75＜公



第2款 荷重及び外力

〔3〕 第3 (A,を堂第3 (A,を算出する方法）関係

(1) Tの取扱い

Tの数値は,Rzを求めた場合に用いたTと同一の数値とする。

(2) A茜の精算の取扱い

建築物の振動特性をモーダルアナリシス，時刻歴解析により適切に評価して地震層せん

断力の分布を算出した場合にあっては，本規定の式によらないことができる。

第4(地盤が著しく軟弱な区域を定める基準）関係

本基準を適用するにあたっては，第3種地盤の条件にいう「地盤周期等についての調査若
しくは研究の結果」を積極的に活用されたい。

〔4〕

〔参考〕

局部地震力

繍議…
そう

（屋上から突出する水槽等）
そう

第39条の2 屋上から突出する水槽，煙突その他これらに類するものは，建設大臣の定め
る基準に従って風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全なものと
しなければならない。

而喜う
／
ｒ
、 告 示 昭56建告第1

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第39条の2の規定に基づき，屋上から突出すそう

る水槽，煙突その他これらに類するものの基準を次のように定める。
そう

第，屋上から突出する水槽,煙突その他これらに類するもの(以下｢屋上水藩等｣とい
う｡）は，次の各号に定めるところによらなければならない。

そう

一 屋上水槽等は，支持構造部又は建築物の構造耐力上主要な部分に，支持構造部は，
建築物の構造耐力上主要な部分に，緊結すること。

そう

二 屋上水槽等，支持構造部及び緊結金物で腐食又は腐朽のおそれがあるものには，有
効なさび止め又は防腐のための措置を講ずること。

そう

第2 屋上水槽等のうち，地階を除く階数が3以上の建築物に取り付けられるものは，第
1によるほか，次の各号に定めるところによらなければならない。

そう そう

一屋上水槽等,支持構造部,屋上水槽等の支持構造部への取付け部分及び屋上水層等
又は支持構造部の建築物の構造耐力上主要な部分への取付け部分は，荷重及び外力に
よって当該部分に生ずる応力(次の表に掲げる組合せによる各応力の合計をいう｡）に
対して安全上支障がないものとすること。

荷重及び

外力につ

いて想定

する状態

建築基準法施行令(以下

｢令｣という｡)第86条第
2項ただし書の規定によ

って特定行政庁が指定す

る多雪区域における場合

応力の

種類
一般の場合 備 考

謡の|常時|｡半′|G-ﾄ丹‘
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〔参考〕局部地震力

G+P+S積雪時 G+P+S

水又はこれに類するもの
でつ

を貯蔵する屋上水槽等

にあっては，これの重量

を積載荷重から除くもの
とする。

短期の

応力
G+P+W暴風時 G+P+W

1

1 G+P+s+K地震時’ G+P+K

この表において, G,P, S,"及びKは，それぞれ次の応力(軸方向応力，

曲げモーメント，せん断応力等の各をいう｡）を表すものとする。
そう

G 屋上水槽等及び支持構造部の固定荷重による応力
そう

P 屋上水槽等の積載荷重による応力

S 令第86条に規定する積雪荷重による応力

W 風圧力による応力

この場合において，風圧力は，次のイによる速度圧に次のロに定める風
そう

力係数を乗じて計算した数値とするものとする。ただし，屋上水槽等又は

支持構造部の前面にルーパー等の有効なしゃへい物がある場合において

は，当該数値から当該数値の4分の1を超えない数値を減じた数値とする
ことができる。

イ 速度圧は，令第87条第2項の規定により計算すること。この場合にお
そう

いて，「建築物の高さ」とあるのは，「屋上水槽等又は支持構造部の地盤

面からの高さ」と読み替えるものとする。

ロ 風力係数は，令第87条第4項の規定に準じて定めること。ただし，球
そう

形又はこれに類する形状の屋上水槽等にあっては,05とするものとす

る。

K 地震力による応力

この場合において，地震力は，特別な調査又は研究の結果に基づき定め

る場合のほか，次の式によって計算した数値とするものとする。ただし，
そう そう

屋上水槽等又は屋上水槽等の部分の転倒，移動等による危害を防止するた

めの有効な措置が講じられている場合にあっては，当該数値から当該数値

の2分の1を超えない数値を減じた数値とすることができる。
P="zo

この式において,P,ん及びz<ﾉは,それぞれの次の数値を表すも

のとする。

P 地震力（単位 キログラム）

ん 水平震度(令第88条第1項に規定するZの数値に1 0以上

の数値を乗じて得た数値とする｡）
そう そう

〃 屋上水槽等及び支持構造部の固定荷重と屋上水槽等の積

載荷重との和（令第86条第2項ただし書の規定によって特

｜
定行政庁が指定する多雪区域においては，更に積雪荷重を

加えるものとする｡）（単位 キログラム）

二屋上水着等又は支持構造部が緊結される建築物の構造耐力上主要な部分は,屋上水
着等又は支持構造部から伝達される応力に対して十分な耐力を有すること。
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第3款 許容応力度

灘護議蕊勘
（木材）

第89条 木材の繊維方向の許容応力度は，強度試験の結果に基づき定める場合のほか，次の表の
数値によらなければならない。

、、 長期応力に対する許容応力度

|瀞に頚謬冤-）
許容応力度 短期応力に対する許容応力度

(謙に鱒謬冤-｝
圧 縮 曲げ’種 類

|引張り|曲可珂引張り せん断 圧 縮 引張り せん断

あかまつ，くるまつ

及びくいまつ

からまつ，ひば，ひ

のき及びくいひ

つが及びべいつが

もみ，えぞまつ，と

どまつ，べにまつ，
すぎ，くいすぎ及び
スプルース

75 60 95 8

針
70 55 9(） 7

葉
65 50 85 7

長期応力に対する圧縮，引張
り，曲げ又はせん断の許容応

力度のそれぞれの数値の2倍
とする。

樹

60 45 75 6

｜
広
葉
樹

90 80 130 14

くり，なら，ぶな及
70 60 100 10

びけやき

せん

2 かた木で特に品質優良なものをしやち，込み栓の類に使用する場合においては，その許容応
力度は，それぞれ前項の表の数値の2倍まで増大することができる。

そう

3 基礎ぐい，水槽，浴室その他これらに類する常時湿潤状態にある部分に使用する場合におい

ては，その許容応力度は，それぞれ前2項の規定による数値の70パーセントに相当する数値と
しなければならない。
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政令 第90条

織灘蕊瀞
（鋼材等）

第90条 鋼材等の許容応力度は，次の表1又は表2の数値によらなければならない。

1

短期応力に対する許容応力度

(謙に当彗謬冤-｝
長期応力に対する許容応力度

(瀞に当彗謬冤-1
圧縮|引張り｜曲げ’せん断 せん断圧 縮｜引張り 曲 げ

一般構造用鋼材
溶接構造用鋼材

F FF F

1.5,/31.5 1．51 5

F
黒 皮

1．5
ボルト

FF
長期応力に対する圧縮，引張り，

曲げ又はせん断の許容応力度のそ

れぞれの数値の1.5倍とする。

仕上げ
21.5

F F
リベ ッ ト 鋼

1．5 2

F F FF
鋳 鋼

1.51/§1．51 5 1．5

F
鋳 鉄

1．5
I

この表において,Fは，鋼材等の種類及び品質に応じて建設大臣が定める基準強度（単位 1

平方センチメートルにつきキログラム）を表すものとする。

2

短期応力に対する許容応力度長期応力に対する許容応力度

|謝に葵享謬冤一｝ 櫛に当童謬蕊-｝
引 張 り引 張 り

圧 縮 圧縮 せん断補強以外
に用いる場合

せん断補強に用

いる場合

せん断補強以外

に用いる場合

せん断補強に用

いる場合
と

釜(当該数値が
2 000を超える場

合には，2000）

器(当該数値が
1,600を超える場

合には, 1,600)

舌(当該数値が
1,600を超える場

合には，1,600）

F(当該数値が

3,000を超える場

合には，3,000）

鋼丸 F F

吾(当該数値が
2,200を超える場

合には, 2,200)

釜(当該数値が
2,000を超える場

合には, 2,000)

苦(当該数値が
2,200を超える場

合には, 2,200)

F(当該数値が

3000を超える場

合には，3,000）

径28ミリメート

ル以下のもの

異
形

鉄
筋

F F

会(当該数値が
2,000を超える場

合には，2000）

会(当該数値が
2,000を超える場

合には, 2 000)

釜(当該数値が
2,000を超える場

合には，2,000）

F(当該数値が

3,000を超える場

合には，3,000）

径28ミリメート

ルを超えるもの
F F

F(ただし,床

版に用いる場

合に限る｡）

鉄線の径が4ミリメー

l､ル以上の溶接金網

Ｆ｜率

Ｆ一嘘 F

この表において,Fは，表1に規定する基準強度を表すものとする。
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第3款 許容応力度

（ ）告示 昭55建告第1794号第1

令第90条，第92条，第96条及び第98条の規定に基づき，

鋼材等及び溶接部の基準強度を定める件

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第90条，第92条，第96条及び第98条の規定に基づき，

鋼材等及び溶接部の許容応力度並びに鋼材等及び溶接部の材料強度の基準強度を次のように定め

Ｏ
垂
１
４

る
第

鋼材等の許容応力度の基準強度

鋼材等の許容応力度の基準強度は，次の表の数値とする。

基 準 強 度

単位 1平方センチメート
ルにつきキログラム

鋼材等の種類及び品質

I
鋼材の厚さが40ミリメ

ートル以下のもの

SS 41

SM4 1

SMA4 1

STK 41

STKR4 1

2,400

2,200
鋼材の厚さが40ミリメ

ートルを超えるもの

鋼材の厚さが40ミリメ

ートル以下のもの

鋼材の厚さが40ミリメ

ートルを超えるもの

一 般

構 造

用鋼材 2，800

SS50

2,600

3,300
鋼材の厚さが40ミリメ

ートル以下のもの

SM50

SM50Y

SMA50

STK 50

STKR5 0

鋼材の厚さが40ミリメ

ートルを超えるもの
溶 接

構 造

用鋼材

3,000

鋼材の厚さが40ミリメ

ートル以下のもの
3,600

SM53

鋼材の厚さが40ミリメ

ートルを超えるもの
3,400

SS55 3,800

’ 黒 皮 1,900
ボ ル 卜

仕 上 げ 2,400

2,400

リ
鋳
一
鋳

鋼
鋼

鉄

ベ ッ 卜

2,400

1,500

2_400
SR24

SRR24
丸 鋼

SR30

SRR40
3,000
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政 令 第90条

SD24

SDR24

SD3 0

SD35

SD40

2 400

SD3 0 3 000形 鉄 筋悪』
一 一

SD35 3,500

SD40 4 000

鉄線の径が4ミリメートル以上の溶接金網 3,000

この表において, SS41, SS50及びSS55は，日本工業規格(以下｢JIS」

という｡) G3101-1976 (一般構造用圧延鋼材）に定めるSS41, SS50及

U: SS55又はこれらと同等以上の品質を有する鋼材を, SM41, SM50,

SM50Y及びSM53は, JIS G3106-1977 (溶接構造用圧延鋼材）に定

めるSM41, SM50, SM50Y及びSM53又はこれらと同等以_上の品質を

有する鋼材を, SMA41及びSMA50は, JIS G3114-1977 (溶接繊造用

耐候性熱間圧延鋼材)に定めるSMA41及びSMA50又はこれらと同等以

上の品質を有する鋼材を, STK41及びSTK50は, JIS G3444-1977 (-

般構造用炭素鋼鋼管）に定めるSTK41及びSTK50又はこれらと同等以

_上の品質を有する鋼材を, STKR41及びSTKR50は, JIS G3466-

1975 (一般構造用角形鋼管）に定めるSTKR41及びSTKR50又はこれら

と同等以上の品質を有する鋼材を, SR24, SR30, SD24, SD30, SD35及

uw SD40は, JIS G3112-1975 (鉄筋コンクリート用棒鋼）に定める

SR24, SR30, SD24, SD30, SD35及びSD40又はこれらと同等以上の品

質を有する捧鋼を, SRR24, SRR40及びSDR 24は, JIS G3117-1975 (鉄

筋コンクリート用再生棒鋼)に定めるSRR24, SRR40及びSDR24又はこ

れらと同等以_'二の品質を有する棒鋼を，それぞれ表すものとする。以下

第2の表において|司様とする。
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第3款 許容応力度

（コンクlノート）

第91条 コンクリートの許容応力度は，次の表の数値によらなければならない。ただし，付着に

ついては，実験及び計算によって確かめられた数値とすることができる。

長期応力に対する許容応力度

|礫に巽蕊麓-1
短期応力に対する許容応力度

(糊に葵蕊鐵-1
圧 縮 ｜ 引張り せん断 付 着 圧 縮 引張り せん断 付 着

長期応力に対する圧縮，引張り，せん断又は

付着の許容応力度のそれぞれの数値の2倍と

する。

7(軽遼骨

材を使用

するもの

にあって

は，6）

Ｆ
－
３

Ｆ
｜
鋤

Fは，設計基準強度（単位 1平方センチメーI ルにつきキログラム）をこの表において，

表すものとする。

特定行政庁がその地方の気候，骨材の性状等に応じて規則で設計基準強度の上限の数値を定

めた場合において，設計基準強度が，その数値を超えるときは，前項の表の適用に関しては，

その数値を設計基準強度とする。

「1

乙

（溶接）

第92条 溶接継目ののど断面に対する許容応力度は，次の表の数値によらなければならない。

長期応力に対する許容応力度

|徹に当重苦麓-I
短期応力に対する許容応力度

|鞭に蕊琵糞貴-1継目の

形 式
作 業 の 方 法

|引張り’圧 縮 引張り 曲 げ せん断 圧 縮 引張り 曲 げ せん断

自動溶接装置等

の設置その他の

建設大臣が高度
の品質を確保し

得ると認めて定

める条件によっ

て作業する場合

Ｆ
唖 ｛
毎

Ｆ耐突合せ

(1)

突合せ

以外の

もの

F F、

1.5､/g1.5､/3
長期応力に対する圧縮,引張り，

曲げ又はせん断の許容応力度の

それぞれの数値の1 5倍とする。09F
－

1．5

09F
突合せ

15､/3

(2) (1)以外の場合
突合せ

以外の

もの

09F

Ｆ
編

９
５

０
１

151/3

この表において，〃は，溶接される鋼材の種類及び品質に応じて建設大臣が定める溶接部の

基準強度（単位 1平方センチメートルにつきキログラム）を表すものとする。
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政令 第92条

（ う告示 昭55建告第1794号第2

第2 溶接部の許容応力度の基準強度

溶接部の許容応力度の基準強度は，次の表の数値（異なる種類又は品質の鋼材を溶接する場合

においては，接合される鋼材の基準強度のうち小さい値となる数値）とする。

基 準 強 度

単位 1平方センチメート
ルにつきキログラム

鋼材の種類及び品質

｛ }
鋼材の厚さが40ミリメ

ートル以下のもの

SS 41

SM4 1
SMA4 1

STK 41
STKR4 1

一 般

構 造

用鋼材

2,400

鋼材の厚さが40ミリメ

ートルを超えるもの
2,200

鋼材の厚さが40ミリメ

ートル以下のもの

SM50

SM5 0Y
SMA5 0

STK 50
STKR5 0

3,300

鋼材の厚さが40ミリメ

ートルを超えるもの
溶 接

構 造

用鋼材

3,000

鋼材の厚さが40ミリメ

ートル以下のもの
3,600

SM53

鋼材の厚さが40ミリメ

ートルを超えるもの
3,400

SR24

SRR24
2,400

丸 鋼
SR30

SRR40
3,000

SD24

SDR24
2,400

3,000

3,500

4,000

SD3 0

SD35

SD4 0

異 形 鉄 筋

告示昭56建告第''03号）（

溶接の高度の品質を確保し得る条件を定める件

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第92条及び第98条の規定に基づき，建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第92条及び第98条の規定に基づき，高度の品質を確

保し得る作業方法の条件を次のように定める。

高度の品質を確保し得る作業方法の条件は，次の第一号又は第二号に該当するものとする。

一 次の(1)及び(2)に定めるところにより作業すること。

（1）鋼材の種類に応じて必要な自動溶接装置その他の溶接機器及び自動ガス切断機その他の

加工機器を備え，かつ，これらの機器及び溶接方法に関して十分な知識及び技量を有する

者が溶接を行うこと。ただし，昭和55年建設省告示第1794号第2の表に掲げる鋼材のうち，

SM50, SM50Y, SMA50, STK50, STKR50及びSM53以外の鋼材を溶接する場合において，
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第3款 許容応力度

回転ジグ，ポジショナー等常に下向きで作業できるような設備をして作業するときは，こ

の限りでない。

（2）溶接部が割れ等の欠陥を有するものとならないよう，非破壊検査その他の検査を行うこ

と。

二 前号に掲げるもののほか，建設大臣がこれと同等以上に高度の品質を確保し得ると認める

方法により作業すること。
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政令 第92条の2

騨令…
（高力ボルト接合）

第92条の2 高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は，次の表

の数値によらなければならない。

長期応力に対する許容せん断応力度

I鑿需:斑ﾝﾁﾒｰﾄﾙにI
短期応力に対する許容せん断応力度

|蕊:鷺ﾝﾁﾒｰﾄﾙにI
応力度

種 類

せ
せ

面
面

１
２

噸一価 0.3 "
－

0.6 Z,

長期応力に対する許容せん断応力

度の数値の1.5倍とする。

1平この表において，nは，高力ボルトの品質に応じて建設大臣が定める基準張力(単位

方センチメートルにつきキログラム）を表すものとする。

2 高力ボルトが引張力とせん断力とを同時に受けるときの高力ボルト摩擦接合部の高力ボルト

の軸断面に対する許容せん断応力度は，前項の規定にかかわらず，次の式により計算したもの

としなければならない。

八‘=た｡(1－器）
この式において，たz’た｡,ぴ‘及び nは，それぞれ次の数値を表すものとする。

九‘この項の規定による許容せん断応力度（単位 1平方センチメートルにつ

きキログラム

九。前項の規定による許容せん断応力度（単位 1平方センチメートルにつき

キログラム）

ぴ&高力ボルトに加わる外力により生ずる引張応力度（単位 1平方センチメ

ートルにつきキログラム）

錫 前項の表に規定する基準張力

告示 昭55建告第1795号（ ）

令第92条の2，第94条及び第96条の規定に基づき，

高力ボルトの基準張力等を定める件

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第92条の2，第94条及び第96条の規定に基づき，高

力ボルトの基準張力，高力ボルト引張接合部の引張りの許容応力度及び高力ボルトの材料強度の

基準強度をそれぞれ次のように定める。

第1 高力ボルトの基準張力

高力ボルトの基準張力は，次の表の数値とする。
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第3款 許容応力度

高 カ ボ ル ト の 質

ロ叩

高力ボルトの基準張力（単位

1平方センチメートルにつき

キログラム）

高力ボルトの締付ボルト張力
(単位 1平方センチメー
トルにつきキログラム）

高力 ボ ル トの 種類

の
②
｜
③

種 4,000以上1 4,000

種 5,000以上2 5,000

種 5,350以上3 5,350

この表において，1種，2種及び3種は，日本工業規格(以下｢JIS｣という｡) B1186-1979 (摩

擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット）に定める1種，2種及び3種又はこ

れらと同等以上の品質を有する摩擦接合用高力ボルト，ナット及び座金の組合せを表すものと

する。

第2 高力ボルト引張接合部の引張りの許容応力度

高力ボルト引張接合部の高力ボルトの軸断面に対する引張りの許容応力度は，次の表の数値

とする。

長期応力に対する引張りの許容

応力度（単位 1平方センチメ

ートルにつきキログラム）

短期応力に対する引張りの許容

応力度（単位 1平方センチメ

ートルにつきキログラム）

高 力 ボ ル ト の 品 質

第1の表中(1項に掲げるもの

ト
2,500

長期応力に対する引張りの許容

応力度の数値の1.5倍とする。
第1の表中(2)項に掲げるもの 3,100

第1の表中(3)項に掲げるもの 3,300

第3 高力ボルトの材料強度の基準強度

高力ボルトの材料強度の基準強度は，次の表の数値とする。

高力ボルトの品質 基準強度（単位 1平方センチメートルにつきキログラム）

F8T 6,400

F10T 9,000

F11T 9,500

この表において, F8T, F10T及びF11Tは, JIS B1186-1979 (摩擦接合用高力六角ボル

ト・六角ナット・平座金のセット）に定めるF8T, F10T及びF11T又はこれらと同等以上の

品質を有する高力ボルトを表すものとする。

附 則

この告示は，昭和56年6月1日から施行する。

昭和45年建設省告示第1309号は，廃止する。

１
２
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政令 第93条・第94条

綴畷霊鱗，
（地盤及び基礎ぐい）

第93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は，建設大臣が定める方法によって，地盤

調査を行ない，その結果に基づいて定めなければならない。ただし，次の表に掲げる地盤の許

容応力度については，地盤の種類に応じて，それぞれ次の表の数値によることができる。

長期応力に対する許容応力度

(単位 1平方メートルにつきトン）

短期応力に対する許容応力度

(単位 1平方メートルにつきトン）
地 盤

岩盤

固結した砂

100

50

土丹盤 30

れき

密実な礫層 30

密実な砂質地盤 2(） 長期応力に対する許容応力度の

それぞれの数値の2倍とする。砂質地盤 5

堅い粘土質地盤

０
２

１

粘土質地盤

堅いローム層 10

ローム層 5

…

（補則）

第94条 第89条から前条までに定めるもののほか，構造耐力上主要な部分の材料の長期応力に対

する許容応力度及び短期応力に対する許容応力度は，材料の種類及び品質に応じ，建設大臣が

建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数値によらなければならない。

告示昭55建告第'799号）（

令第94条及び第99条の規定に基づき，特殊な

許容応力度及び材料強度を定める件

（改正 昭和62年11月13日建設省告示第1919号）

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第94条の規定に基づき，木材のめりこみ及び圧縮材

の座屈の許容応力度，集成材の許容応力度並びに鋼材等の支圧，圧縮材の座屈及び曲げ材の座屈

の許容応力度（以下「特殊な許容応力度」という｡)並びに同令第99条の規定に基づき，木材のめ

りこみ及び圧縮材の座屈の材料強度，集成材の材料強度並びに鋼材等の支圧及び圧縮材の座屈の

材料強度（以下「特殊な材料強度」という｡）をそれぞれ次のように定める。
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第3款 許容応力度

第1 特殊な許容
一 去・共＋/、出入I/､

特殊な許容応力度

木材のめりこみ及び圧縮材の座屈の許容応力度は，次に掲げるとおりとする。

イ めりこみの許容応力度は，めりこみ試験の結果に基づき定める場合のほか，その繊維方
そう

向と加力方向とのなす角度に応じて次に掲げる数値（基礎ぐい，水槽，浴室その他これら

に類する常時湿潤状態にある部分に使用する場合においては，当該数値の70パーセントに

相当する数値）とする。

（1）10度以下の場合 建築基準法施行令（以下「令」という｡）第89条第1項

の表に掲げる圧縮の許容応力度の数値

(2) 10度を超え,70度未満の場合(1)と(3)とに掲げる数値を直線的に補間した数値

（3）70度以上90度以下の場合 次の表に掲げる数値

短期応力に対するめりこみの許

容応力度

|謙つ鰯蔑ﾒｰ‘I

長期応力に対するめりこみの許

容応力度

|鷺っ鰯麓ﾒｰﾄI
木 材 の 種 類

あかまつ，くるま

つ及びくいまつ
30

からまつ，ひば，

ひのき及びくいひ
25

針葉樹 つが'べいつが，

もみ，えぞまつ，

とどまつ，べにま

つ，すぎ，くいす
ぎ及びスプルース

長期応力に対するめりこみの許

容応力度の数値の2倍とする。20

40|かし

F~5広葉樹 くり，なら，ぶな

及びけやき
35

ロ 圧縮材の座屈の許容応力度は，その有効細長比に応じて，次の表の式によって計算した

数値とする。

入≦30の場合

30<別≦100の場合

九＝た

ん= /b (13-001J)

0.3九

八=研アA> 100の場合

この表において，ハ,八及び八は，それぞれ次の数値を表すものとする。

有効細長比

圧縮材の座屈の許容応力度（単位 1平方センチメートルにつきキログラム）

令第89条第1項の表に掲げる圧縮の許容応力度（単位 1平方センチメートルにつきキ

ログラム）

九
八
九

二 集成材の許容応力度は，次に掲げるとおりとする。

イ 繊維方向の許容応力度は，強度試験に基づき定める場合のほか，集成材の種類に応じて
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政令 第94条

そう

それぞれ次の表1又は表2の数値（基礎ぐい，水槽，浴室その他これらに類する常時湿潤

状態にある部分に使用する場合においては，当該数値の70パーセントに相当する数値）と

する。

1

~、、
長期応力に対する許容応
力度（単位 1平方セン
チメートルにつきキログ

ラム）

短期応力に対する許容応
力度（単位 1平方セン
チメートルにつきキログ

ラム）

許容応力度

集成材の樹種
及び品質 |"'’

圧 縮
又 は
弓|張り

圧 縮
又 は

弓|張り
曲 げ せん断 曲 げ せん断

級
級

級
級
級

級
級

級
級

級
級

級
特

１
２
特

１
２
特

１
２
特

１
２

唖
噸
一
卯
一
噸
妬
一
踊
一
妬
一
卯

帥
一
卯
一
別
一
ｍ

165

145

120

155

135

110

145

125

105

135

115

95

あかまつ，くるまつ及びく

いまつ
12

針

からまつ，ひば，ひのき及

びくいひ
l1

葉
長期応力に対する圧縮，

引張り，曲げ又はせん断

の許容応力度のそれぞれ

の数値の2倍とする。

つが及びべいつが 1(）

樹

もみ，えぞまつ，とどまつ，

べにまつ，すぎ，くいすぎ

及びスプルース

9

みずなら，ぶな，けやき，

しおじ,たも，かば，いたや

かえで，にれ及びアピトン

1級 105 150広
葉

樹

12

2級 85 125

醗一轍

卯
一
別 器ラワン 10

この表において，特級，1級及び2級は，それぞれ構造用大断面集成材の日本農林規格（昭
和61年農林水産省告示第2054号）に規定する構造用大断面集成材の特級,1級及び2級又はこ
れらと同等以上の品質を有する集成材を表すものとする。

2

~、、
長期応力に対する許容応
力度（単位 1平方セン
チメートルにつきキログ

ラム）

短期応力に対する許容応
力度（単位 1平方セン
チメートルにつきキログ
ラム）

許容応力度

~、、集成材の樹種
及び品質 |""’

圧 縮
又 は
引張り

圧 縮
又 は
引張り、

曲 け せん断 曲 け せん断

級
級

級
級

１
２

１
２

蠅
一
卯
一
妬
一
筋

145

120

135

110

あかまつ，くるまつ及びく

いまつ
12

からまつ，ひぱ，ひのき及

びくいひ
11
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第3款 許容応力度

蠅一轍 :汁鶚引つが及びべいつが 1(）

長期応力に対する圧縮，

引張り，曲げ又はせん断

の許容応力度のそれぞれ

の数値の2倍とする。

針
葉

樹

もみ，えぞまつ，とどまつ，

べにまつ，すぎ，くいすぎ，
スプルース，ロッジポール
パイン及びポンデローサパ

イン

1級 80 115

9

2級 70 95

みずなら，ぶな，けやき，

しおじ,たも，かば，いたや

かえで，にれ及びアピトン

1級 105 150広
葉

樹

12

2級 85 125

級
級

１
２

卯
一
別

130
一

110
ラワン 10

この表において，1級は，集成材の日本農林規格(昭和49年農林省告示第601号(以下｢告示」
という｡)）に規定する構造用集成材の1級又は化粧ばり構造用集成材のl等及び2等又はこれ

らと同等以上の品質を有する集成材を表すものとする。また，この表において，2級は，告示

に定める構造用集成材の2級又はこれと同等以上の品質を有する集成材を表すものとする。

ロ めりこみの許容応力度は，めりこみ試験の結果に基づき定める場合のほか，その繊維方
そう

向と加力方向とのなす角度に応じて次に掲げる数値（基礎ぐい，水槽，浴室その他これら

に類する常時湿潤状態にある部分に使用する場合においては，当該数値の70パーセントに

相当する数値）とする。

（1）10度以下の場合 イの表に掲げる圧縮の許容応力度の数値

(2) 10度を超え,70度未満の場合(1)と(3)とに掲げる数値を直線的に補間した数値

（3）70度以上90度以下の場合 次の表に掲げる数値

長期応力に対するめりこみの許

容応力度

|擁っ蕊麓ﾒ- l

短期応力に対するめりこみの許

容応力度

|鷲っ鰯麓ﾒｰﾄI
集 成 材 の 樹 種

あかまつ，くるま

つ及びくいまつ
30

25
からまつ，ひば，

ひのき及びくいひ

針葉樹 つが’べいつが,

もみ，えぞまつ，

とどまつ，べにま

つ，すぎ，くいす

ぎ及びスプルース

20
長期応力に対するめりこみの許

容応力度の数値の2倍とする。

ラワン 30

みずなら，ぶな，

けやき，しおじ，

たも，かば，いた

やかえで，にれ及

びアピトン

広葉樹
35
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政令 第94条

ハ 圧縮材の座屈の許容応力度は,前号のロに定めるところに準ずる計算をした数値とする。

二 建設大臣が高度の品質を確保し得ると認める条件によって集成材のひき板の加工，接着

及び品質管理が行われる場合においては，当該集成材の許容応力度は，イからハまでの規

定にかかわらず,集成材の各々のひき板の強度に基づき算定した数値とすることができる。

三 鋼材等の支圧,圧縮材の座屈及び曲げ材の座屈の許容応力度は,次に掲げるとおりとする。

イ 支圧の許容応力度は，次の表の数値（(1)項及び(3)項において異種の鋼材等が接触する場

合においては，小さい値となる数値）とする。

短期応力に対する支圧の許容

応力度

|説こ頚謬豆-l

長期応力に対する支圧の許容

応力度

|瀞に頚曾麓-1
支 圧 の 形 式

すべり支承又はローラー支

承の支承部に支圧が生ずる

場合その他これに類する場
合
ロ

ボルト又はリベットによっ

て接合される鋼材等のボル

ト又はリベットの軸部に接

触する面に支圧が生ずる場

合その他これに類する場合

(1)及び(2)に掲げる場合以外

の場合

1.9F(1)

長期応力に対する支圧の許

容応力度の数値の1 5倍と

する。1.25F(2)

F
－

11(3)

この表において,Fは，昭和55年建設省告示第1794号第1に定める基準強度の数値（単位

1平方センチメートルにつきキログラム）を表すものとする。

ロ 圧縮材の座屈の許容応力度は，次の表の数値とする。

長期応力に対する圧縮材の座屈

の許容応力度

|謙に霧苫麓-l

短期応力に対する圧縮材の座屈

の許容応力度

|謙に頚謬冤-｝
圧縮材の有効細長比と

限界細長比との関係

1－号(升)，
’駅’ハ≦Aの場合 ２１八一Ａ

ノ
ー
、

Ｆ

嗜
差

３
’
２ 長期応力に対する圧縮材の座屈

の許容応力度の数値の1.5倍と

する。

入＞4の場合

(升)’
この表において,F,ハ及びAは，それぞれ次の数値を表すものとする。

F 昭和55年建設省告示第1794号第1に定める基準強度（単位 1平方センチメートルにつ

きキログラム）

入 有効細長比

4 次の式によって計算した限界細長比
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第3款 許容応力度

』一驚
ハ 曲げ材の座屈の許容応力度は，次の表の数値とする。ただし，令第90条に規定する曲げ

の許容応力度の数値を超える場合においては，当該数値を曲げ材の座屈の許容応力度の数
値とする。

長期応力に対する曲げ材の座

屈の許容応力度

|諏に霧苫麓-1

短期応力に対する曲げ材の座

屈の許容応力度

|瀧こ禦苫麓-1
曲 げ 材 の 種 類

及 び 曲 げ の 形 式

ま
値

郵
数

、
ｌ
ト
ー
ノ

し

一匪圭
２１ムー・Ｚ
ｉ

４－略の閉
２
－
３
０

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ

０

Ｆ
９

荷重面内に対称軸を有する
圧延形鋼及びプレートガー

ダーその他これに類する組
立材で，強軸周りに曲げを

受ける場合

鋼管及び箱形断面材の場
合，(1)に掲げる曲げ材で弱

軸周りに曲げを受ける場合
並びにガセットプレートで

面内に曲げを受ける場合

(1)

長期応力に対する曲げ材の座

屈の許容応力度の数値の1 5
倍とする。

Ｆ｜蛆(2)

900

(響）
(3) 合口

この表において, F, '6, i, C,ﾉ1,月及びAノは，それぞれ次の数値を表すものとする。
F 昭和55年建設省告示第1794号第1に定める基準強度（単位 1平方センチメートルにつ
きキログラム）

‘‘圧縮フランジの支点間距離（単位 センチメートル）

2 圧縮フランジと曲げ材のせいの6分の1とからなる T形断面のウェッブ軸周りの断面
2次半径（単位 センチメートル）

C 次の式によって計算した修正係数（2.3を超える場合には2.3とする｡）

C ､5-105 (f) +03 (f)｡

｜冒蹴難，嚇塑党態辮露蒙部における小さい方及び大I
4 口の表に定める限界細長比

〃 曲げ材のせい（単位 センチメートル）

ル 圧縮フランジの断面積（単位 平方センチメートル）

第2 特殊な材料強度

一 木材のめりこみ及び圧縮材の座屈の材料強度は，次に掲げるとおりとする。

イ めりこみの材料強度は，第1第一号イに定める長期応力に対するめりこみの許容応力度

の数値の3倍の数値とする。

ロ 圧縮材の座屈の材料強度は，第1第一号口に定める短期応力に対する圧縮材の座屈の許
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政令 第94条

容応力度の数値とする。

二 集成材の材料強度は，次に掲げるとおりとする。

イ 繊維方向の材料強度は，第1第二号イに定める長期応力に対する許容応力度の数値の3

倍の数値とする。

ロ めりこみの材料強度は，第1第二号ロに定める長期応力に対するめりこみの許容応力度

の数値の3倍の数値とする。

ハ 圧縮材の座屈の材料強度は，第1第二号ハに定める短期応力に対する圧縮材の座屈の許

容応力度の数値とする。

二 建設大臣が高度の品質を確保し得ると認める条件によって集成材のひき板の加工，接着

及び品質管理が行われる場合においては，当該集成材の繊維方向の材料強度は，イからハ

までの規定にかかわらず，第1第二号二の規定により算定した数値の3倍とすることがで

きる。

三 鋼材等の支圧及び圧縮材の座屈の材料強度は，次に掲げるとおりとする。
含

イ 支圧の材料強度は，第1第三号イの表の短期応力に対する支圧の許容応力度の数値に準

じて定めるものとする。この場合において，同表中「昭和55年建設省告示第1794号第1」

とあるのは「昭和55年建設省告示第1794号第3」と読み替えるものとする。

ロ 圧縮材の座屈の材料強度は，次の表の数値とする。

圧 縮 材 の 座 屈 の 材 料 強 度
(単位 1平方センチメートルにつきキログラム）

圧縮材の有効細長比と

限界細長比との関係

ハ≦Aの場合 F{ 1-:(:)"}

号F
（升)．

i>Aの場合

この表において,F,ハ及び／lは，それぞれ次の数値を表すものとする。

F 昭和55年建設省告示第1794号第3に定める基準強度の数値（単位 1平方センチメー1、
ルにつきキログラム）

入 有効細長比

4 次の式によって計算した限界細長比

′l=今響 7言蜘,の遥選4≧′”
馬

附 則

この告示は，昭和62年11月16日から施行する。
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第4款 材料強度

第4款 材 料 強 度

騨霧~辮凱
（木材）

第95条 木材の繊維方向の材料強度は，強度試験の結果に基づき定める場合のほか，次の表の数
値によらなければならない。

材 料 強 度
単位 1平方センチメート
ルにつきキログラム

1

1 I種 類

圧縮｜引張り｜曲げ｜せん断
あかまつ，くるまつ及びく
いまつ

からまつ，ひぱ，ひのき及
びくいひ

つが及びべいつが

もみ，えぞまつ，とどまつ，
べにまつ，すぎ，くいすぎ
及びスプルース

225 180 285 24

210 165 27(） 21

針葉樹

195 150 255 21

18(） 135 225 18

270 240
’390

300

42
広葉樹

くり,なら,ぶな及びけやき| 2,0 四180

2 第89条第2項及び第3項の規定は，木材の材料強度について準用する。

鱗瀞繍

（鋼材等）

第96条 鋼材等の材料強度は，次の表1又は表2の数値によらなければならない。
1

度{湾き蕊蕊Xﾃﾒｰﾄﾙ｝材 料 強
種 類

圧 縮 ｜引張り｜ 曲 げ せ ん 断

一般構造用鋼材
溶接構造用鋼材

Ｆ
万F F F

’ ’ 上
毎高 力 ボ ル ト F －

6り
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黒 皮 F

ボルト 頸－４仕上げ F
”’４リベ ッ ト 鋼 F

旦
何

鋼鋳 F FF

鋳 鉄 F

この表において,Fは，第90条の表1に規定する基準強度を表すものとする。

2

材料強度|鷲き蕊舞Xﾁﾒｰﾄﾙ 1
引 張種 類 り

圧 縮 せん断補強以外
に用いる場合

せん断補強に用
いる場合

F(当該数値が

3,000を超える場
合には，3,000）

丸鋼及 び異形 鉄筋 F P

F(ただし,床版に
用いる場合に限
る｡）

F(ただし,床版に
用いる場合に限
る｡）

第90条の表1に規定する基準強度を表すものとする。

鉄線の径が4ミリメート

ル以上の溶接金網
F

この表において,Fは，

）(告示昭55建告第1794号第3

第3 鋼材等の材料強度の基準強度

鋼材等の材料強度の基準強度は，第1の表の数値とする。ただし，一般構造用鋼材，溶接構

造用鋼材,丸鋼及び異形鉄筋のうち，同表に掲げるJISに定めるものについては,実況に応じた

数値とするほか，同表の数値のそれぞれ1.1倍以下の数値とすることができる。

(通達昭56住指発第96号）

第4 許容応力度及び材料強度関係（第3款及び第4款）

2．材料強度

新設の規定であるが，基本的な構成は許容応力度に関する

び溶接部の基準強度については，それぞれ鋼材の日本工業規

る数値の1.1倍まで等の数値とすることができることとしてb

は，実験資料，ミルシート等の提出を求める等必要な措置を

基本的な構成は許容応力度に関する規定と同一である。なお，鋼材及

格に適合する場合は，合は，告示に掲げ

の適用にあたって

れたい。
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第4款 材料強度

…
（コンクリート）

第97条 コンクリートの材料強度は，次の表の数値によらなければならない。ただし，せん断又

は付着については，実験及び計算によって確かめられた数値とすることができる。

材

(単位

料 強 度

1平方センチメートルにつきキログラム）

引張り’圧 縮 せ ん 断 付 着

21（軽量骨材を使用する場合に

あっては，18）

Ｆ
一
ｍF

この表において,Fは，設計基準強度（単位 1平方センチメートルにつきキログラム）
表すものとする。

を

2 第91条第2項の規定は，前項の設計基準強度について準用する。

職嬢譲鷺翻

（溶接）

第98条 溶接継目ののど断面に対する材料強度は，次の表の数値によらなければならない。

材 料 強 度

|鑿需:麓ﾝｶｰﾄﾙに1作 業 の 方 法 継 目 の 形 式

圧縮|引張り｜曲げ|せん断
自動溶接装置等の設置その

他の建設大臣が高度の品質

を確保し得ると認めて定め

る条件によって作業する場
合

旦
毎突

谷口

せ F

(1) Ｆ
万

旦
毎突合せ以外のもの

0.9F

，/§
突

谷口

せ 0.9F

(2) (1)以外の場合

0.9F
－

，/3
0．9F
－

、/3
突合せ以外のもの

この表において,Fは，第92条の表に規定する基準強度を表すものとする。

告 示 昭55建告第1794号第4（ ）

第4 溶接部の材料強度の基準強度

溶接部の材料強度の基準強度は，第2の表の数値とする。ただし，一般構造用鋼材，溶接構

造用鋼材,丸鋼及び異形鉄筋のうち，同表に掲げるJISに定めるものについては，実況に応じた
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政 令 第99条

数値とするほか，同表の数値のそれぞれ1.1倍以下の数値とすることができる。

鰯議瀧議鰯
（補則）

第99条 第95条から前条までに定めるもののほか，構造耐力上主要な部分の材料の材料強度は，

材料の種類及び品質に応じ，建設大臣が地震に対して建築物の安全を確保するために必要なも

のとして定める数値によらなければならない。
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l l指針概要と計算の流れ

第1章 基 本 事 項

1．1指針概要と計算の流れ

(1)指針概要

第II編 構造計算指針は，建築基準法施行令に定められた耐震関係規定の構造計算の方法を構

造設計の流れに沿って解説するものである。第I編に示した各規定（政令，告示，通達）を構造

設計の流れに沿うよう再構成し，それぞれの事項ごとに解説を行っている。さらに，各構造種別

ごとに耐震計算についての解説を行うように構成している。そのため，一部の規定については，

各章にわたり重複して掲載されている場合がある。従って，本編を通読すると同じ事項について

の解説がくり返し出てくることがあるが，これは，例えば，鉄骨造の建築物の耐震計算方法につ

いて理解しようと思った場合には，該当する章（第5章）を読めば，他の章を見ることなくひと

とおりの理解ができるようにすることを目指したためである。

本編の構成及び内容は以下のとおりである。

第1章 基本事項……………．．…･本編の概要，地震に対する構造計算の流れ，第2章以降に

示す構造計算方法の適用範囲及び適用の特例

第2章 荷重及び外力．．………･…構造計算において採用すべき荷重及び外力

第3章 許容応力度 ……………木材，鋼材，コンクリート，溶接，高力ボルト，地盤及び

及び材料強度 基礎ぐい等についての許容応力度及び材料強度

第4章 構造計算の方法…………法令で定められた構造計算の方法，計算のフロー

第5章 鉄骨造の耐震計算………鉄骨造の耐震計算の進め方，各ルート，固有の問題

第6章 鉄筋コンクリート………鉄筋コンクリート造の耐震計算の進め方，各ルート，固有

造の耐震計算 の問題

第7章 鉄骨鉄筋コンクリ･……･鉄骨鉄筋コンクリート造の耐震計算の進め方，各ルート，

－卜造の耐震計算 固有の問題

第8章 木造の耐震計算…………各種木造の耐震計算の進め方，各ルート，固有の問題

第9章 その他の構造……･･……･プレストレストコンクリート造,壁式鉄筋コンクリート造，

の耐震計算 壁式ラーメン鉄筋コンクリート造，併用構造の耐震計算

付 録………… ……･…･…… …･･保有水平耐力の計算方法，鉄筋コンクリート造壁等の剛性

評価

なお，力の単位として「N(ニュートン)｣(SI単位）が用いられたり，又は「kgf」等の表示が

なされることがあるが，本指針では従来から用いられている「kg」等の工学単位を力の単位とし

て用いている。
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第1章 基本事項

(2)計算の流れ

建築基準法施行令に規定される耐震関係の構造計算を一次設計と二次設計に分類する。ここで，

一次設計は，中程度の地震動（耐用年限中に数度は遭遇する程度の地震動）により構造骨組に生

ずる応力度が材料の許容応力度以下であることを確認するものであり，二次設計は，中程度の地

震動による居間変形角，剛性率，偏心率の確認及び大地震動（耐用年限中に一度遭遇するかもし

れない程度の地震動）に対する建築物の耐震性能の確認を行うものである。後者には，対象とす

る建築物の規模等により，三つの計算のルートが設けられている。それらを，ルート回，ルート

回及びルート回と称する。すなわち，構造計算に当たっては，一次設計と，さらに二次設計とし

ていずれか一つのルートの計算を行うことになる。

ルート回は,特定建築物以外の建築物に適用される構造計算ルートであって，このルートにお

いては建築物の規模等の確認のほか，それぞれの構造種別に応じて定められた計算を行うことが

必要である。このルートを適用できるのは，構造規模が比較的小さい建築物である。

ルート回は,高さが31m以下の特定建築物に適用されるルートであって，このルートによる場

合は，層間変形角の確認，剛性率の確認，偏心率の確認及び構造種別ごとに定められた変形性能

確保，耐力確保等のための計算を行うことが必要である。

ルート回は,高さが31mを超え60m以下の特定建築物及び高さが31m以下でルート回又はル

ート回によらない建築物に適用され，このルートによる場合は，層間変形角の確認及び保有水平

耐力の確認を行うことが必要である。

高さが60mを超える建築物の場合には，上記の規定によらず，別途建設大臣が認める方法によ

り安全性を確認することになる。
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1．2適 用

1．2適 用

(1)規 模

（ 》政篇第8嫌第1項

（適用）

第81条 法第20条第2項に規定する建築物(高さが60メートルを超える建築物を除く。）の構造計

算は，この節の規定によらなければならない。ただし，建設大臣がこの節に規定する構造計算

による場合と同等以上に安全さを確かめることができると認める構造計算による場合において

は，この限りでない。

）（ 通 達 昭56住指発第96号

第1 総則関係（第1款）

1．適用（第81条）

（1）高さの取扱い

今回の改正に伴い，建築物の高さにより，適用される構造計算の原則についての規定が

異なることとなったが，これらの規定の適用にあたっての建築物の高さは，令第2条第1

項第六号に定めるところによるものとする。

（2）各規定の適用の選択

高さが31メートル以下のものについては，令第82条の3に替えて令第82条の4の規定に

よることは差支えない。同様に「木造建築物等」の対象となる〔｢特定建築物」の対象とな

らない〕規模等の建築物で，令第82条の2及び令第82条の3又は令第82条の2及び令第82

条の4の各規定によったものは，「木造建築物等」としての基準〔｢特定建築物」に該当し

ないことの基準〕を満たすことは要しないので留意されたい。

また，構造計算を張り間方向及びけた行方向のように2方向以上について行う場合，そ

れぞれの方向について異なる規定を適用することも妨げないものとする。

(3)適用の範囲

本節の規定は，令第39条の2の規定の適用対象である屋上から突出する水槽等について

は適用されない｡また,建築基準法（以下「法」という｡）第88条の規定により，法第20条の

規定を準用する工作物についても,一律に適用されるべきものではないので留意されたい。

本項の規定は，令第3章第8節の位置付けを定めたもので，法第20条第2項により構造計算を

義務付けられた建築物の構造計算は，本節（第8節）の定めるところによらなければならないと

したものである。

令第3章第8節を適用する建築物の範囲からは高さが60mを超えるものは除かれている。これ

は，高さが60mを超える建築物については，建設実績も少なく，必ずしも中低層程度の建築物と

同じ構造計算の方法では安全を十分確認し得ないという判断に基づくものである。この高さが60

mを超える建築物の取扱いについては令第81条の2で定めている。

また，ただし書で，建設大臣の認める構造計算については，例外的に適用除外が認められてい

るが，このただし書の適用を認められている例としては，昭48建告第949号(プレストレストコン
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第1章 基本事項

クリート造の技術的基準）における，いわゆる「終局強度法」がある。

異なるルートを適用するに当たっての留意点

r~~･ー~.~~~~一.~－－.~.~'~.~.ー~~~~一一~--.ー~.．~ー~..-.~･~~一~~－－－~一~~ー.一..~~~~~~~~－－~一一一.~ーー~~~~.~~一一~~~1

I鵜鰡鶏蕊ト ﾙｰﾄ回｜

ﾙｰﾄ回｜

ﾙｰﾄ回’

一

-巨

層間変形角の計騨｜｜剛性率、偏心率等の
エンド

(令第82条） 「1（令第82条の2）｜‐|計算(令第82条の3）
｜
’

－区→ →

1-－一__－ ．－．．－．－－－－－－--------_‘‐‐ －－－．－－－．－－_____.‐-----,-._－‐ ．、 －．－ ‐ ’

図1．1－1構造計算のルート

構造計算は，一般に建築物の張り間方向及びけた行方向について各々行う。この場合，各々の

方向に異なるルートを適用して差し支えない｡例えば図1．1－2に示す建築物において,張り間方

向(Y方向）は壁量が十分にあるのでルート回で計算を行い，一方，壁量がそれほど多くないけ

た行方向(X方向）はルート回又は回を用いてもよいということである。ただし,X方向の検

討をルート回又は回で行うとき，偏心率の計算には,Y方向の耐力壁の剛性が関係してくるの

でその評価が必要である。

図1．1－3に示すように,同一の建築物で階によって構造種別が異なる場合には,それぞれの構

造種別に応じて異なる計算を行うことになる。ただし，この計算は，原則として同一のルートの

ものでなければならない。

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□
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鉄骨造
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鉄骨鉄筋
コンクリー

X

□□□□□□□□

｢二1日P｢ヨ
卜造

1

図1．1－2異なるルートの適用例 図1．1－3同一ルートの中で階ごとに

異なる計算を用いる例

ルートの適用に当たっては，当該建築物の高さが，その要件の一つとなることがある。この場

合の「高さ」とは，令第2条第1項第六号に示されるところのものによる。すなわち，高さは，

平均地盤面からの高さとし，水平投影面積が建築面積の1/8以下の階段室等の塔屋(12mまで),

”

許容応力度計算

(令第82条）
層間変形角の計算
(令第82条の2）

保有水平耐力の計算
(令第82条の4）



1.2適 用

むね飾，防火壁の屋上突出物等の屋上突出物は，高さに算入しない。

なお，地震力を算定する場合に建築物の一次固有周期を建築物の高さから求めることがあるが

(令第88条に基づく告示，昭55建告第1793号)，その場合の高さは，当該建築物の振動性状を十分

考慮して判断されるべきものである。これについて，詳しくは，2．6「地震力」(p . 85)の項を参

照されたい。

(2)屋上から突出する水槽等の取扱い

屋上から突出する水槽等については，令第39条の2に基づく告示に定める基準により固定荷重

及び積載荷重並びに風圧力及び地震力に対して構造耐力上安全であることを確かめるほか，それ

を支える建築物の構造耐力上主要な部分の安全性を確かめる必要がある。この場合の地震力に対

する取扱いについては，2．6．1｢地震層せん断力」(p85)を参考にされたい。

(3)エキスパンションジョイント等

騨…鰯

2 2以上の部分がエキスパンシヨンジヨイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで

接している建築物の当該建築物の部分は，前項の規定の適用については，それぞれ別の建築物

とみなす。

通達昭56住指発第96号）（

第1 総則関係（第1款）

1．適用（第81条）

（4）適用の特例

本条第2項の規定により，エキスパンションジョイントその他の構造方法のみで接して

いる部分相互は，本節の規定の適用については，それぞれ別の建築物とみなすこととして

いるが，エキスパンションジョイントを用いる場合以外には，それぞれの部分相互の挙動

に及ぼす影響が全体からみて無視しうる場合に，本規定の適用があるものとする。

また，増築等に際し，既存の部分と接する部分が上記に該当する場合にも本規定を適用

し，別棟扱いして差支えないものとする。

本項の規定は，建築物の各部分が相互に構造的に縁の切れているものである場合には，それぞ

れについて別の構造計算の方法を適用してよいことを定めたものである。

エキスパンションジョイント等の取扱い

エキスパンションジョイントを設けた場合には，建築物を複数個の独立した構造に分けて構造

計算を行うことができる。この場合のジョイント部のクリアランス6としては，大地震時にも衝

突を生じないよう相互の建築物の一次設計用地震力（令第88条第1項に規定する地震力をいう。

以下同じ｡)による変形量の和の2倍程度以上を考えておくとよいであろう。なお，地下部分や基

尻Z
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第1章 基本事項

礎については一体とし，上部構造にのみエキスパンションジョイントを設けた場合においても，

別個の建築物として上部構造の計算を行ってよい。

渡り廊下で2つの建築物を結ぶ場合などでは，雨仕舞のためエキスパンションジョイントを設

けることが難しい場合もある。これらの場合には，両側の建築物の変形を吸収できるようにして

おくならば，別個の建築物とし，互いの相互作用を無視して計算してよい。

1.3適用の特例

鰯…

（高さが60メートルを超える建築物の特例）

第81条の2 高さが60メートルを超える建築物の構造計算は，建設大臣が当該建築物について構

造耐力上安全であることを確かめることができると認める構造計算によらなければならない。

）（ 通 達 昭56住指発第96号

第1 総則関係（第1款）

1 適用

2 高さが60メートルを超える建築物の特例（第81条の2)

高さが60メートルを超える建築物については，建設大臣の認める構造計算によることと

しているが，この認定は個別に，建設省令に定める手続により行うものとする。詳細につ

いては別途通知するが，従来の取扱いとの差異に留意されたい。

前条に示されているとおり，高さが60m以下の建築物は令第3章第8節の定めるところにより

構造計算を行うが，高さが60mを超える建築物の構造計算は，当該建築物の計画に応じて，それ

ぞれ建設大臣が認める構造計算によって，安全性を確かめなければならないとしたものである。

この高さが60mを超える建築物を建築しようとする時は，確認申請に先立ち，建設大臣に，構造

計算の方法及びその方法による構造計算の結果を添えて，申請を行うことになる（建築基準法施

行規則第1条第3項)。

"



2．1荷重及び外力の種類と組合せ

第2章 荷重及び外力

2．1荷重及び外力の種類と組合せ

綴帯蕊識霧譜 第騨蕊

第1款の2 構造計算の原則

（応力度等）

第82条 第81条第1項の規定によって建築物の構造計算をするに当たっては，次の各号に定める

ところによらなければならない。

一 第2款に規定する荷重及び外力によって建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる応力を計

算すること。

二 前号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を次の表に掲げる組

合せによる各応力の合計によって計算すること。

第86条第2項ただし書

の規定によって特定行

政庁が指定する多雪区

域における場合

荷重及び外力に

ついて想定する

状態

一般の場合応力の種類 備 考

長期の応力 常 時 G+P G+P+ S

積 雪 時 G+P+S G+P+ S

建築物の転倒，柱の引

抜き等を検討する場合

においては,Pについ

ては，建築物の実況に

応じて積載荷重を減ら

した数値によるものと

する。

G+P+W

短期の応力 暴 風 時 G+P +W

G+P+S +W

地 震 時 G+P+K G+P+S +K

この表において, G,P,S,W及びKは，それぞれ次の応力(軸方向応力，曲げモーメン

ト，せん断応力等の各をいう｡）を表すものとする。

G 第84条に規定する固定荷重による応力

P 第85条に規定する積載荷重による応力

S 第86条に規定する積雪荷重による応力

〃 第87条に規定する風圧力による応力

K 第88条に規定する地震力による応力 ’
三 前号の規定によって計算した長期及び短期の各応力度が，それぞれ第3款の規定による長

期の応力又は短期の応力に対する各許容応力度を超えないことを確かめること。

四 必要がある場合においては，構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によっ

て建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめること。

尻3



第2章 荷重及び外力

畷苓蓋霧調政令 第蕊案

第2款 荷重及び外力

（荷重及び外力の種類）

第83条 建築物に作用する荷重及び外力としては，次の各号に掲げるものを採用しなければなら

ない。

一 固定荷重

二 積載荷重

三 積雪荷重

四 風圧力

五 地震力

2 前項に掲げるもののほか，建築物の実況に応じて，土圧，水圧，震動及び衝撃による外力を

採用しなければならない。

2.2固定荷重

鱗…滅籍 議驚識

（固定荷重）

第84条 建築物の各部の固定荷重は，次の表の数値によるか，又は当該建築物の実況に応じて計

算しなければならない。

重 量
単位 1平方メート
ルにつきキログラム

建築
物の
部分

種 別 備 考
I 1

ふき土がない場合
瓦ぶき

ふき土がある場合

屋石綿スレート もやに直接ふく場合
ぷき その他の場合

波形鉄板ぶき もやに直接ふく場合

根 薄鉄板ぶき

ガラス屋根

厚形スレートぶき

木造 もやの支点間の距離が2メートル以下の場合
のも
や もやの支点間の距離が4メートル以下の場合

さお縁

天 繊維板張'打上げ板張合板張又は金属板張
木毛セメント板

患縁

井 しっくい塗
モルタル塗

錨
一
Ⅷ
｜
泌
一
弱
－
５
｜
加
一
訓
一
網
－
５

下地及びたるきを含み，もやを含まない。

下地及びたるきを含み，もやを含まない。

もやを含まない。

下地及びたるきを含み，もやを含まない。

もやを含まない。

下地及びたるきを含み，もやを含まない。

鉄製わくを含み，もやを含まない。

下地及びたるきを含み，もやを含まない。

瓦ぶき

屋
根
面
に
つ
き

石綿スレート

ぷき

屋根面
につき 皿

一
ｍ

天
井
面
に
つ
き

15

’
20

つり木，受木及びその他の下地を含む。
30

40

60

”



2.2固定荷重

巧

床

壁

木造の床

コンクリー|、

造の床の仕上

げ

木造の建築物の壁の軸組

木造の建築物

の壁の仕上げ

木造の建築物の小舞壁

コンクリート

造の壁の仕上

げ

板 張

畳 敷

床
ば
り

板 張

フロアリングブロック張

モルタル塗,人造石塗及びタイル張

アスファルト防水層

下見板張,羽目板張又は繊維板張

木ずりしっくい塗

鉄網モルタル塗

しっくい塗

モルタル塗及び人造石塗

タイル張

張り間が4メートル以下の場合

張り間が6メートル以下の場合

張り間が8メートル以下の場合

床
面

に
つ

き
壁

面
に

つ
き

15

35

10

17

25

20

15

20

15

15

10

35

65

85

17

20

20

根太を含む。

床板及び根太を含む。

根太及び大引を含む。

仕上げ厚さ1センチメートルごとに，その

センチメートルの数値を乗ずるものとす

る。

厚さ1センチメートルごとに，そのセンチ

メートルの数値を乗ずるものとする。

柱，間柱及び筋かいを含む。

下地を含み，軸組を含まない。

軸組を含む。

仕上げ厚さ1センチメートルごとに，その

センチメートルの数値を乗ずるものとす

る。
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第2章 荷薑及び外力

2.3積載荷重

“繍鱸，

（積載荷重）

第85条 建築物の各部の積載荷重は，当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただ
し，次の表に掲げる室の床の積載荷重については，それぞれ(い)，（ろ)又は(は)の欄に定める
数値によって計算することができる。

、 い (ろ）構造計算の対象 ㈱

床の擶造計算をする場

合

|深つ鰡鐡I

大ばり，柱又は基礎の

構造計算をする場合

|鷲つ鰯鐡

地震力を計算する場合～

、
~－－

I
単位 1平方メート

ルにつきキログラム、室の種類

住宅の居室，住宅以外の建築物
における寝室又は病室

(1) 180 130 60

事務室

教 室

百貨店又は店舗の売場

②
一
③
｜
㈱

300

230

300

180

210

240

80

110

130

固定

席の

場合

劇場,映画館,演芸場,観覧

場公会堂,集会場その他こ

れらに類する用途に供する

建築物の客席又は集会室

300 270 160

(5)
その

他の

場合

360 330 210

(6)｜自動車車庫及び自動車通路

,7)|廊下.玄関又は階段

550 400 200

(3)から(5)までに掲げる室に連絡するものにあって

は，(5)の「その他の場合」の数値による。

(1)の数値による。ただし，学校又は百貨店の用途に供

する建築物にあっては，(4)の数値による。

廊下，玄関又は階段

(8) 屋上広場又はバルコニー

2 柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合においては,前項の表の(ろ)欄の数値は，

そのささえる床の数に応じて，これに次の表の数値を乗じた数値まで減らすことができる。た

だし，同項の表の(5)に掲げる室の床の積載荷重については，この限りでない。

ささえる床の数 2 3 9以上4 5 6 7 8

積載荷重を減らすために乗ず

べき数値
0．95 ().9 0．85 () 8 0．75 0．7 ().65 0.6

｜ ’

3 倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は，第1項の規定によって実況に応じて計算した値

が1平方メートルにつき400キログラム未満の場合においても, 400キログラムとしなければな

らない。

75

里



2.4積雪荷重

2.4積雪荷重

§政冷 鍵政令 鵜篭裟

（積雪荷重）

第86条 積雪荷重は，積雪の単位重量にその地方における垂直最深積雪量を乗じて計算しなけれ

ばならない。

2 前項に規定する積雪の単位重量は，積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき2

キログラム以上としなければならない。ただし，特定行政庁は，規則で，建設大臣の定める基

準に基づいて多雪区域を指定し，その区域につきこれと異なる定めをすることができる。

3 第1項に規定する垂直最深積雪量は，実況に応じた数値（特定行政庁が規則でその数値を定

めた場合においては，その定めた数値）としなければならない。
こう

4 屋根の積雪荷重は，屋根に雪止めがある場合を除き，その勾配が30度をこえ60度以下の場合
こう

においては，その勾配に応じて第1項の積雪荷重に次の表の数値（特定行政庁が屋根ふき材，

雪の性状等を考慮して規則でこれと異なる数値を定めた場合においては，その定めた数値）を
こう

乗じた数値とし，その勾配が60度をこえる場合においては，これを採用しないことができる。

30度をこえ40度以

下の場合

40度をこえ50度以

下の場合

50度をこえ60度以

下の場合

こう

勾 配

積雪荷重に乗ずべき数値 0.5 0.25075

5 第2項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域における箆瞳薗重と_L笙里猿一

前4項の規定によつ

値とすることができ

雲苞篁及
て計算し

る。

6 屋根面における積雪量が不均等となるおそれのある場合においては，その影響を考慮して積

雪荷重を計算しなければならない。

7 雪おろしを行なう慣習のある地方においては，その地方における垂直最深積雪量が1メート

ルをこえる場合においても，積雪荷重は，雪おろしの実況に応じて垂直最深積雪量を1メート

ルまで減らして計算することができる。

8 前項の規定により垂直最深積雪量を減らして積雪荷重を計算した建築物については，その出

入口，主要な居室又はその他の見やすい場所に，その軽減の実況その他必要な事項を表示しな

ければならない。

）（ 告 示 昭27建告第1074号

（多雪区域を定める基準）

一 多雪区域を定める基準は，建築基準法施行令（以下「令」という｡）第86条第1項に規定する

垂直最深積雪量が1メートル以上の区域とする。

77



第2章 荷重及び外力

2.5風圧力

騒鱸鍵霧鰯鴬 繍

（風圧力）

第87条 風圧力は，速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。

2 前項の速度圧は，次の表の式によって計算しなければならない。ただし，特定行政庁は，規

則で，区域を指定し，建設大臣がその地方における風の状況に応じて定める基準に基づいて，

その数値の60パーセント（前条第2項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域

においては，40パーセント）に相当する数値を下らない範囲において，その区域における速度

圧を定めることができる。

建築物の高さが16メートル以下の部分

建築物の高さが16メートルを超える部分

緬
疵

０
２

６
１

－
－
－
－

９
９

この表において,9及び〃は，それぞれ次の数値を表すものとする。

9 速度圧（単位 1平方メートルにつきキログラム）

〃 地盤面からの高さ（単位 メートル）

3 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物，防風林その他

これらに類するものがある場合においては，その方向における速度圧は，前項の規定による数

値の2分の1まで減らすことができる。

4 第1項の風力係数は，風洞試験によって定める場合のほか，次に掲げる断面形状の建築物又

は工作物にあってはそれぞれ当該図に示す数値とし，その他の断面形状のものにあってはそれ

ぞれ類似の断面形状のものの数値に準じて定めなければならない。

’
１
１
１
１
Ｊ

、
Ｉ

・

一

企
一

一
一
４
１
１
１
１

沼



2.5風圧力

板
状

の
建
築
物

，

Ｄは風向を、一は風圧力の方向を、βは屋根面が水平面となす角度をそれぞれ示すものとする。
こ
の
図
に
お
い
て
、

Ｄ
Ｄ

．
，

Ｄ
Ｄ

0．4 0.8 0.40．80 0.4

0.3

0.40.8 0.84 0.4 0.8

閉一
一
一
一
一
一
一

８０ 鎖
0.4

0.40．8

形

弧
状
の
屋
根
面
に
お
い

て
係
数
の
変
わ
る
点
は
、

弧
の
四
分
点
と
す
る
。４０

の

建
0.8 0.80．4

築

、

0.8

物

0．4

け
た
行
方
向
に
風
を
受
け
る

場
合

ＩＩｌｌｌｌｌ

５
１

■

０
１１１１１１１１

鍔《』冬

一
一
一
一
一
一
一

９０

， 0.5

－

”

一
一
一
一５０

３０

一
一
一
一
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卜

80

Ｄは風向を、一は風圧力の方向を、βは屋根面が水平面となす角度をそれぞれ示すものとする．
こ
の
図
に
お
い
て
、

，

、

ニ ハ ロ ィ

１
１
１

１
１

開
放

１
１

開
放

一 , I

10。

f誌『w
世

3

1

1
1 開

放
１
１

I

屋

が
イ

ニ
と

場
合
の
数

を
直

も
の

線
的

と
す

るに
。袖閲

し
て
定
め
る

価
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
数
値

級
が
水
平
面
と
な
す
角
度

と
ロ

ロ
と
ハ
又
は
〈
と

の
そ
れ
ぞ
れ
の
中
間
値
の

に
お
い
て
は
、
風
力
係
数

次
の
図
は
、
ラ
チ
ス
ば
り
及
び
ラ
チ
ス
柱
の
断

面
を
示
す
も
の
と
す
る
。

風
圧
作
用
面
積
と
し
て
は
、
ラ
チ
ス
の
面
に
対

し
て
垂
直
方
向
か
ら
見
た
ラ
チ
ス
材
の
見
付
面
積

を
採
る
も
の
と
す
る
。

1.6

司
咽
ｌ
ヨ

→「「「ヨヨユ

1.6

一二Ｉ「「『一一

1.6

Ｄ
Ｄ

次
の
図
は
、
金

網
等
の
断
面
を
示

す
も
の
と
す
る
。

風
圧
作
用
面
械

と
し
て
は
、
金
網

等
の
而
に
対
し
て

垂
直
方
向
か
ら
見

た
金
網
等
の
見
付

面
積
を
採
る
も
の

と
す
る
。

→→→→→→→

1.2，

刀

I

開
放
形
の
建
築
物

独
立

上
家

ラ
チ

ス
構

造
物

金
網
そ
の
他
の

網
状
の
構
造
物

煙
突
そ
の
他
の

円
筒
形
の
構
造
物



2’5風圧 力

本条では，構造計算に当たって採用する風圧力の求め方を規定している。この規定において，

風圧力は高さによって定まる速度圧に建築物の形態によって定める風力係数を乗じて求めること

としている。

速度圧の計算式は第2項に規定しているが，高さ16mを境に16m以下では9 =60,/Z, 16mを

超えればq=120i/万となっている。この速度圧の数値は第2項ただし書又は第3項の規定により

低減することができるが，第2項ただし書により建設大臣が定める基準は，昭27建告第1074号第

二号に規定されている。

風力係数の値は風洞実験又は第4項の図によって定めることとなっている。

5ﾗ再フ（ 告 示 昭27建告第1

（風の速度圧を定める基準）

二 風の速度圧を定める基準は，令第87条第2項に掲げる式によって計算した数値に，次の表に

掲げる数値をそれぞれ乗じたもの以上とする。

海 岸 か ら の 距 離

學へ 善00塁 ＝ O 壱〆n斗･画一、手 レーヘーテ 志

海 岸 か ら の 距 離

令第82条第2項の規定によって応 ～
力度を計算する場合における荷重

及び外力の組合せの種別

方 、地

8キロメートル

以内の区域

8キロメートル

をこえる区域

G+P

＋〃の

場合

G+P

+S+

Wの場

合

G+P

＋〃の

場合

G十P

+S+

〃の場
今
ロ

北海道のうち釧路市，帯広市，北見市，網走市，根

室市，沙流郡，新冠郡，静内郡，三石郡，浦河郡，
様似郡，幌泉郡，河東郡，上川郡(十勝支庁)，河西

郡，広尾郡，中川郡（十勝支庁)，足寄郡，十勝郡，

釧路郡，厚岸郡，川上郡，阿寒郡，白糠郡，野付郡，

標津郡，目梨郡、網走郡，斜里郡，常呂郡及び紋別
郡，岩手県，宮城県，福島県，栃木県，群馬県，新

潟県のうち上越市，東頚城郡，中頚城郡及び西頚城

郡，長野県，岐阜県

(1) 0．6 ().4 0.6 0．4

北海道のうち(1)に掲げる地方以外の地方 青森県

秋田県 山形県 新潟県のうち(1)に掲げる地方以外
の地方

(2) 0．8 0．6 ().65 0．5

三重県 滋賀県 奈良県 烏取県 島根県 岡山県

広島県 山口県(3)|薦廩脆負…~，､~…‘､…
(4)|(1)から(3)までに掲げる地方以外の地方

0.8 0．4 ().65 0.4

1.0 1 0.4 1 0.8 1 04
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第2章 荷重及び外力

〔参考〕

局部風圧力

蝋

（屋根ふき材等の緊結）

第39条 屋根ふき材，内装材，外装材，帳壁その他これらに類する建築物の部分及

び広告塔，装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは，風圧並びに地震その

他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。

2 屋根ふき材，外装材及び屋外に面する帳壁は，建設大臣の定める基準に従って

安全上支障のないようにしなければならない。

（ ）告 示 昭46建告第109号

建築基準法施行令第39条第2項の規定に基づき，屋根ふき材，

外装材及び屋外に面する帳壁の基準を定める件

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第39条第2項の規定に基づき，屋根ふ

き材，外装材及び屋外に面する帳壁の基準を次のように定める。

第1 屋根ふき材は，次の各号に定めるところによらなければならない。

一 屋根ふき材は，荷重又は外力により，脱落又は浮き上がりを起さないように，

たるき，梁，けた，野地板その他これらに類する構造部材に取り付けるものと

すること。

二 屋根ふき材及び緊結金物その他これらに類するものが，腐食又は腐朽するお

それがある場合には，有効なさび止め又は防腐のための措置をすること。

三 屋根ふき材は，イに定める速度圧に口に定める風力係数を乗じて計算した風

圧力に対して安全上支障がないこと。

イ 速度圧は，次の式によって計算した数値とすること。ただし，建築基準法

施行令（以下「令」という｡）第87条第2項ただし書の規定に基づき，特定行

政庁が規則で指定した区域内においては，当該区域における速度圧として定

められた数値とする。

q=120i/7I

この式において，〃及びqは，それぞれ次の数値を表わすものとす

る。

〃 地盤面からの高さ（単位 メートル）

q 速度圧（単位 1平方メートルにつきキログラム）

ロ 風力係数は，令第87条第4項の規定によるものとすること。ただし，屋根

の軒先，けらば及びむねからそれぞれ当該屋根面の長さ10パーセントに相当

する範囲（3メートルをこえるときは，3メートルとする｡）の負の風力係数

は1 5とする。

四 屋根瓦は，軒及びけらぱから2枚通りまでを1枚ごとに，その他の部分のう

ちむねにあっては1枚おきごとに，銅線，鉄線，くぎ等で下地に緊結し，又は

これと同等以上の効力を有する方法ではがれ落ちないようにふくこと。
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参考 局部風圧力

第2 外装材は，次の各号に定めるところによらなければならない。

一 建築物の屋外に面する部分に取り付ける飾石，張り石その他これらに類する

ものは，ボルト，かすがい，銅線その他の金物で軸組，壁，柱又は構造耐力上

主要な部分に緊結すること。

二 建築物の屋外に面する部分に取り付けるタイルその他これらに類するもの

は，銅線，くぎその他の金物又はモルタルその他の接着剤で下地に緊結するこ

と。

第3 地階を除く階数が3以上である建築物の屋外に面する帳壁は，次の各号に定

めるところによらなければならない。

一 帳壁及びその支持構造部分は，荷重又は外力により脱落することがないよう

に構造耐力上主要な部分に取り付けること。

ニ プレキャストコンクリート板を使用する帳壁は，その上部又は下部の支持構

造部分において可動すること。ただし，構造計算又は実験によってプレキャス

トコンクリート板を使用する帳壁及びその支持構造部分に著しい変化が生じな

いことを確かめた場合にあっては，この限りでない。

三 鉄網モルタル塗の帳壁に使用するラスシート,ワイヤラス又はメタルラスは，

日本工業規格（以下「JIS」という｡) A 5524, JIS A 5504又はJIS A 5505

にそれぞれ適合することとし，かつ，間柱又は胴縁その他の下地材に緊結する

こと。

四 帳壁に設ける窓にガラス入りのはめごろし戸（網入ガラス入りのものを除

く。)を設ける場合にあっては，硬化性のシーリング材を使用しないこと。ただ

し，ガラスの落下による危害を防止するための措置が講じられている場合にあ

っては，この限りでない。

2 高さ31メートルをこえる建築物（高さ31メートル以下の部分で高さ31メートル

を超える部分の構造耐力上の影響をうけない部分を除く。）の屋外に面する帳壁

は，前項の規定によるほか次の各号に定めるところによらなければならない。

一｜脹壁は，その高さの150分の1の層間変位に対して脱落しないこと。ただし，

構造計算によって帳壁が脱落しないことを確かめた場合にあっては，この限り

でない。

二 帳壁は，イに定める速度圧に口に定める風力係数を乗じて計算した風圧力に

対して安全上支障がないこと。

イ 速度圧は，各部分の高さに応じて次の表の式によって計算した数値とする

こと。ただし，令第87条第2項ただし書の規定に基づき，特定行政庁が規則

で指定した区域においては，当該区域における速度圧として定められた数値

とする。

q =60,/7I〃＜16の場合

q=120I/7I〃≧16の場合

この表において，〃及びqは，それぞれ次の数値を表すものとする。

〃 地盤面からの高さ（単位 メートル）

9 速度圧（単位 1平方メートルにつきキログラム）

ロ 風力係数は,令第87条第4項の規定によるものとすること。ただし,閉鎖形

の建築物にあっては,風洞実験によって定める場合のほか,その建築物の細長

比に応じて,正の風圧の作用する壁面の風力係数は表1に掲げる数値とし,か

つ,負の風圧の作用する壁面で表2に掲げる部分の負の風力係数は1.5とする。
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第2章 荷重及び外力

1

細 長 比 正の風圧の作用する壁面の風力係数

0｣<昔≦02の場合 1．0

0.2 <舌≦0.4の場合 0.9

04<苦の場合 ().8

この表において，′及び〃は，それぞれ建築物の見付幅(単位 メ

ートル）及び高さ（単位 メートル）を表すものとする。

2

細 長 比 負の風圧の生ずる建築物の部分

高さが建築物の高さの15分の14以上の

部分及び側端から水平距離で見付幅の

6分の1以内の部分
0ﾕ<音≦02の場合

高さが建築物の高さの10分の9以上の

部分及び側端から水平距離で見付幅の
8分の1以内の部分

02<舌≦04の場合

高さが建築物の高さの6分の5以上の

部分及び側端から水平距離で見付幅の

10分の1以内の部分
04<苦の場合

この表において，′及び〃は，それぞれ建築物の見付幅(単位 メ

ートル）及び高さ（単位 メートル）を表すものとする。

三 帳壁に使用するガラスは，イ及び口に適合すること。

イ あわ，ひび，かけ，きず，すじ，そりその他による耐力上の欠点がないこ

と。

ロ 1枚のガラスの見付面積は，そのガラスの種類及び板厚に応じて，次の式

によって計算した数値以下とすること。

A = i\('+\)
この式において, A,zz,P及びオは，それぞれ次の数値を表すものと

する。

A ガラスの見付面積（単位 平方メートル）

α ガラスの種類に応じて次の表に掲げる数値

フロート板ガラス

普通板カ

ラス

みがき板

ガラス

強化ガラ
ス

ガラスの

種類
厚さ6ミリ

メートル以

下のもの

厚さ6ミリ

メートルを

超えるもの

数 値| 1.0 1 0.8 1 1.0 1 08 1 3.0

網入みがき

板ガラス

網入型板

ガラス

合わせガ

ラス

複層ガラ

ス

型板ガラ
ス

色焼付ガ
ラス

0.7 1 0.5 1 1.6 1 1.5 I 0.6 1 20
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P ガラスに作用する風圧力（単位 1平方メートルにつきキログ

ラム）

t ガラスの厚さ（合わせガラス又は複層ガラスにあっては，これ

らを構成するガラスのうち最も薄いガラスの厚さ)(単位 ミリメ

ートル）

2.6地震力

2．6．1地震層せん断力

…驚鰯灘議 職篭蕊蕊

（地震力）

第88条 建築物の地上部分の地震力については，当該建築物の各部分の高さに応じ，当該高さの

部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし，その数値は，当該部分の

固定荷重と積載荷重との和（第86条第2項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪

区域においては，更に積雪荷重を加えるものとする｡)に当該高さにおける地震層せん断力係数

を乗じて計算しなければならない。この場合において，地震層せん断力係数は，次の式によっ

て計算するものとする。

Cf = ZRfAiCo

この式において, Cf,Z,R2,Af及びC・は，それぞれ次の数値を表すものとする。

Cj建築物の地上部分の一定の高さにおける地震層せん断力係数

Z その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況

その他地震の性状に応じて1.0から0.7までの範囲内において建設大臣が定める

数値

R2建築物の振動特性を表すものとして，建築物の固有周期及び地盤の種類に応

じて建設大臣が定める方法により算出した数値

Aガ建築物の振動特性に応じて地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布を

表すものとして建設大臣が定める方法により算出した数値

C・標準せん断力係数

（

、
ノ

通 達 昭56住指発第96号

第3 荷重及び外力関係（第2款）

2．地震力（第88条）

(1)地上部分の地震力

なお，屋上から突出する水槽，煙突その他これらに類するものについては，令第39条の2

の規定に基づく告示によって地震等に対する安全性を確保することとなるが，この場合に想

定する地震力と本規定による地震力とは別個のものであるので留意すること。

本項の規定は，地上部分の地震力の計算方法を定めており，建築物のある高さの部分(ある階）

について本項の算定式により求めた地震層せん断力係数C＃に，その部分が支える部分（その階
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第2章 荷重及び外力

以上の部分）全体の固定荷重と積載荷重との和を乗じて計算することとしている。

なお，本項の規定中, Z,Rf及びAfの数値については昭55建告第1793号に,C･の数値につい

ては本条第2項及び第3項にそれぞれ規定されている。

また，通達に示されているように，本条（第88条）の規定は，構造耐力上主要な部分の構造計

算をする場合に用いる地震力であり，屋上から突出する水槽等の構造計算には，別途令第39条の

2の規定に基づく告示（昭56建告第1101号）による地震力を採用することになる（｢局部地震力」
(p. 87)参照)。

このように，本規定は，地震力を地震層せん断力としてとらえ，「層に作用する力｣という考え

方を採用しているが，パラペット，ペントハウス等屋上突出物に代表されるような建築物の部分

に作用する地震力については局部震度としてとらえる考え方から構成されている。

セットバック形式，スキップフロア形式等，「層｣としてどの部分を考えたらよいかの判定が難

しい特殊な構造計画の建築物等については，本来，より詳細な検討が必要ではあるが，2．6．6｢特

殊な形態への適用方法」(p . 106)に一応の適用例を示す。

また地下部分に作用する地震力については,地上部分と異なり水平震度の形で規定している(2.

6.7「地下部分の地震力」(p. 111)を参照)。

〔地震力と地震層せん断力〕

ある階(j階）が支える部分（通常は,2階より上の部分）に作用する地震力の総和は，地震層

せん断力係数Ciと,'階より上部の重量砿＝含加＃との積として与えられる。この'階より上
の部分に作用する地震力の総和を地震層せん断力という。

図2．6－1の2階に作用する地震力と地震層せん断力の中で,Pfはj階に作用する地震力であ

る。最上階からj階までそれぞれに作用する地震力(P", PM-,,…,Pi)を加えると,j階の地

震層せん断力Qガとなる。

叫風
訓

Ｒ
恥

Ｈ
Ｒ

一 F／／／／／／／／ノ／／／／別

WI=ZIq

Q=R,+ R-'+…＋B

ここで

Iq:i階の重量
":i階より上部の重量
R:i階に作用する地震力
Q:j階の地震層せん断力

図2. 6-1 i階に作用する地震力と地震層せん断力

この関係を式で表示すれば，以下のようになる。

〃

Q,=GWI(=ZB) (2-1)
j＝ず

ここで, Cf:j階の地震層せん断力係数

地震層せん断力Qガは，一般の構造計算の場合の水平力の層つり合い方程式の右辺の値であっ

たり，又は,D値法により分配される値である。
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〔地震力に換算して考慮すべき事項〕

応力解析をする場合あるいは転倒モーメントを求める場合等においては地震層せん断力ではな

く，それぞれの部分（階）ごとに作用する地震力Pfを求めることが必要な場合がある。

この場合，各部分（階）に作用する地震力は次式で計算することができる。

〃 〃

Pi=(国〃歯）×Cf- (2"f)×C#+, = Q,-Qi+]
f＋】

(2－2）

例えば転倒モーメントは，上述の2階に作用する地震力Pfを用いて次式によって求める。

〃

" =2(R×私) (2-3)

ここで，〃：転倒モーメント（1階）

"2:2階の地盤面からの高さ

なお，転倒モーメントは，地震層せん断力Q，を用いて計算することも可能で，その場合は，

次式で求められる。

〃

" =2(Q#×〃i)

ここで, Izf: j階の階高

(2－4）

〔参考〕

局部地震力

鱗 》蕊．識鋳霧婆

そう

（屋上から突出する水槽等）
そう

第39条の2 屋上から突出する水槽，煙突その他これらに類するものは，建設大臣

の定める基準に従って風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上

安全なものとしなければならない。

（ ）告示 昭56建告第1101号

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第39条の2の規定に基づき，屋上から
そう

突出する水槽，煙突その他これらに類するものの基準を次のように定める。
そう そう

第1 屋上から突出する水槽，煙突その他これらに類するもの(以下｢屋上水槽等」

という｡）は，次の各号に定めるところによらなければならない。
そう

一 屋上水槽等は，支持構造部又は建築物の構造耐力上主要な部分に，支持構造

部は，建築物の構造耐力上主要な部分に，緊結すること。
そう

二 屋上水槽等，支持構造部及び緊結金物で腐食又は腐朽のおそれがあるものに

は，有効なさび止め又は防腐のための措置を請ずること。
そう

第2 屋上水槽等のうち，地階を除く階数が3以上の建築物に取り付けられるもの

は，第1によるほか，次の各号に定めるところによらなければならない。
そう そう

一 屋上水槽等，支持構造部，屋上水槽等の支持構造部への取付け部分及び屋上
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そう

水槽等又は支持構造部の建築物の構造耐力上主要な部分への取付け部分は，荷
重及び外力によって当該部分に生ずる応力（次の表に掲げる組合せによる各応

力の合計をいう｡）に対して安全上支障がないものとすること。

建築基準法施行令（以

下「令」という｡）第86

条第2項ただし書の規

定によって特定行政庁

が指定する多雪区域に
おける場合

荷重及び

外力につ

いて想定

する状態

応力の

種類
一般の場合 備 考

長期の

応力
常時 G+P G+P+S

積雪時 G+P+S G+P+S

水又はこれに類す

るもの窓貯蔵する
屋上水槽等にあっ

ては，これの重量

を積載荷重から除

くものとする。

短期の

応力
暴風時 G +P+W G+P+W

地震時 G+P+K G+P+S +K

‘'~… r|≦’11|"' '､'’"≦

この表において, G,P,S,"及びKは，それぞれ次の応力(軸方向応力，
曲げモーメント，せん断応力等の各をいう｡）を表すものとする。

そう

G 屋上水槽等及び支持構造部の固定荷重による応力
そう

P 屋上水槽等の積載荷重による応力

S 令第86条に規定する積雪荷重による応力

〃 風圧力による応力

この場合において，風圧力は，次のイによる速度圧に次のロに定め

る風力係数を乗じて計算した数値とするものとする。ただし，屋上水
そう

槽等又は支持構造部の前面にルーバー等の有効なしやへい物がある場

合においては，当該数値から当該数値の4分の1を超えない数値を減

じた数値とすることができる。

イ 速度圧は，令第87条第2項の規定により計算すること。この場
そう

合において，「建築物の高さ」とあるのは，「屋上水槽等又は支持

構造部の地盤面からの高さ」と読み替えるものとする。

ロ 風力係数は，令第87条第4項の規定に準じて定めること。ただ
そう

し,球形又はこれに類する形状の屋上水槽等にあっては，0．5とす

るものとする。

K 地震力による応力

この場合において，地震力は，特別な調査又は研究の結果に基づき

定める場合のほか，次の式によって計算した数値とするものとする。
そう そう

ただし，屋上水槽等又は屋上水槽等の部分の転倒，移動等による危害

を防止するための有効な措置が講じられている場合にあっては，当該

数値から当該数値の2分の1を超えない数値を減じた数値とすること
ができる。

鉛



参考 局部地震力

＝〃〃

この式において，，,〃及びz〃は，それぞれ次の数値を表す

ものとする。

， 地震力（単位 キログラム）

た 水平震度(令第88条第1項に規定するZの数値に1.0以上

の数値を乗じて得た数値とする｡）
そう そう

” 屋上水槽等及び支持構造部の固定荷重と屋上水槽等の積

載荷重との和（令第86条第2項ただし書の規定によって特
定行政庁が指定する多雪区域においては，更に積雪荷重を

加えるものとする｡）（単位 キログラム）

カー

そう

二 屋上水槽等又は支持構造部が緊結される建築物の構造耐力上主要な部分は，
そう

屋上水槽等又は支持構造部から伝達される応力に対して十分な耐力を有するこ
と。

屋上から突出する水槽，煙突，その他これらに類する設備機器類等についても，当該部
分に作用する地震力に対して検討する必要がある。特に屋上から突出する水槽等について

は，令第39条の2に基づく告示により，作用する水平震度を（10×Z)以上として地震力
(昭56建告第1101号第2の1)に対する検討をすることになっている。

水槽等の屋上突出物にとっては，それらが取付く建築物の屋上階の応答（フロアレスポ

ンス）が地震動となる。建築物本体が地震動を受け振動すると，その振動の大きさは，地

盤の揺れの大きさの数倍となる傾向がある。これを，建築物の地震動に対する応答倍率と

いっているが，建築物の屋上に取付く屋上突出物と建築物本体との地震時の揺れの関係に

もこのことがあてはまる。

建築物の耐用年限中に数度は発生すると予想される中程度の地動を受けると，屋上突出

物には地動の最大加速度の10倍程度の加速度が生じる。地動の最大加速度が約80～100gal

の時，屋上突出物には水平方向として約1Gの力が作用することになる。このように屋上
突出物に作用する地震時水平力は，建築物本体が増|幅器の働きをし，かなり大きなものと

なる。

屋上突出物に作用する地震力を建築物本体の規定とは切り離して局部震度の形で与える

こととしているが，以上がその数値等の考え方の基本である。

従って屋上突出物に加わる地震力はその重量に局部震度を乗ずればよい。なお屋上突出
物が設置される階の地震層せん断力を求める際には，下図のように屋上突出物の重量は当
該床レベルに集中していると考えて地震層せん断力を求めればよい。

|(2-5｝
Q"= C,,×(Wi,+ Wb)

Q"-, = C"-!×( W>1_,+ Wi2+ WD)

Q〃：〃階の地震層せん断力

C,, :〃階の地震層せん断力係数

(Z×R2×A"×C｡)

W》世：〃階の重量

鵬：屋上突出物の重量

ｆ
７

Ｑ
Ｑ

笏＝〃ﾗﾌ

図2．6－2 局部震度による地震力
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なお，ここで注意すべきことは，図2 6－2に示す例のような場合で,構造耐力上主要な
部分の計算に用いる地震層せん断力はQ〃をそのまま用いればよく，この値にさらに屋上
突出物に作用する地震力を加える必要はないということである。すなわち，地震層せん断
力Q〃の中にすでに屋上突出物に作用する地震力が加算されていると考えてよいのであ
る。

塔屋の計算では，建築基準法上階数に定義されるもののような場合には当然その塔屋も
通常の階と同様に扱い，地震層せん断力係数を用いて地震層せん断力を計算すればよい。
ただし階数に算定されないような規模の塔屋については，屋上突出物として扱い，局部震
度より地震力を求めることになる。

2.6.2地震地域係数Z

（ ）告示 昭55建告第1793号第1

第1Zの数値

Zは，次の表の上欄に掲げる地方の区分に応じ，同表下欄に掲げる数値とする。

北海道のうち

札幌市 函館市 小樽市 室蘭市 北見市 夕張市 岩見沢市 網走市
苫小牧市 美唄市 芦別市 江別市 赤平市 三笠市 千歳市 滝川市
砂川市 歌志内市 深川市 富良野市 登別市 恵庭市 伊達市 札幌郡
石狩郡 厚田郡 浜益郡 松前郡 上磯郡 亀田郡 茅部郡 山越郡 槍
山郡 爾志郡 久遠郡 奥尻郡 瀬棚郡 島牧郡 寿都郡 磯谷郡 虻田
郡 岩内郡 古宇郡 積丹郡 古平郡 余市郡 空知郡 夕張郡 樺戸郡
雨竜郡 上川郡（上川支庁）のうち東神楽町，上川町，東川町及び美瑛町
勇払郡 網走郡 斜里郡 常呂郡 有珠郡 白老郡

青森県のうち

青森市 弘前市 黒石市 五所川原市 むつ市 東津軽郡 西津軽郡 中
津軽郡 南津軽郡 北津軽郡 下北郡

秋田県

山形県

福島県のうち

会津若松市 郡山市 白河市 須賀川市 喜多方市 岩瀬郡 南会津郡
北会津郡 耶麻郡 河沼郡 大沼郡 西白河郡

新潟県

富山県のうち

魚津市 滑川市 黒部市 下新川郡
石川県のうち

輪島市 珠洲市 鳳至郡 珠洲郡
鳥取県のうち

米子市 倉吉市 境港市 東伯郡 西伯郡 日野郡
島根県

岡山県

広島県

徳島県のうち

美馬郡 三好郡

香川県のうち

(2) 0．9
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2.6地震力 2．6．2地震地域係数Z

高松市 丸亀市 坂出市 善通寺市 観音寺市 小豆郡 香川郡 綾歌郡
仲多度郡 三豊郡

愛媛県

高知県

熊本県（(3)に掲げる市及び郡を除く｡）
大分県（(3)に掲げる市及び郡を除く。）
宮崎県

（ ）通 達 昭56住指発第96号

~－
ても差’

別記4 昭和55年建設省告示第1793号の取扱いについて

〔1〕 第1(Zの数値）関係

Zの数値は，地域に応じて告示の表に掲げる数値とするが，当該数値以上の数値とし
支えないものとする。

本規定の地震地域係数Zは，過去の地震記録等により得られた地震動の期待値の相対的な比を

表す数値であり，1.0～O 7の数値として各地域ごとに規定されているものである。

地震動の期待値については，多くの研究成果があるが，それ等を統計的に処理し，工学的判断
を加え行政区域ごとに振り分けて，地震地域係数Zは定められている。

こうして得られたのが地震地域係数Zであり，それを図としてまとめたのが図2．6－3である。

9Z

(3)

(4)

北海道のうち

旭川市 留萌市 稚内市 紋別市 士別市 名寄市 上川郡（上川支庁）
のうち隠栖町，当麻町，比布町，愛別町，和寒町，剣淵町 朝日町 風連
町及び下川町 中川郡（上川支庁） 増毛郡 留萌郡 苫前郡 天塩郡
宗谷郡 枝幸郡 礼文郡 利尻郡 紋別郡

山口県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県のうち

八代市 荒尾市 水俣市 玉名市 本渡市 山鹿市 牛深市 宇土市 飽
託郡 宇土郡 玉名郡 鹿本郡 葦北郡 天草郡

大分県のうち

中津市 日田市 豊後高田市 杵築市 宇佐市 西国東郡 東国東郡 速
見郡 下毛郡 宇佐郡

鹿児島県（名瀬市及び大島郡を除く｡）

沖縄県

0.8

0．7
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図2．6－3地震地域係数(Z)
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2.6地震力2．6．3振動樹生係数R(

2.6.3振動特性係数R[

（ ）告示 昭55建告第1793号第2

第2Rfを算出する方法

Rfは，次の表の式によって算出するものとする。ただし，特別の調査又は研究の結果に基づき

建築物の振動特性を表す数値が同表の式によって算出した数値を下回ることが確かめられた場合
においては，当該調査又は研究の結果に基づく数値（この数値が同表の式によって算出した数値
に4分の3を乗じた数値に満たないときは，当該数値）まで減じたものとすることができる。

T< "の場合

２ｊ
ｌ

Ｔｌｎ
ｉ叩

、

一

６
１

１
１

一一
一一

ｔ
ｆ

Ｒ
Ｒ

ｎ

、≦T<2Zgの場合

2n≦Tの場合 R2=
T

この表において,T及び灸は，それぞれ次の数値を表すものとする。

T 次の式によって計算した建築物の設計用1次固有周期（単位 秒）
T=ﾉz(0.02+0.01" )

｢ 熱 競,,"｡
灸 建築物の基礎の底部(剛強な支持ぐいを使用する場合にあっては，当該支持ぐいの先端）
の直下の地盤の種別に応じて，次の表に掲げる数値（単位 秒）

｜’

（ 通 達 昭56住指発第96号

別記4 昭和55年建設省告示第1793号の取扱いについて

〔2〕 第2 (R&を算出する方法）関係

(1) Tの精算の取扱い

&の算出において,ただし書の適用にあたっては設計用1次固有周期を特別な調査又は

研究の結果に基づいて計算し，その値をTの数値とすることができるものとする。
（2）地盤種別の判定

g3

第1種地盤

第2種地盤

第3種地盤

岩盤，硬質砂れき層その他主として第3紀以前の地層によって構
成されているもの又は地盤周期等についての調査若しくは研究の
結果に基づき，これと同程度の地盤周期を有すると認められるもの

第1種地盤及び第3種地盤以外のもの

腐植土，泥土その他これらに類するもので大部分が構成されてい
る沖積層(盛土がある場合においてはこれを含む｡）で、その深さ
がおおむね30メートル以上のもの，沼沢，泥海等を埋め立てた地
盤の深さがおおむね3メートル以上であり，かつ，これらで埋め
立てられてからおおむね30年経過していないもの又は地盤周期等
についての調査若しくは研究の結果に基づき，これらと同程度の
地盤を有すると認められるもの

0.4

0．6

0.8



第2章 荷重及び外力

① 剛強な支持ぐいとは，長さ径比の小さい場所打ち鉄筋コンクリートぐいその他の建築

物本体と一体となって挙動し得るとみなせるものをいう。

② 地盤種別を地盤周期によって判定する場合の基準は付則による。

〔付則〕 地盤周期による判定の方法

地盤種別の判定を地盤周期についての特別な調査又は研究に基づいて行う場合の方法

は，原則として次に掲げるところによる。

① 地盤周期と地盤種別との対比は，次の表によるものとする。

② 地盤周期の測定は，常時微動測定，せん断波速度測定等適切な方法によって行うものと

する。

本規定は，振動特性係数Rfの算出方法を定めている。このR2は建築物の固有周期及び地盤の

種別に応じた当該建築物の振動特性により，地震力の値を変化させる係数である。Rzの数値は本

規定の表により算出するほか，ただし書の規定により特別な調査又は研究により算出することが

できる｡その場合には同表により算出した数値(すなわち建築物の高さ血からT = Iz(0.02+0.01")

によって定まるTを用いて定められる数値）の3/4を下回る数値とすることはできない。

Rfは，その建築物に作用する地震層せん断力の大きさが建築物の振動性状により低減できるこ

とを表す係数で，その建築物の設計用1次固有周期と地盤種別に応じて定まる値である。

このRfの式をグラフに示すと図2．6－4のようになる。
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一建築物の設計用1次固有周期T(秒）

図2．6－4振動特性係数R@

この図から明らかなように，建築物の設計用1次固有周期Tが04秒以下の建築物にあっては

地盤種別によらず一定値10であり,Tが06秒以下であれば，第2種地盤か第3種地盤の別によ

らず一定値1.0である。従って前者にあっては，地盤種別の判別は不要であり，後者にあっては，

第2種地盤か第3種地盤かの判別は不要である。

94

地盤周期企（秒）

、≦0.2

0.2＜垂≦0.75
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2.6地震力 26．3振動特性係数RZ

本告示の適用範囲は，高さが60m以下の建築物である(令第81条第1項による)。高さが60mを

超える建築物及びその他の長周期の構造物の設計並びに模擬地震波の作成等において本告示を参
考とする場合には,R#の値は，図2. 6-5に示すよう，長周期の部分で0.25を下回ることのない
ようにすることが望ましい。

1.0

0．25

1
I I '． I

0.0 1.0 20 3.0 4.0 5.0 6.0 (秒）

図2．6－5振動特性係数R&(参考図）

〔7の計算方法〕

Rrを算出する場合のTは，当該建築物の高さ（"）から求めることになっている。この場合の

高さは，当該建築物の振動性状を十分に考慮して振動上有効な高さを用いることができる。具体
1）

的には，次のように考えることができる。

i)塔屋が高さに算入されない場合……平均地盤面より当該建築物頂部横架材または水下コン

クリート天端までの高さ

ii)塔屋が高さに算入される場合……平均地盤面より塔屋頂部横架材または水下コンクリート

天端までの高さ

パラベ･ソト天端

水下コンクIj-卜天端

水下
、

コンクリート天端

キ
ャラペット天端

室

塗竺竪ル

iii )山型架構の場合……次図(a)参照

iv)ドライエリアなどがある場合...…次図(b)参照

妬



第2章 荷重及び外力

ノz = (",+H2)/2

HI ･z'湯零f験‘
(ｲ）剛強なはり等でよう壁と建築物とが一体になっている場合

"= "1

(ﾛ）上記以外の場合

/z = (H1+Hb)/2

(a)

平均1

鎧

也盤面’ ｜ ｜輯

／

(b)
剛

（

[Tの精算方法〕

建築物の設計用1次固有周期T(秒）を次の重力式によって求め,R2及びAfの算定に用いて

もよい。

T=f (秒) (2-6)
ここで, 6 (cm)は当該建築物にそれ自体の重量を水平に作用させた場合，建築物が弾性域にあ

るとして求まる頂部の変形である。Cは定数で通常1階建ての建築物にあっては5.0, 2階建ての

場合には5.4,3階建て以上の場合には5.7程度としている。

この場合6の値はマトリックス変位法,D値法等種々の方法によって求められた各階のバネ定

数(Ki)と各階の重量(z"i)から次式で求めることができる。
〃

6＝童塁壁 （2－7）
giKi

また各階の重量とバネ定数がわかっている場合には，重力式によらず固有値解析によって設計

用1次固有周期を求めてもよい。

なお，このような方法によってTを求めた場合における､R#及びAfの値の求め方については，

次項（2.6.4「地震層せん断力係数の分布係数AJ)の解説(p.100)を参照されたい。

〔地盤種別の判定について〕

(1)概説

地盤種別の判定についての留意事項を以下に述べる。

① 支持層の厚さについて

地盤種別は本来地震時の地盤の振動特性によって分類されるものであって，地盤の相当な深

さにわたる地層構成に影響されるものである。従って建築物が,ある支持層で支持される場合，

その支持層の厚さが問題となる。支持層の厚さが薄いと単に建築物の重量を支えるという点で

は十分であるとしても，支持層の下の地層構造いかんで，当該建築物に作用する地震動の特性

が左右される可能性がある。このため一般には，判定の対象となる支持層の厚さは最低3m以

上，できれば5mから10m以上必要である。

② 第3種地盤の判定について

告示本文中の「大部分」とは，対象とする地盤がおおむね30m以上の深さにわたって沖積層

が続く場合に，腐植土，泥土その他これらに類するものだけで構成されている場合のみを第3
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2.6地震力2．6 3振動特性係数R#

種地盤と判定するのではなく，当該沖積層中の上部あるいは中間に部分的にその他の土質から

なる地層が分布している場合も第3種地盤と判定することを示している。

③ 地盤周期による地盤種別の判定について

地盤周期とは，本来，当該建築物に作用すると予想される地震動の応答スペクトルの値が，

ある周期近傍にわたって著しく卓越すると考えられる周期をいうが，当面これを運用上常時微

動の周期頻度曲線等から求めるか，またはせん断波速度測定によって求めることとした。常時

微動の測定は，当該建築物の予定される基礎底面若しくは剛強な支持ぐい先端部分の深さにお

いて実施することを原則とするが,これが困難である場合にはこの深さ以浅で実施してもよい。

ただし，当該建築物に作用するであろう地震動の応答スペクトルの卓越周期よりも，明らかに

短い地盤周期を与えるような測定位置を選択してはならない。例えば，地表付近は車その他の

振動源による局部的な短周期の振動が卓越しやすいので，これを避ける意味で少なくとも地表
面下1m以深で測定する必要がある。

(2)判定例

地盤を構成する地層の種類，構成形態等は種々様々なものがあり，またそれらの組合せも複雑

であって，簡単な例ですべてをつくすことはできないが，ここでは，一応の例を示すこととする。

以下の例で「1種相当」地層とは，岩盤，硬質砂れき層その他主として第3紀以前の地層によ

って構成されるもの，「3種相当｣地層とは，主として腐植土，泥土その他これらに類するもので

構成されている沖積層あるいは沼沢，泥海等を埋め立てたところで，埋め立てられてからおおむ

ね30年を経過していないもの，そして「2種相当」地層とは，「1種相当」及び「3種相当」地層
以外のものをいう。

① 直接基礎又は剛強な支持ぐいのみの基礎の場合

〔例1〕

地層は地表から深くなるにつれ硬い地盤となる

例である。直接基礎の基礎底面又は剛強な支持ぐ

いの先端の地層は2種相当である。この場合は，

支持層である2種相当地層の厚さに無関係に判定

は第2種地盤となる。

G・L

2種相当又は

3種相当

直接基礎、、剛、

騨奪MW<ﾐ〈支持
、

剛

2種相当屑

1種相当又は

2種相当

図2．6－6地盤種別の判定例1

〔例2〕

地層の硬さの深さ方向の分布に乱れのある場合

である。直接基礎の基礎底面又は剛強な支持ぐい

の先端の地層は2種相当であるが，その下には3A

種相当が，さらに1種相当又は2種相当が続く例

である。上層からA層,B層,CE, D層と名付 B
ける。 C

支持層であるB層の厚さが3m以上の場合に D

は，それ以深の層に無関係に第2種地盤となる。

G,L

2種相当又は

3種相当

2種相当

〃 ノ／ 〃 〃 〃 グ グ 〃
〃 グ ノ ／ / ／ /

／ ／ 〃 ／ / ノ グ
ノ ／ 〃 / ／ ／ グク ／ 〃 〃 〃 〃

3種相当

2種相当又は
1種相当

〃

〃 〃

図2．6－7地盤種別の判定例2
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第2章 荷重及び外力

B層の厚さが3m未満の場合には,C層の厚さが第3種地盤の構成条件(沖積層の場合には30

m以上，埋立地では3m以上）を満足すれば第3種地盤,C層の厚さが第3種地盤の構成条件

を満足しなければ第2種地盤と考えられる。

〔例3〕

地層の深さ方向に3種相当地層と2種相当地層

とが交互に重なっている例である。

建築物の基礎底面等が接している2種相当地層

が，支持層としての厚さを十分有するものである

場合には，判定は第2種地盤となるが，その厚さ

が3m未満である場合には，適切な範囲の地層全

体を考慮の対象とし，3種相当地層の厚さの和が

当
当

当
当

相
相

相
相

Ｌ
種

種
種

種
Ｇ

３
２

３
２

ノ ダ／ ／ ／ 〃 ／
／ ／ ノ ノ

ノ 〃 夕 夕
／ ノ／

／ /~／ ／ ／ ／ ／ ,/ / / /

、、 、、、 、、 、、、 、

沖積層にあっては30m以上，埋立地にあっては3 /////h/r//// 3種相当
／

1種相当又は

m以上であれば第3種地盤，その値未満であればm以上であれは弟3種地盤，その1但木柄~Cめれほ 2種相当

第2種地盤となる。 図2．6－8地盤種別の判定例3

② 長い支持ぐい，長い支持ぐいと剛強な支持ぐい又は直接基礎の併用，摩擦く．い形式の場合

長い支持ぐい，長い支持ぐいと剛強な支持ぐい又は直接基礎の併用，摩擦ぐい形式の3種の

場合の判定対象は，いずれも基礎底面下のくいの周面に接する地盤となる。

そこで，これらの形式の基礎を用いた場合の判定例を長い支持ぐい形式の例で代表させて示

すこととする。

、〔例4〕

地層の硬さの深さ方向の分布が整然としてお

り，しかもくいの接する部分が一つの地盤種別に

属するものの例である。

この場合には，基礎底面以下でくいの周面に接

する地盤の地盤種別を採ればよい。

GL

3穂相当

1種相当又は

2種相当

図2．6－9地盤種別の判定例4

〔例5〕

地層の硬さの深さ方向の分布は整然としている

が，くいの接する部分が複数の地盤種別からなる

ものの例である。

この場合，くいの周面に接する地層の種別のう

ち最も支配的なものを考えればよい。すなわち，

3種相当の部分の厚さが沖積層にあっては30m

以上，埋立地にあっては3m以上の場合には，第

3種地盤と判定することが適切である。

G･L

3種相当

2種相当

1種相当又は

2種相当

図2．6－10地盤種別の判定例5
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2.6地震力2．6．3振動特性係数R,

〔例6〕

地層の深さ方向に3種相当と2種相当の地盤と

が交互に重なっている例である。

基礎底面以下でくいの周面に接する地層の厚さ

のうち，3種相当の地層に接する厚さの和が，沖

積層にあっては30m以上，埋立地にあっては3m

以上の場合には第3種地盤，それ以外の場合には

第2種地盤と判定する。

■
G,L

3種相当

2種相当

3種相当

2種相当

3郁相当

1桃相当又は

2細相当

図2．6－11地盤種別の判定例6

(3)地盤周期の測定について

地盤周期によって地盤種別の判定を行う場合には,適切に地盤周期の測定を行う必要があるが，
この場合には次の諸点に留意して測定すべきものとする。

① 常時微動測定による場合

この場合の地盤周期は，原則として非減衰の固有周期1 0秒，減衰定数0.7程度の換振器によ

って測定した常時微動（変位）の周期頻度曲線等で顕著に卓越した周期（秒）とする。

周期頻度曲線等で卓越周期が複数個存在する場合は，それらのうち最も大きな値とするが，

通常の地盤であれば，2秒以上の卓越周期が存在する場合はこれを除いてもよい。

測定は，原則として基礎底面（剛強な支持ぐいを用いる場合は当該くいの先端）において行
うこととする。

② せん断波速度測定による方法

この方法については，諸説があるが，当面次に掲げるものに準じて扱うほか重複反射理論等

により精算値を求めることができる。

地盤周期は，次の式によって求める。

／ )/噸｝{伽‘ （
Hi_, +〃ォ〃

322
ゴーI

恥＝ (2－8）2

ここに

企 ：地盤周期（秒）

"f:建築物の基礎底面ある

いは強剛なくいの支持

層面からZ層下面まで

の深さ(m)

VS# :'層のせん断波速度

(m/sec. )

"j :j層の厚さ(m)

〃"〃 マ蕊鰯

昌

邑套|…欄
一葉覇

図2．6－12

（図2 6－12参照）

この式は，一種の重力式から1次固有周期を求めるものである。γを比重，〃を地層の層厚と

すれば,単位面積の地層の自重はγ"であり，自重を水平方向に加えた時の頂部の水平変位鰹は，
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第2章 荷重及び外力

Gをせん断弾性係数とすれば，

“=警号-諾 （2-9）
また，せん断波の速度を脇99を重力加速度とすれば，

鵬=存す ( 2-10a)
この式から卿g=4 (2-'0b)
（2－9）式に( 2-10b)式を代入して，

〃
可ｇ
’
２一一浬

(2－11）
／

ｆ
ｊ

、
１
１
１
１
１一方，単層地盤の1次固有周期nは，

公=鶚 （2-12）
(2－11）式と（2－12）式から，

n= 4/ZZ万=/面面 ( 2 -13)

ここで（2－13）式を多層地盤系に用いれば，

“=*告{皇(狩吻,)一昔γ,伽‘｝

正
弦
波

琶
守

、

1

l

／ 室

／ ／

図2．6－13

建築基礎面等(2－14）

亘[~』γ#を一定とすれば，

〃=,*{肱，
これより，

(Hi_,+Hi)

/"｝ (2－15） －－－

2

握那
H童一,+"#

/雁｝ (2－16）魂＝
2

基盤

図2．6－14となる。

2.6.4地震層せん断力係数の分布係数A,

）（ 告 示 昭55建告第1793号第3

第3Afを算出する方法

Afは，次の式によって算出するものとする。ただし，建築物の振動特性についての特別な調査

又は研究の結果に基づいて算出する場合においては，当該算出によることができるものとする。

4, = '+ (7､,)TffT
この式において，“及びTは，それぞれ次の数値を表すものとする。

α‘建築物のAiを算出しようとする高さの部分が支える部分の固定荷重と積載

荷重との和（建築基準法施行令第86条第2項ただし書の規定によって特定行政

庁が指定する多雪区域においては，更に積雪荷重を加えるものとする。以下同

じ｡）を当該建築物の地上部分の固定荷重と積載荷重との和で除した数値

T 第2に定めるTの数値
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2.6地震力2．6．4地震層せん断力係数の分布係数A,

(通達昭56住指発第96号 ）

別記4 昭和55年建設省告示第1793号の取扱いについて

〔3〕 第3 (A:を算出する方法）関係

(1) Tの取扱い

Tの数値は,R@を求めた場合に用いたTと同一の数値とする。
(2) A‘の精算の取扱い

建築物の振動特性をモーダルアナリシス，時刻歴解析等により適切に評価して地震層せ
ん断力の分布を算出した場合にあっては，本規定の式によらないことができる。

本規定のAfは，地震層せん断力係数の分布を示す係数である。Afの数値は建築物の上階にな

るほど大きくなり，かつ，建築物の1次固有周期が長いほどその傾向が大きくなる。また，ただ

し書の規定により特別な調査又は研究によりその数値を算出できる。
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第2章 荷重及び外力

[A:の精算方法等について〕

(1)概説

本告示で与えられるA＃を示したのが，図2．6－15である。

建築物が非常に剛な場合すなわちTがきわめて小さい場合には,地震動により建築物は上から

下まで剛体的に一体として運動し，この場合，建築物に作用する加速度は一様であり，また地震

層せん断力係数も一様である（図のT=0の場合に相当)。一方，建築物が高層になると，地震動

により建築物は大きくしなうように振動し，そのため，地震層せん断力係数は上階へ行くに従い

大きくなる。この傾向は高層になればなるほど大きくなる（図のT=0.1～COの場合に相当)｡ A:

はこのように，建築物の固有周期や階の位置によって振動の大きさが異なることに対応して地震

層せん断力係数の大きさを変化させる係数である。

“は同じ高さを有する建築物であっても，その上下方向の重量分布によって地震力の分布が変

化する現象を考盧するための無次元化した高さを意味するもので，当該建築物の地上部分の全重

量に対する当該階以上の階の重量比である。すなわち，1階においては，“＝α,＝1.0である。

αfの値が小さくなるほど，その階は重量分布を考慮した上で上層に位置することを示している。

一 AI

O 1 2 3 4 5 6 7

ｔ
口
乙

」
一
一

７
Ｔ

T＝“0．2

０
０

５
２
１

２
Ｌ
ｑ
０
０

０
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

Ｔ
Ｔ
Ｔ

Ｔ
Ｔ

Ｔ

'0 ‘
ず

0.6

算定式A'=,+ (だα,)×告:了
ここで, Qi:最上部からi階までの重量

の和を地上部の全重量で除
した値

T：設計用1次固有周期(秒）

0.8

1.0

図2．6－15地震層せん断力係数の分布係数Aガ

ルを求めるためには，設計用1次固有周期Tを算定することが必要になる。この場合のTの

求め方は，前項（26．3「振動特性係数RJ) R#の解説に示したところによる。一つの計算方向

についてR2の算定とA嵐の算定に用いるTは同じ値でなければならない。

Tの値を，告示の式により定めた場合又は重力式，固有値解析等によって定めた場合における

R#及びAfの値の求め方は，原則として次表に示すところによる。
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2.6地震力 2．6．4地震層せん断力係数の分布係数A!

Tの算定

昭55建告第1793号第2

による場合

( T="(0.02+0.01"))

R2の算定 Aiの算定

同告示第3による

(A,='+(7f]r篝ﾃ）
同告示第2による

T<n R'=1

侭…手"(制）2灸≦T Rt=坐§L
T

重力式による場合

(T =f)
上式による 上式による

上式による
上式による

モーダルアナリシスによる

特別な調査研究による モーダルアナリシスによる

特別な調査研究による時刻歴応答解析

上式による

固有値解析による場合

(2) A,の精算方法

Afは,各次振動モードの寄与分を2乗和の平方根によって求めるモーダルアナリシスに従って

計算してもよい。この場合,Afの値としてA,=1になるよう基準化する必要があり, 2.6.3｢振

動特性係数R2｣ (p.93)で示した振動特性係数Rrを加速度応答スペクトルとして用いることがで

きる。

以下に，地震層せん断力係数の高さ方向の分布を表す係数Afをモーダルアナリシスによって

求める手順を示す。

① 建築物をモデル化して（通常〃階建てであれば〃質点モデルと仮定する)，各次の固有振動

モードと固有値を求める。固有振動モード及び固有値を求める手法には各種あり，コンピュー

タを使うことができる場合には既成のプログラムが通常用意されているのでそれを用いるとよ

いであろう。手計算による場合で通常よく用いられるものにはマトリックス反復法(Stodola

法）とHolzer法がある。

マトリックス反復法では適当な固有振動モードを仮定し，繰り返し計算を行うことにより正

しい固有振動モードに収れんさせ，その結果固有値が求まる。この方法のメリットは，どんな

構造物にも適用できるということである。ただし，バネ定数から直接求めることのできる剛性

マl､リックスを用いると，固有値｡固有ベクトルは，高次の固有振動モード及び固有値から順々

に求まるので，建築物の地震応答を大きく支配する低次の固有振動モード及び固有値を求める

には，剛性マトリックスの逆マトリックス（これを変位影響マトリックスともいう）を計算し

なければならない。

一方, Holzer法は，固有振動時においては，固有振動モードは慣性力による変位と等しくな

るという関係を用いる方法である。この場合，固有値を仮定し，それによる慣性力から各質点

の変位を順次計算し，質点系の最下端（固定端）の変位がOとなるような値が真の固有値であ

る，という計算を行うのである。Holzer法は，せん断形振動系モデルにのみ適用されるが，通

常の建築物（例えば超高層級の建築物を除く）はよい近似でせん断形振動系モデルに置き換え
ることができる。
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第2章 荷重及び外力

いずれにしても，固有振動モードと固有値を求めることが第1段階である。

② 求められた各次の固有振動モードが，地震時にどのくらいの応答を示すかをスペクトルによ

って求め，建築物全体の応答はそれらの和（単純和では実際の応答より大きくなり過ぎるので

各次の2乗和の平方根をとるのが一般的である。そのためこの手法はSRSS-Square Root of

Square Sum-とも呼ばれている）とする。ただし，ルの値としては, A,=1になるように基

準化する必要がある。この場合,振動特性係数Rtを加速度応答スペクトルとして用いることが

できる。

すなわち企は下式によって算出することができる。

Ai = Af'/A,'

ここで，

/負(皇"” /皇"”β’･ U"･ R2(rj))2A2′＝

〃：建築物の層数

””：第”層の重量

Bj･U"j :第加層のノ次刺激関数

甥：固有値解析により得られる建築物のノ次固有周期

Rt(Z) :周期乃に対応する加速度応答スペクトルの値

（建築基準法施行令第88条第1項に与えられている振動特性係数Rfの露に対す

る値とすることができる｡）

K:考慮すべき最高次数で通常3以上とする。この時，地盤｡建築物相互作用を考慮す

ると4次以上のモードが無視できない場合もあるため注意を要する。

2．6．5標準せん断力係数C・

畷冷…蕊議驚調

2 標準せん断力係数は，0.2以上としなければならない。ただし，地盤が著しく軟弱な区域とし

て特定行政庁が建設大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内における木造の建築物

（第46条第2項第一号イからホまでに掲げる基準に適合するものを除く。)にあっては，0.3以上

としなければならない。

3 第82条の4第二号の規定により必要保有水平耐力を計算する場合においては，前項の規定に

かかわらず，標準せん断力係数は,1.0以上としなければならない。
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2.6．地震力 2．6．5標準せん断力係数Cb

告示昭55建告第'793号第4）（

第4 地盤が著しく軟弱な区域を定める基準

地盤が著しく軟弱な区域を定める基準は，地盤が第2の表中灸に関する表に掲げる第3種
地盤に該当する区域であるものとする。

（参考）

腐植土，泥土その他これらに類するもので大部分が構成されている沖積

層(盛土がある場合においてはこれを含む｡）で，その深さがおおむね30

メートル以上のもの，沼沢，泥海等を埋め立てた地盤の深さがおおむね

3メートル以上であり，かつ，これらで埋め立てられてからおおむね30

年経過していないもの又は地盤周期等についての調査若しくは研究の結

果に基づき，これらと同程度の地盤周期を有すると認められるもの

第3種地盤

（ ）通 達 昭56住指発第96号

別記4 昭和55年建設省告示第1793号の取扱いについて

〔4〕 第4（地盤が著しく軟弱な区域を定める基準）関係

本基準を適用するにあたっては，第3種地盤の条件にいう「地盤周期等についての調査若

しくは研究の結果」を積極的に活用されたい。

本規定では,本条第1項の地震層せん断力係数Ciの算定式中最も基本的な係数である標準せん

断力係数C｡の数値を定めている。第2項では，令第82条による許容応力度計算,令第82条の2に

よる層間変形角の計算等を行う場合のC･の数値を0.2以上と定めている。さらに昭55建告第1793

号第4の基準に基づいて特定行政庁が規則で指定した地盤が著しく軟弱な区域内の木造建築物

(大断面木造建築物を除く｡)については0.3以上と規定している。また，第3項では令第82条の4

第二号の規定により必要保有水平耐力を計算する場合には10以上とすることを定めている。

〔標準せん断力係数〕

地震地域係数Z,振動特性係数Rtがそれぞれ1.0であるような標準的な建築物のベースシアー

係数（1階の地震層せん断力係数)はC｡に等しくなる。この場合,Coに建築物の地上部分の重量

を乗ずると，建築物に作用する全地震力が得られる。このようにc･は，設計用地震力の大きさを

示す重要な数値である。

本規定では，地震力の大きさに，2段階のものを考えて耐震計算をすることとしている。まず，

耐用年限中に数度は遭遇する程度の地震（中地震）に対しては，建築物の機能を保持することと

する。また，建築物の耐用年限中に一度遭遇するかもしれない程度の地震（大地震）に対し，建

築物の架構に部分的なひび割れ等の損傷が生じても，最終的に崩壊からの人命の保護を図る。中

地震程度の地震力としては，気象庁震度階の震度vを考え，建築物全体に作用する水平力として

ベースシアー係数0.2,すなわちC｡= 0.2を採用している。この水平力を生じさせる地震動の強さ
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第2章 荷重及び外力

は，地動の最大加速度にして80～100gal程度である。昭和56年5月まで用いられてきた建築基準

法｡同施行令でいう水平震度0.2に対し許容応力度設計するという耐震設計法は，約半世紀の歴史

を持ち,通常の多くの建築物についてはこの方法で設計しておけば計算外の余力が十分にあって，

大地震に対しても崩壊しないという経験を持っている。

大地震時の地震力としては，関東大地震級の地動と考えてよい。その強さは，地動の最大加速

度で約300galから400gal程度で，気象庁震度階の震度Ⅵ～ⅥI程度である。建築物全体に作用する

水平力で表すとベースシアー係数1.0, Co=1.0を標準として採用している。しかし，実際の大地

震時の建築物は，ひび割れ等の部分的な損傷が生じた後，ねばり強さで地震に耐える。このねば

り強さで地震に耐えることを考慮すれば,水平力に対する耐力は，ベースシアー係数で1.0なくて

もよい。保有水平耐力の確認の際のDsの値にこの考え方が反映されている。

2．6．6特殊な形態への適用方法

〔適用に当たっての留意事項〕

斜面に立つ建築物等，特殊な形態の建築物に令第88条の規定を適用する場合には，当該建築物

の振動性状等を十分考慮し適切に取り扱うものとする。

〔例及び解説〕

(1)タワー型建築物

低く張り出した低層部とそれより突出する高層部から成る建築物の場合には,振動解析を行い，

適切な地震層せん断力係数を求めるのが望ましい。ただし，以下のような方法によってもよい。

低層部の平面が，高層部の平面のおおむね8倍以下の面積の場合には，一体の建築物と見なし

て通常の計算方法による。おおむね8倍を超える場合には，建築物を二つに分けて考え，8倍を

超える部分を独立した建築物とみなして地震層せん断力を求める。なお，分割して求めた各々の

部分の地震層せん断力の和を全体の地震層せん断力と考えてよい（図2．6－16参照)。

｜
■
■
■
■
■
■
■
■

一
一

ー

0

目
一

｜

円 ≠；
'"

″

低層部の面積が高層部の面積の 低層部の面積が商層部の面積の
おおむね8倍以下の場合 おおむね8倍を超える場合は．

その部分を分割して計算する
（点線で示した外側の部分）

図2．6－16タワー型建築物のモデル化
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26地震力 26．6特殊な形態への適用方法

斜面に建つ建築物

斜面に建つ建築物の地震層せん断力は，例えば次のようにして求めることができる。

A)の方法

① 最も低い地盤面位置から上部について，通常の方法により地震層せん断力を求める。

② (j階の地震層せん断力)- (2+1階の地震層せん断力）よりj階(j+1階の床レベル）に

加わる地震力を求める。

③ ①及び②によって各階に加わる地震力が求められ，次に最上階から順次各階の地震層せ

(2)

ん断力を求める。この際ある階の地震層せん断力のうち，基礎を通じ地盤に流れるせん断

力を差し引いたものが，それより下層に伝達されるとする。

以下，図2．6－17の例（鉄筋コンクリート造）に従って計算例を示す。

各階の重量〃" ",A§を次のように求める。

Wi=Z "!

既
知 抑『 α Af

4”

0．29 1.57

4”

0．57 1．27
3”

0．79 1．12
2”

0，93 1．04

1脚

1．0 1.0

4秘

一一一一

｜つっつ毎守一

Q5

8油
一一一一

Q､’

11卸 一一一 △

13抑
△

14抑 一・つ・争寸’割 △

Z”.＝14”
1 B

図2．6－17

ここで，

T = 0.02×(5×4)=04 (秒）

Q‘'=Z･凡･Ai･ C｡･砿で

Z=1．0, R2=10として，

Q5' = 157×02×4zU= 1.26"

Q4' = 1.27×0.2×8z" = 2.03"

Q3' = 1.12×0.2×11z(/ = 2.46z"

Q2' = 1.04×0.2×13z(/ =2.70z"

Q,' = 10×0.2×14z" = 2.80Z"

地震力PfをQ'i－Q',+,より求める。

（図2．6－18）

斜面に建つ建築物への適用例
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図2．6－18斜面に建つ建築物への適用例

（地震力Pi)

なお，傾斜地に建つ建築物について，すべて上記の方法を用いると，不自然な場合も生ず
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第2章 荷重及び外力

ることが考えられる。そうした場合には，以下のような手順により地震力を求めることも可

能である。
1）

B)の方法

① 各柱ごと（または各構面ごと）に負担面積分のブロックに分割し，それぞれが独立して

いると見なして，各々の重量，周期に基づいて各柱(各構面）の地震層せん断力を求める。

② (j階の地震層せん断力)- (Z+1階の地震層せん断力）より各柱（各構面）のj階(2+1

階の床レベル）に加わる地震力を求める。’階について各柱(各構面）の地震力を合計して

j階の地震力とする。

③ ①及び②によって各階に加わる地震力が求められ，次に最上階から順次各階の地震層せ

ん断力を求める。この際ある階の地震層せん断力のうち，基礎を通じ地盤に流れるせん断

力を差し引いたものが，それより下層に伝達されるとする。

前述の方法との比較のため，図26－17の例について，この方法により地震力を求めてみ

る。

先ほどの例を次図のような5つの独立した柱と考える。

戸
』

’一・つヶ寸一迂

一

左
一
昔
一
つ
。
つ
々
寺
一

０
抑

２５
５

●

０
０

１
Ｕ

”
加

即
■

１
１

０

１
〃

Ⅷ
”

鋤
鄙

F＝一 一 一一＝

510

5髄

520

5脚

5抑

1脚

11り

l”

1脚

0.5鋤

０
０

０
０

０

" 〃

■ ダ ダ 〆 〆 』

④ ⑧ ◎ ⑨ ⑧ ④
T＝0．4

◎ ⑨
T＝0．32 7、＝0．24

⑧
T＝016

⑧
T＝0．4

各柱の高さからそれぞれの柱のTを求める。T=002ﾉz (RC造）

この例の場合，最長のTでも0.4秒である。従って，すべての柱についてRt=10である。

各柱のTと重量分布から各柱の各階のA葱を求める。

A,='+(7f",\T (rとα’は柱ごとの値である）
各柱の各階の地震層せん断力Q#を求める。

Q# = Z･Rf･A#･C｡･" (Q,は柱ごとの値である）

結果は次のとおりである。
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2.6地震力 26．6特殊な形態への適用方法

04

zU

42

似）

7 4 3 3 12抑

86 55 2抑

75 7 2

46 8 4

9fU 1〃

④ ⑧ ◎ ⑨ ⑧

各柱の地震力PfをQi- Qi+!より求める。

000

00 0

000

00 0

00

これらを合計して各階の地震力Pが求められる。

1-202” －－

0.772抑 一一

0.463抑 一

0.257” 一一

0．106” 一

以上，斜面に建つ建築物の地震力の求め方について, A), B)の二つの方法を例示した。A)

の方法は，次図Aのように斜面方向の建築物の幅に対して建築物の高さが大きい場合に,B)の

方法は，次図Bのように，幅に対して高さが小さい場合に用いることが適当であろう。
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コニ

A B

〔注意事項〕

上記の二つの例題では，外力としての地震力を求めるところまで示した(A)の方法でもB)

の方法でも，手順の①及び②まで)。各階の地震層せん断力を求めるには，手順の③に示されたと

おり，その階より上に作用する地震力の和から，基礎を通じて地盤に伝わるせん断力を差し引く

ことになる。通常は，基礎につながる柱のせん断力は，そのまま基礎を通じて地盤に伝わると見

なすことが多い。この場合，地盤に伝わるせん断力の評価によって，下階の層せん断力が変化す

ることに注意する必要がある。また，基礎は地盤にそのせん断力を伝えられるようにしなければ

ならない。

(3)スキップフロア

スキップフロアの場合，より詳細な解析により地震層せん断力を定めるのが望ましいが，通常

の場合と同様にしてAI,R広等から地震層せん断力を求めてもよい。すなわち，各床レベルに質量

が集中していると仮定してA§の値を計算することができる。

次の図26－19に示すフレーム（鉄筋コンクリート造）の地震層せん断力を求める。

固有周期Tは T = 0.02×25=0.5 (秒）

Rf= Z=1.0,C｡=0.2の場合, Af,Qは次のようになる。

表2．6－1

Af

1.56

1.37

1.22

1.10

1 0

Cf

0.312

0.274

0.244

0.221

0．2

Q,

624 Z0

822〃

976〃

10520

2z"

αj

0.333

0.5

0.667

0.833

1 0

雅
一
蝿
蝿
一
蝿
一
蝿

０
－
０
－
０
－
１
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１
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図2．6－19スキップフロア型建築物への適用

2.6.7地下部分の地震力

0《 議令 第88条篝4項

4 建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は，当該部分の固定荷重と積載荷重との和に次

の式に適合する水平震度を乗じて計算しなければならない。ただし，地震時における建築物の

振動の性状を適切に評緬して計算…ことができる場合に満いては>嘉詞算によることができる。

胸≧0J(1－器)Z
この式において, ",H及びZは，それぞれ次の数値を表すものとする。

陀 水平震度

H 建築物の地下部分の各部分の地盤面からの深さ（20を超えるときは20とす

る｡）（単位 メートル）

Z 第1項に規定するZの数値

（ ）通 達 昭56住指発第96号

第3 荷重及び外力関係（第2款）

2 地震力（第88条）

(2)地下部分の地震力

地下部分に作用する地震力は，水平震度を用いて算出することとしたが，地下部分の地震層せ

ん断力は，原則として水平震度により計算した地震力によるものと，地上部分から伝わる地震層

せん断力とを加えて求めることとなるので留意されたい。また，地下部分とは，地階であるか否

かにかかわらず，計算にあたって振動性状等を勘案して地下部分とみなすことができる部分とす

ることとする。

本項では，地下部分の地震力について規定している。地下部分は地上部分とは振動性状が異な

るため，地盤面からの深さに応じた水平震度によって地震力を計算することとしている。

地下部分の地震時挙動については未解明の要素が多い。また，地震時における観測結果による

ZZZ
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1階
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第2章 荷重及び外力

と，地下部分の応答加速度は，深さが深くなるにつれ小さくなる。この点を考慮に入れ，地震地

域係数1の地域の場合の下限値を地盤面で陶= 0.1,地下20mの位置で角= 0.05, 20m以深ではル

ー0.05一定となる形とした（図2. 6-20)。

また，過去の地震では，地下部分の破壊により建築物が崩壊に至った例はほとんどないこと及

びこれらの終局的な構造特性等については未だに不明な点があり，一律に論ずることが難しいこ

と等の理由により，地下部分については一次設計のみを課することとした。これにより，地下部

分については，想定地震力に対して十分な安全性が確保され得ると判断している。

0．1Z
一一一k

"GL
－

鬘ヨ

－
つ
つ
．
今
函 一Q1一 一Q2一 一Q3一 -ﾌｰQ4＝

一

一Q5

G,L

…
粥 Q

L
0.05Z

I

〃〃〃
エ

図2．6－20地下部分の水平震度分布 図2．6－21地下部分の地震層せん断力

図2．6－21の地下部分の地震層せん断力QBは次のように求めている。

QB = Q1+Q2+Q3+〃×Wb

ここで，

Qi: 1階のj柱の分担するせん断カ

ル：地下部分の水平震度

w面：地下部分の重量（この場合は，1階床レベルの柱1～3の間に集中していると仮定で

きる重量でよい｡）

なお，1階床レベルが地盤面より地下階階高の1/3程度高い位置より下にあり，地盤面下部分と

きわめて剛に一体化している場合は地盤面上部分も地下階として取り扱うことができる。さらに，

斜面上に建つ建築物の場合，地盤の側圧等の影響を十分に考盧した上で，地下階部分の地震力を

適用することができる。

〔引用文献〕

1）「新耐震設計法Q&A集」（増補改訂版）日本建築士事務所協会連合会, 1985年9月
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第3章 許容応力度及び材料強度

許容応力度計算等に用いる許容応力度及び保有水平耐力の計算に用いる材料強度の数値は，そ

れぞれ令第3章第8節第3款及び第4款に規定されている。

許容応力度については，政令では基本的な数値についてのみ定め，その他の特殊なものは別途

告示で規定している。

材料強度の規定もおおむね許容応力度と同じ方針のもとに定められている。

これらの規定の構成を表にまとめると次のようになる。

表3．0－1許容応力度と材料強度の規定の構成

材料及び応力の種類 許容応力度 材 料 強 度

繊維方向の圧縮，引張り，
曲げ及びせん断

令第89条

国弓
ロ弓

９
９

９
９

条
Ⅳ

Ⅳ
妬

第
第

第
告

告
令

建
建

５
５

５
５

昭
昭

木

昭55建告第1799号めりこみ

昭55建告第1799号圧縮材の座屈

材

集成材 昭55建告第1799号 昭55建告第1799号

圧縮，引張り，曲げ及びせ
ん断

側圧及び接触

（支圧）

三つ４９
条
Ⅳ
卯
第

第
告

令
建５５昭 |(昭55建告第1"4号》

令第96条
鋼

昭55建告第1799号

号
号

号
９

９
９

９
９

９
７

７
７

１
１

１

第
第

第
生ロ

生ロ
生口

建
建

建
５

５
５

５
５

５

昭
昭

昭

号
号

号
９

９
９

９
９

９
７

７
７

１
１

１

第
第

第
坐ロ

生ロ
生口

建
建

建
５

５
５

５
５

５

昭
昭

昭

材

圧縮材の座屈

等
曲げ材の座屈

圧縮，引張り，せん断及び
付着

エ
”
ゴ
溶
接

令第91条

、
１
１
１
１
ノ

号
号
４
３

９
０

条
条
亟
皿

卯
兜
第
第

第
第
告
告

今利
く
頂
建
建

５
６
５
５

召
召

日
日

Ｉ１号
号
４
３

９
０

条
Ⅳ
皿

蛇
第
第

第
告
告

〈
祠
建
建

５
６

５
５

昭
昭
－圧縮，引張り，曲げ及びせ

ん断

令第92条の2
(昭55建告第1795号）

摩擦接合部

高
力
ボ
ル
ト
接
合

’昭55建告第1795号引張接合部

引張り及びせん断 令第96条
(昭55建告第1795号）

令第93条
昭46建告第111号

地盤及び基礎ぐい

113



第3章 許容応力度及び材料強度

以下，そ＃Lぞれの材料種別に従って各規定の内奔について述べる。

なお，令第94条及び第99条は許容応力度及び材料強度の補則規定であり，特殊な状態又は材潤

について杵,爪で許容応力度及び材料強度を規定するための根拠条文となるものである。

政令本文は次のとおりである。

（補則）

第94条 第89条から前条までに定めるもののばか，構造|耐力上i要な部分0)材料の長期応力に対

する許容応力度及び蝿期応ﾉJに対する許容応力度は，材料の櫛頬及び品質に応じ，建設大臣が

建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数値によらなければならない。

（補則）

第99条 第95条か!> lii条までに定めるもののほか，構造|肘力上i要な部分ソ)材料の材料強度は，

材料の種類及びI品質に応じ，建設大臣が地震に対して建築物ﾘ)雀全を確保するために必婆なも

のとして定める数値によらなければならない。
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3.1木 材

3．1木 材

3．1．1許容応力度

麟溌蕊鶴

（木材）

第89条 木材の繊維方向の許容応力度は，強度試験の結果に基づき定める場合のほか，次の表の
数値によらなければならない。

長期応力に対する許容応力度

|謀っ蕊麓ﾒｰ ﾄI
短期応力に対する許容応力度

朧っ鰯麓ﾒｰﾄI
種 類

訂を耐圧縮|引張り|曲げせん断|圧縮|引張り|曲
あかまつ，くるま

つ及びくいまつ
75 60 95 8

針 からまつ，ひば，
ひのき及びくいひ

7(） 55 9(） 7

葉 つが及びべいつが |65150･|851 7 長期応力に対する圧縮，引張
り，曲げ又はせん断の許容応
力度のそれぞれの数値の2倍
とする。

もみ，えぞまつ，

とどまつ，べにま

つ，すぎ，くいす
ぎ及びスプルース

樹
60 45 75 6

90 1 80 1130 1 14
一 l － l－－l

かし広
葉
樹 くり，なら，ぶな

及びけやき
70 60 100 10

せん

2 かた木で特に品質優良なものをしやち，込み栓の類に使用する場合においては，その許容応
力度は，それぞれ前項の表の数値の2倍まで増大することができる。

そう

3 基礎ぐい，水槽，浴室その他これらに類する常時湿潤状態にある部分に使用する場合におい
ては，その許容応力度は，それぞれ前2項の規定による数値の70パーセントに相当する数値と
しなければならない。

本条では，木材の繊維方向の許容応力度について，材種ごとにその数値を定めている。木材は，

同一樹種であっても採取場所その他によって強度にかなりのバラツキがあること，建築後の経年

変化が他の材料にくらべて大きいこと等から，強度の中心値に対する許容応力度の数値の比（安

全率）は他より大きくなっている。ただし，この表の数値によらない場合は強度試験の結果に基

づき定めることができることとなっている。

また，かた木（広葉樹材のかたいもの）を込み栓等のファスナーとして使用するときは数値を

2倍まで緩和するほか，常時湿潤状態で使用するものについては，7割まで低減して用いること
としている。

なお，めりこみ，座屈に関する許容応力度及び集成材の許容応力度については，令第94条の規
定に基づき，別途昭55建告第1799号で定めている。

従来，木材の引張許容応力度は曲げ許容応力度と同じ数値としていたが，昭和62年の法改正に

ZI5



第3章 許容応力度及び材料強度

おいて両者は別々に数値を与えることとなった。これは，最近の研究によって以下に示した理由

から引張材の引張耐力は，製材，集成材を問わず曲げ材の引張縁の引張耐力よりかなり小さいこ

とが明らかにされているからである。

イ 引張材は材軸に沿ってほぼ一様の引張応力を受け，材軸に沿って存在する節などの欠点の

影響を強く受ける。

ロ 曲げ材においては，曲げ引張縁に節などが存在していても，その影響が断面内の応力再配

分によって低減される。

ハ 曲げ材においては材軸に沿って曲げモーメントの大きさが変化することが多く，最大曲げ

モーメントの発生する部分の曲げ引張縁に節などの欠点が存在する確率が，引張材に比較し

て小さくなる。

3．1．2材料強度

騨蕊籟議鰯

（木材）

第95条 木材の繊維方向の材料強度は，強度試験の結果に基づき定める場合のほか，次の表の数
値によらなければならない。

材 料 強 度

|鑿寿合麓ﾝ"-ﾄﾙに｝ ’類種

曲 げ

285

270

255

せん断

24

21

21

圧 縮

225

210

195

引張り

180

165

150

あかまつ，くるまつ及びくいまつ

からまつ，ひば，ひのき及びくいひ

つが及びべいつが

針
葉

樹

もみ，えぞまつ，とどまつ，べにまつ，

すぎ，くいすぎ及びスプルース
225 18180 135

広
葉
樹 :汁：

270
-

210

240

180

かし

くり，なら，ぶな及びけやき

2 第89条第2項及び第3項の規定は，木材の材料強度について準用する。

本条では，木材の繊維方向の応力に対する材料強度を規定している。内容としては，令第89条

の規定による長期の応力に対する許容応力度の3倍の数値を定めているほか，強度試験によるこ

とを原則とする等，特例規定については令第89条の規定のほとんどをそのまま準用している。

また，許容応力度と同様にめりこみ及び座屈に関する材料強度並びに集成材の材料強度につい

ては，令第99条の規定に基づき，昭55建告第1799号で定めている。

材料強度についても,昭和62年の法改正により引張強度と曲げ強度が別個の数値で与えられた。

この理由については前項で説明したとおりである。
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3.1.3特殊な許容応力度及び材料強度

（ り告 示 昭55建告第1799号第1．第

第1 特殊な許容応力度

一 木材のめりこみ及び圧縮材の座屈の許容応力度は，次に掲げるとおりとする。

イ めりこみの許容応力度は，めりこみ試験の結果に基づき定める場合のほか，その繊維方
そう

向と加力方向とのなす角度に応じて次に掲げる数値（基礎ぐい，水槽，浴室その他これら
に類する常時湿潤状態にある部分に使用する場合においては，当該数値の70パーセントに
相当する数値）とする。

（1）10度以下の場合 建築基準法施行令（以下「令」という｡）第89条第1
項の表に掲げる圧縮の許容応力度の数値

(2) 10度を超え,70度未満の場合 (1)と(3)とに掲げる数値を直線的に補間した数値
(3) 70度以上90度以下の場合 次の表に掲げる数値

長期応力に対するめり

こみの許容応力度

|瀞に鰯蹴I

短期応力に対するめり

こみの許容応力度

|脱糞蝋-’
木 材 の 種 類

あかまつ，くるまつ及びくい
まつ

からまつ，ひば，ひのき及び
診､こいひ

つが,べいつが,もみ,えぞま

つ，とどまつ，べにまつ，す
ぎ，くいすぎ及びスプルース

30針
葉

樹

25 長期応力に対するめ

りこみの許容応力度

の数値の2倍とする。 ’20

広
葉
樹

かし

くり，なら，ぶな及びけやき

如
一
弱

ロ 圧縮材の座屈の許容応力度は，その有効細長比に応じて，次の表の式によって計算した
数値とする。

入≦30の場合

30＜ハ≦100の場合

八＝た

ん＝た(13－001入）

0.3ib
九＝入＞100の場合

（

九一血 )’
この表において，入,八及び九は，それぞれ次の数値を表すものとする。

別 有効細長比

九 圧縮材の座屈の許容応力度（単位 1平方センチメートルにつきキログラム）
た 令第89条第1項の表に掲げる圧縮の許容応力度（単位 1平方センチメートル
につきキログラム）

二 集成材の許容応力度は，次に掲げるとおりとする。

イ 繊維方向の許容応力度は,強度試験に基づき定める場合のほか,集成材の種類に応じてそ
そう

れぞれ次の表1又は表2の数値（基礎ぐい,水槽,浴室その他これらに類する常時湿潤状態
にある部分に使用する場合においては，当該数値の70パーセントに相当する数値)とする。
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第3章 許容応力度及び材料強度

1

長期応力に対する許容応
力度（単位 1平方セン
チメートルにつきキログ
ラム）

短期応力に対する許容応

力度（単位 1平方セン
チメートルにつきキログ
ラム）

許容応力度

圧 縮
又 は

引張り

圧 縮
又 は

引張り

集成材の樹種 曲 げ せん断曲 げ せん断
及び品質

特級 165115

あかまつ，くるまつ
及びくいまつ

1級 105 145 12

針 2級 9(） 120

特級 105 155

からまつ，ひば，ひ
のき及びくいひ

1級 135 1195

2級 11085

葉
特級 95 145

長期応力に対する圧縮，
引張り，曲げ又はせん断
の許容応力度のそれぞれ
の数値の2倍とする。

1級 125 1(）つが及びべいつが 90

2級 80 1()5

特級もみ,えぞまつ，とど

まつ,べにまつ,す
ぎ,くいすぎ及びス
プルース

13590樹

1級 980 115

2級 9570

みずなら，ぶな，け

やき，しおじ，たも，
かば,いたやかえで，
にれ及びアピトン

1級 150105広
葉

樹

12

2級 12585

1級 13090
10ラワン

2級 11080

この表において，特級，1級及び2級は，それぞれ構造用大断面集成材の日本農林
規格（昭和61年農林水産省告示第2054号）に規定する構造用大断面集成材の特級,1
級及び2級又はこれらと同等以上の品質を有する集成材を表すものとする。

2

短期応力に対する許容応
力度（単位 1平方セン
チメートルにつきキログ
ラム）

長期応力に対する許容応
力度（単位 1平方セン
チメートルにつきキログ
ラム）

許容応力度

|""’
圧 縮
又 は

引張り

圧 縮
又 は

引張り

集成材の樹種 曲 げ せん断せん断曲 げ
及び品質

1級 105 145
あかまつ，くるまつ
及びくいまつ

からまつ，ひぱ，ひ
のき及びくいひ

12

2級 12090

針 1級 13595
11

2級 11085

1級 12590
10つが及びべいつが葉

2級 80 105

1級’&O1u511樹

ZZ8



3．1木 材

もみ，えぞまつ，とど

まつ，べに ま つ，す
ぎ,くいすぎ,スプル
ース， ロッジポール
パイン及びポンデロ

ーサパイン

’長期応力に対する圧縮，
引張り，曲げ又はせん断
の許容応力度のそれぞれ
の数値の2倍とする。

9

2級 70 95

みずなら，ぶな，け

やき，しおじ，たも，

かば,いたやかえで，
にれ及びアピトン

1級 105 150広
葉

樹

12

2級 85 125

蝿一轍

卯
一
別

130

110

ラワン 10

この表において，1級は，集成材の日本農林規格(昭和49年農林省告示第601号(以
下「告示」という｡)）に規定する構造用集成材の1級又は化粧ばり構造用集成材のl
等及び2等又はこれらと同等以上の品質を有する集成材を表すものとする。また，こ
の表において，2級は，告示に定める構造用集成材の2級又はこれと同等以上の品質
を有する集成材を表すものとする。

ロ めりこみの許容応力度は，めりこみ試験の結果に基づき定める場合のほか，その繊維方
そう

向と加力方向とのなす角度に応じて次に掲げる数値（基礎ぐい，水槽，浴室その他これら
に類する常時湿潤状態にある部分に使用する場合においては，当該数値の70パーセントに
相当する数値）とする。

(1) 10度以下の場合 イの表に掲げる圧縮の許容応力度の数値

（2）10度を超え,70度未満の場合 (1)と(3)とに掲げる数値を直線的に補間した数値
（3）70度以上90度以下の場合 次の表に掲げる数値

短期応力に対するめりこみ

の許容応力度

|襟に蕊苫麓-’

長期応力に対するめりこみ

の許容応力度

|課に鰯苫麓-1
集 成 材 の 樹 種

あかまつ，くるまつ及

びくいまつ

からまつ，ひば，ひの

き及びくいひ

30

針

25

葉

つが’べいつが,もみ，

えぞまつ，とどまつ，

べにまつ，すぎ，くい

すぎ及びスプルース

長期応力に対するめりこ

みの許容応力度の数値の

2倍とする。

樹 20

ラワン 30

広
葉
樹

みずなら，ぶな，けや

き，しおじ，たも，か

ば，いたやかえで，に
れ及びアピトン

35

ハ 圧縮材の座屈の許容応力度は,前号のロに定めるところに準ずる計算をした数値とする。
二 建設大臣が高度の品質を確保し得ると認める条件によって集成材のひき板の加工，接着
及び品質管理が行われる場合においては，当該集成材の許容応力度は，イからハまでの規
定にかかわらず,集成材の各々のひき板の強度に基づき算定した数値とすることができる。
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第2 特殊な材料強度

一 木材のめりこみ及び圧縮材の座屈の材料強度は，次に掲げるとおりとする。

イ めりこみの材料強度は，第1第一号イに定める長期応力に対するめりこみの許容応力度

の数値の3倍の数値とする。

ロ 圧縮材の座屈の材料強度は，第’第一号ロに定める短期応力に対する圧縮材の座屈の許

容応力度の数値とする。

二 集成材の材料強度は，次に掲げるとおりとする。

イ 繊維方向の材料強度は，第1第二号イに定める長期応力に対する許容応力度の数値の3

倍の数値とする。

ロ めりこみの材料強度は，第1第二号ロに定める長期応力に対するめりこみの詐容応力度

の数値の3倍の数値とする。

ハ 圧縮材の座屈の材料強度は，第1第二号ハに定める短期応力に対する圧縮材の座屈の許

容応力度の数値とする。

二 建設大臣が高度の品質を確保し得ると認める条件によって集成材のひき板の加工，接着

及び品質管理が行われる場合においては，当該集成材の繊維方向の材料強度は，イからハ

までの規定にかかわらず，第1第二号二の規定により算定した数値の3倍とすることがで

きる。

ここに掲げたものは，令第94条及び第99条の規定に基づき特殊な許容応力度及び材料強度を定

めている昭55建告第1799号のうち，木材等に関する部分である。本告示では，木材及び集成材に

ついて，それぞれ許容応力度及び材料強度が規定されている。

(1)木材のめりこみ関係

詐容応力度については第1第一号イに，材料強度については第2第一号イにそれぞれ材種に

応じて定められており，材料強度の数値は長期応力に対するめりこみの許容応力度の数値の3

倍となっている。また，常時湿潤状態にあるものについては，7割まで低減して用いることと

している。

(2)木材の圧縮材の座屈関係

許容応力度については第1第一号ロに，材料強度については第2第一号ロにそれぞれ規定さ

れている。許容応力度については有効細長比に応じてその数値が定められており，材料強度は

短期応力に対する許容応力度の数値としている。

(3)集成材関係

日本農林規格に規定する構造用大断面集成材，構造用集成材及び化粧ばり構造用集成材につ

いて繊維方向の圧縮，引張り，曲げ及びせん断，めりこみ並びに圧縮材の座屈に関して規定さ

れているもので，許容応力度が第1第二号に，材料強度が第2第二号にそれぞれ木材に準じた

形で規定されている。

なお，第1第二号二及び第2第二号二は，日本農林規格に規定された以外の材料でも，建設

大臣が高度の品質を確保し得ると認めた場合には，本告示の規定によらず許容応力度及び材料

強度を別途定めることができることを定めたものである。
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3.2鋼 材 等

3.2鋼材等

3．2．1許容応力度

騨議熱鶏第鋤条

（鋼材等）

第90条 鋼材等の許容応力度は，次の表1又は表2の数値によらなければならない。
1

許容応 長期応力に対する許容応力度

|識に葵粥蕊-l
短期応力に対する許容応力度

|瀞に鰯苫鐵-l
力度

|引張り｜曲げ’圧 縮 引張り 曲 げ せん断 圧 縮 引張り 曲 げ せん断

一般構造用
鋼材
溶接構造用
鋼材

Ｆ｜唖

Ｆ一咽

Ｆ｜咽 F
-

1.5､/3

Ｆ｜唖黒 皮 長期応力に対する圧縮，引張り，曲

げ又はせん断の許容応力度のそれぞ

れの数値の15倍とする。

ボ
ル
ト 宏一蝿

Ｆ
’
２仕上げ

Ｆ｜咽

Ｆ
’
２リベット鋼

Ｆ｜咽

Ｆ一噸

Ｆ｜暇 F

r57す
鋳 鋼

Ｆ｜唖鋳 鉄

この表において,Fは，鋼材等の種類及び品質に応じて建設大臣が定める基準強度（単
位 1平方センチメートルにつきキログラム）を表すものとする。

Z2Z



第3章 許容応力度及び材料強度

2

長期応力に対する許容応力度

|評に蕊謬蕊-1
短期応力に対する許容応力度

|顎に鱒苫窺-1
引 張 り引 張 り

せん断補強
以外に用い
る場合

せん断補強
に用いる場
合

圧 縮 せん断補強
以外に用い
る場合

せん断補強
に用いる場
合

圧 縮

F

1．5

(当該数値が
1,600を超え
る場合には，
1 , 600)

F

1．5

(当該数値が
1,600を超え
る場合には，
1,600）

F

1．5

(当該数値が
2,000を超え
る場合には，
2, 000)

F

(当該数値が
3,000を超え
る場合には，
3, 000)

鋼丸 F F

F

1．5

(当該数値が
2,200を超え
る場合には，
2 , 200)

F

15

(当該数値が
2,200を超え
る場合には，
2,200）

F

1．5

(当該数値が
2,000を超え
る場合には，
2 , 000)

F

(当該数値が
3,000を超え
る場合には，
3,000）

径28ミリ

メートル

以下のも

の

F F異
形

鉄
筋

F

15

(当該数値が
2,000を超え
る場合には，
2 , 000)

F

1．5

(当該数値が
2,000を超え
る場合には，
2,000）

F

1．5

(当該数値が
2,000を超え
る場合には，
2 , 000)

F

(当該数値が
3,000を超え
る場合には，
3、000）

径28ミリ

メートル

を超える

もの

F、 F

鉄線の径が4ミ

リメートル以上

の溶接金網

F(ただし,床
版に用いる場
合に限る｡）

Ｆ｜嘘

Ｆ｜嘔 F

この表において,Fは，表1に規定する基準強度を表すものとする。

本条では，一般構造用鋼材，鉄筋コンクリート用鉄筋等一般的な鋼材等の許容応力度を定めて

いる。

本条中の基準強度Fの数値については，鋼材等の種類及び品質に応じて昭55建告第1794号に規

定している。また，側圧，接触及び圧縮材の座屈の許容応力度については，令第94条に基づき昭

55建告第1799号に規定されている。

なお，表2に規定している鉄筋コンクリート用鉄筋については,Fの数値にかかわらず，許容

応力度の上限の数値が規定されているものがあるので注意を要する。
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3．2．2材料強度

鍾嬢鐵鰯’

（鋼材等）

第96条 鋼材等の材料強度は，次の表1又は表2の数値によらなければならない。
1

料 強 度
1平方センチメートルにつきキログラム）

材

(単位類種

せ ん 断曲 げ圧 縮 引 張 り

Ｆ｜毎一 般 構 造用 鋼 材
溶 接 構 造 用 鋼 材

FP F

旦
偏吉

｢司 カ ボ ル ト 戸

黒 皮 F

ボ ル ト

班－４仕上げ F

誠一４リ ベ ツ ト 鋼 F

旦
何

鋼鋳 F F戸

鋳 鉄 F

この表において,Fは，第90条の表1に規定する基準強度を表すものとする。

2

料 強 度

1平方センチメートルにつきキログラム）

材

(単位

種 類 張引 り

圧縮
せん断補強以外に用いる
場合

せん断補強に用いる場合

F(当該数値が3,000を超
える場合には, 3,000)

丸鋼及 び異形鉄筋 FF

F(ただし,床版に用いる
場合に限る｡）

鉄線の径が4ミリメート
ル以上の溶接金網

F

この表において,Fは，第90条の表1に規定する基準強度を表すものとする。

本条では，鋼材等の材料強度について，令第90条と同様の形式で原則として当該材の降伏強度

の数値となるよう規定している。基準強度Fは，昭55建告第1794号に規定されており，原則的に

は許容応力度の規定に用いる基準強度の数値と同一であるが, JIS適合品については実況に応じ

た数値とするほか，1.1倍以下の数値をとることができることとしている。なお，鉄筋コンクリー

ト用鉄筋については許容応力度と同様,Fの数値にかかわらず，本条で上限の数値が規定されて

いるものがあるので注意を要する。また，令第90条と異なり，本条には高力ボルトの材料強度が
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第3章 許容応力度及び材料強度

規定されているが，この場合のFの数値は，昭55建告第1795号に規定されている。

圧縮材の座屈等，特殊な場合の材料強度については，許容応力度と同様に，令第99条に基づき，

昭55建告第1799号に規定されている。

3.2.3基準強度

（ 告示 昭55建告第1794号第1・第3 ）

第1 鋼材等の許容応力度の基準強度

鋼材等の許容応力度の基準強度は，次の表の数値とする。

｜ ’

124

鋼 材 等 の 種 類 及 び 品 質

一
般
構
造
用
鋼
材

溶
接
構
造
用
鋼
材

ボ ル 卜

リ ベ ツ ト 鋼

鋳 鋼

鋳 鉄

丸 鋼

異 形 鉄 筋

鉄線の径が4ミリメートル以上の溶接金網

SS41

SM41
SMA41
STK41
STKR41

SS50

SM50

SM50Y

SMA50
STK50
STKR50

SM53

SS55

鋼材の厚さが40ミリメートル以下のもの

鋼材の厚さが40ミリメートルを超えるもの

鋼材の厚さが40ミリメートル以下のもの

鋼材の厚さが40ミリメートルを超えるもの

鋼材の厚さが40ミリメートル以下のもの

鋼材の厚さが40ミリメートルを超えるもの

鋼材の厚さが40ミリメートル以下のもの

鋼材の厚さが40ミリメートルを超えるもの

黒 皮

仕 上 げ

SR24

SRR24

SR30

SRR40

SD24

SDR24

SD30

SD35

SD40

基準
強度 ’

単位 1平方セ
ンチメートルに
つきキログラム I

2,400

2,200

2,800

2,600

3,300

3,000

3,600

3,400

3,800

1,900

2,400

2,400

2,400

1,500

2,400

3,000

2,400

3,000

3,500

4,000

3,000
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この表において, SS41, SS50及びSS55は，日本工業規格(以下｢JIS」という｡) G3101

-1976（一般構造用圧延鋼材）に定めるSS41, SS50及びSS55又はこれらと同等以上の品

質を有する鋼材を, SM41, SM50, SM50Y及びSM53は, JIS G3106-1977 (溶接構造用

圧延鋼材）に定めるSM41, SM50, SM50Y及びSM53又はこれらと同等以上の品質を有

する鋼材を, SMA41及びSMA50は, JIS G3114-1977 (溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材）

に定めるSMA41及びSMA50又はこれらと同等以上の品質を有する鋼材を,STK41及び

STK50は, JIS G3444-1977 (一般構造用炭素鋼鋼管）に定めるSTK41及びSTK50又は

これらと同等以上の品質を有する鋼材を, STKR41及びSTKR50は, JIS G3466-1975 (一

般構造用角形鋼管)に定めるSTKR41及びSTKR50又はこれらと同等以上の品質を有する

鋼材を, SR24, SR30, SD24, SD30, SD35及びSD40は, JIS G3112-1975 (鉄筋コンク

リート用棒鋼)に定めるSR24, SR30, SD24, SD30, SD35及びSD40又はこれらと同等以

上の品質を有する棒鋼を, SRR24, SRR40及びSDR24は, JIS G3117-1975 (鉄筋コンク

リート用再生棒鋼)に定めるSRR24, SRR40及びSDR24又はこれらと同等以上の品質を有

する棒鋼を，それぞれ表すものとする。以下第2の表において同様とする。

第3 鋼材等の材料強度の基準強度

鋼材等の材料強度の基準強度は，第1の表の数値とする。ただし，一般構造用鋼材，溶接構

造用鋼材，丸鋼及び異形鉄筋のうち，同表に掲げるJISに定めるものについては，実況に応じ

た数値とするほか，同表の数値のそれぞれ1 1倍以下の数値とすることができる。

第1の規定は，令第90条の規定に基づき，鋼材等の許容応力度の基準強度Fの数値を定めたも

のである。

また，第3は令第96条の規定に基づき，鋼材等の材料強度の基準強度Fを定めたものであり，

原則的には第1の表の数値としているが, JIS適合品については適切な強度試験による数値のほ

か，1.1倍以下の数値をとることができることとしている。
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3.2.4特殊な許容応力度及び材料強度

（ 2-）告示 昭55建告第1799号第1．第

第1 特殊な許容応力度

三 鋼材等の支圧,圧縮材の座屈及び曲げ材の座屈の許容応力度は，次に掲げるとおりとする。

イ 支圧の許容応力度は，次の表の数値（(1)項及び(3)項において異種の鋼材等が接触する場
合においては，小さい値となる数値）とする。

長期応力に対する支圧
の許容応力度

|謙に当童謬菟-1

短期応力に対する支圧

の許容応力度

(瀞に当蕊謬蕊-｝
支 圧 の 形 式

すべり支承又はローラー支承の

支承部に支圧が生ずる場合その
他これに類する場合

(1) 1.9F

ボルト又はリベットによって接

合される鋼材等のボルト又はリ
ベットの軸部に接触する面に支
圧が生ずる場合その他これに類
する場合

長期応力に対する支圧

の許容応力度の数値の

1.5倍とする。
(2) 1 25F

(1)及び(2)に掲げる場合以外の
場合

F
一

1．1
(3)

この表において,Fは，昭和55年建設省告示第1794号第1に定める基準強度の数

値（単位 1平方センチメートルにつきキログラム）を表すものとする。

ロ 圧縮材の座屈の許容応力度は，次の表の数値とする。

短期応力に対する圧縮材の
座屈の許容応力度

(襟に当糞謬菟-）

長期応力に対する圧縮材の

座屈の許容応力度

|瀞に当蓮謬蕊-1
圧縮材の有効細長比と限界

細長比との関係

1－号(分)‘1
F|入≦Aの場合

I号十号(升)， 長期応力に対する圧縮材の

座屈の許容応力度の数値の

1.5倍とする。器F
1>Aの場合

(升)，
この表において,F,ハ及び』は，それぞれ次の数値を表すものとする。

F 昭和55年建設省告示第1794号第1に定める基準強度（単位 1平方センチメー

トルにつきキログラム）

入 有効細長比

八 次の式によって計算した限界細長比

‘-鴬
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ハ 曲げ材の座屈の許容応力度は，次の表の数値とする。ただし，令第90条に規定する曲げ

の許容応力度の数値を超える場合においては，当該数値を曲げ材の座屈の許容応力度の数

値とする。

短期応力に対する曲げ材の

座屈の許容応力度

|謙に霧謬冤-l

長期応力に対する曲げ材の

座屈の許容応力度

|諌に頚謬菟-I
曲げ材の種類及び曲げの形式

荷重面内に対称軸を有す

る圧延形鋼及びプレート

ガーダーその他これに類

する組立材で，強軸周り

に曲げを受ける場合

，‘(今)。
3 15C/12
－一－－’ ’叉常F

(1)

のうち大きい数値

鋼管及び箱形断面材の場

合，(1)に掲げる曲げ材で

弱軸周りに曲げを受ける

場合並びにガセットプレ

ートで面内に曲げを受け

る場合

長期応力に対する曲げ材

の座屈の許容応力度の数

値の1 5倍とする。

Ｆ｜崎(2)

みぞ形断面材及び荷重面

内に対称軸を有しない材

の場合

900

(3)
（ ）

“｜心

この表において, F, 26, j, C,ハル及びA〆は，それぞれ次の数値を表すものと

する。

F 昭和55年建設省告示第1794号第1に定める基準強度（単位 1平方センチメー

トルにつきキログラム）

'6圧縮フランジの支点間距離（単位 センチメートル）

j 圧縮フランジと曲げ材のせいの6分の1とからなるT形断面のウェッブ軸周

りの断面二次半径（単位 センチメートル）

C 次の式によって計算した修正係数（2.3を超える場合には23とする｡）

ｌそ
い

モ
ー
さ
げ

は
小
曲

，
る

の
。

”
け

り
る

及
嘩
轆
癒

雌
部
強
の

，
端

の
も

て
間
方
す

い
区

い
表

お
屈

き
を

に
座
大
卜

式
れ
び

ン
の
ぞ
及

メ
こ

れ
方

一
／
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｋ

２１必一雌
ｉ

３０＋
ｊ雌一Ｍ
ｉ

C = 175-1.05

ロの表に定める限界細長比

曲げ材のせい（単位 センチメートル）

圧縮フランジの断面積（単位 平方センチメートル）ｒ

４
〃

Ａ

第2 特殊な材料強度

三 鋼材等の支圧及び圧縮材の座屈の材料強度は，次に掲げるとおりとする。

イ 支圧の材料強度は，第1第三号イの表の短期応力に対する支圧の許容応力度の数値に準

じて定めるものとする。この場合において，同表中「昭和55年建設省告示第1794号第1」

とあるのは「昭和55年建設省告示第1794号第3」と読み替えるものとする。
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第3章 許容応力度及び材料強度

ロ 圧縮材の座屈の材料強度は，次の表の数値とする。

ここに掲げたものは，令第94条及び第99条の規定に基づき特殊な許容応力度及び材料強度を定

めている昭55建告第1799号のうち，鋼材等に関する部分である。本告示では，鋼材等の支圧及び

圧縮材の座屈について許容応力度及び材料強度を，また，曲げ材の座屈について許容応力度をそ

れぞれ規定している。

(1)支圧関係

許容応力度については第1第三号イに，材料強度については第2第三号イにそれぞれ支圧の

形式に応じて規定されている。政令の規定と同じく基準強度Fの関数として規定しており,F

の数値については昭55建告第1794号によることとしている。

(2)圧縮材の座屈関係

許容応力度については第1第三号ロに，材料強度については第2第三号口にそれぞれ有効細

長比と限界細長比との関係に応じて規定されている。支圧と同様に基準強度Fの関数表示とな

っている。

(3)曲げ材の座屈関係

許容応力度のみ第1第三号ハに，曲げ材の種類等に応じて規定されており，基準強度Fによ

る表示となっている。材料強度は規定されていないが，保有水平耐力検討時には，令第96条に

よる曲げの材料強度を用いることとなる。

Z詔

圧縮材の有効細長比と

限界細長比との関係

』≦Aの場合

入＞4の場合

この表において，F,入及びAは，それぞれ次の数値を表すものとする。

F 昭和55年建設省告示第1794号第3に定める基準強度の数値（単位 1平方セン

チメートルにつきキログラム）

ハ 有効細長比

4 次の式によって計算した限界細長比

』-鴬

圧 縮 材 の 座 屈 の 材 料 強 度
(単位 1平方センチメートルにつきキログラム）

F{1－号(升)恩｝

号F
(会)，



3 3コンクリート

3．3コンクリート

3．3．1許容応力度

騨鴬譲蕊雪政叢 藻

（コンクリート）

第91条 コンクリートの許容応力度は，次の表の数値によらなければならない。ただし，付着に

ついては，実験及び計算によって確かめられた数値とすることができる。

長期応力に対する許容応力度

|鑿ﾛ鰯ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙにつ1」

短期応力に対する許容応力度

|雲ﾛ鰯ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙにつ1 ’
|せん断_｜付着｜圧縮｜引張り｜せん断~｢符~着圧 縮 ｜ 引張り

7(軽量骨

材を使用
するもの

にあって

は，6）

長期応力に対する圧縮，引張り，せん断又

は付着の許容応力度のそれぞれの数値の2

倍とする。

Ｆ
－
３

Ｆ
｜
鋤

1平方センチメートルにつきキログラム）この表において,Fは，設計基準強度(単位

を表すものとする。

2 特定行政庁がその地方の気候，骨材の性状等に応じて規則で設計基準強度の上限の数値を定

めた場合において，設計基準強度ｶｮ，その数値を超えるときは，前項の表の適用に関しては，
その数値を設計基準強度とする。

本条では，コンクリートの圧縮，引張り，せん断及び付着の各許容応力度について定めている。

ただし，付着の許容応力度は，実験又は計算によって確かめられた数値とすることができるとし

ている。

また，地方によって骨材等の状況の差異により強度発現性状やコンクリートの品質が異なるこ

とが予想されるため，各特定行政庁が規則で特別の規制を設けることができることとしている。

なお，コンクリートの許容応力度は，任意に設定し得る設計基準強度Fにより定まるが，この

Fの数値は令第74条及びそれに基づく告示（昭56建告第1102号）の規定によって，実態強度との

関係において規制を受ける。
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第3章 許容応力度及び材料強度

3.3.2材料強度

騨蕊鍵篭識政､欝第 斑篝

（コンクリート）

第97条 コンクリートの材料強度は，次の表の数値によらなければならない。ただし，せん断又

は付着については，実験及び計算によって確かめられた数値とすることができる。

料 強 度

1平方センチメートルにつきキログラム）

材

(単位

着圧 縮 ｜引 張り せ ん 断 付

21（軽量骨材を使用する場合にあっては，18）

Ｆ
｜
ⅧF、

この表において,Fは，設計基準強度(単位 1平方センチメーi､ルにつきキログラム）

を表すものとする。

2 第91条第2項の規定は，前項の設計基準強度について準用する。

本条は，コンクリートの材料強度につl

力に対する許容応力度の3倍としている。

コンクリートの材料強度について令第91条に準じた形で定めており，その値は長期応

Z釦



3 4溶 接

3．4溶 接

3．4．1許容応力度

騨蕊蕊霧議

（溶接）

第92条 溶接継目ののど断面に対する許容応力度は，次の表の数値によらなければならない。

短期応力に対する許容応力度

|寵っ鰯麓ﾒｰﾄI
長期応力に対する許容応力度

|誰っ鰯麗承-ﾄ｝

継
目
の
形
式

作業の方法

圧 縮 |引張り|曲げ|せん断|圧縮|引張り|曲げ|せん断引張り

自動溶接装置

等の設置その

他の建設大臣

が高度の品質

を確保し得る

と認めて定め

る条件によっ

て作業する場
合

突
合
せ

Ｆ｜唖 F
－

1.5,/百

(1)

突合
せ以
外の
もの

長期応力に対する圧縮，引張
り，曲げ又はせん断の許容応
力度のそれぞれの数値の1.5
倍とする。

F

rg万
F
－

1.5､/百

突
合
せ

0.9F
－

15

0.9F
-

1-5,/3

(2) (1)以外の場合
突合
せ以
外の
もの

0.9F

I万万
0.9F

1.5,/面

この表において,Fは，溶接される鋼材の種類及び品質に応じて建設大臣が定める溶接
部の基準強度（単位 1平方センチメートルにつきキログラム）を表すものとする。

本条では，溶接継目ののど断面に対する許容応力度を，作業の方法及び継目の形式に応じて規

定している。鋼材等と同様,基準強度Fの関数表示となっているが，このFの数値については昭
55建告第1794号第2に定めている。

作業の方法について，建設大臣の認める条件によった場合は全強，そうでない場合には90％の

数値をとることとなっているが，この条件については別途昭56建告第1103号で規定している。ま

た，継目の形式中「突合せ以外のもの」とは，すみ肉溶接等せん断で応力を伝達するものを意味
している。
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第3章 許容応力度及び材料強度

3.4.2材料強度

…

（溶接）

第98条 溶接継目ののど断面に対する材料強度は，次の表の数値によらなければならない。

材料強度（単位 1平方センチ
メートルにつきキログラム）継目の

形式
作 業 の 方 法

圧縮｜引張り｜曲げ｜せん断
自動溶接装置等の設置そ
の他の建設大臣ｶﾖ高度の
品質を確保し得ると認め
て定める条件によって作
業する場合

Ｆ｜毎突 合 せ F

(1)
突合せ以
外のもの

旦
毎

Ｆ｜毎

0.9F
－

毎
突 合 せ 0.9F

(2) (1)以外の場合
突合せ以

外のもの

0.9F

瘤

0.9F
－

，/3

この表において,Fは，第92条の表に規定する基準強度を表すものとする。

本条は，溶接継目ののど断面に対する材料強度を定めており，令第92条と同様の形をとってい

る。数値は，原則として短期応力に対する許容応力度と同一である。基準強度Fの数値は昭55建

告第1794号第4に規定している。なお，同告示では, JIS適合品については実況に応じた数値とす

るほか，規定の数値の1.1倍以下の数値をとれることとしている。

3.4.3基準強度

）（ 告示 昭55建告第1794号第2・第4

第2 溶接部の許容応力度の基準強度

溶接部の許容応力度の基準強度は，次の表の数値（異なる種類又は品質の鋼材を溶接する場

合においては，接合される鋼材の基準強度のうち小さい値となる数値）とする。

I
単位 1平方セ
ンチメートルに

つきキログラム I
基準
強度

鋼 材 の 種 類 及 び 品 質

SS41

SM41
SMA4 1

STK4 1

STKR4 1

鋼材の厚さが40ミリメーI､ル以下のもの 2,400一
般
構
造
用
鋼
材

溶
接
構
造
用
鋼
材

鋼材の厚さが40ミリメートルを超えるもの 2,200

SM50

SM50Y
SMA50

STK50
STKR5 0

鋼材の厚さが40ミリメートル以下のもの 3,300

鋼材の厚さが40ミリメートルを超えるもの 3,000

鋼材の厚さが40ミリメートル以下のもの 3,600

SM53

鋼材の厚さが40ミリメートルを超えるもの 3,400
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3.4溶 接

第4 溶接部の材料強度の基準強度

溶接部の材料強度の基準強度は，第2の表の数値とする。ただし，一般構造用鋼材，溶接構
造用鋼材，丸鋼及び異形鉄筋のうち，同表に掲げるJISに定めるものについては，実況に応じ
た数値とするほか，同表の数値のそれぞれ1 1倍以下の数値とすることができる。

第2では，令第92条の規定に基づき溶接部の許容応力度の基準強度Fの数値を定めている。な

ja,Fが互いに異なる鋼材を溶接する場合には，小さい方の数値を用いなければならない。

また，第4の規定は，令第98条の規定に基づき溶接部の材料強度の基準強度Fの数値を定めた

ものである。Fは第2の表の数値に準ずるが, JIS適合品については適切な強度試験による数値又
は1.1倍の数値までとれることとなっている。

Z､33

丸 鋼

異 形 鉄 筋

SR24
SRR24

SR30

SRR40

SD24
SDR24

SD30

SD35

SD40

2,400

3,000

2,400

3,000

3,500

4，000



第3章 許容応力度及び材料強度

3.5高力ボルト

3．5．1許容応力度

》《 磯鱸、第雛議灘2

（高力ボルト接合）

第92条の2 高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は，次の表

の数値によらなければならない。

短期応力に対するせん断応力度

単位 1平方センチメートルに

つきキログラム

長期応力に対するせん断応力度

単位 1平方センチメートルに

つきキログラム I1 ’I
長期応力に対する許容せん断応力度

の数値の1 5倍とする。

一面せん断 0.3 "

二面せん断 0.6 2b

この表において,Zbは，高力ボルトの品質に応じて建設大臣が定める基準張力（単位

1平方センチメートルにつきキログラム）を表すものとする。

2 高力ボルトが引張力とせん断力とを同時に受けるときの高力ボルト摩擦接合部の高力ボルト

の軸断面に対する許容せん断応力度は，前項の規定にかかわらず，次の式により計算したもの

としなければならない。

応‘=た｡('-岩）
′この式において，たf,八・,び‘及び幻は，それぞれ次の数値を表すものとする。

九‘この項の規定による許容せん断応力度（単位 1平方センチメートルにつきキログラ
ム）

た。前項の規定による許容せん断応力度(単位 1平方センチメートルにつきキログラム）
び&高力ボルトに加わる外力により生ずる引張応力度（単位 1平方センチメートルにつ

きキログラム）

、 、 前項の表に規定する基準張力

本条は，高力ボルト摩擦接合部の許容応力度を規定している。基準張力nについては，昭55建

告第1795号第1に定められている。

また，高力ボルト引張接合部の引張りの許容応力度は，令第94条の規定に基づき，別途同告示

第2に規定されている。なお，材料強度については独立の条文はなく，令第96条の中に引張り及

びせん断の数値が定められている。
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3.5高力ボルト

3.5.2基準張力等

（ ）告 示 昭55建告第1795号

第1 高力ボルトの基準張力

高力ボルトの基準張力は，次の表の数値とする。

高 カ ボ ル ト の 品 質
高力ボルトの基準張力

簿に蔓粥蕊-I
高力ボルトの締付ボルト張力

|諏に鰯謬冤-l
高力ボルトの種類

仙
一
②
｜
③

種
一
種
一
種

１
’
２
－
３

4,000以上

5,000以上

5.350以上

4,000

5,000

5,350

この表において,1種,2種及び3種は，日本工業規格(以下｢JIS」という｡) B1186-

1979（摩擦接合用高力6角ボルト・6角ナット・平座金のセット）に定める1種，2種及

び3種又はこれらと同等以上の品質を有する摩擦接合用高力ボルト，ナット及び座金の組
合せを表すものとする。

第2 高力ボルト引張接合部の引張りの許容応力度

高力ボルト引張接合部の高力ボルトの軸断面に対する引張りの許容応力度は，次の表の数値と

する。

短期応力に対する引張りの

許容応力度

|識に禦謬蕊-l
長期応力に対する引張りの

許容応力度の数値の1.5倍
とする。

長期応力に対する引張りの

許容応力度

|報に頚謬蕊一
高力ボルトの品質

’
第1の表中(1)項に掲げるもの

第1の表中(2)項に掲げるもの

第1の表中(3)項に掲げるもの

2,500

3, 100

3,300

第3 高力ボルトの材料強度の基準強度

高力ボルトの材料強度の基準強度は，次の表の数値とする。

高力ボルトの品質

F8T

F10T

F1 1T

1平方センチメートルにつきキログラム）基準強度（単位

6,400

9,000

9,500

この表において, F8T, F10T及びF11Tは, JIS B1186-1979 (摩擦接合用高力6角
ボルト・6角ナシl､・平座金のセット）に定めるF 8 T, F10T及びF11T又はこれらと同
等以上の品質を有する高力ボルトを表すものとする。

本告示では，高力ボルト接合に関して基準張力，引張接合部の引張りの許容応力度及び材料強

度の基準強度を定めている。
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第3章 許容応力度及び材料強度

(1)基準張力関係

令第92条の規定に基づき，第1で、の数値を規定している。表中，品質の項に掲げている締

付ボルト張力は，高力ボルトが所要の性能を発揮するため，実際に導入すべき張力である。

(2)引張接合部の引張りの許容応力度関係

第2は，令第94条の規定に基づき，特殊な許容応力度として規定されているものである。

(3)材料強度の基準強度関係

令第96条の規定に基づき，第3で規定されている。高力ボルト接合の摩擦については，許容

応力度の限界を超える応力が作用するような終局的な状態ではその作用が期待できないため，

材料強度としては，本規定による数値を用いて普通の中ボルト等と同じ方法で計算を行うこと

となる。

3．6地盤及び基礎ぐい

騨識驚繍綴

（地盤及び基礎ぐい）

第93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は，建設大臣が定める方法によって，地盤

調査を行ない，その結果に基づいて定めなければならない。ただし，次の表に掲げる地盤の許

容応力度については，地盤の種類に応じて，それぞれ次の表の数値によることができる。

短期応力に対する許容応力度

|署曝平方ﾒｰﾄﾙにI
長期応力に対する許容応力度

|鑿ﾄJ平方ﾒｰﾄﾙにI
地 盤

岩 盤

固 結 し た 砂

100

50

土 丹 盤 30

れき
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本条は，地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力について規定したものである。なお，本

条に基づく告示として昭46建告第111号があり，地盤調査の方法,地盤の許容応力度及び基礎ぐい

の許容支持力を定める方法について規定している。
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4.1構造計算に関する法令の概要

第4章 構造計算の方法

4.1構造計算に関する法令の概要

令第82条から令第82条の4までの部分が構造計算の方法を示した部分である。個々の技術的に

詳細な事項については，それぞれの項目の解説の部分を参照されるとして，ここでは施行令及び

告示に示されている規定の概要を説明する。

表4 1－1が,施行令の構造計算の規定の一覧である。これらの規定に基づき，次のような計算

をすることになる（図4 2－1フロー図参照)。

① 荷重・外力によって建築物の構造耐力上主要な部分に生じる応力を計算する。

② 構造耐力上主要な部分の断面に生じる長期と短期の各応力度を令第82条第二号に示す組合
せによる各応力の合計によって計算する。

③ ②による長期と短期の各応力度が，それぞれ各部材の許容応力度を超えないことを確かめ
る。

④ 必要に応じて変形，振動による支障が起こらないことを確かめる。

以上が令第82条において要求される計算である。特定建築物については，このほかに以下の

計算が必要である。

⑤ 地震力によって生ずる各階の層間変形角を計算して，それが1/2M(支障ない場合には1/120)

以下であることを確かめる（令第82条の2)。

⑥ 高さ31m以下の特定建築物については,各階の剛性率及び偏心率を計算し，それぞれO 6以

上及び0.15以下であることを確かめる。また，そのほかに建設大臣の定める計算を行う（令
第82条の3)。

ただし，次の⑦に示す保有水平耐力に関する計算をする場合，剛性率と偏心率は，それぞ

れ0.6未満又は015を超えるものとすることができる。

⑦ 高さが31mを超える特定建築物については，各階の保有水平耐力を計算し，それが必要保

有水平耐力以上であることを確かめる（令第82条の4)。
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第4章 構造計算の方法

表4．1－1構造計算の規定の一覧表

条項 目 ｜
構造耐力

内 容 関係告示

法第20条 ･荷重。外力に対して安全な構造であること

・次の建築物は構造計算により安全を確かめる

木造で階数が3以上又は延べ面積が500㎡,高

さが13m若しくは軒高が9mを超えるもの

木造以外で階数が2以上又は延べ面積が200

㎡を超えるもの

構造設計の原則 令第36条 ｡用途，規模及び構造の種別に応じて構造設計を

行うこと

・構造耐力上主要な部分を釣合い良く配置するこ

と

･剛性及び靱性をもたせること

構造計算

F適用適用 令第81条 。建築物の構造計算は令第3章第8節の規定によ

る

。エキスパンションジョイント等で縁の切れてい

るものは別建築物扱いできる

特例 令第81条の2 ．高さ60mを超える建築物の構造計算は建設大臣

が認める方法による

応力度 令第82条 。応力の計算

・検定すべき各応力の組合せ

・許容応力度以下であることの確認

層間変形 令第82条の2 ．特定建築物について （特定建築物）

地震力による層間変形角の制限（1/200以下， 昭55建告角
第1790号

支障ない場合には1/120以下）

剛性率。 令第82条の3 ．剛性率（0.6以上)，偏心率(0 15以下）の制限
（定める基準）偏心率 、その他建設大臣の定める基準に従う 昭55建告

・次の令第82条の4による場合は上記はこの限り 第1791号

ではない

保有水平 令第82条の4 ．高さ31mを超える建築物についての保有水平耐
耐力 力の計算

・保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であるこ

とを確かめる

Q哩≧Qz",

Q灘：保有水平耐力

Q"" :必要保有水平耐力

Q迦施=DsFbsQ" (DsFbs)

｝昭瀦号
Ds:構造特性による係数

FLs:形状特性による係数

Q"d :地震時水平力

(C｡ = 1.0による）

総則1

-特例 ｜令第81条の21

原則

F

I詔



4.1構造計算に関する法令の概要

・次の荷重。外力を採用する

固定荷重

積載荷重

積雪荷重

風圧力

地震力

，。その他実況に応じて外力を採用する

、建築物の各部位，構造材料別標準値又は実況値

P室の用途，構造計算別の実況値又は標準値

・積雪荷重
＝(単位重量)×(地方における垂直最深積雪量）（低減係数等）

｜聯一
・基準値規定。多雪区域，屋根の勾配，雪おろし

に対する配慮

･基準値規定。地域環境に対する配慮

風圧力＝（速度圧)×（風力係数）

速度圧q (kg/㎡) =60,/Z(ん≦16)

= 120$/Z(">16)

〃：地盤面からの高さ(m)

・地上部分については，建築物の振動特性，建設

地域に応じた層せん断力を与える

層せん断力＝（固定荷重十積載荷重)×(層せん

断力係数）

層せん断力係数Ci = Z･Rf･A,･C｡ (Z,R',Ai)

Z:地震地域係数(Z = 0.7～1.0)

｜鴫瀦。Rz:振動特性係数(R'≦1.0)

A§：層せん断力係数の高さ方向の分布

を示す係数(A＃≧l.0)

C｡:標準せん断力係数
(C｡ = 0.2又はC｡= 1.0)

・地下部分の地震力は水平震度により与える

K≧'1 (1-g) z
K:地下部分の水平震度

（許容応力度，
H:地盤面からの深さ(m) 材料強度）

1'"
・木材，コンクリート，鋼材等・各種材料の許容

応力度

・材料強度

籍|令第83条｢需痩

条
条
条

４
５

６
８

８
８

第
第

第
令
令

令

一固定荷重荷
‐
外

重
力 ＋積載荷重

-積雪荷重

令第87条一風圧力

令第88条一地震力

許容応力度 ｜令第89～94条

材料強度 令第95～99条

＊参考

屋根ふき材等の 令第39条
緊結 （第2項）

（局部風圧力）

屋上から突出す 令第39条の2
る水槽等

（局部地震力）

･帳壁等は建設大臣の定める基準に従って安全上

支障のないようにする

･屋上から突出する水槽等は建設大臣の定める基

準に従って安全上支障のないようにする

昭46建告

第109号

昭56建告

第1101号
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第4章 構造計算の方法

前述のような構造計算の流れのうち，令第82条は①～④の部分を定めている。この部分では，

定められた荷重･外力により部材に生じる応力を計算し，応力度が許容応力度以下であることを

確認することとなる。

応力を求めるプロセスは，応力計算あるいは応力解析と呼ばれる。ここでは，設計される建築

構造物を適切な力学モデルに置換し，そのモデルに荷重・外力が作用した場合の応力を構造力学

の手法により求めることとなる。

この場合のモデル化の方法,応力の求め方については，法令では規定されていない。構造形式，

荷重。外力の種類等に応じて，設計者が適切な方法を採用することになる。ちなみに従来から用

いられることの多い応力計算の方法を例示すると以下のとおりである。

応力計算の方法の例

①手計算による骨組構造の解析

鉛直力について．…･･固定法等

水平力について･･･…せん断力分布係数法（いわゆるD値法)，たわみ角法等

②コンピュータを利用する解析

マトリックス変位法等

4.2耐震計算ルート

前節で述べた構造計算に関する法令上の規定を，構造計算実務の手順に沿って整理すると図4.

2－1のようになる。すなわち，法第20条において一部の建築物の設計にあたって義務付けられる

構造計算は，高さ60m以下の建築物に要求される構造計算と高さ60mを超える建築物に要求され

る構造計算の2種類に分けられる。このうち，高さ60m以下の建築物に要求される構造計算は，

地震に対する安全性の確認に関する要求項目の違いによって三つに分類される。図4．2－1にお

いては，これら3種の構造計算における計算手順をルート回，ルート回及びルート回と呼んで

いる。これら三つのルートは，上述のように耐震性の確認に係る法令の要求事項の違いに対応し

たものであり，本書においてはこれらを耐震計算ルートと総称する。各々のルートの詳細は，第

5章以降に各構造種別ごとに示してあり，以下にその概要を説明する。

① ルート田

ルート囮は,昭55建告第1790号中の第一号から第八号に掲げる建築物に適用される耐震計算

ルートである。このルートにおいて要求される構造計算は，令第82条及び昭55建告第1790号の

中に定められている。

このルートは，比較的小規模な建築物(木造では，高さ13m以下，軒の高さ9m以下，鉄骨

造では，階数3以下，高さ13m以下等，鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造では，

高さ20m以下等）を対象としており，鉄骨造については地震力を割増して計算し，かつ，筋か

い接合部の補強をすることによって，鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造につい

ては，一定以上の壁量，柱量を確保することによって耐震性を持たせようとしたものである。

すなわち，ルート回による設計は，建築物に十分な強度を持たせることによって大地震動に
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4.2耐震計算ルート

|スタート’スタート

構造計算の要否 エンド

要 令第81条の2

条
号

８
３
８
９

第
Ⅳ
令
第
亘
示

条
告

３８第令

エンド建設大臣が認める構造計算高さ≦60m

荷重・外力

睦一譜

(雲輪繼)(鑿輪9号）

篝示鶏"",64 F令第89条～令第94条

応力計算

一次設計
令第82条

荷重・外力の組合せに
よる長期と短期の応力

の組合せに
短期の応力

午容応力度

応力度応力度の確認の確認

82条の2‐司令藻
No

特定建築物判断瀬
二次設計
令第82条の2

～令第82条の4
令第82条の2Yes

|層農麓馴
層間変形角の確認

層間変形角≦1/200( 1/120) ’
令第82条の3

高さ≦31r
一一

↓Yes

高さ≦31m
No

Yes

～
号豪

判断豪判断豪
令第82条の3
告示第1791号 令第95条

～第99条
告示第1794号

1795号
1799号

告示第1792号

告示第1790号

o木造
高さ≦13，
粁の商巻≦9m

C組機造，補強コンクリー
トブロック造
階数≦3

○鉄骨造
階数≦3
高き≦13m
i肝の高き≦9m
ス〃ぐン≦6 m

延べ面積≦500，2
地謹力の割増し及び
筋かい接合部の袖弦

○鉄筋コンクリート
造及び鉄骨鉄筋コ
ンクリート造
高さ≦20m
壁攝，柱量の稠密保

剛性率，偏心率の確認
剛性率≧6/10
偏心率≦15／100

o木造
筋かいを含む階の応力
の割期し。筋かいの割
裂き．せん断破壊，筋
かい端部等の破断の防
止。柱，はI)．接合部
の急激な耐力低下の防
止｡

o継骨造
筋かいを含む階の応力
の割増し，筋かい接合
部の補強及び局部座屈
等の防止

o鉄筋コンクリート造及び
鉄骨鉄筋コンクリート逝
壁量，柱賦の確保，あ
るいは柱・・はりのせん
断破壊の防止

剛性率，偏’［
剛性率≧6／
偏心率≦15

o木造
筋かいを
の割期し
裂き．せ
かい端部
止。柱，
の急激な
止・

o継骨造
筋かいを
の割増し
部の補強
等の防止

o鉄筋コンク
鉄骨鉄筋．
壁量，柱
るいは柱
断破壊の

偏心率の確認
≧6／10
≦15／100

いを含む階の応力
期し。筋かいの割
、せん断破壊，筋
端部等の破断の防
柱，はI)．接合部
激な耐力低下の防

o木造
高さ≦13，
粁の商巻≦9m

C組機造，補強コンクリー
トブロック造
階数≦3

○鉄骨造
階数≦3
高き≦13m
i肝の高き≦9m
ス〃ぐン≦6 m

延べ面積≦500，2
地謹力の割増し及び
筋かい接合部の袖弦

○鉄筋コンクリート
造及び鉄骨鉄筋コ
ンクリート造
高さ≦20m
壁攝，柱量の稠密保

材料強度

構造特性係数
形状係数

令第82条の4

､いを含む階の応力
1増し，筋かい接合
)補強及び局部座屈
)防止
]ンクリート造及び
喝筋コンクリート進
&，柱賦の確保，あ
､は柱・・はりのせん
慥壊の防止

ルーI､回）
↓

保有水平耐力の確認保有水平、

鋤
風

三一Ｆ
ｊ

１

Ｑ
ＱQ"≧QI"

QIIII==ps･夙繍･ Q!"j

’１
１（ 。 (ルールーI､回ルート回

|

’’ エ ン 卜

※判断とは設計者の設計方針に基づく:ﾄﾘ断のことである。例えば，高さ31m以下の建築物であって
も よI)詳細な検討を行う設計法であるルート園を選択する判断等のことを示している。

図4．2－1構造計算のフロー
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第4章 構造計算の方法

対する安全性を保とうとするものである。ルート国では，ルート回の場合のように偏心率に

関する検討は要求されない。これは，十分な強度が確保されているからである。しかし，ルー

ト国においても，偏心の大きい場合には応力計算においてねじれの影響を評価し，それによる
応力補正を行わなければならない。

② ルート回

ルート回は,高さ31m以下の特定建築物に適用される耐震計算ルートである。このルートに

おいては，令第82条の構造計算に加えて次のような計算を行う。

a)地震力によって生ずる各階の層間変形角が1/200 (構造物の変形によって著しい損傷が生

ずるおそれがない場合には1/120)以下であることを確認する。（令第82条の2)

b)各階の剛性率が0.6以上であることを確認する。（令第82条の3)

c)各階の偏心率が0.15以下であることを確認する。（同上）

d)その他以下の項目に関する計算を行う。（昭55建告第1791号）

○木造について

・筋かいを含む階の応力の割増し

・木材の筋かいにおける割裂き，せん断破壊等の防止

・非木造筋かいの端部及び接合部の破断防止

・柱，はり及びそれらの接合部における急激な耐力低下の防止

○鉄骨造について

・筋かいを含む階の応力の割増し

･筋かいの端部及び接合部の破断防止

・柱，はり及びそれらの接合部における急激な耐力低下の防止

○鉄筋コンクリート造，鉄骨鉄筋コンクリート造について

・一定の壁量及び柱量の確保，または柱及びはりのせん断破壊の防止

ルート回による設計は，高さ方向の剛性の変化や偏心を少なくし，かつ比較的簡便な方法を

用いて一定以上の強度，剛性及び靱性を確保することにより大地震動に対する安全性を確保し

ようとするものである。

③ ルート回

ルート回は，高さが31mを超える特定建築物または高さ31m以下の特定建築物で前記のル

ート回,ルート回のいずれにもよらないものに要求される耐震計算ルートである。このルート

においては，令第82条の構造計算に加えて次のような計算を行う。

a)地震力によって生ずる各階の層間変形角が1/200 (構造物の変形によって著しい損傷が生

ずるおそれがない場合には1/120)以下であることを確認する。（令第82条の2)

b)各階の保有水平耐力を計算し，それが必要保有水平耐力以上であることを確認する。（令

第82条の4）

Q腿≧Q灘〃

Qα：保有水平耐力

Q",, :必要保有水平耐力
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4.3層間変形角

Q"" = Ds"s Q灘a

Ds:構造特性係数

Fbs:形状係数

Q"" :地震時水平力

(C｡ = 1.0による）

ルート回による設計は，地震時の建築物の弾塑性挙動（減衰性，靭性など）をDsという係

数により評価し，これを地震入力エネルギーより大きくすることにより大地震動に対する安全

性を確保しようとするものである。

保有水平耐力の計算方法は法令には規定されていないが，その計算にあたっては，骨組の適

切なモデル化とそれに対する適切な計算方法の採用が肝要である。

保有水平耐力の計算方法を例示すれば，精算法として極限解析法，増分解析法，略算法とし

て節点振り分け法,仮想仕事の原理を用いた略算法等が挙げられる。（4.6.3「保有水平耐力の

計算方法」及び付－1「保有水平耐力の計算方法」参照)。

4.3層間変形角

騨蕊議鑿議鰡

（層間変形角）

第82条の2 第81条第1項の規定によって建設大臣が定める建築物（以下この款において「特定

建築物」という｡）の構造計算をするに当たっては，前条の規定によるほか，特定建築物の地上

部分について，第88条第1項に規定する地震力（以下この款において「地震力」という｡）によ

って各階に生ずる水平方向の層間変位の当該各階の高さに対する割合（次条において「層間変

形角」という｡）が200分の1（地震力による構造耐力上主要な部分の変形によって特定建築物

の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあっては，120分の1)以内であることを確か

めなければならない。

通達昭56住指発第96号）（

第2 構造計算関係の原則（第1款の2）

3．層間変形角（第82条の2）

（1）適 用

本規定の適用にあたっての層間変位は，階全体として算出して差支えないものとする。

（2）緩和の取扱い

200分の1の規制値をかっこ書により緩和するにあたっては，次の点に留意されたい。

① 緩和は原則として実験又は計算により安全が確かめられた数値までとする。

② 金属板，ボード類その他これに類する材料で仕上げられているものについては，上記に

かかわらず, 120分の1まで緩和して差支えない。
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第4章 構造計算の方法

〔規定の内容〕

建設大臣が指定する特定建築物の地上部分については，以下に示すとおりの構造計算を行わな

ければならない。

i)令第88条第1項に規定する地震力によって建築物の地上部分の各階に生ずる地震層せん断

力を計算する。

ii)上記地震層せん断力によって各階に生ずる層間変位を計算する。

iii )各階の層間変位から，各階の層間変形角を計算し，その数値が1/2Mを超えないことを確か

める。

これは，各階の層間変形が大きすぎることにより，帳壁，内外装材，設備等がその変形に追従

できずに破損．脱落するなどの有害な影響が出ることを防ぐための措置である。

ただし，この1/2Ⅱという制限値は，帳壁，内外装材，設備等に著しい損傷の生ずるおそれがな

い場合に限り，1/120まで緩和できることとしている。

架構の変形の影響を最も大きく受けるのは内外壁の仕上げ材等であり，架構の適度な剛性が確

保されておらず，壁仕上げ材等の許容量を超える変形が生ずる場合には，容易に仕上げ材等は破

損・脱落してしまう。最近の震害をみると，架構そのものには損傷がなくとも内外壁の仕上げ材

等が過大な変形によって破損し，事実上建築物の機能をほぼ失っているといえるものがあり，架

構の設計を強度の面からのみではなく変形の面からも行う必要が指摘されている。そのための規

定が層間変形角の制限である。

〔計算方法等〕

層間変形角は，原則として剛床の仮定に基づき，当該階全体の剛性から，階の変形量を求め計

算する。床の水平面内の剛性が低く剛床仮定が成立しないような場合には，層間変形角は，構面

のうちで変形の最も大きいものについて検討を行う必要があろう。また，この場合には，建築物

全体の力の流れ等に留意することが重要である。

層間変形角は，架構の水平剛性を計算し，一次設計用地震力(C｡ = 0.2以上)を作用させて得ら

れる層間変形量より求められる。略算的には，柱等が分担するせん断力分布を求めるのによく用

いられるD値によっても求めることができる。この場合，各階のD値は次のように得られる。

D=号÷[42f] (4-')
ここで,D:当該階の柱等のD値の和

Q:当該階の地震層せん断力

6：当該階の層間変位

E:ヤング係数

Kb:標準剛度

九：当該階の高さ

これを使えば，当該階の層間変形角γは，

γ=会=号 澁了 （4-2）
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4.4剛性率

となり，その階の地震層せん断力Qと, 12EKb//z2を単位としたD値が得られていれば,上式に従

って求めることができる。

4.4剛 性 率

色 》政畿 第82条鐙3第警等

一 各階の剛性率を次の式によって計算し，それらの剛性率がそれぞれ10分の6以上であるこ

とを確かめること。

Rs=圭皇
γs

この式において, Rs, 7's及びテsは，それぞれ次の数値を表すものとする。

Rs各階の剛性率

γs 各階の層間変形角の逆数

テs当該建築物についてのγsの相加平均

（ ）通達 昭56住指発第96号

第2 構造計算の原則関係（第1款の2）

4．剛性率，偏心率等（第82条の3）

（1）剛性率及び偏心率の算出にあたっては，特に各部材の剛性を適切に評価すること。

〔規定の内容〕

令第82条の3第一号の規定は，前条にいう，高さが31m以下の特定建築物に適用される。本規

定を満足しなくても，次条（第82条の4）各号の規定により保有水平耐力に関する確認をした場

合には，本条の適用は免除される。

建築物の各階の間に剛性の偏りがあると，地震時に剛性の小さい階に変形・損傷が集中しやす

い。本号では各階の剛性をできるだけ均質化するため，その階の負担水平力に対する水平剛性の

比を示す指標として，前条（第82条の2）の規定によって計算される層間変形角の数値の逆数γ‘

を採用し，γsの全階にわたる平均値テsに対するγsの比を剛性率Rsと定義した。主旨からする

と，各階のRsは1.0近傍に集まることが望ましい。これまでの地震被害の経験によれば，剛性率

の小さい階に変形が集中して被害を大きくする場合が多い。従って，その値を0.6以上とすべきこ

ととした。

〔剛性率の定義〕

剛性率は，計算する各方向につき，各階ごとに1つずつ定義される。令第82条の2（層間変形

角）の規定より得られる各階の層間変形角の逆数γsを求め，当該階のγsを地上部分の全階のγs

の相加平均アsで除したものが当該階の剛性率である。式で表現すれば以下のように表せる。
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念？
〃

血
、
Ｏ
認
２

－－
一一

ｓ
Ｓ

γ
ｌ
ｒ

、

(4－3）

Rs=彗豈 l
γs

ここで，〃：当該階の階高

6：一次設計用地震力により当該階に生ずる層間変位

〃：地上部分の階数

前述のように剛性率は，各階の水平方向への変形のしにくさが，建築物全体のそれとくらべて

どの程度大きいか小さいかを示すパラメーターである。この値が1.0より大きくなるほど,建築物

全体から見て変形しにくい階であることを表し，1.0より小さな値になるほど変形しやすい階(相

対的に柔らかい階）であることを表す。剛性率の数値の特に小さい階を含む建築物の地震時の振

動性状は，その階の部分の水平変形が過大に生ずる不連続なものとなり，地震のエネルギーが集

中してしまうことになる(図4．4－1参照)。本規定では，相対的な変形のしやすさの限界として，

剛性率0.6を採っている。

なお，本号の規定を満たす場合でも，連続する階で剛性率Rsの値が急変することは，振動性状

上好ましいことではないので，十分配慮することが望ましい。

〃
秘 剛性率の'1､さい階

には変形が典中し
て，その階の被害
が大きくなる聯

鍵／

‘；/％〃％〃‘/，〃ソソ

図4．4－1剛性率の特に小さい階への損傷の集中
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4.5偏心 率

4.5偏 心 率

‘ ，政拳"餅第82桑篭3第塞号
ご－■､一 一一 一 句

二 各階の偏心率を次の式によって計算し,それらの偏心率がそれぞれ100分の15を超えないこ
とを確かめること。

Re=-g
γe

この式において, Re,e及びγeは，それぞれ次の数値を表すものとする。
Re各階の偏心率

e 各階の構造耐力上主要な部分が支える固定荷重及び積載荷重（第86条第2項
ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域にあっては,固定荷重，
積載荷重及び積雪荷重）の重心と当該各階の剛心をそれぞれ同一水平面に投影

させて結ぶ線を計算しようとする方向と直交する平面に投影させた線の長さ
（単位 センチメー|､ル）

γe各階の剛心周りのねじり剛性の数値を当該各階の計算しようとする方向の水
平剛性の数値で除した数値の平方根（単位 センチメートル）

（ 通達昭56住指発第96号）

第2 構造計算の原則関係（第1款の2）

4．剛性率，偏心率等（第82条の3）

（1）剛性率及び偏心率の算出にあたっては，特に各部材の剛性を適切に評価すること。

〔規定の内容〕

令第82条の3第二号の規定も高さが31m以下の特定建築物に適用される。本規定を満足しなく

ても，次条（第82条の4）各号の規定により保有水平耐力に関する確認をした場合には，本条の
適用は免除される。

建築物の各階において耐震上有効な要素である壁，柱等の平面的な配置が悪いと，地震時にね

じれ振動を起こし大きな損傷を受けやすくなる。本号では，そのねじれ振動の起こしやすさを示

す指標として，各階のe(偏心距離と呼ばれている）をγe(弾力半径と呼ばれている）で除した値
､7号水スイ罠,i､､毒P‐幸宅菫1 二'7-､米fｱｲ清子､●、 l直之麺与芋套1、＝し 変形大である偏心率Reを定義し,その数値が015を超えないこと

としている。

〔偏心率の定義と計算方法〕

(1)偏心率の意味

図4．5－1に示すように，地震力は階の重心に作用すると

考えてよい。このため，建築物は水平方向に変形するほか剛

心まわりに回転する。重心と剛心との距離の大きい（偏心の

大きい）建築物にあっては，部分的に過大な変形を強いられ

る部材が生ずる。それらの部材の損傷により，その階の耐力
変形'j、

図4．5－1偏心の大きい建築物
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が低下し，地震エネルギーの集中をまねくこととなる。偏心率は，重心と剛心のへだたりのねじ

り抵抗に対する割合として定義され，その数値の大きいほど偏心の度合が大きいこと，言い換え

ると，柱，耐力壁等の水平抵抗要素の平面的な偏りの大きいということを表している。

(2)偏心率の計算方法

偏心率Reは,建築物の各階各方向別にそれぞれ考えるが,具体的にどのように求めればよいか

を以下に説明する。まず,建築物の1つの階について，その方向及び偏心距離を図4．5－2のよう

にとる。座標はどのようにとってもよいが，ここでは平面の左下隅を原点としてある。

YY

X

X0

図4．5－2ねじれに関する記号

① 重 心

偏心率を算定する場合の重心は，地震時においてその層に作用する層せん断力の中心であ

る。

各階の重心を求める場合，便宜上，鉛直力を支持する柱等の構造耐力上主要な部材に生じ

る長期荷重による軸力N,及びその部材の座標X,Yから計算することができる。重心の座

標をgx, gyとすると，

2(JV･X)

｜｜‘_‘，
gx=

W

gy= 2(\ Y)
W

W=ZⅣ

と得られる。ここで，国は鉛直荷重を支持する柱等すべてについての和をとる。ただし，各

階とも，固定荷重，積載荷重等が平面的に一様に分布していて偏りがない場合には，平面の

図心が重心と一致すると仮定してよい。

② 剛 心

柱，耐力壁等の耐震要素の各計算方向(X方向及びY方向)の水平剛性をKX, Kr,その座

標をX, Y,剛心の座標を 'x, -'Y,とすれば，各階の剛心は下式より得られる。

'"= 2("x)
｜'‘-“',= 2(*Y)

ここで,国はX方向又はY方向に有効な耐震要素についての和をとる。各耐震要素の座標

X,Yは，それらの要素の図心の座標を採ってよい。
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KX, K,,の計算は，変位法等により応力解析を行い，層間変位が明らかな場合には，下記の
ような方法で求める。

Kx = Qx/6x

Ky = Qy/Sy

ここでQx, Qyは当該部材の負担せん断力

6x, 6Yは当該部材の層間変位

また,D値法による場合は，各部材のD値をDx, D',とすると，水平剛性はKX=Dx, Ky
=DI,とすることができる。

③ e

偏心距離は，重心及び剛心の座標から次式のように計算される。

｝!‘-”
ex= |'x-gxl

ey = |'y-gy l

④ ねじり剛性

次に，各階の剛心まわりのねじり剛性を計算する。これは，各階ごとに1つ得られる。剛
心まわりの計算になるので，座標の平行移動を行い，剛心を座標頂点とする。新しい座標系
をX－Yとすれば，各耐震要素の座標は，

｜"-”
X=X-"x

Y = Y-"Y

と表示される。各耐震要素の剛性は，座標変換による変更はない。剛心まわりのねじり剛性
Khは，

一 －2

錐＝Z(KX。Y）十ｺ(Kr．X） （4－8）

である。Zは,X方向及びY方向それぞれに有効な耐震要素についての和をとる。
⑤ γ‘

γeは弾力半径と呼ばれるもので,X, Y方向検討時のものをそれぞれγeX9 "el'とすると，次
式で与えられる。

イ
一

2(Kr･ Y)+2(K]
－2

X)

厩
既

、

，（4－9）

‘

γeX二二 :＝＝

ZKx

ｲ皿
三 ？

Y)+2(KKy･X )
γey ＝ 二二

ZKy

⑥ Reの計算

これらの値を用いて,X, Y各方向に対する偏心率は，これをそれぞれRex及びReyとすれ
ば，

｝!‘-剛’
Rex= e〃γex

Rey = ex/7'ey

によって求められる。偏心距離eX, eYについては，添字が検討方向と逆になっていることに
注意が必要である。
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(3)計算例

ある階のD値法によるせん断力分布係数の分布が図4．5－3のような建築物を例としてとり

あげる。水平剛性を便宜的にKx=Dx, KI,=Dyとする。

Y

一
割
割

1

劃
1

図4．5－3偏心のある建築物

建築物の左下端を座標の原点とすれば，剛心は，

'x= z("x) = 1×1,800×3+1×1,200×3+ (1+4)×600 _且皿= 857.1cm1×10+4 14

',= 2("Y) = 1×1,000×2+5×1,000+ 1×500×4 = Ujl = 5625cm1×9＋2＋5 16

この平面のちょうど中心を，重心の位置とすると(実際には，この平面にある鉛直部材の軸方向

力のつり合い位置を重心とする)，各方向の偏心距離は，図4．5－3に示したように，

ex = 1857.1-9001 = 429cm

ey = | 562.5-5001= 62.5cm

となる。

一方，剛心まわりのねじり剛性のx成分は，
一

ZX=2(Dx･ Y)=(1×2+5)×437.52+ 1×4×62.52+ (1×3+2)×56252 = 2.94×106

同様に,Y成分は，
－2

ル=2(Dy･X )=1×3×85712+ (1+4)×257.12+ 1×3×342.92+1×3×942.92

＝5．55×106

故に，剛心まわりのねじり剛性は，

Kjw=ム+IY = 2.94×106+ 555×106 = 8.49×106

よって,X方向の弾力半径は，

６
６

０
０

坪
畔

一一
一一

馬
馬

= 728cmγeX ＝ニ

同様にして，

= 779cmγeγ ＝

従って，偏心率はそれぞれ，

gY _ 62.5

Rex=-7哀 ~77ZE
＝＝ = 0.086

Z50



4.6保有水平耐力

R｡" =:=f:= 005'
となり，いずれも0.15より小さく，本規定を満足している。

4.6保有水平耐力

4．6．1保有水平耐力と必要保有水平耐力

《 》激蕊蔦驚灘蕊灘驚

（保有水平耐力）

第82条の4 第81条第1項の規定によって特定建築物で高さが31メートルを超えるものの構造計

算をするに当たっては，第82条及び第82条の2の規定によるほか，特定建築物の地上部分につ

いて，次の各号に定めるところによらなければならない。

一 第4款に規定する材料強度によって各階の水平力に対する耐力（以下この条において「保
有水平耐力」という｡）を計算すること。

二 地震力に対する各階の必要保有水平耐力を次の式によって計算すること。
Q哩腿= DsFbs Q""

この式において, Q"", Ds, Fbs及びQ"は，それぞれ次の数値を表すものとする。
Qzk,,各階の必要保有水平耐力（単位トン）

Ds 各階の構造特性を表すものとして，特定建築物の振動に関する減衰性及び各階
じん

の靭性を考慮して建設大臣が定める方法により算出した数値

歴s 各階の形状特性を表すものとして，各階の剛性率及び偏心率に応じて建設大臣’
が定める方法により算出した数値

Q" 地震力によって各階に生ずる水平力（単位 トン）

三第一号の規定によって計算した保有水平耐力が,前号の規定によって計算した必要保有水
平耐力以上であることを確かめること。

本条の規定は,保有水平耐力に関する確認の方法を定めたもので,4．1「構造計算に関する法令

の概要」(p. 137)で述べた令第82条の規定による構造計算の方法の主軸となっている「許容応力

度計算｣，すなわち「弾性設計法」に加え，「塑性設計法」の内容を盛り込んだものである。これ

は，地震に対する建築物の挙動を総合的に評価することにより，終局状態に至るまでの性状を把

握した上で大地震時に崩壊に至らないよう安全性の検討を行おうとするもので，具体的には，第

一号の規定により求めた各階の保有水平耐力が，第二号の規定によって計算した必要保有水平耐

力以上であることを確認することを規定している。

第二号は，各階の必要保有水平耐力（地震に対する保有水平耐力の必要量）の計算方法を規定

している。この必要保有水平耐力Q迦施は，令第88条第1項及び第3項により求めた水平力Q"dに

構造特性係数D､変形能力による地震エネルギー吸収能力等に応じた低減係数）及び形状係数

R2s(形状上の特性による割増し係数)を乗じて算定する。なお，ここで用いるDs及び凡sの算出

方法については，昭55建告第1792号に規定されている。（4.6.2「必要保有水平耐力」(p. 155)参
照）

第三号は，保有水平耐力計算の最終段階として，第一号で求めた保有水平耐力が第二号で求め
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た必要保有水平耐力を上まわることを確かめねばならないことを規定したものである。

この確認は，各階，各方向ごとに行うことになり，一つの階といえども満足しないものがあっ

てはならない。

標準せん断力係数の項で述べたように，大地震動として想定している地動の強さは，関東大地

震級のものである。建築物の個々の被害を考えると，地震の規模（マグニチュード）ではなくて

建築物の建つ地盤の揺れの強さの方が重要であって，その揺れの強さが，東京地方での関東大地

震級の揺れということである。

関東大地震による地盤の加速度（揺れの強さ）がどれくらいかは，その後の調査研究により，

およそ300gal (cm/s2)から400galと推定されている。この数値は過去に観測された最大級のもの

である。

建築物の基礎に入力する地震の強さと，建築物に作用する慣性力，すなわち建築物の応答加速

度との間には次のような関係のあることが確かめられている。入力地震波の最大加速度と建築物

の応答加速度とは，建築物の動的な構造特性を示す要因の一つである1次固有周期により結びつ

けられていて，建築基準法令で想定されているような建築物の範囲では，建築物が弾性挙動をす

れば,建築物の最大応答加速度は,入力地震波の最大加速度のおおむね2 5倍から3倍の値となる。

この値は，建築物の1次固有周期が長くなるにつれ，小さくなっていく性質のものである。この

議論によれば，おおよそ300galから400gal程度の地震動に対し，建築物が弾性挙動をするとすれ

ば，その建築物の最大応答加速度は，おおむね1,000galとなる。これを力に直すと，建築物の重

量と同じ大きさの力(1Gの力）が水平にかかることになる。大地震に対する耐震性のチェックの

場合の水平力の大きさは，この1Gを基本に考えている。しかし，このように大きな水平力に対し，

建築物を弾性設計しなければならないというものではない。建築物にねばりというものがあり，

部分的に破損（ひび割れや降伏）してもすぐに崩壊しないことから，これに期待して設計するこ

とが合理的である。

ところで，このように部分的な破損を認め，ねばりに期待する設計によった場合，その破損ま

たはねばりの程度いかんで，建築物の耐震性が大いに異なってくる。例えば，鉄筋コンクリート

造の建築物で耐力壁の多い構造形式のものでは，ひび割れ発生後，比較的小さい変形で最大の水

平耐力に達し，その後の耐力の低下の程度は大きいが，最大の水平耐力そのものが高い。一方，

同じ鉄筋コンクリート造の建築物でも，耐力壁が少なく柱及びはりを主要な耐震要素としている

場合には，ひび割れ発生以後，かなり大きい変形を生じた後に最大耐力に達し，その後の耐力の

低下も比較的小さいが，最大耐力はそれほど高くない。これらの性状は，水平耐力に対する設計

条件だけでなく，せん断力に対する設計の程度にも関係するものであるが，それぞれの構造特性

についての一般的傾向である。これら部分的な破損またはねばりの程度に差のある構造特性の建

築物を，想定する強さの地震動に耐えるように設計するには，その構造特性に応じて耐震性を評

価するための同一の尺度が必要となる。この尺度として考えられるものが，以下に示す考え方で

ある｡大きな地震動を受けた場合の建築物の挙動についてはN. M. Newmarkの研究以来一般に次

のことが認められている。完全弾塑性復元力特性をもつ一質点系構造物が地震動を受けた場合，

弾塑性応答と弾性応答との関係は地震による入力エネルギーが同量であるため図4．6－1に示す
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カー変形曲線の囲む面積が同じになる。

ｆ

力
Ｑ
盾 A

－，pQ

E
変形0

ab B'6『

図4．6－1地震時のエネルギー吸収

これを建築物の耐震性とあわせて考えれば次のようになる。建築物が地震により崩壊しないた

めには，地震動に対して構造体が弾性状態にとどまるか，塑性状態に入っても構造体の抵抗力が

急激に減ずることなく変形し得る必要があるということになる。

つまり，図46－1で与えられる面積は地震時に建築物に入力し得るエネルギーの大きさを表

すことになる。このように考えて，図4．6－1のOAのようなカー変形関係をもつ建築物とOCD

のようなカー変形関係をもつ建築物の耐震性が△OABとpOCDEの面積が等しければ同じで

あると評価するのである。

建築物に要求すべき最終的な水平方向の抵抗力を必要保有水平耐力というとき，図4．6－1に

示されるA点の耐力がQ型αで表される。その大きさは,先に述べた弾性応答1Gの水平力である。

建築物の塑性変形能力等により，建築物に必要な最大水平抵抗力を低減させる要素が構造特性係

数Dsであり，図4. 6-1中,A点の耐力をC点まで下げる結果となっているものである。一方，

剛性率及び偏心率の項で述べたように，柱。耐力壁等の耐震要素の立面的または平面的偏りは，

その偏りの顕著な階への地震エネルギーの集中を招く。そこでこのような偏りの顕著な階の耐力

を高めておいて，地震エネルギーの各階への分散を図ろうとするものが，剛性率及び偏心率から

求まる形状係数屍sである。以上をまとめて式で表すと，必要保有水平耐力Qu"は以下のように

なる。

Q""=Ds･Fbs･ Q"d

Q逆α=Z･Rf．Af・C｡･ "

C｡≧1.0

Q"dは，令第88条第1項及び第3項より求められるものであり，結果としてQ哩"は各階。各方

向別に定められる。

一方,建築物の復元力特性は,常に図4 6－1に示されたような完全弾塑性型に近似できるもの

ばかりではない。

例えば，図4. 6-2 (a)のように靱性に乏しく，かつ，破壊時の変形の小さい部材（いわゆる脆

性部材であり，以下「脆性部材」と呼ぶ）と図4 . 6-2 (b)のように靭性に富み，かつ，破壊時の

変形の大きな部材（いわゆる靭性部材であり，以下「靱性部材」と呼ぶ）とにより構成される架

構は，模式的には図4. 6-2 (c)のような復元力特性を持つことになる。
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ん断力せん断力 せ せん断力

/L/‘ ×入

／
変形 変形 変形

(a)脆性部材 (b)靭性部材 (c)両部材の混在

図4．6－2部材の復元力特性

こうした場合におけるDsと保有水平耐力については，次のように考えて設計する。

脆性部材を考慮する方法

脆性部材の破壊時を設計対象とする方法｡脆性部材の靭性を考盧してDsを定める。保有水

平耐力の計算では，脆性部材の破壊時を対象としているので，靭性部材については，その変

形時のせん断力を考盧して部材の耐力を低減しなければならない。

脆性部材を無視する方法

例えば，靭性部材が多く，脆性部材が少量混在しているような場合に用いられる方法。脆

性部材に破壊が生じた時でも，それまで，その脆性部材が支えていた鉛直力をそれに代って

支持できる部材が周辺に存在し，建築物の部分的な崩壊が起こるおそれのない場合には，脆

性部材を無視し，靱性部材のみで構成された建築物とみなして,Dsを定め,保有水平耐力を

計算する。

Z5\



4.6保有水平耐力

4．6 2必要保有水平耐力

(1) Ds値

）（ 告示 昭55建告第1792号第1

第1Dsを算出する方法

建築物の各階のDsは,柱及びはりの大部分力§木造である階にあっては次の表1,柱及びはり
の大部分が鉄骨造である階にあっては次の表2，その他の階にあっては次の表3の数値以上の

じん

数値を用いるものとする。ただし，当該建築物の振動に関する減衰性及び当該階の靭性を適切

に評価して算出することができる場合においては，当該算出によることができる。

1

Z55

(1)

(2)

(3)

(4)

架構を構成する部材に生ず

る応力に対して割裂き，せ

ん断破壊等の耐力が急激に

低下する破壊が著しく生じ

難いこと等のため，塑性変

形の度が特に高いもの

(1)に掲げるもの以外のもの

で架構を構成する部材に生

ずる応力に対して割裂き，

せん断破壊等の耐力が急激

に低下する破壊が生じ難い

こと等のため，塑性変形の

度が高いもの

(1)及び(2)に掲げるもの以外

のもので架構を構成する部

材に塑性変形を生じさせる

応力に対して当該部材に割

裂き，せん断破壊等が生じ

ないこと等のため，耐力が

急激に低下しないもの

(1)から(3)までに掲げるもの

以外のもの

い

剛節架構又は

これに類する

形式の架構

0．25

0.3

0．35

0.4

⑤

い欄及び㈱

欄に掲げるも

の以外のもの

0.3

035

0．4

O 45

㈱

各階に生ずる水平力の大部分

を当該階の筋かいによって負

担する形式の架構

0．35

0.4

0．45

0．5
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2

い (引 ㈱架構の形式

圧縮力を負担する筋かいによ

って水平力を負担する形式の

架構のうち当該筋かいの座屈
による耐力の低下のおそれが

あるもの又はこれに類する形
式の架構

剛節架構又は

これに類する

形式の架構

い欄及び個

欄に掲げるも

の以外のもの

架構の性状

架構を構成する部材に生ず

る応力に対して局部座屈が

著しく生じ難いこと等のた

め，塑性変形の度が特に高
いもの

(1) 0．25 0.3 0．35

(1)に掲げるもの以外のもの

で架構を構成する部材に生

ずる応力に対して局部座屈

が生じ難いこと等のため，

塑性変形の度が高いもの

(2) 0.3 035 0．4

(1)及び(2)に掲げるもの以外

のもので架構を構成する部

材に塑性変形を生じさせる

応力に対して当該部材に局

部座屈が生じないこと等の

ため，耐力が急激に低下し

ないもの

(3) 0．35 0．4 ().45

(1)から(3)までに掲げるもの

以外のもの
(4) 0.4 0．45 0.5
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’3

1

（ ）通 達 昭56住指発第96号

別記3 昭和55年建設省告示第1792号第1 (Dsの算出方法）の取扱いについて

[1) Dsの適用

Dsは，階，計算方向等によってそれぞれ異なる数値を採用しても差支えない。

(2) Dsの判定方法

(1) Dsの判定は，特別に実験･解析等によって適切に定める場合のほか昭和55年建設省告示

第1792号第1の表1[表2)及び表2(表3)により，架構の形式及び架構の性状に応じ

て，当該表に掲げる数値以上の数値として定めるものとする。

（2）前記の架構の形式の区分は壁，筋かい等によって分担される耐力の比率，筋かいの挙動

性状等を，架構の性状の区分は部材の靭性及びそれらの耐力分担比等をそれぞれ適切に評

価して定めるものとする。

（3）前記のそれぞれの性状の判定は，当面下記の付則に示す判定基準に基づいて行うことを

Z57

(1)

(2)

(3)

(4)

柱及びはりの大部分が鉄骨鉄筋コンクリート造である階にあっては，この表の各棚に掲げ

る数値から0.05以内の数値を減じた数値とすることができる。

架構を構成する部材に生ず

る応力に対してせん断破壊

等耐力が急激に低下する破

壊が著しく生じ難いこと等

のため，塑性変形の度が特

に高いもの

(1)に掲げるもの以外のもの

で架構を構成する部材に生

ずる応力に対してせん断破

壊等耐力が急激に低下する

破壊が生じ難いこと等のた

め，塑性変形の度が高いも

の

(1)及び(2)に掲げるもの以外

のもので架構を構成する部

材に塑性変形を生じさせる

応力に対して当該部材にせ

ん断破壊が生じないこと等

のため，耐力が急激に低下

しないもの

(1)から(3)までに掲げるもの

以外のもの

い

剛節架構又は

これに類する

形式の架構

0.3

0．35

0．4

0．45

(引

い欄及び㈱

欄に掲げるも

の以外のもの

0．35

O 4

0．45

0.5

㈱

各階に生ずる水平力の大部分

を当該階の耐力壁又は筋かい

によって負担する形式の架構

0.4

0．45

0.5
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原則とする。

〔付 則)Dsの判定基準

（1）総 則

① Dsを実験。解析等によらず昭和55年建設省告示第1792号（以下「告示」という｡）の

第1の表によって定める場合は本基準による。ただし，本基準の一部分について，実験。

解析等により本規定と同等以上にその性状を評価できる場合には，当該評価によること
ができる。

② 本基準の各規定は，階全体を対象として適用することとする。ただし，当該階を適切
に分割して評価しうる場合は，その評価によることを妨げない。

本規定は, Ds(構造特性係数)の算出方法を定めているoDsは建築物の振動減衰性及び各階の

靭性に応じて必要保有水平耐力を低減するための係数であり，計算を行う階の架構の形式及び架

構の性状によってその数値が規定されている。

木造の階については表1，鉄骨造の階については表2，鉄筋コンクリート造その他の構造の階

については表3によって数値を定めている。なお，ただし書の規定により適切な実験又は解析に

よってその数値を定めることができる。

各種の構造物に対するDsの値の定め方については，第5章以下の該当する部分を参照のこと。

本項で規定している構造特性係数Dsについての基本的な考え方については,既に,4.6. 1「保

有水平耐力と必要保有水平耐力」に記した。構造特性係数とは，その建築物に期待できる振動減

衰性及び塑性変形能力に応じて定めることのできる必要保有耐力の補正係数であるということに

なる。このDs値に関連する一般的な事項を以下に記す。

① 構造特性係数D､に影響する因子としては多くのものがある。このうちの主要な因子の影響

を記すと次のとおりである。なお，架構が靱性に富むほど，また減衰が大きいほどDsは小さく

できる。

a)剛節架構材の靭性と破壊形式

鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋ゴンクリート造における柱，はり部材は，一般に曲げ破

壊を生ずる場合には靭性に富む挙動を示すが，せん断破壊，付着破壊及び圧縮破壊を生ずる

場合には，靱性に乏しい。しかしながら，同じせん断破壊でも鉄筋コンクリート造の場合に

くらべて，鉄骨鉄筋コンクリート造の場合には，靭性に富む挙動を示す。特に充腹のウェブ

材を用いた鉄骨鉄筋コンクリート造の場合には，さらに大きな靭性を有する。

また，鉄骨造の場合は，一般的に靱性に富む挙動が得られることが多いが，接合部の破断

が柱又ははりの降伏に先行して生ずる場合，柱及びはりに局部座屈等が生じやすい場合等に

は，すぐれた靭性は期待しがたくなる。

b)耐力壁及び筋かいの靭性と破壊形式

鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の耐力壁は，一般に曲げ耐力よりせん断

耐力の方が小さく，柱やはりにくらべるとせん断破壊を生じやすい。しかし，せん断応力が

あまり大きくない状態で曲げ破壊や基礎の浮き上がりが生ずる場合には，比較的靭性に富む

挙動を示す。
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鉄骨筋かいを有する架構の場合，接合部の強度が十分でない引張筋かいや細長比が大きい

圧縮筋かいは，それぞれ接合部の破断や筋かい材の座屈が発生するために脆性的な挙動を示

しやすい。

c)鉛直部材のせん断力分担率

同じ剛節架構構造でも，柱の多くが靭性に富む建築物と，靱性のあまりない柱が多い建築

物とでは，それぞれにおけるDsの値はかなり異なったものとなる。耐力壁及び圧縮筋かい

は，柱にくらべて一般に靭性がやや劣ることが多いので，それらの部材が地震時せん断力を

多く分担する場合は架構は脆性的な挙動を示しやすい。

d)減衰について

建築物の減衰としては，その構造材料自身が有する減衰，非構造部材と主体構造との接合

部分の減衰，地下逸散減衰等がある。

構造材料自身による減衰は，一般に鉄骨造では小さく，鉄筋コンクリート造では大きいと

されている。また，地下逸散減衰は，構造物の振動エネルギーが地下に逸散することによる

ものであり，減衰の値は大きい。

建築物全体の減衰としては，上記諸量を分離して評価することは現状では難しく，建築物

全体の減衰を粘性減衰として一義的に定めている。

② 実験又は解析による場合のDsの評価法については種々の提案があるが，下記の式はその一

例である。

Ds=り"= （4－11）Ds＝7『r

1, D"=ff5i7Zここに，りん＝1＋10〃

似：構造骨組の各階の塑性率

〃：減衰定数
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第4章 構造計算の方法

(2) Fbs値

〔苣_垂 ）昭55建告第1792号第2

第2 良sを算出する方法

建築物の各階の良sは,当該階について,建築基準法施行令第82条の3第一号の規定による剛
性率に応じた次の表1に掲げる屍の数値に同条第二号の規定による偏心率に応じた次の表2
に掲げる良の数値を乗じて算出するものとする。ただし，当該階の剛性率及び偏心率と形状特
性との関係を適切に評価して算出することができる場合においては，当該算出によることがで
きる。

1

剛

（1）’0
(2)| O
（3）’0

性 率 民 の 数 値

6以上の場合 1．0

3を超え，0 6未満の場合 (1)と(3)とに掲げる数値を直線的に補間した数値
3以下の場合 1．5

2

偏
一
０
’
０
’
０

心 率 凡 の 数 値

15以下の場合 1.0

15を超え，0.3未満の場合 (1)と(3)とに掲げる数値を直線的に補間した数値

3以上の場合 1．5

仙
一
②
一
③

本規定は, "s(形状係数)の算出方法を定めている。凡sは，建築物の立面的及び平面的な耐震

要素の偏りによる必要保有水平耐力の割増し係数であり,剛性率に応じた数値氏に偏心率に応じ

た数値凡を乗じて算出することとしている。なお，ただし書の規定により，本規定以外の方法に

より算出することができることとしている。

Fbs=Fb･屍であり, 1.0≦凡≦1.5, 1.0≦民≦1.5であるから，良sの値は1.0以上2.25以下という

ことになる。

P 韓

亀 ｸ宕
堅

０
５

０

２
１

１

2.0

1.5

10

｜’ I ’0 0
0．20．30．4 0．6 0.8 1.0 v

剛性率凡

図4．6－3尺及び屍

0,1 0.15 0.2 0.3 0．4 0．5

偏心率凡
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4.6保有水平耐力

4．6．3保有水平耐力の計算方法

(1)基本事項

《 ，政繕篇82条篭驚誇騨霧

一 第4款に規定する材料強度によって各階の水平力に対する耐力（以下この条において「保

有水平耐力」という｡）を計算すること。

（ ）通 達 昭56住指発第96号

第2 構造計算の原則関係（第1款の2）

5．保有水平耐力（第82条の4）

（1）定 義

建築物の各階における保有水平耐力は，当該建築物の一部又は全体が地震力の作用によっ

て崩壊メカニズムを形成する場合（特定の部材の破壊により鉛直荷重によって局部的な崩壊

を生ずる場合を含む｡)において，各階の柱，耐力壁及び筋かいが負担する水平せん断力の和

として求められる値とする。

令第82条の4第一号では，令第3章第8節第4款（第95条～第99条）に規定する材料強度によ

って各階の保有水平耐力を計算することが規定されている。この場合，各階の架構の崩壊メカニ

ズムに応じて適切な解析法により計算を行うことになる。

保有水平耐力は各方向・各階について計算する。

(2)保有水平耐力の計算の原則

~、
ノ（ 通 達 昭56住指発第96号

第2 構造計算の原則関係（第1款の2）

5．保有水平耐力（第82条の4）

（2）保有水平耐力の計算の原則

① 保有水平耐力の算定にあたっては，極限解析法等の精算によるほか，算定対象構造に応

じて節点振り分け法や仮想仕事の原理を用いた方法等を採用してよい。

② 一部の階が先行して崩壊メカニズムを形成するような場合，外力の分布に応じてその時

点で他の階に生じている地震層せん断力をもって，当該階の保有水平耐力とすることとな

るが，このような場合に想定する外力の分布は，原則として令第88条の規定によるものと

する。保有水平耐力算定時に想定する外力の分布についても同様とするが，この場合には

解析方法の特性等により適宜修正して差支えない。

③ 崩壊メカニズムの形成時において，建築物の各部に生ずる応力は，いずれの部分におい

ても当該部材の終局耐力を超えないものとする。ただし，接合部については，崩壊メカニ

ズムの形成条件等により接合部以外の部分の塑性化が接合部の破断に先行することが明ら

かな場合においてはこの限りでない。この場合における各材料の終局耐力は原則として当

該部材を構成する材料について，令第3章第8節第4款に規定する材料強度に基づいて算
出する。
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第4章 構造計算の方法

④ ③に掲げる場合のほか，耐力壁等については基礎の浮上り終局耐力についての検討を要
するものとする。この場合において，浮上り終局耐力は，くいの引抜耐力等実況に応じて

算出するものとする。ただし，張り間方向の短い壁式構造等の建築物で，建築物全体の転

倒モーメントによる浮上りによって終局耐力が支配される場合には，その浮上りがないも

のとして崩壊メカニズムの形成を想定して差支えないものとする。

種々の荷重を受ける建築物の耐力は，それらの荷重の作用位置と方向とが明らかな場合には，

その建築物を構成する部材等の耐力に基づいて計算することができる。しかしながら，地震動に

よって建築物に生ずる力は，その作用位置と方向とが時々刻々変化するため，地震に対する建築

物の強さを一義的に定義することは不可能である。このため，ここでは下記原則に記したような

約束を設け，このような仮定のもとに得られる柱，耐力壁及び筋かいの水平せん断力の和をもっ

て保有水平耐力としてよいこととした。

i)保有水平耐力の計算の原則

保有水平耐力は原則として次のような条件のもとで適切な解析法によって計算する。

『.．．.､－－－－－一~..~－－~~.~~~~..~~~..一-...~.~－－．．.~~－一~~….~~.~~．~~.~-......~.－－~ー－－－－－一1
1① 想定する外力分布は,地震力の作用と近似した水平方向の外力分布に基づくものであること。I

保有水平耐力算定時に想定する外力分布は，原則として,A2から定まる外力分布と近似した

分布を採用するが，解析方法等により適宜修正しても差支えない。

② 作用荷重と建築物の各部の応力とのつり合い条件が満たされているものであること。

保有水平耐力の算定は，極限解析法や増分解析法等の精算によるほか，実用的には，算定対

象構造に応じて節点振り分け法や仮想仕事の原理を用いた方法を採用してよい。

③ 建築物の各部の応力は，どの部分においても各部材の終局耐力を超えないこと。

各部材の終局耐力の取扱い

a)部材の終局耐力と材料等の強度

軸力，曲げモーメント及びせん断力を受ける部材の終局耐力は，原則としてその部材を構

成する各材料の令第3章第8節第4款に規定する材料強度に基づいて計算する。ただし，接

合部については，崩壊メカニズムの形成条件等により，接合部以外の塑性化が接合部の破断

に先行することが明らかな場合はこの限りでない。

b)耐力壁及び筋かい架構の終局耐力

耐力壁及び筋かい架構の曲げモーメント及びせん断力に対する終局耐力の算定は上記a)

によるほか，それらの構造と同一構面内の境界ばりやそれらに直交する部材が存在し，それ

らの部材が耐力壁や筋かい架構の変形を拘束又は増大する効果が想定される場合には適切に

その効果を算入すること。

c)耐力壁及び筋かい架構の浮き上がり終局耐力

耐力壁及び筋かい架構の耐力は，構造全体として曲げ耐力やせん断耐力によって支配され

るほか，一部の基礎が引張力によって浮き上がったり，地盤やくいに作用する圧縮力によっ

て沈下をしたりすることによるいわゆる浮き上がり終局耐力によって支配される場合があ

る。この浮き上がり終局耐力は，フーチングとの接合部を含むくいの引抜きの耐力や地盤又

はくいの圧縮耐力に基づいて算定する。なお，この場合において，つなぎばり等の効果の取

扱いは上記b)に準ずる。

④ 建築物の一部又は全体が，崩壊メカニズムの形成条件を満たすこと。

建築物の「崩壊メカニズム」としては，次のような状態を想定するものとする。

a)建築物が全体として不安定な状態になるのに十分な塑性ヒンジが形成された時。
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4 6保有水平耐力

b)建築物のある特定の階が部分的に不安定な状態になるのに十分な塑性ヒンジが形成され ’

た時。

c)建築物のある特定の部材が破壊し，水平荷重についてはさらに大きな荷重まで耐えられ ’

る状態にあっても，鉛直荷重によって局部的な崩壊が生じる状態になった時。

ただし，張り間方向の短い壁式構造等のように，建築物全体の転倒モーメントによる浮き ｜

上がりによって耐力が支配される場合には，この浮き上がりがないものと仮定して崩壊メカ ｜
ニズムの形成を想定して差支えない。

←一一一●字一一一一一一戸一奇＝＝古中ロ一宇＝＝ローーニーロー‐や一一÷一一一一一一一一一■■凸■■■由ロロ■→垂■｡■一今一一一一一一一一一‐‐÷凸･■●｡■■■午■勺ロローロ｡＝一一一一一一一一一一一色一ロロロニー‐手｡一→今一一一一一一一○一垂・一一一一‐ず＝■｡＝●＝一

前記項目は，保有水平耐力の計算の原則的な事項について示したものである。その各項の根拠

等は次のとおりである。

① 保有水平耐力を計算する場合の外力分布について

建築物が水平外力の作用によって崩壊する時の耐力は，その水平外力の分布によって著しく

変動する。これは，例えば，片持ちのトラスばりの耐力が荷重の作用位置によって種々変わる

のと同じである。

建築物の耐力を水平外力の分布によらず一義的に求めることができるのは，1層の建築物又

は各階のはりが柱にくらべて非常に強く，すべての階で層せん断力による柱崩壊形のメカニズ

ムが構成される建築物であり，後者のような建築物は実際には非常に少ない。

地震時に建築物のある階が崩壊する時の外力分布がどのようなものであるかについては，必

ずしも十分な資料があるとはいいきれない。しかし，建築物が弾性域にある状態及び部分的，

又は全体的に塑性域に入って崩壊に近いほどの大きな変形に達した状態等における外力分布に

ついては数多くの地震応答解析結果が蓄積されており，それをまとめたものがAf分布である。

A葱分布によると，建築物に作用する外力分布は，頂部にいくほど大きくなる傾向をもつ。この

ような外力分布では等分布外力の場合と比較すると，建築物を構成する各部材の耐力は同じで

も，建築物の耐力は上層部では大きく，下層部では小さく評価されることになる。また，その

影響度は，階数が多くなるほど大きくなり，例えば等分布外力に対する逆三角形分布外力の各

階耐力の比率を仮想仕事法を用いて計算すると，2層の場合には，1階で0.9,2階で1.2であ

るが，7層になると1階では0.8,7階では1.4となる。

このように，外力分布によって各階の耐力にはかなり大きな差が出るため，保有水平耐力を

求める場合の外力分布は適切に設定する必要があることになるが，前述したように現時点では

特に決め手がない。

一方,各建築物に対して要求される各階の必要保有水平耐力については,前述のようにAiと

いう分布を示す係数が用いられており，このA2によって定まる各階の地震層せん断力から外

力分布を求めることができる。現在のところでは，この外力分布やこれに近い外力分布形を保

有水平耐力の計算の場合にも用いることになろう。

なお,Aiから求まる外力分布以外の外力分布形を用いる場合には，各階の床位置に対する外

力によるモーメントが，その外力による1階の層せん断力と同じ1階の層せん断力を与えるAf

分布から得られた外力に基づいて同じようにして求められるモーメントを下まわらないように
することが推奨される。
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また，剛性率や偏心率の上で問題のある階を持つ建築物については，その影響を考慮した係

数屍sに基づきその階の保有水平耐力の割増しが必要とされる。この種の建築物の崩壊メカニ

ズムの形成時における外力分布は，各階の構造の特性の違いによって通常の建築物の場合とは

かなり異なったものとなることが推定されるが，定量的には必ずしも十分な資料がないので，

この種の建築物の保有水平耐力を計算する場合の外力分布としては，当面，必要保有水平耐力

の分布から定まる外力分布，またはそれに近い分布を用いてよいことになろう。

② 作用荷重と各部の応力の釣合いについて

保有水平耐力計算時に作用させた外力と求められた応力とは釣合っているべきものである。

後述する略算法の一つである節点振り分け法では，たとえ外力分布を仮定しても，その分布

形を完全に満たすような保有水平耐力を求めることは実質的に不可能である。このような場合

には，一定の方法によって得られた各階の保有水平耐力がそのままその階の作用荷重であると

考えざるを得ない。

③ 各部の応力をすべてそれらの終局耐力以下とすることについて

上記②と同じように，崩壊メカニズムを仮定した上で仮想仕事の原理を用いて各階の保有水

平耐力を略算する場合などにおいては，必ずしも終局耐力以下という条件が満たされるとは限

らない。また，はりの長期応力の影響を考慮すると部材端部ではなく，例えばはりの中央部に

曲げ塑性ヒンジが生じたりする。これらの点に関しては，実用的な見地からピロティ形式の建

築物や大スパンのはり等特に大きな問題のない限り無視せざるを得ないと思われる。

一方，その建築物に含まれる脆性部材の破壊が当該建築物の破壊をもたらす時には，各部材

の中には，その応力が必ずしもそれらの終局耐力には達していない部材もあり得ることに注意

しなければならない。

また，特に鉄骨造の部材端部（筋かいの端部，柱・はり仕口接合部等）においては，当該箇

所の各部の応力が材料強度に達した時点を崩壊メカニズムの形成状態と考えるのは，一部実情

に合わない点もあるので，他の部分での塑性化が進行することが保証される場合（この場合の

条件が, Aj･び狸≧1.2A9 ･ F (p.175)や〃"≧α･Mjである）には，端部・接合部以外の部分で

終局耐力を決定してよいこととした。しかし，上記の端部・接合部以外の部分での塑性化が保

証されない場合は,脆性的な破壊性状を示すこととなると思われるので,Dsを大きめにとる(種

別がDとなる等）ことのほか，当該部材の終局耐力は，端部｡接合部の材料強度から求まる終

局耐力で決定することとしている(例, FlOT高力ボルト接合部はF= 9t/c㎡のせん断ボルト等

として設計)。

④ 建築物の崩壊メカニズムの形成条件について

建築物に崩壊メカニズムが形成されたという状態をここでは次の3つに大別して，それぞれ

の状態における保有水平耐力を求めることにしている。

a)建築物が全体として不安定な状態になるのに十分な塑性ヒンジが形成された時。

b)建築物のある特定の階が不安定な状態になるのに十分な塑性ヒンジが形成された時。

c)建築物のある特定の部材が破壊し，水平荷重についてはさらに大きな荷重まで耐えられる

状態にあっても，鉛直荷重によって局部的な崩壊が生じる状態になった時。
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a)の場合については，特に問題なく各階の保有水平耐力が得られるが,b)及びc)の状態で

は，崩壊メカニズムが生じた階を除いては，さらに大きな水平荷重まで耐られることになり，

それらの崩壊メカニズムの未形成の階の保有水平耐力が必ずしも明確ではない。このような建

築物の各階における保有水平耐力を特定の外力分布のもとに計算する場合にあっては，崩壊メ

カニズムの未形成の階についても，特定の階の崩壊メカニズムの形成時において，その特定の

外力分布から得られるせん断力をもって保有水平耐力とみなすのも一つの方法である。

ii)その他留意すべき事項

保有水平耐力に関連して前記原則に記されていない主要な事項として下記の諸点がある｡

① 保有水平耐力の算定は原則として，建築物の直交する2つの水平方向について行う。この場

合において,平面上他の構面と平行でなく’8傾いた構面がある時には，その構面の保有水平耐

力は便宜的にCOS26倍して，他の構面の保有水平耐力と加算して評価してもよい。

② 保有水平耐力の算定の際には，特別な場合を除き，上下方向の地震動の影響は考慮しなくて

もよい。ただし，例えば大スパン構造などでは，これを考慮した適切な検討を行うことが望ま

しい。

③ 基礎フーチングやくいなどのいわゆる地下構造についても，保有水平耐力上の検討を行うこ

とが望ましい。ただし，特に問題のない場合には，この限りでない。

④ 長期荷重によって柱及びはりに生じている曲げモーメントの保有水平耐力に対する影響は，

ピロティ形式の建築物や大スパンのはり等特別な場合を除き考慮しなくてもよい。

⑤ 脆性的な破壊をする部材を持つ建築物等の保有水平耐力は，それらが破壊する時の変形状態

において各部材が負担する水平せん断力の和として求める必要がある場合がある。

特に鉄筋コンクリート造の場合には，脆性破壊を生じやすい短柱（雑壁等が取り付く場合を

含む）及びせん断破壊形の耐力壁を含む構造も設計されると思われるが，この場合には，脆性

部材の量や，それらの破壊による建築物全体の破壊状況によって以下のいずれかの方法によっ

て設計することになろう。

脆性部材を考慮する方法一脆性部材の破壊時を設計対象とし靱性部材の強度を低減の上Ds

の値を大きめに評価して設計する。

脆性部材を無視する方法一一脆性部材を無視し，靭性部材のDsの値を用いて脆性部材のない

建築物と同様に設計する。ただし，この方法は，その脆性部材に破壊が生じた時に，それま

で支持していた鉛直力をその脆性部材に代わって支持できる部材が周囲にあり，建築物の部

分的な崩壊が起こらないと予想される場合にのみ適用する。

⑥ 耐力壁等に対する境界効果

耐力壁等の保有水平耐力については，それに連続している境界ばりや直交ばりの影響（境界

効果）が非常に大きい。即ち，これを無視した場合には，考慮した場合にくらべて保有水平耐

力は小さく算出され，この点では安全側の仮定となる。これに対し靭性の点では，耐力壁の靭

性は耐力が大きい程劣る傾向を示すことから,境界効果の無視は危険側の仮定となることもあ

る。このようなことから耐力壁の境界効果については適切な評価が重要となる。
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⑦ 特殊な事例の考え方

a)中高層のアパートなどのように短辺方向の長さの短い建築物では，地震時の転倒モーメン

トによる浮き上がりによって保有水平耐力が支配されることが少なくない。

A2の値は各階の設計用の地震層せん断力を定めることを主眼にして設定されたもので,こ

の値に基づく転倒モーメントの値は地震時に想定される値よりやや大きめな値となっている

こと，また，地震の継続時間を考慮して建築物を転倒せしめるエネルギーを求めてみると，

一般的に考えられる大地震では建築物は転倒に至らないと考えられること，さらには，液状

化等地盤そのものが破壊する場合を除き，建築物が転倒に至った震害例が少ないことが知ら

れている。

このため，上記のような建築物全体の浮き上がりによる転倒が支配的な場合には，浮き上

がりが生じないものとして,それ以外の崩壊メカニズムの形成条件を考慮することができる。

なお，この浮き上がりによる耐力壁の回転変形等を適切に評価し,それをDs値に反映させて

設計を行う方法等も考えられる。

b)中2階を含む階やスキップフロア型の建築物など，いわゆる階の設定が特殊な場合につい

ては，2 6 6「特殊な形態への適用方法」等を参照の上，適切に地震層せん断力を求め，そ

れに対応する形で保有水平耐力の計算を行うものとする。

(3)部材等の終局耐力

i)部材等の終局耐力

① 部材の終局耐力の計算と材料強度

建築物の保有水平耐力は，柱，耐力壁，筋かい等の部材及びそれらの接合部の終局耐力に基

づいて計算することになる。この場合の材料強度としては次のような値を用いる(原則として，

令第3章第8節第4款による)。

a)コンクリートは設計基準強度

b)鋼材については短期許容応力度と同一の数値。ただし, JIS規格品にあってはその1.1倍

とすることができる

c)くい及び地盤については極限支持力(度）

② 耐力壁等の基礎浮き上がり耐力

耐力壁の破壊形式としては，一般の柱，はり部材と同様なせん断破壊や曲げ破壊に加えて，

基礎が浮き上がったり，または圧縮側が沈んだりするいわゆる回転形の破壊となることが少な

くない。この破壊形式を無視することは，建築物の保有水平耐力の計算上からは危険側の仮定

となることがあるので注意が必要である。

③ 部材の終局耐力の影響因子

柱，はり，筋かい及び耐力壁並びにそれらの接合部等における諸強度についての計算式は，

第5章以下に記された終局耐力を表す式を用いればよい。また，これらの計算のうち，特に部

材の曲げ終局耐力に関連して，下記の諸項目について略算的な取扱いをした場合においては，

せん断設計など所要のねばり強さを与えるための細部の設計においてその影響を考慮しなけれ
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ばならない。

a)鉄筋の実降伏点強度の上昇

b)スラブ筋のはりの曲げ耐力に対する効果

c)計算上の曲げ主筋以外の軸方向筋の効果

d)曲げ強度に対する軸力の効果

e)耐力壁の曲げ耐力及び基礎浮き上がり耐力に対する境界ばり及び直交ばりの拘束効果及

びくいの引抜き抵抗力の効果

ii)部材耐力の算定式

各構造による柱，はり，耐力壁等の部材についての曲げ耐力やせん断耐力の算定式としては，

種々の実用的な式が提案されているが，曲げ耐力式のように，理論式に近いものから，せん断耐

力式のように実験結果をまとめたものまで種々あるので，適用性等について関連する資料を参考

の上，適切な式を採用する。

各構造種別に応じた算定式は，第5章以下の各節による。
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第5章 鉄骨造の耐震計算

第5章 鉄骨造の耐震計算

5.1耐震計算の考え方等

5．1．1各ルートでの耐震性能確保の考え方

鉄骨造建築物は，部材の座屈や部材間の接合部の破壊が生じない限り，鋼素材のすぐれた特性

により，他の構造種別より靭性に富む構造となる。

過去の鉄骨造建築物の地震被害をみても，部材の早期の座屈や接合部の早期の破断により耐震

性が損われている例が多く，鉄骨造の設計において座屈と接合部の破断に対する配慮が重要であ

ることがわかる。

上記の観点より本指針においては，部材の座屈と接合部の破断の防止により，鉄骨造建築物が

鋼素材の本来のすぐ、れた特性を生かし十分な耐震性を発揮することを第1条件として各種の規定

がつくられている。

鉄骨造建築物の構造計算は，きわめて規模が小さく構造計算を要しない建築物（階数≦1，延

べ面積≦200㎡)及び高さが60mを超える高層建築物を除く，通常規模の建築物に対して行い，そ

の進め方は，図5．1－1に示す3つのルートのうちいずれかによる。

なお，ルート回で建築物の耐震安全性が確認可能な場合でも，ルート回あるいはルーI､回に

より安全性の確認を行ってもよいし，ルート回で建築物の耐震安全性が確認可能な場合でも，ル

ート回による安全性の確認を行ってもよい。また，一つの建築物の張り間方向及びけた行方向の

それぞれに，異なるルートを適用しても差し支えない。

① ルート田

構造規模が比較的小さい建築物(階数≦3，高さ≦13m,軒の高さ≦9m,スパン≦6m,延

べ面積≦500㎡）では，標準せん断力係数を03以上とする計算による各部の応力度が許容応力

度以下であることを確認すればよい。ただし，筋かい材がある場合は，その端部°接合部を保

有耐力接合とする必要がある。保有耐力接合については，5．1．2「変形能力確保規定の考え方」

(p. 171)に記述されている。このルートの要件を満足する建築物は，過去の建設実績も多く，

ここでの諸規定を満足すれば，建築物の強度はもとより，必要な変形能力も自動的に確保され

ると考えられる。

② ルート回

高さ31m以下の特定建築物で，十分な変形能力を発揮し得る部材（部材の断面を構成する板

要素の幅厚比が小さいほど変形能力にすぐれており，ここでは5．3．1「規定の内容」の表2－

1「鋼材の幅厚比」(p.191)に示されている制限値を満足する部材のことをさしている）より構

成される場合で，仕口。継手部を保有耐力接合とするほか，はり材にあっては保有耐力横補剛

（保有耐力横補剛については5．1．2「変形能力確保規定の考え方」(p. 171)に記述されている）
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も｡より詳細な検討を行う設計法であるルート回を選択する判断等のことを赤している。

図5．1－1鉄骨造建築物のフロー
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第5章 鉄骨造の耐震計算

とした場合は,標準せん断力係数を0 2以上とする計算による各部の応力度が許容応力度以下で

あることの確認及び居間変形角が1/200(建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合

にあっては1/120)以内であることの確認を行えばよい。ただし，建築物の高さ方向の剛性｡重

量のバランス及び各層内での平面的な重量･剛性のバランスを，各階の剛性率がそれぞれ0.6以

_上であること及び各階の偏心率がそれぞれ0.15を超えないことにより確認する必要がある。ま

た，筋かい材が使用されている場合は，その端部｡接合部を保有耐力接合（次節に定義を記す）

とするとともに，層における筋かいの水平力分担率に応じて当該層の地震力による応力を割増

しして，その応力度が許容応力度以下であることの確認を行う必要がある。このルートの諸規

定を満足する建築物は，骨組構成部材として十分な変形能力が期待される部材が使用されてい

る上，その仕口・継手部等の破壊が早期に起こることにより部材の変形能力を損うことがない

ので，骨組として十分な変形能力が確保されている。また，標準せん断力係数を0.2以上とする

計算で各部の応力度が許容応力度以下であることの確認が行われており，変形能力に見合う強

度の確保も保障されている。一方，剛性率・偏心率が規定値の範囲内にあることを確認するこ

とにより，高さ方向及び平面内での剛性が適正なバランスにあり，特定層や層内の特定耐震要

素への損傷集中が生じないことが保|瞳されている。また，筋かい材はその端部・接合部が保有

耐力接合されており，十分な変形能力を発揮できる。さらに，筋かい材のために骨組の復元力

特性がスリップ型の傾向を示し，柱・はり剛節架構のみの場合の紡錘形の復元力特性にくらべ

てエネルギー吸収能力に劣る点を，筋かいの水平力分担率に応じて当該層の応力を割増してそ

の応力度が許容応力度以下であることの確認を行うことにより，強度を増加させてエネルギー

吸収能力の不足を補っている。また，標準せん断力係数を0.2以上とする計算において建築物の

部分（非構造部材等）に著しい損傷が生じないことを，居間変形角がl/200以内（建築物の部分

に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあっては1/120）であることの確認により行ってい

る。

③ ルート回

高さ31mを超え60m以下の特定建築物では，ルート回同様，標準せん断力係数を0.2以上と

する計算により各部の応力度が許容応力度以下であることの確認及び層間変形角が1/200(建築

物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあっては1/120)以内であることの確認を行

う。さらに，骨組の有する保有水平耐力の方が必要保有水平耐力よりも大きいことを確認すれ

ばよい。ここで，必要保有水平耐力は，使用する部材等によって定まる骨組の変形能力に応じ

て増減されており，所要のエネルギー吸収能力を確保するように諸規定が設定されている。こ

の諸規定とは，具体的には，骨組を構成する部材の断面の幅厚比より定まる柱。はりの種別，

筋かい材の有効細長比より定まる筋かいの種別，筋かいの水平力分担率や柱。はりの仕口。継

手部条件，筋かい端部｡接合部条件，はりの横補剛条件により定まる構造特性係数Ds,骨組の

高さ方向及び層内での平面的な重量・剛性のアンバランスの程度により定まる形状係数凡s等

である。
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5．1．2変形能力確保規定の考え方

建築物が十分変形能力を発揮するためには，建築物を構成する各部材としてそれ自体十分な変

形能力を有する部材を使用することはもとより，柱・はりの仕口。継手部や筋かい材の端部・接

合部での早期の破断や，はり材での横座屈のような変形能力を損う現象が生じないように各部を

設計する必要がある。建築物を構成する各部材の変形能力は，その部材の使用位置（柱･はり等）

とともに鋼種に応じた断面の幅厚比によって変化する。これら各部材の変形能力を十分に引き出

すために必要な仕口。継手部等での接合方法及びはり材の横補剛方法を，以下ではそれぞれ「保

有耐力接合」及び「保有耐力横補剛」と呼ぶこととする。

(1)第1種保有耐力接合及び第2種保有耐力接合

保有耐力接合には「第1種保有耐力接合」と「第2種保有水平耐力」とがある。

第1種保有耐力接合は，

① 主として軸方向力を受ける筋かい材において，その軸部が全面的に降伏するまで端部・

接合部が破断しない接合方法

② 主として曲げあるいはせん断を受ける柱・はり材において，材の両端が塑性状態（全塑

性モーメント）に至るまで仕口・継手部が破断しない接合方法

である。

これに対し，第2種保有耐力接合は柱。はり接合部に用いられるもので，その方法には，

① 終局時に材端に作用する曲げモーメントは，その材がはり材（柱材）の場合，隣接する

すべての柱材（はり材）の材端が全塑性モーメントとなる時にその材に伝達される曲げモ

ーメントとその材自体の全塑性モーメントとの小さい方の曲げモーメントとして評価でき

るので，この応力状態において当該部位に作用する応力に対して仕口。継手部が破断しな

い接合方法

② 節点を介して接続するすべての柱。はり材が終局時に全塑性モーメントに達しないこと

が明らかな場合には，当該建築物の終局時における当該部材の応力に対して仕口。継手部

が破断しない接合方法

の2つがある。

従って柱。はり材の場合，保有水平耐力時に想定される応力状態に応じて，第1種保有耐力接

合と第2種保有耐力接合とを使い分けることができる。例えば，柱材に塑性ヒンジを形成する架

構におけるはり材やはり材に塑性ヒンジを形成する架構における柱材及び終局時に塑性ヒンジを

形成しない建築物の部分にある柱材やはり材の仕口・継手部の設計を行う時，第2種保有耐力接

合とすると経済的な設計が可能となる。

図5．1－2には，第1種及び第2種保有耐力接合において考えている種々の応力状態が模式図

として示されている。なお，筋かい材(偏心K形筋かいのように筋かい材自体は降伏せず他の部

材に降伏を生じさせる形式の筋かい材は含まない）では，第1種保有耐力接合のみとする。これ

は，筋かい材には，一般に応力が集中しやすく，終局時に弾性状態に留まるという条件が他の部

材に比較して実現しにくいと考えたためである。
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第5章 鉄骨造の耐震計算

部位’第1種と第2種の区別’ 応 力 状 態

一一 ・ ＝

第1種保有耐力接合

撫蝋|蝋::藤|本墨卜では考えな“
Ⅳ9

P

第1種保有耐力接合 、

ただし，恥：筋かい材の軸部引張

降伏軸力

mP:柱あるいははり材の

全塑性モーメント

Q,=2,,zi,/ {。ここで,4

は柱あるいははl)材

の内法長さ

、"：柱あるいははり材の

降伏モーメント

また，図中●印は，全塑性モーメ

ントに至っている部材端を，○印

は，全塑性モーメントに至ってい

ない部材端を示している。

一

雨 '一

QID=2 '7zIJe

1） １
斗
訓

仁諸到砦、

柱･はり材の
仕口･継手部

、 』

ｿ加

第2種保有耐力接合

*アセ4ギml

以上．材端あるいは接続ぎれる材
に塑性ヒンジが形成きれている。

2）上記以外、例えば

ﾉ肥］

材端及び接続される材ともに降伏

していない。

図5．1－2保有耐力接合における応力状態模式図

(2)第1種保有耐力横補剛及び第2種保有耐力横補剛

保有耐力横補剛には，「第1種保有耐力横補剛」と「第2種保有耐力横補剛」とがある。

第1種保有耐力横補剛は，

はり材の両端が塑性状態に至った後十分な回転能力を発揮するまで材の両端部はもちろん，

中央部分の弾塑性領域の応力を受ける部分においても横座屈を生じないような横補剛方法

である。

はり材の両端に全塑性モーメントカヨ作用する場合よりも一端に全塑性モーメントが作用し，他

端には，全塑性モーメントより小さいモーメントが作用する場合の方が塑性化領域の長さが長く

なるので横座屈を生じやすいが，通常の架構では，終局時においてはり材はほぼ逆対称の曲げモ

ーメントを受けるので，ここでの規定を満足すれば十分であると考えられる。ただし，長期荷重

の影響が大きく，終局時にほぼ逆対称の曲げモーメントを受けると予想しがたい場合には，適切

な考慮が必要である。

これに対して，第2種保有耐力横補剛には、

① はり材に作用する終局時の曲げモーメントを，その材に隣接する材の材端の塑性化に伴

い伝達される曲げモーメントとその材自体の全塑性モーメントとのうちの小さい方の曲げ

モーメントとして評価し，この応力状態に対して，横座屈を生じないような横補剛方法

② 節点を介して接続するすべての柱・はり材が終局時に塑性化しないことが明らかな場合

Zだ



5.1耐震計算の考え方等

に，当該建築物の終局時における当該部材の応力状態に対して横座屈しないような横補剛

方法

の2つがある。

保有水平耐力時のはり材に想定される応力状態に応じて，第1種保有耐力横補剛と第2種保有

耐力横補剛とを使い分けることができる。例えば，柱材に塑性ヒンジを形成する架構におけるは

り材や終局時に塑性ヒンジを形成しない建築物の部分にあるはり材の横座屈止めの設計を行う

時，第2種保有耐力横補剛とすると経済的な設計が可能となる。

図5．1－3には，第1種及び第2種保有耐力横補剛において考えている種々の応力状態が模式

図として示されている。

部位’第1種と第2樋の区別
｜一

応 力 状 態

』

第1種保有耐力

横補剛 刀11

l）

ただし,77Zp:はI)材の全塑

性モーメン1，

my:はり材の降伏

モーメント

また，図中●印は，全塑性

モーメントに至っている部

材端を，○印は，全塑性モ

ーメントに至っていない部

材端を示している。

、

4卜
はり材の

横補剛 主,＝
』

第2種保有耐力
横補剛

腕1

I

疵’

以上，材端あるいは接続される材

に塑性ヒンジが形成されている。

2）上記以外．例えば

２

醜I

材端及び接続される材ともに降伏
していない~

図5 1－3保有耐力横補剛における応力状態模式図
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第5章 鉄骨造の耐震計算

(3)溶接接合部の許容応力に関する留意事項

令第92条の溶接継目ののど断面に対する許容応力度及び令第98条の溶接継目ののど断面に対す

る材料強度について，「作業の方法」により許容応力度又は材料強度を低減する場合にあっても，

溶接の品質の確保には十分留意する必要がある。

5．1．3変形能力確保のための具体的計算方法

(1)変形能力確保のための部材の選定方法について

i)理論的背景

横補剛等により部材の面外方向への不安定挙動を拘束するとともに仕口・継手部における接合

部に早期の降伏。破断が生じないようにしておくと，終局的には，その部材の変形能力は，局部

座屈により限界づけられることとなる。局部座屈の生じやすさは，部材の断面を構成する板要素

の幅と板厚との比（幅厚比）の大小及びその板要素の周辺の支持条件により変化する。また，こ

の条件は部材に作用している軸圧縮力によっても変化し，柱部材のように比較的大きな軸力が作

用する場合は，局部座屈は生じやすくなり，従って期待される変形能力も小さくなってしまう。

他方，局部座屈現象は板の剛性に支配され鋼材の降伏応力度によっては変化しない。しかし，

SM50級の部材の場合，降伏応力度がSS41級の部材より高いのでSM50級の部材がSS41級の部材

と同程度の変形能力（塑性変形量を降伏変形量で除したもの）を確保するためには，絶対量とし

てより多く塑性変形する必要がある。

このため，部材の断面形状．使用部位・鋼種等に応じて，各種レベルの変形能力を発揮するた

めに必要な幅厚比の限界値が実験的な資料に基づき以下に規定されている。

組立非充腹材（トラス部材，ラチス部材等）の変形能力に関する研究は，ごく最近になってい

くつか行われるようになったが，その結果によると，一般には部材としての変形能力には乏しい。

ただし,組立非充腹材を構成する各個材の細長比を十分に小さくし,かつ,構面外方向への不安定

が生じない場合で斜材破壊形式でない場合は,ある程度の変形能力が期待できることはう明らかに

されている1)。一般に，組立非充腹材の塑性化は，部材端のごく限られた部分にのみ生じる。この

部分を構成する部材自体は比較的大きな変形能力を有していても，それの全体変形に占める割合

は小さい。それ故に，組立非充腹材全体としての変形能力は一般にかなり小さくなってしまう。

ii)幅厚比の規定値

5．3．1「規定の内容」の表2-1 (p. 191)及び5. 4. 4(1)i)「告示及び通達」の表3-4 (p . 202)

に幅厚比の規定値が示されている。

iii )具体的な幅厚比の計算方法

①H形鋼の場合 H-300×300×10×15を例にとる。

［三'三醗麗駕撞蜂“竜

l&!&'l =270
図5．1－4
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5.1耐淫計算の考え方等

②角形鋼管の場合

□-200×200×8を例にとる。

幅厚比B/' =2:u=250

③円形鋼管の場合

D = 318.5, j = 9.0を例にとる。

幅厚比D/# = 3;%5 = 35&

図5．1－6

(2)筋かい端部。接合部の強度確保について（保有耐力接合）

i)理論的背景

近年の地震における鉄骨造建築物の被害については軸組筋かいに関するものが多い｡これらは，

設計上の配慮の不足あるいは施工の未熟等により筋かい材自体が降伏する以前にその接合部が破

断しており，筋かいとその周辺架構は耐力及び変形能力を発揮し得ず，倒壊又は倒壊の危険にさ

らされたと考えられる。

筋かいの破断の例としては，筋かい材軸部断面が降伏点に達する以前に筋かい接合部の接合要

素（ボルト，溶接あるいはガセットプレート）が破断するか，あるいは丸鋼筋かいのネジ切り部

の断面欠損部分が破断する場合が多い。接合部が破断しては，筋かいに期待された所定の強度が

得られなくなる。ここで，さらに重要なことは，筋かい材の塑性変形（伸び）によって地震エネ

ルギーを吸収することができなくなることである。

大地震(C･= 1.0相当)に対しては，建築物の構造部材が塑性変形して地震のエネルギーを吸収

し得ることが前提となっている。筋かい材の降伏前に接合部が破断するということは，この前提

がくずれるということを意味する。そこで，この前提を保持するために次式を満たすこととした

ものである。なお，特別の調査，研究による場合はこれによらなくてもよい。

Aj･び迦≧α･A9･F (5-1)

Aj:接合部の破断形式に応じた接合部の有効断面積(c㎡）

醜：接合部の破断形式に応じた接合部の破断応力度(kg/cnf)

Ag:筋かい材の全断面積(cnf)

F:筋かい材の基準強度(kg/cnf)

α：安全率
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第5章 鉄骨造の耐震計算

安全率αについては，次のように考えられる。

接合部の破断耐力Ajoび翅が筋かい軸部の降伏耐力A9°Fをどの程度上回ればよいか（つまり

安全率αをどれくらいにするか）は判断を要するところである。

① α＝1.5の場合

一般の鋼材は，降伏耐力の1.5倍程度の力で破断する。従って，αを1.5とすると，接合部

の破断と筋かい軸部の破断とがほぼ同時に起こることになり，耐震上は最も望ましい姿であ

るが，ボルト接合の場合等筋かい材に断面欠損が生じる場合には，その欠損分をそっくり補

わなければこの条件が保持できないため，実効性に乏しいのが難点である。

② α＝1の場合

αを1とすると,筋かい軸部の降伏と同時に接合部が破断することとなり,材料強度のバラ

ツキによる接合部の早期破断（つまり，筋かい軸部の塑性変形が生じない段階での破断）の

危険性がある。

ここでは，筋かい材にある程度の塑性変形を期待し，かつ，接合部の設計が現実的に可能なと

ころということでαの値を1.2とした。

なお，筋かい材の降伏耐力の算定は採用した筋かい断面に対して行うこととする。従って，設

計上必要とするものより大きい断面の筋かいを用いた場合にはその断面に対して降伏耐力を算定

し，端部。接合部の設計を行わなければならない。

ii)破断形式に応じた破断耐力の求め方

接合部の破断耐力Aj・ぴ趣は,次の接合部の破断形式①～⑤の各々の場合について検討し，その

最小の値を採用しなければならない｡2）

破断形式に応じた接合部の破断応力度ぴ諺は，次の①～⑤においてそれぞれ‘び灘，，ぴ迦，gび迦，αぴ“

として示されるが，これらはすべてJISにおける鋼材の引張強さの下限の値を用いるものとする

(例SS4 1のび逆は4,100kg/c㎡)。一方,F､は当該鋼材の基準強度を用いるものとする。

① 筋かい軸部で破断する場合

Aj･ o"=A1･,,び灘 （5－2）

A1 = Ag-Ad

6ぴ灘：筋かい材の破断応力度(kg/c㎡）

Ag:筋かい材の断面積(c㎡）

Aα：筋かい材の欠損断面積(cnf)

ただし，ねじを切った丸鋼の場合は，
ー 『一一一一一一一一

A, = 0.75Ag 図5．1－7

② 筋かい材の接合ファスナーで破断する場合

Aj. o" = 0.75A2 .′ぴ狸 （5－3）
A A 抑

A2=〃・"･JA

，び趣：ファスナー材の破断応力度(kg/c㎡）

”：ファスナーの数

”：ファスナーがせん断を受ける面の数

夢

些
叩
詞
己胃

〃：ファスナーカゴせん断を受ける面の数 図5．1－8
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5 1耐震計算の考え方等

JA:ファスナー1つの断面積(cnf)

ただし，ねじ部がせん断面にかかる時は，

JA = 0.75" ("2)2 fj :ファスナーの呼び径(cm)

③ ファスナーのはしあき部分で破断する場合

筋かい材のはしあき部分の場合とガセットプレートのはし

あき部分の場合のいずれか小さし櫃とする。

a)筋かいの場合 ４

､_ノ
Aj･o"= 1A3･bo"

,A3= "･6e･ br －

be:筋かい材のはしあき距離（

戸一

be:筋かい材のはしあき距離(cm)

bj:筋かい材のファスナー接合部での板厚(cm)

b)ガセットプレートの場合

戸 r一一一~一一一一

ガセツトブレートの場合 図5．1－9

Aj･ o"=2A3･go迦 ( 5 -4b)

2A3= "･ge．gオ

gび趣：ガセットプレートの破断応力度(kg/cnf)

ge:ガセットプレートのはしあき距離(cm)

gj：ガセットプレートの板厚(cm)

④ ガセットプレートの破断による場合

Aj･ o"=A4･9ぴ鯉 （5－5）

ー一

ー11-

A4=希',･ g#-Ad 図5. 1-10
ノ,：応力方向の両端ボルト間の距離(cm)

Aα：ガセットプレートにおけるa－a'間の欠損断面積(c㎡）

⑤ 溶接部で破断する場合

異種鋼材の溶接部の破断応力度は，接合される母材の破断応力度の小さい方の値をとる。

a)すみ肉溶接の場合

A"" = * '" ･｡" ( 5 -6a)

,A5 = 20.7S・〃e

αぴ逆：接合される母材の破断応力度の小さい方の値(kg/cnf)

"e:すみ肉溶接の有効長さ(cm) ( =′－2S)

‘：1つの連続したすみ肉溶接の長さ(cm)

S:すみ肉溶接のサイズ(cm)

b)突合せ溶接の場合

筋かいの軸力を引張力で負担する時

Aj･ ozU=2A5･αo以 ( 5 -6b)

筋かいの軸力をせん断力で負担する時
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第5章 鉄骨造の耐震計算

A, "" = *,A｡ ｡｡“ ( 5 -6c)

2A5 :接合継目の有効断面積(c㎡）

iii )その他の留意事項

① 単一山形鋼又は丸鋼筋かいは，小規模な建築物に使用する場合を除いてはできるだけ使用

しないようにすることが望ましい。1本の山形鋼又は丸鋼を筋かいに用いる場合は，一般に

は端部にガセットプレートを接続し，ファスナーや溶接によって筋かい材を接合するが，そ

の際，筋かい材が1本であると必然的にガセットプレートの片側に接合されることになる。

つまり，ガセットプレートの芯と筋かい材の芯がずれて偏心するために力の流れが複雑にな

る。従って，小規模な建築物を除いては，このような筋かいはできるだけ避けて，山形鋼な

ら2本使用し，ガセットプレートの両側に接続し，偏心をなくして力の流れがスムーズにな

るものにすることが望ましい。

② 筋かい材端の接合部におけるリベット，高力ボルト，ボルトの本数は2以上とすることが

望ましい。これは，1本のボルトで接合すると材端の拘束は非常に小さく，偏心によって耐

力が低下するためである。

③ 山形鋼,溝形鋼を筋かい材として用いたときの有効断面積A』は,原貝

ることが望ましい。
、

A, = Ag-Aa,－"〃･j (5-7) 、

Ag:筋かい材の断面積(c㎡）

Ad, :筋かい材のファスナー孔による欠損断面積(c㎡）

〃〃：突出脚の無効長さ（表5 1－1による）

オ：突出脚の板厚(cm)

表5. 1-1 : h,,の値

リ として次式で計算す

郭脚＝

筋かい材を結合しているファスナーの本数〃※

1 2 3 4 5

-/ 07", 0.5", 0.33ﾉz, 0.25/ZM

-t 0.7", 0.5", 0.25ﾉz] 0.20ﾉZ]

筋かい材の

断 面 形

山 形 鋼

溝 形 鋼

，
ア
ｆ
Ｐ

Ｊ
〃
レ

ー
１

九
〃

07〃】

0.7〃】

0.5〃】

0.5",

0.33ﾉz1

0.25ﾉz，

ﾙ】は筋かい材の突出脚の高さ(cm)

応力の方向に2列以上配置される場合はその方向に関する接

合個所数とする。

(注）

※

なお,略算的には, A, = 0.7Agとするか,突出脚の1/2を無視する等の方法が考えられるが，

実験的裏付けに基づく表5．1－1による方がより確実であろう。

iv)計算例

鉄骨造筋かい端接合部の設計計算例を示す。筋かい材は，図5. 1-11に示すようにL -75x

75×9 (SS41)の山形鋼2本を背合わせにしたものである。
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5.1耐震計算の考え方等

｣圧
－170一

図5．1－11筋かい端接合部の設計計算例

筋かい材: 2L-75×75×9 (SS41材）

ガセットプレート：板厚12m (SS41材）

ファスナー：高力ボルI、4-M16(F10T)

ガセットプレートと柱はり接合部の溶接：脚長6mmの両面すみ肉溶接

以上のように仮定する。材料の基準強度及び破断強度は, SS41材にあってはそれぞれ2.4t/c㎡及

rf4.1t/cnfとし，高力ボルトにあっては破断強度10t/c㎡(F10T)とする。

（5－1）式右辺の値は以下のとおりである。

1.2A9･ F = 12×(2×12.69 )×2.4 = 73.1t

① 筋かい軸部の検討

筋かい材1本当たりの有効断面積は，

A1 = Ag-Aは,－〃7,･j

A, = 1269-1.7×0.9 -0.33×7.5×0.9 = 8.93clf

Aj･ o"=2A,･ bo"=2×8.93×4.1 = 73.2t

これより, Aj･o逆= 73.2>73.1 = 1.2A9 ･ F

② 筋かい材の接合ファスナーの検討

A2=4×2×2.01 = 1608cmz

ここで，高力ボルトのねじ部がせん断面にかかる場合には，高力ボルトの有効断面積をとる

こと。ここでは，ねじ部がせん断面にかからないものとして，

Aj・び灘= 075A2 ･ #O" = 0.75×16.08×10 = 1206t

これより,Aj．o滋= 120.6>73.1 = 1.2A9．F

③ ファスナーのはしあき部分の検討

a)筋かい材の場合

1A3=4×4.0×09×2 = 28.80cInz

Aj･o逆= ,A3･ 6ぴ型= 28.80×4.1 = 118.1t

これより, Aj･ぴ迦= 118.1>73.1 = 1.2Ag ･ F

b)ガセットプレートの場合

2A3=4×4.0×1.2 = 19.20cnf

Aj･ o"==2A3･ 6o"= 19.20×4.1 = 78.7t
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これより,Aj・び趣= 78.7>73.1 = 1.2A9 ･ F

④ ガセットプレートの破断の検討

A4=2×3×5×1.2/ 1.73-17×1.2 = 18.75cnf

Aj･ o"=A4･go迦= 1875×4.1 = 76.9t

これより, Aj･ o" = 76.9>73.1 = 1.2A9･ F

⑤ 溶接部の検討

"e = 22.0+17.0-2×0.6 = 37.8cm

,A5=2×0.7×06×37.8 = 31.75cnf

Aj ｡" = 'Ao W = 3L75×誌= 75.2t
これより, Aj･び腿= 75.2>73.1 = 1.2A9 ･ F

(3)柱一はり仕口部，柱一柱及びはり一はり継手部の強度確保について（保有耐力接合）

i)変形能力確保のための条件

柱及びはりの仕口及び継手部は，原則として，終局時にこれらの部材に作用する応力を安全に

伝達し，また部材に塑性化が想定される場合は必要に応じた塑性変形を生じるまで破断しないよ

うに設計しなければならない。すなわち，終局時に当該部材の当該部位に作用する応力に安全率

αを乗じた応力に対して当該部位の接合部が破断しないことを確認する必要がある。ここで，応

力状態は，図5 1-2 (p . 172)によるものとし，長期荷重による応力は，特に長期荷重が支配的な

場合を除いて考慮しないものとする。

安全率αは，仕口・継手部での応力集中，鋼材の降伏応力度の現状でのバラツキや歪硬化すな

わち降伏比の影響，部材の塑性化や保有水平耐力予測の不確実性等を考盧して設定する必要があ

る。ここでは，これらの影響を考慮し，かつ，現実的な設計の可能性を勘案して，αの値として

表5．1－2の数値を参考として示す。

表5．1－2α値

SS4 1級

1．3

13＊

SM50級

12

1．2＊

部 位

仕 にl

継 手 部

作 用 応 力

曲 げ

曲げ。せん断

＊継手部が部材の塑性化が予想される領域(材端から′/10又は2‘以

上までの部分程度。ここで，′：柱又ははりの長さ，‘：部材の最大

せい）にある場合の最大曲げ強さの検討は，応力勾配を考盧して

SS41級の部材にあっては，設計用曲げモーメントとして全塑性モー

メントの1.2倍, SM50級の部材にあっては1 1倍に対して行っても

よい（図5. 1-12参照)。
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13脇(12脇）

／
-1 .2M(1 .1M,)

､、脇

、塑性化が予想される
領域(4/10又は2d以上）

１
１
１

脇
雌

Ｉ
２
１

１
１

(4/10又は2d以上）

－ 噸性化が予想される領域における設計用曲げモーメント分布（表5.1-2の脚注による）

－ 表5.1-2に基づく割増しを行った設計用曲げモーメント分布

一一一一一一終局時(メカニズム時)における曲げモーメント分布

図中，数値はSS41級の部材に対するものを示し，
S M50級の部材についてはカッコ内に示す。

図5．1－12設計用曲げモーメント分布

（第1種保有耐力接合の場合）

ii)破断形式に応じた破断耐力の求め方

接合部の破断耐力の算定に必要な接合要素（ファスナー，溶接）及び被接合材の破断耐力は次
3）

の諸式で計算してよい。なお，特別の調査，研究による場合は，下記の諸式による必要はない。

① 溶接及びファスナーの最大強さ

a)溶 接

イ）突合せ溶接

｝(‘-“
軸方向力に対して P"= wA｣ ･ぴ哩

せん断力に対して Qu= M"4&･ぴ唾/,/g

ここに, 'MA,:突合せ溶接継目の有効断面積(cm?)

び型：接合される母材の破断強度*] (kg/c㎡）

ロ）すみ肉溶接

’''一”
軸方向力に対して P"= wA2･び迦/毎

せん断力に対して Q"= !MA2･ぴ迦/毎

ここに, !MA2:すみ肉溶接継目の有効断面積(cnf)

ハ）部分溶け込み溶接，フレア溶接，プラグ溶接

Q"= !I"43．ぴ勉/､/g (5-10)

ここに, wA3:当該溶接継目の有効断面積(c㎡）

b)ファスナー（ボルト，リベット，高力ボルト）

ファスナー1本あたりの最大強さは下記による。

} (,-u'
軸方向力に対して P逆＝ﾉz4e･ﾉぴ狸

せん断力に対して Q"=075FAs･/ぴ型

ここに，ノ辺4e:ファスナーの引張力に対する有効断面積(cnf)

ボルト，高力ボルトでは呼び径に基づく軸部断面積の75％を標準とする。

18J
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J4s:ファスナーのせん断断面積(cm@)

ボルト，高力ボルトでは呼び径に基づく軸部断面積の75％を標準とす

る。＊2

'ou：ファスナーの破断強度*3 (kg/c㎡）

② ボルト孔を有する引張材の最大強さは下記の,P",2R'のうち小さい方の値とする。

} ''-'"
,P"=Ae･び迦

2P"=7w･ "･ 9．t･ぴ鰹

ここに, Ae:引張材の有効断面積(c㎡）

鋼板では，引張材の全断面積からボルト孔による欠損断面積を差し引い

た値とする。山形鋼及び溝形鋼については，51．3(2)の「iii)その他の留

意事項」(p. 178)に準ずる。

"Z:ボルトの行数

〃：引張力方向のボルトの列数

e:引張力方向のはしあき距離(cm)

／：引張材の接合部分の板厚(cm)

び塑：引張材の破断強度*｣ (kg/c㎡）

iii )計算例

図5 1－13に示す柱一はり仕口部の強度確保の検討例を

① 第1種保有耐力接合の場合

a)接合部の与条件等

H形鋼のはりのサイズ

H -300×150×6.5×9

鋼種SS4 1

ウェブスカラツプ 35mm×2

すみ肉溶接のサイズS=5nnn

b)仕口部設計用曲げモーメント 区

〈

、

＞

1－13柱。はり仕口接合部の検討例）仕口部設計用曲げモーメント 図5

全塑性モーメント Mb = 1,300×103 k9･cm

安全率α= 1.3を用いる。

設計用曲げモーメント

拳】材の破断強度ぴ唾はJIS規格における最大引張強さの下限値とする。

例えばSS4 1級の材では4,100kg/cI㎡, SM50級の材では5,000kg/c㎡である。

*2本規定は,部材接合部でのボルト,高力ボルトのねじ部がせん断面にかかりやすいことを考慮

して定めたものである。従って，ボルト，高力ボルトのねじ部がせん断面にかからないこと

を確かめてボルト，高カボルI､の長さを選定した場合には，ボルト，高力ボルトの呼び径に

基づくせん断断面積を用いてよい。ただし，2面せん断の場合,1面がボルト，高力ボルト

のねじ部にかかる場合には，呼び径に基づく軸部断面積の75％をとらなければならない。

窯3ファスナーの破断強度は下記による。

高力ボルト F8T 8,000kg/c㎡ (p l83脚注へ続く）

Z82



5.1耐震計算の考え方等

1.3×必＝1,690×103 kg･cm

c)仕口接合部の最大曲げ強度の検討

〃"="恥 ("-r) +士蠅P"･"e

=B かo"･ (H-/)+士'e ･ 0.7S 器2･"e
＝15×09×4,100×291+÷×212×'7×，5×等:且×2×212
＝1,611×103＋186×103

＝1,797×103 k9.cm

ここに,FP":フランジ接合部分の最大引張強さ

〃：はりのせい

j：フランジの厚さ

’砿Piz:ウェブの接合部分の最大引張強さ

'e:すみ肉溶接の有効長さ

従って, """>1.3M = 1,690×103 k9．cmとなり，仕口接合部の必要最大曲げ強度は確保さ

れている。

② 第2種保有耐力接合の場合

a)接合部の与条件等

①に同じ

b)仕口部設計用曲げモーメント

はり材端に伝達される曲げモーメントを，例えば〃i = 1,000×103 kg.cmとする。

安全率α＝13を用いる。

設計用曲げモーメント

1．3×〃i = 1,300×103 kg･cm

c)仕口接合部の最大曲げ強度の検討

①と同様の計算より，〃煙＝1,796×103 k9．cmである。

従って，〃逆>1.3"' = 1,300×103k9.cmとなり，仕口接合部の必要最大曲げ強度は確保され

ている。

試みに図5．1－13におけるフランジの突合せ溶接を全周すみ肉溶接(すみ肉溶接のサイ

ズS2 = 8nun)として検討を行ってみる。

①と同様の計算を行うと，

""=FB4･("-') +f;I,P" '‘

="g2.0.7･ S2 器2 ("-') +t"｡ 07S 器2･ 2e

F10T 10,000kg/cm'

F11T*4 11,000kg/cnf

中ボルト，リベット 4,100kg/cnf

*4 F11Tは，近年遅れ破壊(締付後，相当の時間を経過後，常時状態で破断する破壊現象)の危

険性のため，用いられることは少ない。
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＝15×07×0.8×鶚且×2×291+十×212×0.7×05×鶚且×2×21.2
＝1,157×103+ 186×103

＝1,343×103 k9.cm

ここに，'ノe2 :フランジのすみ肉溶接の有効長さ

S2:フランジのすみ肉溶接のサイズ

従って，〃迦>1.3", = 1,300×103 k9.cmとなり，第2種保有耐力接合としての仕口接合部

の必要最大曲げ強度は確保されている。

(4)はりの横補剛による変形能力確保について（保有耐力横補剛）

i)横補剛の考え方

はりの変形能力を制約する要因として，局部座屈のほかに横座屈がある。横座屈とは,H形鋼

など開断面のはりが曲げを受けたとき，圧縮側のフランジ等が面外に座屈し，ねじれを生ずる現

象である。横座屈変形が生じると，断面の幅厚比を十分小さくしてもその領域で局部座屈を誘起

しやすく，はり全体のモーメント抵抗は劣化する。

そこで，端部が塑性状態（全塑性モーメント）に達するはりでは，端部が十分回転変形するま

で横座屈を生じないよう十分に配慮すべきである(第1種保有耐力横補剛)。また，終局時に端部

が塑性状態に達しないはりでも，隣接する部材の端部が塑性状態に至る以前に横座屈を生じない

よう配慮する必要がある（第2種保有耐力横補剛)。

横座屈を制御する最も有効な方法として，横補剛が考えられる。横補剛の方法としては，逆対

称モーメントを受けるはりに対して，はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける方法，はり
4）

の端部に近い部分を主として横補剛する方法等が提案されている。

ii)横補剛間隔の設定方法

以下に示す2つの方法のどちらによってもよい。なお，特別の調査，研究による場合には，こ

れら2つの方法によらず横補剛間隔を設定してよい。

① はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける方法

はりの弱軸まわりの細長比ハツが次式を満足するように必要な数の横補剛を均等間隔に配置

する。この方法によれば，第1種保有耐力横補剛となる。

｝順一‘”
ん≦170+20" (SS41級のはりの場合）

ん≦130+2072 (SM50級のはりの場合）

ここで，ル：はりの弱軸に関する細長比(= "jy)

‘：はりの長さ(cm)

(=舟）ち,：はりの弱軸に関する回転半径(cm)

心：はりの弱軸に関する断面2次モーメント(cm4)

A:はりの断面積(c㎡）

〃：横補剛の箇所数

② 主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける方法

降伏モーメントを超える曲げモーメントが作用する領域においては，次式で示す間隔で横補
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剛を配置する。ただし，はりの曲げモーメント分布は，図5 1-3 (p. 173)によるものとし，長

期荷重による応力は，特に長期荷重が支配的なはりの場合を除いて考慮しないものとする。な

お，使用鋼材の歪硬化すなわち降伏比の影響等の不確定性による早期の横座屈の発生による変

形能力の減少を防ぐ意味より，設計用の曲げモーメント分布は,図5 1－3で示されたものに安

全率αを乗じたものを用いるものとする。安全率αとしては，種々の不確定性を考慮して，表

5．1－3に参考値を示す。

表5．1－3α値

部 材

はり材横補剛

SM50級

1．1

SS4 1級
一

1．2

SS41級のはりの場合

』誌典≦250かつム≦6‘ 1
ZJ' |

l‘（5－14）SM50級のはりの場合

全ｵｧ典≦200かつム≦5，Zシ

ここに，′6：横補剛間隔(cm)

〃：はりのせい(cm)

4，：圧縮フランジの断面積(cnf)

iJ,:はりの弱軸まわりの断面2次半径(cm)

また，降伏モーメントに満たない領域に関しては，日本建築学会の「鋼構造設計規準」5章

(5.7）式に基づいて必要な横補剛を配置する。

③上記2方法による検討例一はり全長にわたって均等間隔に横補剛を設ける場合と主とし

てはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合との必要横補剛本数の比較

はり材H-500×200×10×16 (SS41)を例にとり，スパンを種々変化させて必要横補剛本数〃

をはり全長にわたって均等間隔に横補剛を設ける方法及び主としてはり端部に近い部分に横補

剛を設ける方法により横補剛間隔を算定し，必要横補剛本数とはり材弱軸まわりの細長比を比

較して図51－14に示す。図5.1-14より，はりの弱軸まわりの細長比が220程度以下では，

はり全長にわたって均等間隔に横補剛を設ける方法の方が，必要横補剛本数が少なくてすむの

に対して，弱軸まわりの細長比が220程度以上では，主としてはり端部に近い部分に横補剛を設

ける方法の方が必要横補剛本数が少なくなることがわかる。
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H-500×200×10×16( SS41 )２
１

１

巨
燕
料
匿
耀
塞
部
さ

0－
はり全長にわたつ
均等間隔で横補剛

ざ／5－

0

0- o 主としてはり端部
設ける場合0

。 。イ
5‐ ● ●

○ ●
、

● ●
0

－ －』一三 0

I) 5- 10 15 20 はI)のスパン（

はり全長にわたって
均等間隔で横補剛を 設ける場合

に横補剛を

、）

0 100 200 300 400 500 はりの弱軸まわりの細長比Ap

図5．1－14必要横補剛本数〃とはりの弱軸まわりの細長比スン

iii )その他の留意事項

① 横補剛材は，適当な強度と剛性を持っている必要がある。具体的には，はり断面に生ずる

曲げ応力による圧縮側合力の2％の集中横力を圧縮側フランジ位置に作用させた場合に対して

十分な強度，及び，この圧縮側合力の5倍の力を横補剛区間長さで除して求めた剛性以上の剛
5）

性を目安にすればよい。

② 横補剛材は，圧縮力を受ける側のフランジの横変位を拘束できるように，フランジを小ば

りや方づえ等で直接補剛するか，または，十分な剛性・強度を有するガセットプレート等を介

してフランジの横変位を拘束する必要がある。

iv)設計例

① 主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける方法

トー12,000｣
| ，スパン12mのはりH-500×200×10×16 (SS41材)において

終局時の応力状態が図5．1－15に示すものであったとする。
E

ここで,はり左端では全塑性モーメント(5,232t･ cm)となっ §
”

ており,右端では曲げモーメントは4,100t･cmであり全塑'件モ ：
’1

－メントには達していない。従って，必要な検討は第2種保 碧

有耐力横補剛としての検討である。なお，はり材の降伏曲げ

Ｅ
Ｃ
・
ぢ
つ
［
・
守
Ⅱ
照
ミ

／一

-ゾ
有耐刀横補剛としての検討である。なお，はり材の降伏曲げ 図5．1－15

モーメント〃シは，

〃>= Zy･の= 1,910×2.4 = 4,584t･ cm

である。

＝ E 1 r》1－．’八 CG』1~H△－垂）_〕~藍アヘ幸 一一一 T八 ÷＋商うロゴーコーゥ ÷～ 360
表5．1－3より, SS41材では安全率α= 1.2を採用するな

らば，設計用応力分布は図5．1－16に示すようになる。降伏

曲げモーメントより大きな曲げモーメントが作用する領域
§

は，左端より182cm及び右端より36cmとなる。
畠

一方，式（5－14）より，最大横補剛間隔は, SS41級のは き

り材の場合, 160cmである。

［
燭
○
骨
］
・
討
印
・
守

り材の場合, 160cmである。 図5. 1-16

'‘≦250寺='160"|,かつ,‘‘≦65 ･ jy = 281cm
図5．1－16に示すように，はり材の両材端の曲げモーメントはともに降伏曲げモーメントより
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5.1耐震計算の考え方等

も大きいので，まず図5．1－17に示すように左端及び右端よりそれぞれ160cmの位置の2箇所に，

横補剛を設ける必要がある。左端より160cmの横補剛を設けた位置での曲げモーメントは, 4,785t

･cmとなり，なお，降伏曲げモーメント(4 , 584t．cm)より大きいので，続いて左端より320cmの地

点にも横補剛を設ける必要がある。ここでの曲げモーメントは, 3,292t･cmであり降伏曲げモーメ

ント以下となる。また,右端より160cmの横補剛を設けた位置での曲げモーメントは,3,427t･cmで

あり降伏曲げモーメントよりは小さい。そこで，左端より320cmの位置と右端より160cmの位置と

の間の弾性曲げモーメントを受ける部分のはり材の横座屈の検討を日本建築学会「鋼構造設計規

準」5章(5.7)式に基づいて検討する。（5.7)式におけるC,"b, jの各パラメータはそれぞれ，

以下のとおりである。

C = 2.3 ("/", = -3,292/ 3,427)

'b = 720cm

' = 5.14cm

これより，許容曲げ応力度九＝076・たとなり，許容曲げモーメントは3 , 484t．cm(= 0.76･ ")

となる。許容曲げモーメントは，弾性曲げモーメントを受ける部分の両端の曲げモーメントより

大きいので，この間に横補剛を設ける必要はない。

以上により，横補剛の配置が定まる。

12.000

’「

1,600 1,600 7,200 1,600

『－Y-T -FT

20t｡c、

ー
画一

3,427t･cm

＝〆
t･C、6.278

図5. 1-17
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第5章 鉄骨造の耐震計算

5.2ルート田の計算

5．2．1規定の内容

(1)告示及び通達（鉄骨造関係部分）

＆

、
ノ

告示 昭55建告第1790号第四号

四 鉄骨造の建築物で次のイからへまでに該当するもの

イ 地階を除く階数が3以下であるもの

口 高さが13メートル以下で，かつ，軒の高さが9メートル以下であるもの

ハ 架構を構成する柱の相互の間隔が6メートル以下であるもの

二 延べ面積が500平方メートル以内であるもの

ホ 建築基準法施行令（以下「令」という｡）第88条第1項に規定する地震力について標準せ

ん断力係数を0 3以上とする計算をして令第82条第一号から第三号までに規定する構造計

算をした場合に安全であることが確かめられるもの ・

へ 水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合において，当該筋かいの端部及び接合部

が破断しないことが確かめられるもの

（
河
‐
ノ通 達 昭56住指発第96号

木造建築物等〔特定建築物〕の取扱いについて

第三号〔第四号〕への取扱い

別記1

〔1〕

筋かいの端部及び接合部は，下記①～⑤の破断形式について原則として当該筋かい軸部の

全断面が降伏するまで破断しないことを，次の式により確認するものとする。

Aj･び幽≧1.2A9･ F

ここに,Aj :接合部の破断形式に応じた接合部の有効断面積(c㎡）

ぴ"：接合部の破断形式に応じた接合部の材料の破断応力度(kg/cnf)

Ag:筋かい材の全断面積(cm2)

F:筋かい材の基準強度(kg/cnf)

上式における破断応力度び迦は各破断形式に対応する接合要素の引張り強さの下限の値を

用いるものとする。（例SS41のびuは4,100kg/c㎡）

また,Aj･ぴ逆は，以下に掲げる破断形式に応じて計算される数値のうち，最も小さくなる

場合の数値を採るものとする。

① 筋かい軸部で破断する場合

② 接合ファスナーで破断する場合

③ ファスナーのはしあき部分で破断する場合

④ ガセットプレートで破断する場合

⑤ 溶接部で破断する場合

(2)所要の規定

本規定は,令第82条の2の規定に基づき定められたもので,ルート回の内容を示すものである。

以下に示す要件をすべて満たすような構造規模が比較的小さい建築物では,｢応力度等(令第82条）

の確認｣のほかに，地震力の算定に当たって標準せん断力係数を0.3以上として計算した各部の応
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5.3ルート回の計算

力度が許容応力度以下であることを確認すればよい。さらに，水平力を負担する筋かいがある場

合には，その端部・接合部を第1種保有耐力接合とする必要がある。また，これらの規定は，ル

ート回の規定が適用可能な他の構造との併用構造の鉄骨造部分についても適用される。

構造規模を規定する要件

・地階を除く階数 ≦3

・建築物の高さ ≦13m

・軒の高さ ≦9m

・架構のスパン長さ ≦6m

・延べ面積 ≦500mP

5．2．2耐震性確保のための規定

本ルートで，耐震性確保のために二次設計として付加される規定は，3種のものがある。すな

わち，階数等の構造規模を規定する要件，設計用の地震力を割増しての許容応力度設計及び水平

力を負担する筋かい端部･接合部の設計条件である。ここで規定されるような構造規模の建築物

は過去の建設実績が多い。また，長期荷重，風圧力等に対する安全性を確認することに加えて，

地震力を一次設計の場合の1.5倍(標準せん断力係数0.3)と割増して許容応力度設計し，さらに，

筋かい端部接合部を第1種保有耐力接合として筋かい部分を靭性に富むものとすれば，所要の剛

性。強度はもとより，変形能力も自動的に確保されることが過去の地震経験より明らかとなって

いるものである。

このように，本ルートを満足する建築物にあっては，所要の剛性，強度及び変形能力が自動的

に確保されるものと考えられるので，層間変形角，剛性率，偏心率あるいは保有水平耐力の規定

を満足することを確認する必要はない。

しかし，水平耐震要素の配置等に関しては，建築物全体としての振動性状がよくなる構造計画

となるように心がけるべきである。

5.3ルート回の計算

5．3．1規定の内容

(1)告示及び通達（鉄骨造関係部分）

(告示昭55建告第1791号第2 ）

第2 鉄骨造の建築物等に関する基準

鉄骨造の建築物又は鉄骨造とその他の構造とを併用する建築物については，次の各号に定め

る構造計算を行うこと。

一 水平力を負担する筋かいを設けた階(地階を除く。）を含む建築物にあっては，令第82条第

一号の規定により計算した当該階の構造耐力上主要な部分に生ずる令第88条第1項の規定に

よる地震力による応力の数値に次の表の数値以上の数値を乗じて得た数値を当該応力の数値

として令第82条第二号及び第三号に規定する構造計算を行うこと。
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第5章 鉄骨造の耐溌計算

1+Q76

1.5

二 水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合において，当該筋かいの端部及び接合部が

破断しないことを確かめること。

三 前2号に掲げるもののほか，必要がある場合においては，構造耐力上主要な部分である柱

若しくははり又はこれらの接合部が，局部座屈，破断等によって構造耐力上支障のある急激

な耐力の低下を生ずるおそれのないことを確かめること。

（ ）通 達 昭56住指発第96号

別記2 昭和55年建設省告示第1791号の取扱いについて

〔2〕 第1〔第2〕（鉄骨造の建築物等に関する基準）関係

(1)第一号の運用（応力割増しの取扱い）

応力の割増しを行う場合にあっては，原則として当該階に含まれるすべての部材を対象

とするものとする。なお，必要に応じて当該割増しの下階等への影響を考慮するものとす

る。

（2）第二号の運用（筋かい端部）

筋かいの端部及び接合部の取扱いは，昭和55年建設省告示第1790号の運用に準ずる。

（3）第三号の運用

① 措置の対象

本号の規定により講ずべき措置は，剛接架構の柱及びはりの仕口についてはその仕口

の接合部の強度の検討，曲げを受ける柱及びはりについては局部座屈に対する検討とす

る。

④ 柱及びはりの仕口の接合部強度の確保

剛接架構の柱及びはりの仕口の接合部は，当該柱又ははりが必要に応じた塑性変形

を生ずるまで破断しないよう十分な強度を確保すること。

、 局部座屈防止の検討

曲げを受ける柱及びはりの局部座屈の検討は部材の塑性化が想定される領域（材端

から〃10又は2d以上までの部分程度)について行うものとし，部材が必要に応じた

塑性変形を生ずるまで当該部分に局部座屈が生じないことを確かめること。このため

部材断面を構成する板要素の幅厚比が，当面原則として表2－1の数値を満たす必要

があるものとする。

ただし，リブ等の補剛によってこれと同等以上の性能を有することが確かめられた

場合にはこの限りでない。

（ここで，′：柱又ははりの長さ，‘：部材の最大せい）

190

合
口場の

５
’
７

く一一
。
〃

β>号の場合
この表において,βは,令第88条第1項に規定する地震力に

水平力に対する当該階の筋かいが負担する水平力の比を表す



5.3ルート回の計算

表2－1鋼材の幅厚比

幅 厚 比

標 準 値｜当面の緩和値
鋼 種個部 材 部 位断 面

級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

12

10

9.5

8
フ ラ ン ジ

H 形 鋼 級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

43

37

45

39
ウ ェ ブ

柱

一／／
級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

37

32

33

27
角形鋼管

=／／
級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

70

50

50

36
円形鋼管

級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

９
７

11

9．5
フ ラ ン ジ

5
H 形 鋼は り 級

級
１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

60

51

65

55
ウ ェ ブ

(注）

S S41級

S M50級

S S41級: SS41, SM41, SMA41, STK41, STKR41

S M50級: SM50, SMA50, SM50Y, STK50, STKR50

SS50, SS55, SM53にあっては,H形鋼及び角形鋼管では

は2,晋0をSS41級の幅厚比に乗じた値とする。
ただし,Fは当該鋼種の基準強度（単位 1平方センチ

ﾉ平 を，円形鋼管で

'｡､ F :.

ただし，」

ム）である。

1平方センチメートルにつきキログラ

」

② その他の措置

①に定めるもののほか，必要に応じて急激な耐力低下の防止に留意すること。

③ 適用の除外

令第82条の規定による計算で，風圧力による層せん断力が地震による層せん断力に対

して十分に大きい場合は，①による措置については検討しなくてもよいものとする。

(2)所要の規定

ルート回で構造計算を完了する場合には，一次設計である「応力度等（令第82条）の確認」の

ほかに，二次設計として，下記を満足する必要がある。

。一次設計用地震力による層間変形角が規定値以内となること。

。剛性・重量のバランスの良否を示す剛性率・偏心率が規定値を満足すること。

。水平力を負担する筋かいの水平分担率に応じて,応力を割増して許容応力度設計をすること。

・水平力を負担する筋かいの端部。接合部を第1種保有耐力接合とすること。

・柱及びはりの材の幅厚比が制限値を満足すること。

。柱。はり仕口部及び，柱又ははりの継手部の耐力が所要の能力を有すること。

・はりが十分な変形能力を発揮するまで横座屈を生じないようにすること。
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第5章 鉄骨造の耐震計算

5．3．2筋かい架構の応力割増し

(1)理論的解説

一般に,ラーメン架構の荷重一変形履歴関係は,図5．3－1に示すように変形が大きくなるに従

いループは拡大して，強度もエネルギー吸収能力も増加していく。これを直線で近似すれば図5．

3-2 (c)のように描けよう。明らかに，図5. 3-2 (a)及び(b)の軸組筋かい架構の履歴特

性とは異なっている。そこで, (a)又は(b)の筋かい構造の強度Qαをラーメン架構のQαと

同じに設計した場合，ラーメン架構の方が復元力が安定しており，またエネルギー吸収量も多い

ので耐震的にすぐれているといえる。

Q
(tl

40

-20

C

/Z
a

b

芝三参

工

１

上′上
／

－40

文献；福田他｢日米共同大型耐震実験研究(鉄骨造)11-鉄骨造3層筋かい付模型
架構の弾塑性挙動(その2復元力特性の概要)｣日本建築学会大会学術講演
梗概集 昭和58年9月

図5．3－1ラーメン構面の荷重一変形関係（実線が実験値）

QQ(水平荷重） Q

破線･…－ は
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Ｔ
Ｉ

岸
Ｊ
〃
ヴ
Ｊ
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ノノー稚

互
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Ｊ
Ｌ
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Ｉ
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Ｌ

一→ 一

(a) 細長比の大きい筋かい織面 (b) 細長比の小さい筋かい構面 (c)ラーメン構面

図5．3－2筋かい及びラーメン構面の荷重一変形関係（模式図）

さて，通常のH形鋼を用いた鉄骨造建築物では，前述のように柱の強軸方向構面はモーメント

抵抗形架構（ラーメン架構）とし，これに直交する弱軸方向構面は軸組筋かいがほとんどの水平

力に抵抗する架構である。しかも，両方向の強度は同じに設計するのが普通であるから，上記の

考えによってラーメン構面方向と筋かい構面方向に明らかな耐震性の優劣があることになる。建
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5.3ルート回の計算

築物の方向によって耐震性が異なることが好ましくないのは当然であり，筋かい構面方向の耐震

性をラーメン方向のそれに近づける必要がある。このためには，筋かい架構の強度をあらかじめ

ラーメン架構のQαより上げて設計しておくことが望ましい。

軸組筋かい架構で筋かいが取付く架構の柱・はり接合部をモーメント接合（モーメントを伝達

できる接合)とすれば，ラーメン架構と軸組筋かいが共同して水平力に抵抗する混合構造となる。

水平力のほとんどを軸組筋かいが負担すれば，架構全体の挙動には筋かいの特性が強く出てくる

ことは明らかである。また，逆にラーメン部分が大半の水平力を分担するなら，架構全体として

ラーメン的な安定した復元力が得られる。

ラーメン部分の荷重一変形関係と筋かいのそれとからなる一層の混合構造について，筋かいと

ラーメン部分の強度の比率をいろいろ変えて混合構造の荷重－変形関係を地震応答解析を行って

検討してみたところ，筋かいの強度が混合構造全体の強度の大略70％以上のとき筋かいの荷重一

変形関係の特徴がきわめて強くでてくることが明らかとなった。従って，筋かいの水平力分担率

が70％程度以上の混合構造にあっては，筋かいの強度を1.5倍して,水平耐力を増加せしめるとと

もにエネルギー吸収能力をラーメン構造のそれに近づけることが望ましい。さらに，筋かいの強

度を増すことにより，それをとり囲む柱，はりの応力も地震時に増加することが予測されるため，

柱,はりの断面も相応して増加するべきである。すなわち,水平力分担率が5/7以上の混合構造は，

地震時応力を1.5倍に割増して各部材を設計する。

なお，筋かいの水平力分担率が5/7未満の混合構面にあっても, 1+0.78 (8 =筋かいの水平力分

担率）なる倍率で地震時応力を割増し，設計された構造架構の耐震性能の不連続を避けることに

した。

(2)割増しの方法

応力の割増しは，原則として対象階すべての部材の一次設計用地震力による応力について行う

が，例えば次のように考えてもよい。

① 第一次の応力割増しは，筋かい部材を除いた部分の曲げモーメント及びせん断力と筋かい

部材の軸力を所要倍割増す。その後，筋かい軸力の増加，はりのせん断力増加等による柱軸

力及びはり軸力の増分を計算し，もとの柱軸力及びはり軸力に加える。以上の手順によって

求められた応力に長期荷重による応力を加えたものについて断面検討を行えばよい。この場

合，柱軸力の増分は，下階に伝達されると考える。また，階によって割増率が異なる場合は，

その境界にあるはりについてはそれぞれの階の割増率の平均値で割増してよい。

なお，柱の軸力も含めて対象階のすべての部材について同時に割増した場合も，柱軸力増

分の下階への伝達については適切に評価すべきである。具体的な計算方法は図5．3－3及び

図5．3－4に示すとおりである（長期荷重は除いてある)。

Zg3
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1.3G"3, 13GMM3, 1.3G Q3

“に三繍溌割増率1.3
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1.25GⅣ1，1．25G〃1,
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図5．3－3応力割増しの方法（1）

この例(図5．3－3)の場合, c",<1.5cM等となることがあるが，少なくとも，下階柱の軸

力は上階柱のそれを下回らないように設定することが望ましい。

この例では,特に軸力の割増しが過大となる可能性があるので,次のように考えてもよい。

1.3GM3,1.3GQ3

虹
△
△
“

△
△
“
△

８
３

β

・
岬
椒
・
岬
北

小
蛾
峰
拙
馳
峰
越
趣

《挫幟一一部睡鈍軸呼
Ⅳ

嘩
“
雌

“
四
Ｍ
座

割増率 1－3

割地率 1.5

割増率 1.0

図5．3－4応力割増しの方法（2）

同様の例では，まず,はりの曲げモーメントG", (すなわちGQ,も同様)と筋かいの軸力BⅣ‘

を所要倍割増しする（図5 3－4)。その後これによる柱の軸力（及びはり軸力）の増分を計

算する。最後に，これらの増分をもとの軸力に加算する。
7）

再度の応力計算をいとわない場合には，以下に述べるような方法も考えられる。

これは，便宜的に筋かいの水平力分担率に応じて層せん断力を割増すことによって，当該

階の応力を割増そうとするものである。

設計用水平力により応力計算を行って各層の筋かいの水平力分担率βを求める。βから各

層の割増率を求め，これを一次設計用地震力から得られる層せん断力に乗じて割増後の層せ

ん断力を求める。割増後の層せん断力より水平力を逆算する。この水平力を用いて再度応力

計算を行い，得られた応力分布をもって設計用応力とする。

②

5．3．3変形能力確保のための規定

各部材は，必要に応じて十分な変形能力を発揮し得るよう設計されなければならない。十分な

変形能力を確保するために，以下に示す規定が定められている。
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5.3ルート回の計算

(1)筋かいの端部・接合部

原則として，筋かいの端部。接合部は第1種保有耐力接合とすること。

(2)柱及びはり材の幅厚比

部材の塑性変形能力は，部材の形状。寸法に影響される。もし部材断面を構成する板要素の幅

と厚さとの比が大きいと，圧縮応力を受ける部分に局部座屈が生じ部材断面の耐力が低下して必

要な塑性変形量が得られなくなる。保有水平耐力検討用地震力に対して，架構は必要に応じた塑

性変形性能を発揮することが本基準の前提となっている。すなわち，部材に適宜塑性ヒンジが生

じ，その耐力を保持したまま変形する必要がある。局部座屈はこのような塑性変形を阻害する一
つの要因である。

そこで，柱及びはり材の幅厚比は，5．3．1に示した通達の表2-1 (p. 191)の数値以下とする必

要がある。この表の幅厚比の制限値は，各断面形に対してこれまで行われた多くの局部座屈の実
験結果をもとに，保有水平耐力の検討なしで，所要の耐震性を確保するための幅厚比を求めたも

のである。ただし，架構の終局時の応力状態を適切に評価し，当該部材が弾性状態に留まること

が明らかな場合には，当該部材の幅厚比は，昭56住指発第96号「別記3 昭和55年建設省告示第

1792号第1 (Ds値の算出方法）の取扱いについて」の表3-4 (p . 202)中のFCランクの数値以下
の値とすることができる。

(3)柱一はり仕口の接合部

原則として，柱一はり仕口の接合部は第1種保有耐力接合とすること。ただし，架構の終局時
の応力状態を適切に評価した場合には，第2種保有耐力接合とすることができる。
(4)柱一柱及びはり一はり継手部の接合部

柱一柱継手部及びはり一はり継手部の接合部は，第1種保有耐力接合又は第2種保有耐力接合
とすること。ただし，第2種保有耐力接合とする場合は，架構の終局時の応力状態を適切に評価
すること。

(5)はりの横補剛

はりは，十分な変形能力を発揮するまで横座屈を生じないように設計されなければならない。

横補剛により，はりの横座屈を制御しようとする場合には，原則として，第1種保有耐力横補剛
とすること。ただし，架構の終局時の応力状態を適切に評価した場合には，第2種保有耐力横補
剛とすることができる。
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第5章 鉄骨造の耐震計算

4ルート回の計算

4．1規定の内容

政令等

・
５
卿

５
ｉ

§《溌令 蕊漣業鰯灘

（保有水平耐力）

第82条の4 第81条第1項の規定によって特定建築物で高さが31メートルを超えるものの構造計
算をするに当たっては，第82条及び第82条の2の規定によるほか，特定建築物の地上部分につ
いては，次の各号に定めるところによらなければならない。

一 第4款に規定する材料強度によって各階の水平力に対する耐力（以下この条において「保

有水平耐力」という｡）を計算すること。

二 地震力に対する各階の必要保有水平耐力を次の式によって計算すること。

Q迦施= DsFbs Q逆α

この式において, Q"",Ds,Fbs及びQ""は，それぞれ次の数値を表すものとする。

Q逆” 各階の必要保有水平耐力（単位 トン）

Ds 各階の構造特性を表すものとして，特定建築物の振動に関する減衰性及び各階
じん

の靭性を考盧して建設大臣が定める方法により算出した数値

歴s 各階の形状特性を表すものとして，各階の剛性率及び偏心率に応じて建設大臣

が定める方法により算出した数値

Q画α 地震力によって各階に生ずる水平力（単位 トン）

三 第一号の規定によって計算した保有水平耐力が，前号の規定によって計算した必要保有水
平耐力以上であることを確かめること。

〔関連告示等〕

ここで,Dsは昭55建告第1792号(Ds及び凡Sを算出する方法)第1, "sは同告示第2による。

Qzfdは令第88条第1項及び第3項による。

(2)所要の規定

ルート回を適用して構造計算を行う場合，「応力度等（令第82条）の確認」のほかに，下記を

満足する必要がある。

・一次設計用地震力により生ずる層間変形角が規定値以内であること。

・建築物の各階の保有水平耐力が，必要保有水平耐力以上であること。

なお，剛性率，偏心率等（令第82条の3）の規定の確認をする必要はない。しかし，剛性率と

偏心率とは，必要保有水平耐力を求める場合の形状係数Rsに反映されることになる。

5．4．2保有水平耐力

(1)算出方法

建築物の構造上の特性に応じて，付－1｢保有水平耐力の計算方法」(p. 310)に述べられる方法

から適切なものを選んで，各階の保有水平耐力を計算する必要がある。計算の原則については，

4.6「保有水平耐力」(p. 151)を参照のこと。
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5.4ルート回の計算

(2)鉄骨造に関する留意事項

保有水平耐力計算の一般的留意事項については，4 6に述べられているので，ここでは鉄骨造
に関する留意事項を記す。

i)筋かい付き骨組の筋かい部分の耐力

筋かい付き骨組の保有水平耐力は4．6に記すように，同節の原則の下に得られる柱及び筋か

いの水平せん断力の和とすることができる。筋かいの水平せん断力は，以下のように考えれば
よい。

① 圧縮側筋かいの耐力を期待する構造の場合

筋かいの座屈後の耐力曲線は変形量（軸方向）を横軸としたとき下に凸の単調減少曲線で

あり，座屈耐力の約1/3に漸近する。従って正確に座屈後の耐力を設定するには，座屈後の耐

力低下状態を知る必要がある。しかし，この計算を設計段階で行うのは大変である。そこで，

一対の筋かいの水平せん断力を，圧縮筋かいの座屈時水平力(R7)の2倍としてもよいし，

また，圧縮側の耐力曲線を求めて引張側筋かいの耐力曲線と，変形の適合を考慮して，加え
合わせる方法を採用してもよいこととする。

② 引張側筋かいの耐力のみ考慮する構造の場合

一対の筋かいの水平せん断力は検討方向に対して引張側となる筋かいの降伏耐力の水平成
分に等しいものとする。

ii)筋かい架構の浮き上がり終局耐力

筋かい架構の耐力は，構造全体としての曲げ耐力やせん断耐力によって支配されるほか，一

部の基礎が引張力によって浮き上がったり，地盤やくいに作用する圧縮力によって沈下をした

りすることによる，いわゆる浮き上がり終局耐力によって支配される場合がある。

この浮き上がり終局耐力は特殊な場合（4.6.3「保有水平耐力の計算方法」(2) ii)「その

他留意すべき事項」の⑦項(p . 166)参照）を除き，フーチングとの接合部を含むくいの引抜き

の耐力や地盤又はくいの圧縮耐力に基づいて算定する。なお，この場合において，筋かい架構

と同一構面内の境界ばりやそれらに直交する部材が存在し，それらの部材が筋かい架構の変形
を拘束又は増大する効果が想定される場合には適切にその効果を算入すること。

5．4．3部材の終局耐力

鉄骨造の部材の終局耐力は，以下に示す部材断面の終局強度に基づき算出してよい。ただし，
座屈を伴う部材の終局耐力は，座屈現象を考慮に入れて算定するものとする。この場合，日本建
築学会の諸規準を参照するとよい。

(1)部材断面の終局強度算定用の材料強度

建築物の保有水平耐力は，柱，はり，筋かい等の部材及びそれらの接合部の終局耐力に基づい

て計算することになる。この場合の材料強度としては次の値を用いる（原則として令第3章第8
節第4款による)。鋼材については短期許容応力度と同一の数値，ただし, JIS規格品にあっては
その1.1倍とすることができる。
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第5章 鉄骨造の耐震計算

(2)部材断面の終局強度
5）

鉄骨造部材の断面の終局曲げ強度としての全塑性モーメントの略算式を以下に示す。

i)軸力が存在しない場合の全塑性モーメント必。

必｡=Zp･の(kgocm) ( 5 -15)

ここで，動：部材断面の塑性断面係数(c㎡）

の：部材の材料強度(kg/cnf)

断面形状ごとの塑性断面係数Zpを求める略算式を以下に紹介する。

① 箱形断面の場合

ZD=A, ｡,+諄" の
ここで, A"=B・〃

A" = 2 ("-2") ･ん

吟＝’一〃

(5－16）

｜／〃

』 ～
ー

$

l B l

図5．4－1箱形断面

② H形断面の場合

Zpx=A, 吟十÷Az" 吟

z," = A, B+÷Az"･ j",
ここで, Af=B･"

A" = (d-2．〃)･ j"

ぬ＝’一〃

(5－17）

(5－18）

Y

｛ X

図5. 4-2 H形断面

③ 円形断面の場合

Zp= (D－ｫ)2･ j (5－19）

~

図5．4－3円形断面
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5.4ルート回の計算

ii)軸力が存在する場合の全塑性モーメント必c

軸力が存在する場合の全塑性モーメント雌cは，断面形状のj
より与えられる。

① 強軸まわりに曲げを受けるH形断面及び箱形断面の場合

断面形状の違いにより下記に示す略算式に

器≦告の時，“｡=必。

器>告の時，必‘=''4(1－器)必。
ここで，Ⅳ：作用軸力

“：降伏軸力(=A･の）

A",:ウェブの断面積
／

A:全断面積 一

② 弱軸まわりに曲げを受けるH形断面の場合

(5－20）

(5－21）

器≦響の時，“一"・

器>等の時，必｡={1－(発三鵠)'}"。
ここで, ZV"J,=A@"･の

③ 円形断面の場合

器≦02の時，必‘=必・

器>02の時, "｡ = '25('-%)"｡

(5－22）

(5－23）

(5－24）
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5．4．4構造特性係数Ds

(1)規定の内容

i)告示及び通達（鉄骨造関係部分）

）

ｒ
ｋ 告示 昭55建告第1792号第1

第1Dsを算出する方法

建築物の各階のDsは,柱及びはりの大部分が木造である階にあっては次の表1,柱及びはり

の大部分が鉄骨造である階にあっては次の表2，その他の階にあっては次の表3の数値以上の
じん

数値を用いるものとする。ただし，当該建築物の振動に関する減衰性及び当該階の靭性を適切
に評価して算出することができる場合においては，当該算出によることができる。

2

㈱(aい
架構の形式

圧縮力を負担する筋かいに
よって水平力を負担する形
式の架構のうち当該筋かい
の座屈による耐力の低下の
おそれがあるもの又はこれ
に類する形式の架構

剛節架構又は
これに類する
形式の架構

い欄及び㈱

柵に掲げるも
の以外のもの

架構の性状

架構を構成する部材に生ず
る応力に対して局部座屈が
著しく生じ難いこと等のた
め，塑性変形の度が特に高
いもの

0．35030.25(1)

(1)に掲げるもの以外のも
ので架構を構成する部材に
生ずる応力に対して局部座
屈が生じ難いこと等のた
め，塑性変形の度が高いも
の

0．35 0.40.3(2)

(1)及び(2)に掲げるもの以
外のもので架構を構成する
部材に塑性変形を生じさせ
る応力に対して当該部材に
局部座屈が生じないこと等
のため，耐力が急激に低下
しないもの

0.450．35 0.4(3)

(1)から(3)までに掲げるも
の以外のもの

0.50．45(4) 0.4
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5.4ルート回の計算

（ ）通 達 昭56住指発第96号

別記3 昭和55年建設省告示第1792号第1 (Dsの算出方法）の取扱いについて

(1) Dsの適用

Dsは，階，計算方向等によってそれぞれ異なる数値を採用しても差支えない。
[2) Dsの判定方法

(1) Dsの判定は，特別な実験･解析等によって適切に定める場合のほか昭和55年建設省告示

第1792号第1の表1〔表2〕及び表2〔表3〕により，架構の形式及び架構の性状に応じ

て，当該表に掲げる数値以上の数値として定めるものとする。

（2）前記の架構の形式の区分は壁，筋かい等によって分担される耐力の比率，筋かいの挙動

性状等を，架構の性状の区分は部材の靭性及びそれらの耐力分担比等をそれぞれ適切に評
価して定めるものとする。

（3）前記のそれぞれの性状の判定は，当面下記の付則に示す判定基準に基づいて行うことを
原則とする。

〔付 則)Dsの判定基準

（1）総 則

① Dsを実験。解析等によらず昭和55年建設省告示第1792号（以下「告示」という｡）の
第1の表によって定める場合は本基準による。ただし,本基準の一部分について，実験・
解析等により本規定と同等以上にその性状を評価できる場合には，当該評価によること
ができる。

② 本基準の各規定は，階全体を対象として適用することとする。ただし，当該階を適切
に分割して評価しうる場合は，その評価によることを妨げない。

（2）表1〔表2〕及び表2〔表3〕の適用

① 告示の表1〔表2〕及び表2〔表3〕の適用は本項による。

② 表1〔表2〕（鉄骨造の階に適用）の適用は，次に掲げるところによる。
i)表1(表2)の適用の原則は表3-1による。

表3－1

20Z

J1
(1)表3－2で

ランクIの構造

(2)表3－2で

ランクIIの構造

(3)表3－2で

ランクⅡIの構造

(4)表3－2で

ランク1Vの構造

※この表においてβ灘は，筋かいが分担する保有水平耐力の階全体の保有水平耐力に対す
る比をいう。以下同じ。

い

○剛節架構

○種別BAの筋かい架構

○上記以外でβ江≦0.3

の筋かい架構

025

0．3

0．35

0.4

㈲

筋かいの種別がBBで

0.3＜β鯉≦0.7又はBC

で0.3＜β"≦0.5の筋か

い架構

0．3

0．35

O 4

0．45

㈱

筋かいの種別がBBで

β灘＞0.7又はBCでβ秘＞

0.5の筋かい架構

0．35

0.4

O 45

0.5
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m)表3－1中，構造のランク(I～Ⅳ）は，表3－2による。なお，参考のため（

内に表3－1によるDsの値を示している。

表3－2

）

筋かい群の種別 BB BC
BA又は

β秘＝0

及びβ鯉
柱･はり

β狸> 0.5β迦＞0.7 βひ≦0.3 0.3＜β腿≦0.5βu≦0.3 0.3＜βⅢ≦0.7

柱･はり群の

種別FA

I1

(0 . 35)

11

(0.4）

I

(025）

I

(0.3）

I

(0 . 35)

1I

(0.3)

I

(0.25）

○
は
り
条
件
認

○
柱
・
は
り
仕
口
条
件
蝿

○
筋
か
い
端
部
条
件
鋤

柱｡はり群の

種別FB

II

(0.4)

11

(0.3)

11

(0.3）

I

(0.3)

I

(0.35）

II

(0.3）

11

(0 . 35)

柱･はり群の

種別FC

111

(0.35）

I11

(0 4)

ⅡI

(0.45）

IⅡ

(0. 35)

IⅡ

(0 35）

II

(0 . 35)

II

(0.4）

上記以外

(FD)

1V

(0.4）

Ⅳ

(0 .45)

W

(0.5)

1V

(0 4)

1V

(0 45）

1V

(0.5)

1V

(0.4)

筋かい端部接合部が別記2〔2〕(2)に示す措置を満足すること。

仕口接合部が別記2〔2〕(3)①に示す措置を満足すること。

はりの横補剛が十分で急激な耐力の低下のおそれがないこと。

※1

※2

※3

血）表3-1及び表3－2中，筋かい材の種別(BA～BC)の分類は，表3－3による。

表3－3

BCBA BB

’
90/､/戸く入。
< 200/､/戸

50/､/Fマ＜ル
≦90/､/戸

ル≧200/､/戸ル≦50/､/戸

ル：筋かい材の有効細長比

F:筋かい材の基準強度(t/cnf)

iv)表3－2中，柱。はりの種別(FA～FD)は表3－4による。

表3－4

FBIFC
幅厚比｜幅厚比

FD

柱

は り の 種 別 | FA

面｜部 位｜鋼 種｜幅厚比

級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

12

10

15.5

13．2

9.5

8
フランジ

H形 鋼 級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

43

37

45

39

48

41
左ウ ェ ブ

柱

／／

級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

37

32

48

41

33

27
記角形鋼管

／／

級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

100

73

50

36

70

50
以円形鋼管

級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

15．5

132

9

7．5

11

9．5
外フランジ

H 形 鋼はり 級
級

１
０

４
５

Ｓ
Ｍ

Ｓ
Ｓ

71

61

60

51

65

55
ウ ェ ブ

韮
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S S41級: SS41, SM41, SMA41, STK41, STKR41

S M50級: SM50, SMA50, SM50Y, STK50, STKR50

SS50, SS55, SM53にあっては,H形鋼,角形鋼管ではｲ平を,円形鋼管では
皇響をSS41級の幅厚比に乗じた値とする。
ただし,Fは当該鋼種の基準強度（単位 1平方センチメートルにつきキログラ

ム）である。

柱とそれに接着するはりの種別が異なる場合には，いずれか最下位のものによる。

なお，崩壊メカニズムの明確な場合には，塑性ヒンジの生ずる部材の種別のうちの

最下位のものによってよい。

※1

※2

V)種別の異なる部材の併用の取扱い

各部材毎の種別と，階全体又は当該部材群の種別との関係は，下記による。

イ）本項は，対象となる部材群に種別Dの部材が存在しないか，またはその存在を無

視しうる場合，次の判定に適用する。

(a) iii )において階全体の筋かい群の種別(BA～BC)を判定する場合

(b) 1V)において柱・はり群の種別(FA～FC)を判定する場合

ロ）それぞれの種別で，種別Dの部材が存在する場合には，それが脆性的な挙動を示

すおそれがあるため，局部的な崩壊等に対する影響と程度を考慮し，適切に階全体

の種別を評価するものとする。

ハ）イ）の適用は，表3－5による。

表3－5

種別Cの部材の耐力

の和の部材群※の耐
力和に対する比

種別Aの部材の耐力

の和の部材群※の耐
力和に対する比

種別Bの部材の耐力

の和の部材群※の耐
力和に対する比

部材群としての

種 別

50％以上

下
満

上
以
未

以
％
％

％
０

０
０

２
５

５

Ａ
Ｂ

Ｃ

二

二

※種別Dの部材が存在する場合には，それを除く。

ii)規定の内容

本規定はDs(構造特性係数)の算出方法を定めている。Dsは，建築物の振動減衰性及び各階の

靱性に応じて必要保有水平耐力を低減するための係数であり，計算を行う階の架構の形式及び架

構の性状によってその数値が規定されている。

告示及び通達で規定する架構の形式は，柱はり剛節架構，筋かい付き剛節架構及び筋かい架構

に分類される。建築物がいずれの分類に属するかは，保有水平耐力に占める筋かい部分の水平耐

力の比（β灘）及び筋かいの有効細長比により判別(BA～BC)される。

一方，架構の性状は，柱及びはりの板要素の幅厚比，柱はりの仕口部及び継手部の接合条件，

はりの横座屈に対する補剛条件，並びに筋かいの端部接合部の接合条件により，塑性変形の多少

を表すものとして，4段階(FA～FD)に分類される。ここで，ランクFA, FB,及びFCに共通

の事項である各接合条件，及びはりの横座屈に対する補剛条件は，以下に記すものである。
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第5章 鉄骨造の耐震計算

。柱一はり仕口の接合部にあっては，第1種又は第2種保有耐力接合とすること。

・柱一柱及びはり一はり継手部の接合部にあっては，第1種又は第2種保有耐力接合とするこ
と。

。筋かいの端部接合部にあっては，第1種保有耐力接合とすること。

・横補剛により，はりの横座屈を制御しようとする場合には，第1種又は第2種保有耐力横補
剛とすること。

なお，ただし書きの規定により適切な実験又は解析によってDsの数値を定めることができる。
iii )背景

① 柱はりの種別とDs

Ds値は，主として架構の塑性変形能力に依存する。架構の変形能力は，一般的に接合部の破

断が生じない限り，構成部材の座屈によって限界づけられる。代表的な部材の変形能力に関連

する座屈の形式について列記すると,H形断面ばりの場合は局部座屈及び横座屈である。H形

断面柱の場合は局部座屈及び曲げねじれ座屈である。一方，角形鋼管柱及び円形鋼管柱は曲げ

ねじれに対して安定な閉断面形を有しているので，局部座屈によってその変形能力が限界づけ

られる。

そこで，柱はり剛節架構の場合は，各構造ランク(FA～FD)に要求される変形能力を満たす

ために構成部材に制限を設け，局部座屈，横座屈及び曲げねじれ座屈に対処することとした。

具体的には，すでに多くの部材について部材寸法と変形能力の関係が実験的に明らかとされて

きている。これらの結果を勘案して，柱及びはりの板要素の幅厚比に関する規定値を定めた。

② 筋かいの種別とDs

軸組筋かいはたいてい，図5．4－4に示すようにX形，あるいはK形に組み込まれる。筋か

い端部接合部は通常ピンとして扱う場合が多い。従って,X形，あるいはK形の軸組筋かい材

の挙動は，両端ピン支持の中心圧縮材の挙動がわかれば予想できる。

図5．4－5～7には,K形に組まれた筋かい材の実験から得られた荷重一変形関係を示す｡筋

かい材の細長比入によって,履歴曲線の形が明らかに違っている｡細長比が小さくなるに従い，

圧縮側筋かいが座屈しにくくなり，座屈後の曲げ抵抗も大きいので，履歴曲線に囲まれる部分

の面積が大きくなっている。この面積は地震のエネルギーを吸収する能力を意味するから，細

長比が小さい筋かい材の方が耐震的に一応有利であるといえる。ここで一応といったのは，圧

縮筋かいの強度も算入して設計する場合，座屈後の耐力低下によりその層の変形が弾性域を超

えるあたりから水平抵抗力が低下し，その層に地震のエネルギーが集中しやすくなるからであ

る。これに対して，細長比が大きい筋かい材では，圧縮側の筋かいはきわめて小さい荷重で座

屈してしまうので，引張側筋かいの強度と変形能力により地震に抵抗することになる。これは

図5．4－5と図5．4－7を比較すれば明らかである。つまり，細長比の大きい筋かいは強度抵抗

型であり，細長比の小さい筋かいはエネルギー吸収型であるといえる。

以上のことから，筋かいの種別は，柱･はりの塑性変形能力等と同様，架構のDsに大きな影

響を与えていることがわかる。特にエネルギー吸収型とも強度抵抗型ともいえない中間領域に

ある図5．4－6の筋かいは,不安定な挙動を示すことからDsの考え方からは最も不利となると
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考えられる。

Ⅳ

｜ ’
筋かい個材の荷重Ⅳと変形△

断面積＝A

筋かいの長さ＝L

廻慾ﾄｰ’

－

－筋か し、

A -L(/F細長比 ０
０

０
●
●
◆

３
２

１

水平力O(t｝は り

X形筋かい

柱 筋 かいAB, ACの

細長比入＝175

1 ‐‘
まり

Ⅳ

一卸０
減

５
位

：
一
一

０
変

０
ヶ

Ｃ
甲
■函 ４０９
◆

３０守
争

２０
一
０

Ｂ

『
却
却
部

0

6(cm)

水平力
筋かいの
水平変形

－■一一一I

－筋 かい

IK形筋かい’ （鵡響蜀聯き）

図5．4－5筋かいの荷重一変形関係
（実験値）

柱

図5．4－4筋かいの典型的な架構

水，ドゾjO(t）０
０

０

４
３

２

６５入

金0－3．0－2．0－1－4－4

当
ご

と
係

美
ご

と
係 ）） 1

図5．4－7筋かいの荷重一変形関係

（実験値）

図5．4－6筋かいの荷重一変形関係

（実験値）

③ 接合部パネルの耐力と塑性変形能力

柱。はり接合部パネルは，地震時にきわめて大きなせん断力を受け，接合されるはり及び柱

が降伏する以前に降伏が始まる場合が多い。しかし，多くの実験結果によれば，パネル部が早

期に降伏しても剛性低下はさほど大きくはなく，耐力上昇も十分可能で，柱及びはりが降伏し

てから最大耐力に到達する。このように，柱・はり接合部においては，柱及びはり単材のよう

に降伏荷重を単純に定めてもそれが実際の挙動を的確に表現しているとはいい難い。そこで，

たとえパネルが早期に降伏しても，それが直ちに骨組の耐力の喪失を意味しないという実験事

実を踏まえて，保有水平耐力の算定にはパネル降伏を考慮せずに，柱及びはりの降伏値を基に

架構の降伏を考えることにした。

ただし，この仮定は，パネル部及び近傍接合部が早期に破断しないという条件下でのみ可能

であり，そのための条件が付加されている。
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(2) Dsの算定方法

i) Dsの算定手順

Dsは，階ごとに，また，計算方向ごとに求める。ここでは，告示及び通達に示された判定基準

に従ってDsを求める手順を述べる。むろん，ここに述べる方法のほか，特別な実験,解析等によ
って適切に定めることもできる。

① 階に属するすべての柱。はり及び筋かいについて，部材としての種別名（柱。はりにあっ

ては,FA～FD,筋かいにあっては,BA～BC)を付す。

② 柱。はり及び筋かいごとに，各種別に分類された部材の耐力の和を求める。
cQ4 :階に属する柱のうち種別FAのものの耐力の和

cQB: " FB "

cQc: " FC "

"Q4 :階に属する筋かいのうち種別BAのものの耐力の和

BQB: " BB "

BQc: " BC "

③ 階に属する柱・はり群の総称としての種別及び階に属する筋かい群の総称としての種別を

表3－5を用いて求める。表中，種別Aの部材の耐力の和の部材群の耐力和に対する比（γ》,)

及び，種別Cの部材の耐力の和の部材群の耐力和に対する比( 7c)は，以下の式で表される。

柱・はりの場合 池= cQA / (cQA+CQB+cQc)

7'c = cQc/ (cQ4+cQB+cQc)

筋かいの場合 池= BQ,, / (BQJ,+BQB+BQc)

7'c = BQc / (BQA+BQB+BQc)

④ 階に属する筋かいの耐力の和の階の保有水平耐力に対する比β職を求める。

⑤ 表3－2を用いて，β趣，柱｡はり群の種別(FA～FD)及び筋かい群の種別(BA～BC)に応
じてDs値を決定する。

ii)脆性部材の取扱い等

部材の分類で,Dに属するものは,各部材に十分な塑性変形を生じないまま，脆性的な挙動を示

す場合が多い。柱。はりの幅厚比が不十分であったり，接合部が所要の強度を有していなかった

りする場合がこれにあたる。この場合には,Dsの算定に当たって十分な配慮が必要である。具体

的な対処法としては，4．6．1「保有水平耐力と必要保有水平耐力」(p. 151)を参照するとよいで
あろう。

(3)その他の構造形式のDs値の考え方

前項までに述べられている水平力を負担する筋かいは,架構が崩壊メカニズムに至った時点で，

圧縮力を負担する場合，座屈を生じていると予想される形式のものである。この場合，筋かいの

設置により高い剛性は得られるものの，筋かい座屈後の筋かい耐力の劣化の程度が大きく，全体

骨組の復元力特性に筋かい耐力の劣化の影響が現れ，エネルギー吸収能力に富んだものとならな

いことが多い。このような耐震上の欠点を改善するものとして，偏心K形筋かい付き骨組等が挙

げられる。これは，筋かいの設置によりある程度の剛性を確保し，しかも，筋かいを終局時まで
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5.5その他

座屈させず，筋かい以外の部材を塑性化させることによって，全体骨組の復元力特性を改善して

柱はり剛節骨組のものに近づけ，大地震時の地震動に耐えようとする構造形式のものである。こ

のような構造形式の建築物の場合のDs値の考え方の例として，偏心K形筋かい付き骨組の場合

を以下に示す。

偏心K形筋かい付き骨組にあっては，一対の筋かいが取り付くはりの部分(以後，シアーリン

クと呼ぶ）を，主たる塑性化部分としている。崩壊メカニズム時には，筋かいスパンの塑性ヒン

ジは，シアーリンク部分に生じ，シアーリンクの左右の柱一はり－筋かいは，三角形のトラスを

構成して，回転する。シアーリンク部分の破壊形式は，せん断破壊形と曲げ破壊形力苫ある。前者

は，シアーリンクの長さが比較的短い場合に生じる。この破壊形式の時，シアーリンクの耐力は，

降伏以後もかなり上昇する。後者は，シアーリンクの長さが長い場合に生ずる。この場合には，

シアーリンク部分の耐力の降伏以後の上昇は少ない。

シアーリンクの長さのスパン長に対する比を小さくすると，高い剛性と高い最大耐力が得られ

るが，シアーリンクの降伏後の耐力の上昇の割合が大きくなり，筋かいには，シアーリンク降伏

時の軸力よりもかなり大きい軸力が，最終的に作用することになる。これにより筋かいの座屈が

生じることもあり得る。

また，筋かい一はり交差部には，筋かいからのせん断力が集中する。この力により，はりがね

じられ，十分な耐力と変形性能を発揮できないこともある。

以上より，偏心K形筋かい付き骨組の設計に当たっては，シアーリンクの破壊形式に応じて，

筋かいに十分な座屈耐力を付与すること，応力の集中する筋かい一はり交差部には，シアーリン

クが十分な耐力と変形性能を発揮し得るように，シアーリンク及びその周辺に十分有効なスチフ

ナー，横補剛等を配すること，シアーリンクに変形を集中させるので，シアーリンク上部の床の

仕上げ等に配盧すること等’比較的高度の判断が必要である。このような条件の下に設計された

偏心K形筋かい付き骨組の復元力特性は，柱はり剛節骨組のものと類似のものとなると考えられ

る。そこで，そのDs値の評価に当たっては，柱はり剛節骨組に関する算定基準を準用することが

できる。

5.5その他

〔柱脚の設計の考え方〕

高層の鉄骨構造等，柱脚が下部の鉄骨鉄筋コンクリート構造に接合される場合は耐震性に影響

を与える問題は生じにくい。これに対し，比較的低層である場合は下部が鉄筋コンクリートであ

ることが多く，柱脚部が異種構造の接点となるため設計上の種々の問題はもとより施工上の問題

も生じやすい。しかも，この部分は応力伝達機構が複雑であり，明快な解析が困難であるため，

現状では力学的性伏が十分に把握されているとは言い難い。従って，ここでは，これまでの研究

成果に基づき，柱脚部の挙動の概要等について記し，設計上の参考のみに供することとしたい。

なお，終局耐力の評価，回転剛性の評価及び変形性能については，日本建築学会においていくつ

かの提案や報告がされている。
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第5章 鉄骨造の耐震計算

(1)柱脚の形式

柱脚は次のように分類できる。

露出型(アンカーボルトとベースプレートにより鉄筋コンクリート構造に接合されるもの）

根巻型(鉄骨柱が下部構造から立ち上げられた鉄筋コンクリート柱に包み込まれるもの）

埋込型(鉄骨柱が下部の鉄筋コンクリート構造に埋め込まれたもの）

これらのうち，露出型は固定柱脚又はピン柱脚として，根巻型及び埋込型は固定柱脚として設

計されるものである。ここで，固定柱脚とは曲げモーメントをも伝達させることを意図して設計

される柱脚をさす。

(2)露出型柱脚

① 力の伝達

ピン柱脚の場合，軸力はベースプレートを介し，せん断力は主としてベースプレートとコン

クリートの摩擦によって伝えられる。ブレースが接合されている柱などで柱脚が引張力を受け

る場合は，せん断力はアンカーボルトによって伝えられる。

この場合，アンカーボルトには引張力とせん断力が同時に作用していること，ボルトからコ

ンクリートへのせん断力の伝達はコンクリートの支圧によっていることに留意する必要があ

る。

固定柱脚の場合は，軸力及びせん断力の伝達はピン柱脚の場合と同様であり，曲げモーメン

トはベースプレートとアンカーボルトによって伝えられる。

② 設計上の留意点

変形はアンカーボルトの伸び又はベースプレートの曲げ変形によって生じる。

ピン柱脚として設計する場合はアンカーボルトの配置をなるべく柱の中心に近づけるように

し，やむを得ず柱の中心から離れる場合はアンカーボルトのねじ部破断の防止等の配慮を要す

る。

固定柱脚として設計する場合はベースプレートを厚くするか，または，リブプレートにより

補剛して十分な曲げ剛性と耐力を持たせ，アンカーボルトにも十分な耐力を持たせて柱材端部

で降伏させるのが最も望ましい｡アンカーボルトの耐力に十分な余裕を持たせられない場合は，

ボルトのねじ部で破断させずに軸部を降伏させるよう留意する。いずれの場合も，アンカーボ

ルトに引張力を導入しておくと初期剛性が高まることが知られている。角形鋼管柱等の場合で

ベースプレートをリブで補剛する場合は，柱材端部で局部変形が生じないよう留意する。

特に露出型柱脚では，ベースプレートとモルタルが密着している必要があるので，工法の選

択に注意するほか，ナットの戻りを防止するために二重ナットとする等の配慮を要する。

③ 復元力特性

柱材端部又はベースプレートが降伏する場合の復元力特性は完全弾塑性型となるが，アンカ

ーボルトが降伏する場合はスリップ型となる。なお，通常の多層ラーメン構造の場合で柱脚が

スリップ型の復元力特性となる場合は，完全弾塑性型の復元力を持つものとくらべ，第1層の

エネルギー吸収について若干不利であるといわれている。
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5 5その他

(3)根巻型柱脚

① 力の伝達

鉄骨柱と根巻鉄筋コンクリートとの間の力の伝達は，スタッドジベルによるとするものと，

根巻頂部及び脚部での支圧による（この場合は鉄骨とコンクリートとの付着力は考えない）と

するものの2通りの考え方がある。いずれの考え方による場合でも，根巻頂部には大きな力が

集中的に加わる。軸力はベースプレートから直接下部へ伝わると考えてよい。

② 設計上の留意点

柱としての降伏は，根巻直上の鉄骨部分に生じさせることが考えられるが，根巻が大きくな

り過ぎ現実的ではない。一般には，鉄筋コンクリートの曲げ降伏となるよう他の破壊が先行し
8）

ないよう留意する。この場合，根巻高さを柱径の2～3倍とする必要があるといわれており，

広幅H形鋼や角形鋼管等耐力の大きい柱の場合には大きい方の値をとる。この場合根巻断面も

必然的に大きくなる。

せん断補強筋は通常のもののほか，特に頂部での補強が重要である。また，鉄骨柱について

も局部座屈に対する配盧を要する。

設計の方法として，鉄骨柱脚にもアンカーボルトとベースプレートにより曲げモーメントの

一部を負担させることも考えられる。

③ 復元力特性

根巻主筋が引張降伏する場合の復元力特性は,鉄筋コンクリートばりのものと同様であるが，

根巻高さが小さいものでは，鉄筋の先端にフックを設けたものの方がエネルギー吸収量は大き

い。

(4)埋込型柱脚

① 力の伝達

鉄骨の曲げモーメントとせん断力はコンクリートに埋込まれた部分の上部と下部の支圧によ

り伝えられる。軸力は通常の工法では，ベースプレートから直接下部構造へ伝わると考えてよ

い。

② 設計上の留意点

埋込み深さを柱径の2倍前後（角形鋼管などではこれより大きめの値）とすると力がよく伝
9）

えられ，柱材端降伏とすることができるといわれている。

特に，角形鋼管など中空の柱では力の伝達に注意を要する。

③ 復元力特性

柱材端降伏の復元力特性は完全弾塑性型となる。また，柱材端に十分な耐力がある場合は，

基礎ばりが降伏することになり，いずれの場合も大きなエネルギー吸収能力を期待できる。

〔引用文献〕

1） 西山他｢鉄骨トラス構造骨組の構造特性係数について その1，その2，その3」日本建築学会

大会学術講演梗概集，昭和59年及び昭和60年

2）「既存鉄骨造建築物の耐震診断基準。耐震改修設計指針」日本建築防災協会編

3）「建築耐震設計における保有耐力と変形性能」日本建築学会編
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4）「中低層鉄骨建物の耐震設計法」鋼材倶楽部，中低層鋼構造骨組耐震性研究委員会編
5）「鋼構造塑性設計指針」日本建築学会編

6）「鋼構造設計規準」日本建築学会編

7）「新耐震設計法Q&A集」（増補改訂版）日本建築士事務所協会連合会, 1985年9月

8） 鈴木，中島他「鋼構造柱脚における根巻きコンクリート補強効果について 第1報及び第1I報」
日本建築学会大会学術講演梗概集，昭和51年

9）「鋼構造部門パネルディスカッション 鋼構造の固定柱脚」日本建築学会，建築雑誌1984年8月
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6.1耐腰設計の進め方

第6章 鉄筋コンクリート造の耐震計算

6．1耐震設計の進め方

（1）鉄筋コンクリート造建築物の設計ルートの種類

鉄筋コンクリート造建築物の設計ルートとしては，個々の建築物の耐震強度に見合った塑性変

形能力を持つように設計するルー,､回のほかに，高さ31m以下の建築物を対象としたものとし

て，ルート回を簡略化したルート厄二ｺ及び耐震強度の検討を中心とし,変形能力については構

造規定で補うルート回，ルート画及びルート国の合計5つの設計ルートがある。

建築物の設計にルート回を適用した場合,部材強度及び保有水平耐力の算定，さらに建築物の

変形性能の推定等のやや複雑な過程を必要とするが､ルート回は建築物の耐震性能を詳細に評価

した上での耐震設計であり、より理論的で，かつ経済的な建築物の設計が可能となる。

しかしながら，鉄筋コンクリート造は一般に中低層住宅など壁の多い建築物に用いられること

が多く，この種の建築物では，機能上必要なだけの柱や壁を設けることにより，中地震動や大地

震動に対する安全性（特に十分な耐震強度）が自ずと確保されていることが多い。このような建

築物については，鉛直部材の断面積に基づき耐震強度を略算的に検討することにより大地震動に

対する安全性の検討を省略してもよいことにとした。このような設計ルートがルート国，ルート

厄=丁'及びE三ｺである。

これに対し,構造全体がバランスのとれた明快な建築物の中には，保有水平耐力や靱性の検討

方法を簡略化しても,その耐震性能を十分確保し得るものもある。この種の建築物については，

部材単位ですぐれた塑性変形能力を持たせるための設計（靭性設計）を行うことにより，建築物

全体としての保有水平耐力や塑性変形能力の検討を省略してもよいことにした。この設計ルート

がルート厄=訓である。

このように建築物の規模，階数，部材の断面や配置等の諸元に基づき，適切な設計ルートを選

定することになるが,ルート回はどの建築物に適用してもよいのに対して，その他のルートを採

用するにはそれぞれ定められた条件を満たすことが必要となる。

鉄筋コンクリート造建築物の耐震設計ルートの種類を要約すると下記のようになる。

ルート回：強度型の設計。多くの耐力壁及び柱により十分な耐力を持つため，大きな靭性は必

要としない。剛性の偏在は許すが，許容応力度計算時にはねじれの補正を行う。

ルート回：剛性及び重量の偏在が上下，水平両方向とも少ないことを条件とし，以下の3つの

ルートがある。

E=I1:耐力が大きく，かつ，ややねばりのある建築物｡耐力壁が水平力の多くを負担する。

厄二百'：耐力が大きく，かつ，ねばりのある建築物。開口の大きな壁など耐力壁とはみなさ

れない壁及びそで壁の付いた柱が水平力の多くを負担する。
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第6章 鉄筋コンクリート造の耐露計算

厄＝引：各部材の靭性に期待する建築物。崩壊メカニズムを略算的に仮定して得られるせん

断力に対し十分なせん断補強を行い，ねばりに余裕を持たせる。

ルート回：架構形式や耐力壁の多寡等により必要な構造特性係数Dsを設定し，それに応じた

耐力及びねばりを持たせる設計法。
1）

(2)設計ルートの混用

一つの建築物に異なった設計ルートを適用する場合は以下による。

i)方向別には，異なったルートでよい。

ii)原則として，階ごとには異なったルートを適用できない。ルート区,回及び厄=引の

混用は好ましくない。きわめて特殊な例外として下記があげられる。この場合,壁の剛性評価，

せん断補強，柱との接合部の補強等に十分な配慮が必要である。

右図のようなピロテイ形式で，2階より上には十分な壁が

ある場合，1階の剛性率が0.6以下となり，ルート回となる
ツ/ソンソンことが多い。その場合は，2階から5階もルート回で行うこ
／／／ノ／

とになる。ただし，2階以上は壁が多いため，十分な耐力を ／／/／／
／ｿ／え/｜

有していることが多い｡そこで2階以上はルート回又はルー
4ユ △

卜画，ルート厄=画]により設計してよいと考えられる。

1階の剛性率が0.6以上となる場合には,ルート恒三ヨで行 図6. 1-1ピロテイ形式の建築物
えることになるが，剛性率算定のための各階剛性には，壁の剛性をどう評価したかが大きく影響

する。壁の剛性のとり方には種々の方法があり，危険側となる場合も考えられるため剛性率の算

定には十分な注意が必要である。この種の建築物（，階の剛性率が0.6以上のピロテイ形式の建築

物)では1階についてルート厄=引を適用し，2階以上についてはルート画又はルート厄=11,

厄＝百1を適用してよいと考えられる。この場合’階の柱については,柱頭,柱脚にヒンジが発生す

るものとして設計用せん断力を算定し，さらに，剛性率に応じて耐力を割増す意味で設計用せん

断力を割増して設計を行うなどの配慮が必要である。
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6.1耐震設計の進め方

|スタート’

階数≦1
延べ面積≦200 高さ> 60m高さり

、~

卜計構造計算不要卜 建設大臣が認める構造計算建築物の規模 同又 “
1旦

その他

’許容応力度計算による確認

No
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Yes

31 m<高さ≦60m
｢特定建築物」の指定の判定｢特定建築物」 の指定の判定
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20m <高さ≦31m
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層間変形角
層間変形角

層間変形
層間変形
層間変形角の確認
層間変形角≦1/200

の確認
≦1/200

剛性率,偏

剛性率
偏心率

剛性率,偏心率の確認

剛性率≧6/10
偏心率≦15/100

し､率の確認 No

6/10
15/100

Yes

“と騒造規気リ
の選択＞塑些型構造規定の選択

画一

保有水エ
確認

Q"≧Q
Q""==1

保有水平耐力の
確認

Q"≧Q脚”
Q""=Ds･ FLs･
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強度型(2)
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’

’
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FE~)r兀二卜回) r兀二 回）（ 画）（ﾙー ﾄ回）ルー}、
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｜

|

’
エ ン ド

※判断とは設計者の設計方針に基づく判断のことである。例えば，高さ31m以下の建築物であっ
ても，より詳細な検討を行う設計法であるルート回を選択する判断等のことを示している。

図6．1－2鉄筋コンクリート造建築物のフロー
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第6章 鉄筋コンクリート造の耐震計算

6.2ルート皿の計算

6．2．1規定の内容

告示昭55建告第1790号）（

五 鉄筋コンクリート造（若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物）又はこれらの構造を併

用する構造の建築物で次のイ及びロに該当するもの

イ 高さが20メートル以下であるもの

口 地上部分の各階の耐力壁並びに構造耐力上主要な部分である柱及び耐力壁以外の鉄筋コ

ンクリート造（又は鉄骨鉄筋コンクリート造）の壁（上端及び下端が構造耐力上主要な部

分に緊結されたものに限る｡）の水平断面積が次の式に適合するもの。（ただし，鉄骨鉄筋

コンクリート造の柱にあっては，同式中「7」とあるのは「10」とする｡）

225A"+ 27Ac≧ZWAf

この式において, A",,Ac,Z,〃及び小は，それぞれ次の数値を表すものとす

る。

A",当該階の耐力壁のうち計算しようとする方向に設けたものの水平断面積（単

位 平方センチメートル）

Ac当該階の構造耐力上主要な部分である柱の水平断面積及び耐力壁以外の鉄筋

コンクリート造（又は鉄骨鉄筋コンクリート造）の壁（上端及び下端が構造耐

力上主要な部分に緊結されたものに限る｡)のうち計算しようとする方向に設け

たものの水平断面積（単位 平方センチメートル）

Z 令第88条第1項に規定するZの数値

W 令第88条第1項の規定により地震力を計算する場合における当該階が支える

部分の固定荷重と積載荷重との和（令第86条第2項ただし書の規定によって特

定行政庁が指定する多雪区域においては，更に積雪荷重を加えるものとする｡）

（単位 キログラム）

仙 令第88条第1項に規定する当該階に係る釦の数値

本規定は，令第82条の2でいう特定建築物に該当しない鉄筋コンクリート造建築物における構

造計算について規定しているものである。

本規定は，高さが20m以下の比較的小規模で壁量及び柱量が多い建築物を対象とし，建築物の

耐力をごく大まかな略算により求め，耐力が耐震的に十分大きいことの確認を行う。本規定を満

たす建築物は令第82条の許容応力度計算を行えばよく，層間変形角の検討や保有水平耐力の検討

は必要としない。

6．2．2規定の背景

建築物の耐震安全性は，それらの持つ耐震強度とねばり強さの両者によって保証されることが

多いが，耐震強度が十分大きい場合には，ねばり強さにはあまり期待しなくてもよいことが知ら

れている。本規定は，耐震強度が十分大きいと考えられる建築物の耐震安全性を略算的に判別す

る手法を示したものであり，規定はおおむね次のような意味を持つ。

① 建築物を構成する鉛直部材の水平強度を理論解析や実験結果に基づく単位強度(式中の25，

7の値で，単位はkg/c㎡）から求め，それらの和を建築物の水平強度とする（式の左辺)。
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6.2ルート田の計算

② 耐震的に必要と考えられる所要強度を振動理論や震害結果の解析等に基づいて定める（式

の右辺)。

③ それらの比較により，耐震強度が十分であるか否かを判別する。

この式と1978年の宮城県沖地震による鉄筋コンクリート造建築物の被害度との関係をみると

図62－1のようになる。この図でみるように，曲線の右下側にはほとんど被害建築物がない。
25

Z25A" + Z7Ar = 1,000ZAﾉ(kg)

’
毅

20
l

×ランク11(中破)以上の被害
○無被害又は'膿微な被害／×

×

× ×
×

＞of×

（副自国Ｑ、酌些

15

蕊｡。
×

×

〉わ ×
Au,, Ac, W

: p.214の告示で示し

ている記号と同じ

缶：当該階が支える部分

の各階の床面積(mP)

急

ぐ
閥

≧十 10
し

司
問

○

、

／も｡ゞ5や○（
0

軸
○
○○

〕

や
。

O

cg｡ 8 W
5

ハ

0

50 100 150

皇坐L( cm2/m2 )
ZAJ

図6．2－11978年宮城県沖地震による鉄筋コンクリート造建築物の被害度
2》

（志賀博士による）と本規定との関係

6．2. 3 A",,Acの算定法

(1)耐力壁の断面積(A")のとり方

① 計算に算入する耐力壁は，令第78条の2第1項の規定を満たす構造でなければならない。

② AM'としては，柱，はりから成る架構の内に，一体として打設された壁の内法部分の水平断

面積をとる。

無開口の耐力賎

｜ ’
f

□＝三 劃国［

｜’ ＝
山 t" 16'1

科 Ar ==B×b+ B'×6′

AIl, = 0"､×f

二
塗
f

1

画に□｜ ’
16 1 l"～

At=B×b

Ax.= U"{×j

耐力壁の断面算定図6．2－2
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第6章 鉄筋コンクIノート造の耐震計算

③ 耐力壁に開口がある場合，その開口が次式を満たす程度の場合には，その壁面を耐力壁と

見なすことができるものとする。もちろんこの場合，必要な開口補強がなされていなければ

ならない。この場合AZ4,は開口部がある高さにおける水平断面積とする。

”"(丹等,今)≦‘‘ 耐力壁に開口がある場合
（必要な開口袖強がなされていること）

ここで, "oj開口部の高さ

‘｡：開口部の長さ

〃：壁板周辺のはり中心間の距離

〃『壁板周辺の柱中心間の距離

三
雲
一
二

１
‐
ｌ
‐
Ｔ

一鰯一
一

卜．哩一
ｌ
ｌ
ｌ
＋
１
１
柱
１
１
１
＋
ｌ

｜｜｜
｜｜’

ロ一一

：』.I畠
、 三
～

鞭
一区 ＝

＆…･Wor＝声I

1劃
Ar= j×( Q!!.－《$,)

図6．2－3開口壁の断面算定

④ 上記②及び③にかかわらず，長さが45cm以上で，かつ，そで壁の接する開口部の高さの30

％以上であるそで壁については，その水平断面積をA2"に算入してよい。

’’一

二
8妙≧45cm

かつ
0”≧03ﾉ,1，

付

｜’

｜ ’

咋
～

餅
A↑"＝l×4,｡

一《

図6．2－4そで壁付き柱のそで壁断面算定

⑤ 計算しようとする方向から水平面内で角度β傾いた架構の中に含まれる壁については，上

記②から④によって得られる値に対しては便宜的にCOS28を乗じた値をA",としてよい。
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6.2ルート田の計算

〆今 ノ
ト

ーf

〆

Lや
〆

／

＆"＝""×t×cos2 8く

／ 、8計算方向

図6．2－5計算方向と平行でない壁の断面算定

(2)柱の水平断面積(Ac)のとり方

① 計算に算入する構造耐力上主要な柱は,令第77条の規定を満たす構造でなければならない。

② 柱の水平断面積は仕上げの厚さを含まず，構造躯体そのものの水平断面積をとる。

③ 耐力壁の周辺柱や耐力壁の中に組み込まれて一体となっている柱についても，それらを柱

として扱う。

④ 斜柱の場合は，その中心軸に直角に測った断面積をとる。

⑤ 1本の柱の水平断面積が一つの階で高さにより異なる場合は，最小となる水平断面積をと

る。

⑥ 計算しようとする方向に平行でない架構の中に含まれる柱についても，上記①～⑤によっ

てよい。

(3)その他の壁について

(1)の③及び④に該当しない架構内のその他の壁部分及び架構外の厚さ10cm程度以上で，かつ，

長さ100cm程度以上の鉄筋コンクリート造の壁(いずれも上端及び下端が構造耐力上主要な部分に

緊結されたものに限る）の水平断面積は,Acに算入してもよい。

6．2．4部材の設計

本規定の適用を受ける建築物は，ねばり強さについては特に規定されていないが，ある程度の

ねばり強さの確保は必要である。このことから，本規定を適用する場合でも，応力計算等におい

ては，この点に十分留意して設計を行う必要がある｡例えば短柱等がある場合には，ゆとりのあ

るせん断補強を行うこととする。

柱及びはりについては，せん断設計用せん断力QDを下記のQD｣とQD2とのうちの小さい方の

値によるとよい。

QD,= QL+"･ QE

QD2 = Q｡+QJ,

ここで, QL:長期荷重によるせん断力。ただし，柱の場合には原則としてこれをOとして

よい

Qo：単純支持とした時の長期荷重によるせん断力。ただし，柱の場合には原則と

してこれをOとしてよい

QE:一次設計用地震力によるせん断力

”：15以上の値とするが，4階建て程度以下の建築物では2とするとよい

QJ,:当該柱又ははりの両端に曲げ降伏が生じた時のせん断力。ただしウ柱の場合
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第6章 鉄筋コンクリート造の耐震計算

には柱頭に接続するはりの曲げ降伏を考慮した値としてもよい

6.3ルート回の計算

6．3．1規定の内容

告示 昭55建告第1791号第3（ ）

第3 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物等に関する基準

鉄筋コンクリート造の建築物若しくは鉄筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築

物（又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とその他の構造と

を併用する建築物）については，次の各号に定める構造計算のうちいずれかを行うこと。ただ

し，実験によって耐力壁並びに構造耐力上主要な部分である柱及びはりが地震に対して十分な
じん

強度を有し又は十分な靱性をもつことが確かめられる場合においては，この限りでない。

一 各階の鉄筋コンクリー1､造（又は鉄骨鉄筋コンクリート造）の耐力壁，構造耐力上主要な

部分である柱及び耐力壁以外の壁（上端及び下端が構造耐力上主要な部分に緊結されたもの

に限る｡）の水平断面積が次の式に適合することを確かめること。（ただし，鉄骨鉄筋コンク

リート造の柱にあっては，同式中「7」とあるのは「10」とする｡）
225A "+ 274c≧Q75ZWA f

この式において, AM4,,Ac,Z, W及びAiは，それぞれ次の数値を表すものとする。

A妙当該階の耐力壁のうち計算しようとする方向に設けたものの水平断面積（単位

平方センチメートル）

Ac当該階の構造耐力上主要な部分である柱の水平断面積及び耐力壁以外の壁（上

端及び下端が構造耐力上主要な部分に緊結されたものに限る｡)のうち計算しよう

とする方向に設けたものの水平断面積（単位 平方センチメートル）

Z 令第88条第1項に規定するZの数値

〃 令第88条第1項の規定により地震力を計算する場合における当該階が支える部

分の固定荷重と積載荷重との和（令第86第2項ただし書の規定によって特定行政

庁が指定する多雪区域においては,更に積雪荷重を加えるものとする｡)(単位 キ

ログラム）

ル 令第88条第1項に規定する当該階に係るAfの数値

各階の鉄筋コンクリート造（又は鉄骨鉄筋コンクリート造）の耐力壁及び構造耐力上二 各階の鉄筋コンクリート造（又は鉄骨鉄筋コンクリート造）の耐力壁及び構造耐力上主要

な部分である柱の水平断面積が次の式に適合することを確かめること。（ただし，鉄骨鉄筋コ

ンクリート造の柱及びこれに緊結された耐力壁にあっては，「18」とあるのは「20」とする｡）

218A"+ Z]18Ac≧ZWAf

暮鶴蕊熱 篭農
三 構造耐力上主要な部分である鉄筋コンクリート造（又は鉄骨鉄筋コンクリート造）の柱及

びはりについて，それらの材端（柱にあっては，はりその他の横架材又は腰壁等に接着する

部分，はりにあっては，柱又は壁に接着する部分をいう｡)に生ずる曲げモーメントが，当該

部分に生じうるものとして計算した最大の曲げモーメントと等しくなる場合において，当該

柱又ははりにせん断破壊が生じないことを確かめること。

本規定は，剛性率及び偏心率の点で大きな問題のない鉄筋コンクリート造建築物を想定してお
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6.3ルート図の計算

り，第一号及び第二号は耐力壁及び柱等の所要量を，第三号は柱及びはりのせん断破壊に対する

所要強さをそれぞれ定めている。従って，この規定を満たす建築物は一定水準以上の耐力又はね

ばり強さを有することとなる。

なお，ルート回の規定の対象となる建築物は，令第82条の2の規定に基づき，層間変形角がそ

の制限値(p. 143)を超えないことを確かめねばならない。

6．3．2ルート区の計算

(1)規定の背景

本規定は，剛性率及び偏心率の点で大きな問題のない高さ31m以下の鉄筋コンクリート造の建

築物で，かつ耐力壁及び柱等の水平断面積が，ルート回の規定を満たすほど大きくはないが，そ

れでもかなり大きい建築物を対象とし，具体的にはいわゆる耐力壁の多い建築物を対象としたも

のである。これらの建築物については，耐力壁及び柱が，想定する地震に対して耐震強度のみで

抵抗できるほどには多くないため，それを補う意味で，ある程度のねばりを持たせることが必要

となる。

本規定は，このように建築物にある程度のねばりがあれば耐力上十分と考えられるのに必要な

耐力壁等の水平断面積の検討方法について記したものであり，おおむね次のような意味を持つ。

① ある程度のねばりが期待できる状態において，建築物を構成する各部材に期待できる水平

強度を，理論解析や実験結果に基づく単位強度(式中の25，7等の値で単位はkg/c㎡）に基づ

いて略算的に求め，それらの和を建築物の水平強度とする（式の左辺)。

② ある程度のねばりが期待できる建築物について，耐震的に必要と考えられる所要強度の限

界値を,振動理論や震害結果の解析等に基づいて定める(式の右辺)。なお，右辺の係数0.75

は，ある程度のねばりを与えること，剛性率及び偏心率の規制を行うこと等によって，低減

してもよい強度の低減率の目安（ほぼ構造特性係数に相当する）を示したものである。

この式(225A"+27Ac≧0.75Z"Ai)と1978年の宮城県沖地震による鉄筋コンクリート造

建築物の被害度との関係をみると図6．3－1（曲線a)のようになる。この図には，昭55建告

第1790号の式も曲線bとして併せて示した｡本告示では,曲線aの右下方にプロットされる建

築物を可としているわけであるが，この図にみるように曲線aと曲線bとの間には多くの被

害建築物が含まれている。本規定では，これらの建築物については，主として剛性率，偏心

率の制限と靱性の確保によって被害を少なくすることを前提としている。
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第6章 鉄筋コンクリート造の耐震計算
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図6．3－11978年宮城県沖地震による鉄筋コンクリート造建築物の被
2）

害度（志賀博士による）と本規定との関係

(2) A" , Acの算定法

① 耐力壁の断面積(A ")のとり方

A M"の算定は6. 2. 3(1)「耐力壁の断面積(A")のとり方」(p . 215)による。

② 柱の水平断面積(Ac)のとり方

Acの算定は6. 2. 3(2)「柱の水平断面積(Ac)のとり方」(p . 217)による。

③ その他の壁について

6．2．3(3)「その他の壁」(p､217)による。

(3)靱性の確保

各部材は，必要に応じて十分な靭性を持たせるよう留意すること。

i)柱及びはりの構造

① 設計用せん断力

設計用せん断力は，下記のQDⅢとQD2のうち小さい方の値による。

QD, = QL+"･ QE

QD2 = Q｡+QJ,

ここで, QL:長期荷重によるせん断力。ただし，柱の場合には原則としてOとしてよい

Q｡:単純支持とした時の長期荷重によるせん断力。ただし，柱の場合には原則と

してこれをOとしてよい

QE:一次設計用地震力によるせん断力

〃：一般に2とし，構造計算上無視した腰壁，たれ壁のついている柱では，〃/"。

と2のうちの大きい方の値とする（ここで，〃：階高，〃｡：開口部高さとす

る)。
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6 3ルート回の計算

QJ,:当該柱又ははりの両端に曲げ降伏が生じた時のせん断力。ただし，柱の場合

には，柱頭に接続するはりの曲げ降伏を考盧した値としてもよい

② 柱及びはりのせん断補強筋の算定には，日本建築学会編「鉄筋コンクリート構造計算規
3）

準。同解説」に記された短期許容せん断耐力式を用いる。

③ 柱のせん断補強筋比('")は，②項による計算結果が下記の数値を下回る場合には，下

記による。

a)計算上無視したそで壁のついている柱:'"≧0.4%

b)その他の柱:""≧0.3%

ii)耐力壁の構造

耐力壁の構造は下記によること。

① 耐力壁の設計用せん断力は，一次設計用地震力により耐力壁に生ずるせん断力の2倍以

上の値とする。

② 耐力壁のせん断補強筋の算定には短期許容せん断耐力式を用いる。ただし，せん断補強

筋比は0.4％以上とする。また，耐力壁の開口部補強筋の算定についても上記に準じること

とする。しかし，必要となる補強筋量は，コンクリートの打設に支障の生じることが推定

されるほど非常に多くなることが少なくない。このような場合には，補強筋量を適切な値

にとどめ，その代わりに許容耐力を低めに評価する等の配慮をする。

6．3．3ルート[百二訂の計算

(1)規定の背景

本規定は，剛性率及び偏心率の点で大きな問題のない高さ31m以下の鉄筋コンクリート造の建

築物で，かつ，そで壁のついた柱などの水平断面積がかなり大きい建築物を対象とする。具体的

には，大きな開口のついた壁や，柱についたそで壁等が多い建築物を対象としたものである。こ

れらの建築物については，耐力壁及び柱が想定する地震に対して耐震強度のみで抵抗できるほど

には多くないため，それを補うために，ある程度のねばりを持たせることが必要となる。

本規定は，このように建築物にある程度のねばりがあれば耐力上十分と考えられるのに必要な

耐力壁，そで壁付き柱等の水平断面積の検討方法について記したものである。

本規定の式国18A"+ 218Ac≧ZWJ4iの両辺に0.75を乗じた式213.5A" + 213.5A c≧075ZWn i

について説明すると，おおむね次のような意味を持つ。

①ある程度のねばりが期待できる状態において，建築物を構成するそで壁付き柱等の部材に

期待できる水平強度を，理論解析や実験結果に基づく単位強度（式中の13.5の値で単位は

kg/cm2)に基づいて略算的に求め，それらの和を建築物の水平強度とする（式の左辺)。

②ある程度のねばりが期待できる建築物について，耐震的に必要と考えられる所要強度の限

界値を，振動理論や震害結果の解析等に基づいて定める(式の右辺)。なお，右辺の係数0.75

は，ある程度のねばりを与えること，剛性率及び偏心率等の規制を行うこと等によって低減

してもよい強度の低減率の目安（ほぼ構造特性係数に相当する）を示したものである。

この告示の式(218A" + 218Ac≧Z"A f)と, 1978年の宮城県沖地震による鉄筋コンクリート造
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第6章 鉄筋コンクリート造の耐震計算

建築物の被害度との関係をみると，図63－2(直線a)のようになる。図には，昭55建告第1790

号の式も曲線bとして併せて示した｡本告示では,直線aの下方にプロットされた建築物を可とし

ているわけであるが，図6．3－2にみるように直線aと曲線bとの間には多くの被害建築物が含

まれている。本告示では，これらの建築物については，主として剛性率，偏心率の制限と靱性の

確保によって被害を少なくすることを前提としている。

25

止
Z18A"+ Z18Ac= 1,000菖町(kg)

b.Z25A" + Z7Ac= 1,0002A/( kg)

×
×
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示している記号と同じ

AJ：当該階が支える部分の各階
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曲線b.
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記号と同じ

AJ：当該階が支える部分の各階

の床面積(㎡）
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図6．3－21978年宮城県沖地震による鉄筋コンクリート造建築物
2）

の被害度（志賀博士による）と本規定との関係

(2) A" , Acの算定法

① 耐力壁の断面積(A")のとり方

A",の算定は6. 2. 3(1)「耐力壁の断面積(A")のとり方」(p215)による。

② 柱の水平断面積(Ac)のとり方

A･の算定は6．2．3(2)「柱の水平断面積(Ac)のとり方」(p. 217)による。

③ その他の壁について

A", Acに算入しない。

(3)靱性の確保

各部材は，必要に応じて十分な靭性を持たせるよう留意する。

鉄筋コンクリート造の柱，はり及び耐力壁の靱性の確保の考え方については，6．3 2(3)｢靭性

の確保」(p . 220)による。

ただし，そで壁付き柱は，実験結果によれば，強度は大きいものの脆性的な破壊を生じやすい

ので，次の点に留意して設計する。

① 柱部分の設計に当たっては，そで壁の存在を考慮した応力解析及び断面算定を行うほか，

部分的な破壊による性状の変化についても考慮すること。

② そで壁については厚さを15cm以上とするほか，壁配筋は複配筋とし，かつ，壁筋比を0.4%
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6.3ルート図の計算

以上とする。

6．3．4ルート国の計算

(1)規定の背景

本規定は，剛性率及び偏心率の点で大きな問題のない高さ31m以下の鉄筋コンクリート造建築

物で，耐力壁も含め比較的に単純明快な部材配置となっていて構造計算上考慮していない壁の少

ない建築物を対象としたものである。これらの建築物については，耐力壁等の量を特に規定して

いないため，大きな地震に対して十分なねばりがなければ安全な耐震性を期待することはむずか

しい。このため，柱，はり及び耐力壁をできるだけねばりのある構造とすることが必要となる。

本規定は略算的にではあるが，この種の建築物のねばり強さをできるだけ向上させるための設

計手法を示したものである。その概要は以下に示すとおりである。

① 柱及びはりについては，大地震動時に想定される応力を略算的に求め，その応力に対して

少し多めにせん断補強を行う。

② 耐力壁については，そのような応力の略算法として適切なものが未だ提案されていないた

め，一次設計用のせん断力を割増してせん断設計をするとともに，せん断補強筋比の下限値

も割増す。

また本規定では，この規定によって設計される建築物が持つべき耐力壁等の量を規定していな

いので，比較的に剛性分布のよい建築物なら，例えば剛節架構構造でも，適用してよいことにな

る。このように耐力壁の少ない構造の場合には，一次設計用地震力に対してぎりぎりの設計を行

うと，保有水平耐力の上でもあまりゆとりのない結果となることが考えられる。これを避けるた

めには，例えば次のような方法があげられる。すなわち，剛節架構構造に近い建築物では，はり

の一次設計用モーメントをフェイス（柱面）位置の値とはせず節点モーメントの値をそのまま用

いるとともに，柱の主筋量もややゆとりのある値とする。ただし，スパンの短いはり等で，せん

断力がかなり大きな値となる場合には，これによらなくてもよいであろう。

(2)靱性の確保

i)柱及びはりの曲げ耐力の計算方法等について

① 柱及びはりの曲げ耐力の計算は，日本建築学会等の関連文献に記された式，又は，ルート

回で示されている式等によってよい。この場合,コンクリート強度は設計基準強度とするが，

鋼材の強度は短期許容応力度と同一の数値とする。ただし, JIS規格品においてはその1.1倍

とすることができる。

② はりの曲げ強度の計算では，原則として上端降伏（逆ばりの場合は下端降伏）の時，スラ

ブ筋の効果として片側のスラブにつき，はり側面から1m程度の範囲内のスラブ筋をはりの

引張鉄筋に加算して考慮する。

ただし，スラブの下端筋については，直交するはり等への通常のアンカー長さ(10〃かつ15
1）

cm以上）を有する場合にのみ考慮する。

③ 柱の曲げ強度の計算には，原則として引張鉄筋以外の主筋も考慮する。また，軸力として

は，一般に内柱の計算では一次設計用の軸力（ただし，水平力による軸力は圧縮の方を採用
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第6章 鉄筋コンクリート造の耐震計算

する）としてよいが，外柱にあっては，各階のはりの降伏時せん断力の和から求まる値又は，

一次設計用地震力による軸力の2倍の値を長期軸力に加算した値とする。

柱及びはりの設計用せん断力を求める場合には下記による。

柱のせん断設計用せん断力Qpcは，原則として柱頭，柱脚における横架材との縁部におい

て柱が曲げ耐力に達した時のせん断力Q豚cより算出する（図6. 3-3 (a))。

ただし,略算的に降伏メカニズムの検討を行った場合は(図6 3-3 (b) (c)) ,柱頭の横架材

との縁部において柱が曲げ耐力に達し柱脚部ではりが曲げ耐力に達した時のせん断力,又は，

柱頭部ではりが曲げ耐力に達し柱脚の横架材との縁部において柱が曲げ耐力に達した時のせ

ん断力をQ鯉cの代わりに用いてよい。

ii)

①

弓『一 三一 一c－ －c吟zはり

／柱

一一 一一 一一一く＜ﾋﾝｼ
(a) (b) (c) (d)

図6．3－3ヒンジ発生位置

なお，略算的に求める降伏メカニズムが図6. 3-3 (d)に示したように柱頭，柱脚ともはり

降伏となる場合，この時のせん断力は原則としてQ鯉cの代わりには用いないものとする。こ

のことは，ルート画の設計の考え方が，保有水平耐力の検討はしない代わりに，それを

補う意味で設計用せん断力を大きめにとること等によってすぐれた塑性変形能力の確保をす

るという考え方であることによるものである。

柱のせん断設計用せん断力は，上記に掲げるとおりであるが，次式を基本とするとよい。
QDc = Q｡+"･Q"

ここで, Q｡:単純支持とした時の長期荷重によるせん断力。ただし，柱の場合には原

則としてOとしてよい。

Q暇：構造が水平力の作用によってメカニズムに達する時のせん断力で上記の

Q塑cをQMの代わりに用いる。

邦：せん断設計用の割増し係数で1.1以上の値とする。

ただし,Q〃及びQ迦cの算出に用いる曲げ強度の計算及び関連する注意事項に関し

ては，ルート回の項によるとよい。

上記で求めた設計用せん断力に対して，柱の設計を行う場合には，十分ゆとりを確保すべ

きものとし，その計算は，適切な算定式を用いるものとする。

は･りの設計用せん断力QDGは，原則として構造耐力上有効な鉛直材との縁部においてはり

両端部が曲げ耐力に達する時のせん断力(Q"g)より算出する。なお，その算出法は上記の柱

のせん断設計用せん断力の算出法に準ずるものとする。

柱及びはりの構造

鉄筋コンクリート造の柱及びはりのせん断補強筋の算定は次式による。

②

iii )

①

空4



6.3ルート回の計算

Qs,IL≧QDc , Qsy,L≧QDG
3）

ここで, QsMIL:日本建築学会の規準に定められた短期許容せん断耐力式等による。

QDc :柱のせん断設計用せん断力

QDG :はりのせん断設計用せん断力

ただし，柱のせん断補強筋比は0.3％以上とする｡

この計算方法では，建築物全体としての崩壊メカニズムは求めなくてもよいことになって

いるが，柱及びはりについては一応曲げ終局状態を略算的に計算し，その応力状態に対して

せん断補強筋の計算をすることにしている。

しかしながら，特に柱については，曲げ耐力に対して軸力の影響が大きいことが明らかに

されているにもかかわらず，この計算方法では，本項の解説に記すように外柱を除き大地震

時における軸力の変動を正確には考慮しなくてもよいことになる。このために，ここでは，

このような略算に対する安全対策として，一般の柱に対する最小せん断補強筋比を通常の制

限値の1.5倍である0.3%としている。なお，柱頭，柱脚部分を除く部分については，最小せ

ん断補強筋比を0.2％としてよい。

また，耐力壁周囲の柱にもこの規定は適用する。

② 軸力の大きな柱は一般に脆性的な破壊を生じやすいので，このような設計法による場合，

外柱について6. 3. 4(2)i )のような方法で求めた軸力と長期軸力とを加算した値による柱軸

方向応力度が，コンクリート設計基準強度の0.35倍以下の値となるように設計しなければな

らない。

③ 柱の代表的な脆性破壊形式としてせん断破壊のほかに，付着破壊があげられるが，この破

壊は一般に引張鉄筋比の大きな部材ほど生じやすい。特に異形鉄筋を主筋として用いた場合

には，1列に多数の鉄筋を並べると，かぶり部分がこわれるような破壊を生じ，付着応力度

の点からの検討だけでは十分ではない。詳細な検討をしない場合は，鉄筋コンクリート造の

柱の場合，引張鉄筋比を0.8%程度以下とすることを推奨する。

iv)耐力壁の構造

① 耐力壁のせん断設計用せん断力は，一次設計用地震力により耐力壁に生ずるせん断力の2

倍以上の値とする。

② 耐力壁のせん断補強筋の算定には短期許容せん断耐力式を用いる。ただし，せん断補強筋

比は0.4%以上とする。

上記の各事項についての論拠や具体的な方法は下記のとおりである。

耐力壁の大地震動に対する効果は，境界ばりや直交ばりの有無とその耐力及び地盤やくい

の耐力等によって非常に大きな範囲にわたって変動する。このような状態を明らかにするに

は，その保有水平耐力の計算を詳細に行うことが必要であるが，その略算法については有効

な方法が明らかにされていない。しかしながら，一般に耐力壁の多い建築物ほど震害は少な

く保有水平耐力が大きいとされており，この場合，特に耐力壁の耐力が建築物の耐力のうち

のかなりの部分を占めることが多くの解析例から明らかにされている。このため，ここでは，

ごく控えめな値として一次設計用のせん断力を2倍にして計算する。なお，このせん断設計
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第6章 鉄筋コンクリート造の耐震計算

用せん断力は耐力壁のせん断設計にのみ用いればよい。

耐力壁のせん断設計は下記による。

QsAL≧〃･ QDII,
3）

ここで, Qs":日本建築学会の規準に定められた短期せん断許容耐力による。

〃：2とする。

QDII, :一次設計用地震力により耐力壁に生ずるせん断力

耐力壁の大地震動時における作用せん断力は,前記Qowの値を大幅に上回る可能性がある

ことに加え,QDw自体についても耐力壁のせん断力分担率の計算仮定によっては非常に大き

くバラックことが考えられる。これらのことから，安全対策として0.4％以上のせん断補強筋

比を用いることとしている。

v)その他の留意事項

その他の部材についても，必要に応じて十分な靭性を有するよう留意する必要がある。

6.4ルート回の計算

6．4．1規定の内容

》《溌慧 第8諜釣蕊

（保有水平耐力）

第82条の4 第81条第1項の規定によって特定建築物で高さが31メーl､ルを超えるものの構造計

算をするに当たっては，第82条及び第82条の2の規定によるほか，特定建築物の地上部分につ

いて，次の各号に定めるところによらなければならない。

一 第4款に規定する材料強度によって各階の水平力に対する耐力（以下この条において「保

有水平耐力」という｡）を計算すること。

二 地震力に対する各階の必要保有水平耐力を次の式によって計算すること。

Q浬〃= Ds"sQ"

この式において, Q"", Ds, Fbs及びQ"は，それぞれ次の数値を表すものとする。

Q迦施 各階の必要保有水平耐力（単位 トン）

Ds 各階の構造特性を表すものとして，特定建築物の振動に関する減衰性及び各階
じん

の靭性を考慮して建設大臣が定める方法により算出した数値

歴s 各階の形状特性を表すものとして，各階の剛性率及び偏心率に応じて建設大臣

が定める方法により算出した数値

Q幽。 地震力によって各階に生ずる水平力（単位 トン）
ノ

三 第一号の規定によって計算した保有水平耐力が，前号の規定によって計算した必要保有水

平耐力以上であることを確かめること。

〔関連告示等〕

ここで,Dsは昭55建告第1792号(Ds及び良sを算出する方法）第1 (p.239), Fbsは同告示第

2 (p . 160)による。Q迦dは令第88条第1項(p.85)及び第3項(p.104)による。

ルート回は,構造計算によって建築物の保有水平耐力を検討することにより大地震動時の安全
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6.4ルート回の計算

性を確認するものである。また，第4章 「構造計算の方法｣でも述べた如く，高さ60m以下の建

築物においては，その高さには関係なくルート回の構造計算によることができる。

ルート回は，

① 建築物の平面的な剛性の偏りの程度や立面的な剛性のバランスの程度

② 構成部材であるはり，柱及び耐力壁の強度や変形能力

③ 各鉛直部材の水平力の分担率

に応じて，その建築物に要求される必要保有水平耐力を建築物自身の保有水平耐力が上回ってい

ることを確認する構造計算の方法である。

これを許容応力度の計算後の過程で示すと，層間変形角の検討，偏心率及び剛性率より形状係

数良sを決め，目標のDsに基づき柱及びはりの曲げ終局強度の算定とせん断強度の検討を行う。

耐力壁については，曲げ及びせん断強度に加えて，回転についても検討する。なお,Dsを小さく

設定する場合には，曲げ終局強度に達した後も降伏ヒンジの位置は変わらず，せん断強度はこの

状態を維持できるよう十分余裕を持たせておく必要がある。次に，架構の崩壊メカニズムの決定

と，部材の種別より種別群と,保有水平耐力における耐力壁の分担率β型を求めDsの確認を行う。

C｡= 1.0とした時の地震力により生ずる水平力Q逆｡を算出し，さらに必要保有水平耐力Q座"を算出

して,建築物の保有水平耐力Q灘がこのQ迦"を上回ることを確認する。これをフローチャートで示

すと図6．4－lのようになる。ルート回では、各部材ごとに脆性部材の有無や，さらに崩壊メカ

ニズムを求め，それが全体崩壊形，部分崩壊形，あるいは局部崩壊形なのかの確認をして，また，

その時の変形量が定量的に明確にとらえられないとしても保有水平耐力がどの程度あるのかの確

認ができることが大きな特徴である。
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耐力Q!の算定＊'及び部材種別及び種別群と耐力壁

の分担率βl‘の算定

＊1 図6.4-2,図6.4-3参照7

I

’’ 8． 瓜の確認＊2 ＊2 図6.4-11参照

I

9. G,=1.0の時の設計用せん断力Q"!Iの算定

I

10 必要保有水平耐力Ql"=Dw･ R,s･ Q!Mの決定

↓

保有水平耐力Q雌が必要保有水平耐力Q""を上回る

11．ことの確認

図6．4－1ルート回の許容応力度計算後のフロー概要

6.4.2保有水平耐力

〔計算方法〕

鉄筋コンクリート造建築物の保有水平耐力の計算方法については，鉄筋コンクリート造建築物の保有水平耐力の計算方法については，他の構造による建築物の場

合と同様付－1｢保有水平耐力の計算方法」(p. 310)に示すように種々のものがあるが，脆性的な

破壊をする部材がない建築物の場合，又はあってもその影響が少ない建築物の場合については，
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6.4ルート回の計算

極限解析法及び増分解析法等が精算に近い方法である。ただし，この場合にも，計算に際して水

平外力の分布は仮定しなければならない。また，同様な場合についての略算的な方法に節点振り

分け法等がある。

これに対し，脆性的な破壊をする部材があって，その影響が大きい場合についての保有水平耐

力の計算方法については，必ずしも定説がない。このため，適切と考えられる仮定を設けて上記

の方法や仮想仕事の原理を用いた略算法等いずれかを準用することになろう。

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

1-1 はりの終局曲げモーメンl､（フェイス)の計算

↓
1-2． はりの両端降伏時せん断力の計算

１
１
１
古
エ

、
〆

Ｔ
Ｉ
Ｉ
上
■
■
坐

“
Ⅳ

Ｔ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
由
口
冬

時
〆

Ｔ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
間
工

恥
Ⅱ
ノ
ケ
の

Ｔ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
Ｕ
毛

」
」

Ｔ
Ｉ
Ｉ
１
口
７

2-1 柱の終局曲げモーメント（フェイス)の計算

2-2 柱の両端降伏時せん断力の計算

3． 柱・はりの節点モーメントの計算

１
１
１

4 源縛蕊鐸罪綿ｼ蕪-ﾒﾝﾄの和及

5 両者の比較による噸性ヒンジ位置の決定

‘驚彰灌麸:躍材へのﾓｰﾒﾝﾄの分割

↓

7 報諜革,綿翰'§殖けるせん断力の和とし

図6．4－2鉄筋コンクリート造剛節架構部分の保有水平耐力の計算フロー

（節点振り分け法）
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第6章 鉄筋コンクiノート造の耐震計算

1

1

1

1． 有効な直交ばl)の確認

I

’
境界ぱI)及び直交ばl)の耐力畷に対する拘束応力

2．の計算

１
－

1
1

3． せん断耐力の計算

作用外力による仕事の計算

4･ (111げ降伏形及び基礎浮き上がI)形）

’
１
１
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
１
口
Ｖ
一

ふ
い
Ｌ

〒
０
１
１
１
１
０
１
１
０
と
ロ
日

|

’
｜

’ 5 壁部の曲げ耐力と内部応力による仕事の計算

薙礎底面における浮き上が')抵抗モーメントと内
6．

部応力による仕事の計算

I

外力の仕事と内力の仕事とを等置して的げ降伏形

及び基礎浮き上がl)形の崩壊メカニズムに相当す

る外力を求める

7

I

2つの崩壊メカニズム時の外力のうち 小さい方

をとり，それらの外力による|m1カ噸のせん断力を

保有水平耐力とする

8

図6．4－3鉄筋コンクリート造耐力壁の曲げ及び回転耐力の計算フロー

6．4．3部材の終局耐力

(1)部材の終局耐力算定の基本事項

i)部材の終局耐力の計算と材料強度

建築物の保有水平耐力は，柱，はり，耐力壁等の部材及びそれらの接合部の終局強度に基

づいて計算することになる。この場合の材料強度としては次のような値を用いる（原則とし

て，令第3章第8節第4款による)。

① コンクリートは設計基準強度

② 鋼材については短期許容応力度と同一の数値｡ただしJIS規格品にあってはその1.1倍

とすることができる

③ くい及び地盤については極限支持力（度）

ii)部材の終局耐力と影響因子

柱，はり，耐力壁及びそれらの接合部等における諸強度についての計算式は，次項に記さ
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6.4ルート回の計算

れた終局強度を表す式を用いればよい。また，これらの計算のうち，特に部材の曲げ強度に

関連して，下記の諸項目について略算的な取扱いをした場合においては，せん断設計等所要

のねばりを与えるための細部の設計において，その影響を考慮しなければならない。

① 鉄筋の実降伏点強度の上昇･………………･….………の,×l.1

② スラブ筋のはりの曲げ強度に対する効果……………片側はり側面から1m程度以内の

スラブ筋

③ 計算上の曲げ主筋以外の軸方向筋の効果………….・・多段配筋

④ 曲げ強度に対する軸力の効果……………………"….メカニズム時の軸力

⑤ 耐力壁の耐力に対する耐力壁周辺部材の効果…･…･･境界ばり及び直交ばりの拘束効果

くい周辺摩擦，くい支持力

⑥ そで壁付き柱…･………･…………………･……．.…….そで壁付き柱の耐力

⑦ 腰壁.たれ壁付きはり………･･･………………………腰壁．たれ壁付きはりの耐力

⑧ 付着に関する挙動…………･…………･………．．…･…付着割裂防止に対する判別式

(2)部材強度の算定式

各構造による柱,はり及び耐力壁等の部材についての曲げ強度やせん断強度の算定式としては，

種々の実用的な式が提案されている。しかしながら，曲げ強度式のように理論式に近いものから，

せん断強度式のように実験結果をまとめたものまで種々あるので，適用性等について関連する資

料を参考の上，適切な式を採用することが必要である。

以下に各規準等で提案されている算定式の一部を紹介しておく。
4）

i)はりの強度の算定式

① 曲げ強度

曲げ強度は下記の（6－1）式が理論値に近く，また適合性もよい。なお，実際の計算で

は，引張鉄筋として原則として上端降伏（逆ばりのときは下端降伏）の時，スラブ筋の効果

として片側スラブにつき，はり側面から1m程度の範囲のスラブ筋を考盧に入れる。

ただし，スラブの下端筋については，直交するはり等への通常のアンカー長さ(10"かつ'5

cm以上）を有する場合にのみ考慮する。

〃幽=09"'･dy･d (kgocm) (6-1)

ここで，

αf：引張鉄筋断面積(cnf)

の：引張鉄筋の材料強度(kg/c㎡）

α：はり有効せい(cm)

② せん断強度

はりのせん断強度の推定式としては（6－2）式がある。この式は，部材の有効せいが32

cm以上のものに対する平均的な値を表すものであるが，下限に近い値を表すには下式の係数

0.068（原式は0 . 0679であるが，ここでは0.068とまるめた）を0.053とすればよいとされてい

る。
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第6章 鉄筋コンクリート造の耐震計算

"" ､ 0"8"'》輔i:) '2""志一雨}か′(kg) (6-2)
ここで，

’f：引張鉄筋比（％）

良：コンクリートの圧縮に対する材料強度(kg/c㎡）

"Q:耐力を算定する断面のモーメントとせん断力の比

，”：せん断補強筋比

ぴ”：せん断補強筋の材料強度(kg/c㎡）

6：はり幅(cm)

ノ:応力中心間距離で舌'としてよい(cm)
上式は長方形断面ばりの実験式であり，この式による計算値と実験値とを比較すると，集

中荷重を受ける単純ばりの場合にはかなり安全側の値となるのに対して，通常の建築物のは

りが地震を受ける時のような応力状態に対しては必ずしも安全側の値とはならない傾向を持

つが，実用式として使用できる。

最近の実験研究によれば，スラブのついたT形ばりのせん断強度については次のような結

果が得られている。すなわち,T形ばりのせん断強度を安全側に表す式としては, (6-2)

式の係数0.068の代わりに0.053を用いた式に対し，スラブの効果を考慮して，見掛け上はり

幅6を割増した6e(ただし6e≦1.26)を6の代わりに用い，さらに，伽及び，‘の代わりに6e

を用いて算出した，"e及びかeを用いるというものである。

なお，この考え方は日本建築センター編「中高層壁式ラーメン鉄筋コンクリート造設計施
5）

工指針。同解説」に取り入れられている。
4）

ii)柱の強度の算定式

① 曲げ強度

長方形断面で，引張側及び圧縮側に各1段の主筋をもつ柱の曲げ強度の算定式としては次

式がある。

"”α〆≧Ⅳ>0.46･ D ･凡の時，

脳"={08α‘ のり+0｣2かD2 凡}｣皿嚇船艮) (') (6-3a)
0．46･ D．凡≧Ⅳ>0の時，

ｍ
、
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( 6-3b)

( 6-3c)
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6.4ルート回の計算

αf：引張鉄筋断面積(cm2)

"g:柱鉄筋全断面積(c㎡）

6：柱断面幅(cm)

D:柱断面せい(cm)

の：鉄筋の引張りに対する材料強度(kg/c㎡）

良：コンクリートの圧縮に対する材料強度(kg/cnf)

なお，長方形柱には，その4辺に多数の鉄筋が配筋されることが多い。その場合の多段配

筋柱の略算式として下式がある。

Nmax≧Ⅳ＞Ⅳbの時，

"" = {05@o U- D+0024 (1+g,) (36-g,) " Do " (撫三諾)(k9.cm)
( 6-3d)

N6≧Ⅳ≧0の時，

必=‘5α‘ の g, ･ D+0.5"の(1-か芸屍） (kg．cm) ( 6-3e)

O>N≧N",mの時，

〃型= 0.5"g ･の･g,･D+0.5JV･9,･D 1

1 ｛‘-”ここで，Ⅳ加αx= 6･D･R+zzg･の(kg．cm)

jV6 = 0.22(1+g,)6 ･ D ･ E, (k9．cm)

1N漉加＝一αg・の(k9．cm)

αgは柱の全鉄筋の断面積の和,9'は柱の断面の両半分にそれぞれ含まれる鉄筋群(断面積

"g/ 2)の重心間の距難のDに対する比である。ここでαg=2"2, 9,=0.8とすると, (6-3

d)～(6-3f)式は(6-3a)～(6-3c)式と一致する。

なお，円形断面柱の曲げ強度の算定は等断面積の正方形柱に置換し，主筋とフープを図6．

4－4のように断面積及び主筋数をそれぞれ等しく，かつ，各辺の主筋数が同一となるように

置き換えて，各式を適用すればよい。

ｎｎ

コ
○

つ
③

ｃ
ｃ

Ｃ
⑥、

－

図6．4－4円形断面柱の取扱い

② せん断強度

日本建築学会編「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」による許容耐力式のほか，柱

のせん断終局強度に関する提案式として下記のものがある。

Qszz = BQs"+0.1び｡･6･j(kg) (6-4a)

Qsu = (0.9-卜の/250) BQs" ( 6 - 4b)
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第6章 鉄筋コンクリート造の耐震計算

ここに，

BQs": (6-2)式によるはりのせん断強度の計算値(kg)

び｡：平均軸方向応力度=JV/(6･ D) (kg/c㎡）
4）

iii )耐力壁の強度の算定式

① 曲げ強度

I形断面や長方形断面の耐力壁の曲げ強度の略算式としては下記の式がある。

鵬"=09‘‘ のり+04" ｡", D+05iV D (1-F券艮)(kg｡cm) (6-5a)
〃翅,哩＝α‘・の･ ""+0.5""･ o"y･ ""+05"･ '" (kg．cm) (6-5b)

ここで，

α‘：引張側柱の主筋全断面積(cnf)

の：引張側柱の主筋の材料強度(kg/c㎡）

α”：耐力壁の縦筋の断面積で，耐力壁の中間に柱がある場合にはその主筋断面積も含

める(C'DW)

ぴ""：耐力壁の縦筋の材料強度(kg/cnf)

D:耐力壁の全長(cm)

B:耐力壁の圧縮側外縁の幅で，圧縮側外縁に柱がある時はその柱幅(cm)

"": I形断面耐力壁の場合の両側柱中心間距離。長方形断面の場合は0.9Dとする。

上記の2つの式については，いずれも実際の耐力壁では，作用軸方向Nがあまり大きくな

いことを考盧して，特にⅣの適用範囲は明記されていない。算定値と実験値とはおおむね20

％以内の差となり，比較的よく一致する。また，両方ともDが6mくらい以下では大差ない

結果となろう。しかしながら，耐力壁が2スパン以上の場合には(6-5b)の式の方が大き

な値を与えるが，その値を用いてよい。

② せん断強度

耐力壁のせん断強度の略算式としては下記の式がある。

Q…={蛎箔雫驍器+2.7､/5Zrﾃ瓦扇+0'｡b} '.ツ(kg) (6-6a)

Q"." = {0縦泌附柵) +2.7,/5而両示+01o.} 6｡ J (kg) ( 6 - 6b)
ここで

6e: I形断面を長さと断面積とが等しい等価長方形断面に置き換えた時の厚さ(cm)

長方形断面壁の場合には厚さそのままの値(cm)

D:耐力壁の全長(cm)

ノ：7/8×" (cm)

,2e :等価引張鉄筋比(%) = 100"f/ (6e ･ d), ":はI形断面の場合は引張側柱内の主筋，

長方形断面の場合は端部の曲げ補強筋の断面積

":I形断面の場合D-Dc/ 2 (D｡は圧縮側柱のせい),長方形断面の場合は0 95D (cm)

力m"A: 6eを厚さと考えた場合の水平せん断補強筋比（小数）
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6.4ルート回の計算

ぴ"ん：水平せん断補強筋の材料強度(kg/c㎡）

ぴ｡：全断面積に対する平均軸方向応力度(kg/cr）

ただし, (6-6b)式では, "(Q･D)が1未満の時は1とし,3を超える時は3とする。

上の2つの式のうち, (6-6a)式は壁のせん断強度についての実験値を平均的にまるめたも

のであるのに対して, (6-6b)式はそれを安全側にまるめたものである。
4）

iv)異形断面部材の強度の算定式

腰壁。たれ壁付きはり及びそで壁付き柱の強度の算定式を以下に示す。これらは日本建築学
4）

会編「保有耐力と変形性能」より抜粋した式である。これらの式は式の簡略化や実験資料の不

足等により，長方形断面のはり・柱の強度式とくらべてやや精度が劣るため，その使用法につ

いては前述の文献等を参照するとよい。

① 腰壁。たれ壁付きはりの曲げ強度

次式は引張側のはり筋と壁筋を引張鉄筋として扱い，圧縮側の鉄筋はすべて無視した場合

の曲げ強度略算式である。

〃幽== "2eの(d9-0.5"") (kgocm) (6-7)

ただし,"｡=‘‘+国‘‘‘(筈),かつ，

α"≦(085%/｡,) -z,&' (=)
兀施= "fedy/ (085既＃）

･聖 ‘‘苑〃b＝＝

張 側）

「
己

I

縮 M1）

グ凹化 ｰLビンノノ 、v，曹曹壬 しレノ

L"」

m-"' 図6. 4-5腰壁。たれ壁付きはり苑刀6＝＝
cEB + sEJ,

ここで，α‘，αZ'：図6．4－5参照

の, dy':はり主筋及び引張側壁筋の降伏点強度(kg/cnf)

良：コンクリート圧縮強度(kg/c㎡）

t:圧縮側の壁厚（圧縮側に壁がない場合には/=b) (cm)

de:引張鉄筋群の重心から圧縮縁までの距離（図64－5参照) (cm)

cEB :コンクリートの圧縮強度時のひずみ（小数）

sEJ,:はり主筋の降伏点強度時のひずみ（〃Eとしてよい)(小数）

② そで壁付き柱の曲げ強度

次式は，そで壁付き柱の断面を長方形断面に置換し，柱の引張側主筋のみを考慮した曲げ

強度略算式である。

”"=("÷β) " o"5ND {1+28-Zg､1+\)1 (kg｡cm)
ここで，αｫ：柱の引張主筋断面積(c㎡）

の：引張主筋の降伏点強度(kg/c㎡）

D:柱せい（図6. 4-6参照) (cm)

β：圧縮側そで壁の張出し長さ比（図6．4－6参照）（小数）

6e:置換長方形断面の幅（図6. 4-6参照) (cm)

(6－8）
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コンクリート圧縮強度(kg/c㎡）

軸方向力(kg)

「－－de､

凡
Ⅳ

罫
(引

破線は.断面積と全せい
が原断面と等価な設換
長方形断面

L－p－卜β,、

図6．4－6そで壁付き柱

③ 腰壁。たれ壁付きはり及びそで壁付き柱のせん断強度

次式は，壁付き部材のせん断強度を長方形断面材のせん断強度式と類似な形で表したもの

である。

Q｡" ､'擬鮒即描) +2.7､/瓦扇扇}"｡+01" (kg) (6-9)
ここで, 0.5≦〃( Q"e)≦2(ただし〃(QdC) <0.5の時0.5の値とする）

”｡=，"(妾)+，．(犬)(小数）
ぴ”：せん断補強筋の降伏点強度(kg/c㎡）

ん= =d､cm)
ps=壁の横筋比（小数）

,2 = 100"@/(6D) (%)

他の記号は，（6－2)，（6－7)，（6－8)式で

用いるものと同じ。
4）

v)柱の付着割裂破壊の検討

鉄筋コンクリート造柱に異形鉄筋を使用した場合の付着割

裂破壊防止の判定式を示す（日本建築学会編「保有耐力と変

形性能｣より)。なお，この判定式は，柱頭及び柱脚に曲げ降

伏ヒンジが生じた状態で多数回にわたり大きな繰り返し水平

変形を加えた柱の実験より得られたものであり，付着割裂破

壊の判定式としてはかなり安全側の判定式となっている。

隼≦庵､/FFY("-'") (6-10a)
ここで，‘：引張主筋の公称径(cm)

djj:引張主筋の降伏点(kg/cnf)

〃：引張主筋本数(6/72 > 2,/Z",の時は〃=2)

Y:割裂線長(cm)

，={蝋‘_‘}"…“
6/"≦2,/Zd'

6：部材幅(cm)

、
1

‘‘｣－帳"－
－－－一α一一一一」

遼 〆睦型 &劃三

世‘当世‘当
y=6-nd y=2(2J~rd'-d)

A＝0.6

回
A＝0．7

口
ルー0．77

四回
図6．4－7付着割裂破壊の検討
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〃‘：引張筋の中心からコンクリート表面までの距離(cm)

α：シヤースパン〃Q (cm)

凡：コンクリート圧縮強度(kg/cnf)

2伽：鉄筋の付着そう失長さで0.5(" ( QD))"とする。ただし, 1.5≦"7 (QD)≦3.0

(cm)

朧 鶏帯筋…"た：

なお, "(QD)が3以上の柱及び丸鋼の場合は付着割裂破壊の検討を必要としない。

コンクリート強度に対して相対的に高い強度の主筋を用いたり，部材寸法に対して細径鉄筋

を数多く配筋すると(6- 10a)式が満たされなくなり，曲げ補強筋として配筋できる量が限定

されることになる。そこで, (6-10a)式を限界鉄筋比かB･を表す( 6-10b)式に変形する。

柱の引張鉄筋比血がこのpZBoを上回ると付着割裂を生じやすいとし,付着割裂を防止するため

には,2がかβ･以下になるように配筋するものとしている。

1
(6-10b)

'"｡~ :(*)H"(号）
ここで，α･＝（α－4" )/D

(3)架構の耐力

i)崩壊メカニズムを形成する時の鉄筋コンクリート造架構の耐力

① 脆性的な破壊をする部材を持たない場合の架構の耐力

脆性部材を含まない建築物を対象とする場合の崩壊形は，図6．4－8の(a),(b), (c), (d)及

Ur(1)のように，構造物全体, または，ある階全体が不安定機構を形成するものである。

図6. 4-9 (a)に示すような架構で,A,B及びCの鉛直部材すべてが脆性部材でない場合，

構造物に作用する水平力Pと水平変形8との関係を概念的に表せば,図6 4-9 (b)のよう

になる。そして，ここでいう保有水平耐力とは，一番最後に部材Aが降伏した後の状態に

おける縦軸の値を意味し,A, B, C3つの鉛直部材の耐力の単純和となる。

② 脆性的な破壊をする部材を持つ場合の架構の耐力

脆性的な破壊をする部材を持つ建築物などの保有水平耐力は，それらが破壊する時の変

形状態において各部材が負担する水平せん断力の和として求める必要がある。脆性破壊を

生じやすい短柱（雑壁等が取付く場合を含む）及びせん断破壊形の耐力壁を含む架構の場

合には，脆性部材の量や，それらの破壊による建築物全体の破壊状況によって以下のa)

又はb)のいずれかの方法によって保有水平耐力を算定する。

a)脆性部材を考慮する方法一脆性部材の破壊時を設計対象とし靱性部材の強度を低

減の上保有水平耐力を算定する。ただし,Dsの値は大きめに評価する。

b)脆性部材を無視する方法一一脆性部材を無視し，脆性部材のない建築物と同様に算

定する。この時のDs値には靭性部材の値を用いる。ただし，この方法は，その脆性部
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材に破壊が生じた時に，それまで支持していた鉛直力をその脆性部材に代わって支持

できる部材（例えば直交壁等）がなく，あるいは，その脆性部材に十分な鉛直支持能

力を持たせるような工夫がなされてなく，建築物の部分的な崩壊が起こると予想され

る場合には適用できない。

破壊を無視できない脆性部材を含む崩壊形の例は，図6．4－8の(e), (f), (9)及び(h)のよう

なものである。図6. 4-9 (a)の架構で部材Cが脆性部材である場合,荷重一変形曲線は,例

えば図6．4－1Oのようになる。すなわち，図6 4-10の部材Cのように最大耐力に達した

後に,変形の増大につれて耐力が低下する部材があり，その時図6．4－8の(h)のようにその

部材の破壊により，局部的な崩壊が起こるとすれば，この種の部材の破壊時をもって，そ

の構造物の保有水平耐力と考えなければならない。この時の保有水平耐力の値は図6．4－

10でもわかるように，部材Cが破壊する時点では，部材A及びBは，まだそれぞれの最

大耐力にまでは達していない｡脆性部材を含む場合の保有水平耐力については,図6 4-10

の変形Xの点で,部材A,B及びCの耐力を考えるという意味である。なお,部材Cの破壊

によりそれに接続するはりに破壊が生じなければ，部材Cの耐力を無視し，部材A及びB

の耐力と変形能力を頼りに図6. 4-10のYの状態を対象にして設計をしてよい。いうまで

もなく，このYの状態では,部材Cには著しい損傷が生じていることになる。

！． △ △ △

(a)全体崩壊形1 (b)部分崩壊形1 部分崩壊形2(c)

一
驚

｜｜｜’ ＋＋ 蚕△ △ △ △ △ △

(d)部分崩壊形3 (e)部分崩壊形4 (f)局部崩壊形1

ユコ芯→

二口。A△ ． △ △

(9)局部崩壊形2 (h)局部崩壊形3 (i)全体崩壊形2

{調二僻艤謹ゞ
l）

図6．4－8各種の崩壊形の例

a詔
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(a)架構の構成

;‘
P

O
－＝6

(b)荷重一変形曲線
6）

図6．4－9脆性部材のない架構

XP

’ 全
Ｂ

Ａ

Ｙ
一
一
一

体

C
0

－3

図6. 4-10脆性部材のある架構
6）

の荷重一変形曲線

ii)その他

① 耐力壁等に対する境界効果

耐力壁等の保有水平耐力については，境界ばりや直交ばりが耐力壁等に連続している場

合，それらの効果が非常に大きい。このため，その効果を適切に評価することが必要であ

る。それらの効果を無視した場合には，保有水平耐力の上からは安全側の仮定となるが，

ねばり強さの確保の上からは危険側の仮定となるので，注意が必要である。

② 耐力壁等の基礎浮き上がり耐力

耐力壁の破壊形式としては，一般の柱及びはり部材と同様なせん断破壊形式や曲げ破壊

に加えて，基礎が浮き上がったり，又は圧縮側が沈んだりする，いわゆる回転系の破壊と

なることが少なくない。この破壊形式を無視することは，建築物の保有水平耐力の計算上

からは危険側の仮定となることがあるので，注意が必要である。

6．4．4構造特性係数Ds

(1) Dsの規定

）（ 告示 昭55建告第1792号第1

第1Dsを算出する方法

建築物の各階のDsは,柱及びはりの大部分が木造である階にあっては次の表1,柱及びはり

の大部分が鉄骨造である階にあっては次の表2，その他の階にあっては次の表3の数値以上の
じん

数値を用いるものとする。ただし，当該建築物の振動に関する減衰性及び当該階の靱性を適切

に評価して算出することができる場合においては，当該算出によることができる。

1．2

（略）
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3

㈱

名階に生ずる水平力の大部

分を当該階の耐力壁又は筋

かいによって負担する形式

の架構

0.4

045

0 5

0.55

鉄筋コンクリート造の建築物で耐力壁の多い構造形式のものでは，ひび割れ発生後，比較的小

さい変形で最大水平耐力に達し，その後の耐力の低下の程度は大きいが、最大水平耐力そのもの

が高い。一方，同じ鉄筋コンクリート造の建築物でも，耐力壁が少なく柱及びはりを主要な耐震

要素としている構造形式の場合には，ひび割れ発生以後，かなり大きい変形を生じた後に最大水

平耐力に達し，その後の耐力の低下も比較的小さいが，最大水平耐力はそれほど高くない。これ

らの性状は水平耐力に対する設計条件だけでなく，せん断力に対する設計の程度にも関係するも

のであるが，それぞれの構造形式における構造特性についての一般的傾向である。最大水平耐力

又はねばりの程度に差のある構造特性の建築物を，想定する強さの地震動に耐えるように設計す

るには，その構造特性に応じて耐震性を評価するための同一の尺度が必要となる。この尺度とし

て，建築物の塑性変形能力及び振動減衰性等により，建築物に必要な最大水平抵抗力を低減する

要素として構造特性係数Dsがある。この構造特性係数Dsについての詳細な説明は第4章

(p. 155)に示されている。
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(1)

(2)

(3)

(4)

架構を構成する部材に生ず
る応力に対してせん断破壊

等耐力が急激に低下する破
壊が著しく生じ難いこと等
のため，塑性変形の度が特

に高いもの

(1)に掲げるもの以外のも

ので架構を構成する部材に
生ずる応力に対してせん断
破壊等耐力が急激に低下す

る破壊が生じ難いこと等の

ため，塑性変形の度が高い
もの

(1)及び(2)に掲げるもの以

外のもので架構を構成する

部材に塑性変形を生じさせ

る応力に対して当該部材に
せん断破壊が生じないこと

等のため，耐力が急激に低
下しないもの

(1)から(3)までに掲げるも

の以外のもの

い

剛節架構又は

これに類する

形式の架構

0.3

0 35

0.4

0．45

(司

い欄及び㈱

欄に掲げるも

の以外のもの

0．35

0．4

0．45

0.5

(柱及びはりの大部分が鉄骨鉄筋コンクリート造である階にあ

げる数値から0.05以内の数値を減じた数値とすることができる。
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(2)背 景

鉄筋コンクリート造のDs値は，他の構造のDs値と同様に，主として架構(壁式鉄筋コンクリ

ート造では構面。ただし壁式については9．2｢壁式鉄筋コンクリート造」(p. 305)参照)の塑性変

形能力に依存する。架構の塑性変形能力は，それを構成する柱，はり及び耐力壁の部材の性能と

各部材の割合とによって支配される。これらのことから，架構中に含まれる耐力壁が負担する水

平力の割合によって分類される架構形式と，架構を構成する各部材の塑性変形能力の平均的な値

によって分類される架構の性状とに基づきDs値を定めることにした。

このように，鉄筋コンクリート造のDs値に影響する最も基本的なものは架構を構成する各部

材の塑性変形能力であるが，それを支配するのは，各部材に生じる脆性破壊現象である。以下に

は,Ds値の背景となっている各部材の脆性破壊現象とそれに関係する諸因子について記す。

i)鉄筋コンクリート造架構の靭性と破壊形式

① 鉄筋コンクリート造架構の塑性変形能力は，それを構成する柱とはりの塑性変形能力に依

存する。このうち，柱については，せん断破壊，付着破壊及び圧縮系の破壊がその塑性変形

能力に影響する脆性破壊の例としてあげられる。また，はりについては，せん断破壊が代表

的な脆性破壊である。

② 鉄筋コンクリート造柱のせん断破壊は，原則として，メカニズム時のせん断力を上回るせ

ん断耐力を確保するに十分なせん断補強を施すことによって避けることができる。しかしな

がら，作用せん断力が一定の限度を超えると，多量の補強筋を用いてもすぐれた靭性を期待

しにくくなることが実験的に確認されている。このことから，この種の作用せん断力の限界

値を無次元化し, r"/Fb (メカニズム時の平均せん断応力度/コンクリートの材料強度)のレベ

ルを，柱の塑性変形能力の種別の指標の一つとした。

また，柱のせん断スパンの柱せいに対する比が非常に小さい場合には，いわゆる短柱とな

る。これは過去に震害の多い部材のうちで最も代表的なものである。この場合にも，多量の

せん断補強を施しても対角線状のせん断ひび割れに起因する脆性的な破壊を生じやすい。こ

のために,上記のせん断スパン比を近似する指標として〃｡/Dを選び，これもせん断破壊に係

る塑性変形能力の種別の指標の一つとした。

③ 一方，柱について，せん断力に起因するもう一つの脆性破壊の形式として異形鉄筋を主筋

とする柱の付着割裂破壊がある。一般に鉄筋コンクリート造部材の曲げ補強筋として用いら

れる異形鉄筋とコンクリートとの付着性能は非常によく，鉄筋がコンクリートから滑脱する

ことはまずない。しかしながら，滑脱をしない代わり，鉄筋回りのコンクリートを局部的に

破壊し，結果的に滑脱と同じくコンクリートと鉄筋がばらばらになるに至る。これを付着割

裂破壊と呼ぶが，この破壊形式は，滑脱とは異なり，引張側のかぶりコンクリート部分が剥

落するので逆向きの曲げ応力では材せいの減小による耐力低下も生じる。

この破壊形式は，引張鉄筋の存在応力の材長方向の変化が大きい時一すなわち，曲げ応力

とせん断力とがともに大きい時に，1本の引張鉄筋に対するコンクリート断面の幅が小さい

部材で生じる。具体的には，引張側で多数の鉄筋が一列に並ぶ部材で引張側のかぶりコンク

リートが全体的に剥落する例や，引張側の隅角部に太い鉄筋（又は数本の束ね鉄筋）を配置
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した部材でその鉄筋を囲む隅角部が剥落する例があげられる。我が国における鉄筋コンクリ

ート造の震害例にみられる破壊形式はせん断破壊が顕著であるが，1985年のメキシコ地震で

は，束ね鉄筋を柱に用いた多くの建築物で，顕著な隅角部での付着割裂破壊が認められた。

この破壊モードを制御するには，上述のような配筋を避けることが必要であり，このため

に具体的な設計式も提案されている。この設計式等を用い一般的な条件を有する柱について

検討した結果,引張鉄筋比血が一番影響の大きい因子であることがわかった。このことから，

’‘を柱の塑性変形能力の種別に対するもう一つの指標とした。なお，この破壊形式の補強に
4）

対しては,通常の形状のせん断補強を多くしても，ほとんど効果がないことに注意を要する。

④ 柱の地震時における脆性破壊に関連するもう一つの大きな因子として軸方向応力がある。

すなわち，軸方向応力が大きい柱では，曲げ応力やせん断力に対する余裕が小さいため，地

震時には，曲げ圧縮破壊やせん断圧縮破壊を生じ，主として圧縮側のコンクリートが破壊し

て，小さな変形下で顕著な耐力低下を生じやすくなる。この脆性破壊の制御のためには，閉

鎖形の横補強筋（副帯筋ではなく，帯筋）で主筋の内側のコアコンクリートを拘束するとと

もに，主筋の座屈を遅らせるため，副帯筋や帯筋等を密に配置することが有効である。しか

し，その補強効果も軸方向応力度が一定限度以上に達すると，次第に小さくなることが実験

的に確認されていることから，これを無次元化したびb/Ft (メカニズム時の軸方向応力度／コ

ンクリートの材料強度）を同じく柱の種別のための指標の一つとした。

⑤ 鉄筋コンクリート造はりの脆性破壊形式としては，作用する軸方向圧縮力が小さいため，

せん断系のものが主となる。過去の震害例でみると，せん断破壊が中心であり，③で記述し

た付着割裂破壊はあまりない。付着系の破壊が少ない理由としては，上端引張りに対しては

スラブコンクリートの効果があり，下端引張りについては，一般に鉄筋比が小さいことと主

筋の応力度勾配が小さいことがあげられる。これらのことから，はりの鉄筋比は塑性変形能

力の種別のための指標としてとりあげられていないが，特殊な条件下のはりについては，検

討が必要である。

⑥ はりのせん断破壊は②に記した柱の場合と同じく，最も典型的なものであることから，同

様な考え方からはりの種別のための唯一の指標として, r"/凡の形でとりあげられている。た

だし,はりの場合のr型/凡の制限値が柱にくらべて緩和されているのは,はりでは軸方向圧縮

力がほとんど作用しないためせん断破壊を生じても耐力低下が緩やかであること，及び一般

のはりで存在するスラブコンクリートのせん断耐力に対する効果を安全側に無視してせん断

補強筋の設計を行うことが多いこと等による。

ii)鉄筋コンクリート造耐力壁の靱性と破壊形式

① 鉄筋コンクリート造耐力壁の破壊形式としては，基礎回転系，曲げ系，せん断系などがあ

り，一般の中低層建築物の周辺架構付き耐力壁では圧縮系の破壊形式はほとんどない。圧縮

系の破壊形式が少ないのは，耐力壁の床荷重負担面積が壁のない場合と同じであるため，一

般にび｡/凡の値が，かなり小さい値にとどまるからである。

② 基礎回転系の破壊形式としては，引張り側が浮き上がるタイプと，圧縮側の沈むタイプと

があるが，いずれのタイプも，耐力壁自体の破壊をもたらすものではない。明確ではない事
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項もあるものの，当面は，脆性的な破壊ではないとして耐力壁の種別に対する要因としては

除外してある。

③ 曲げ系の破壊形式は，せん断系の破壊形式と比較すれば靱性に富む形式であり，やはり，

種別要因としては考慮されていない。しかしながら，耐力壁の場合には曲げ系の破壊形式を

示す時でも，曲げ応力と組合さって作用するせん断力の影響が大きく，特に大きな塑性変形

能力を期待する時には圧縮部分を有効に補強することが肝要である。

④ せん断系の破壊形式は，耐力壁の脆性破壊形式の最も典型的なものである。この破壊形式

もせん断補強筋を増すことによって変形能力を改善できるが，柱の場合と同様，補強の有効

な限界があり，主として最大耐力時のせん断応力度が一定値を超えると補強効果が小さくな

ることが実験的に確かめられている。この場合の限界は，壁板周辺の柱の有無により大きく

異なることから，耐力壁の塑性変形能力に関する種別の判別には，一般の周辺柱がある場合

と，壁式構造のように周辺柱がない場合とに分けてて迦/庇の値を定めた。

⑤ せん断系の破壊形式の一つとして柱やはりでみられる付着割裂は，理論的には耐力壁にも

発生し得る破壊形式である。しかしながら，我が国における中低層鉄筋コンクリート造建築

物における耐力壁の諸元を考えると，付着割裂破壊は次のような理由から発生しにくいこと

が明らかであることから，耐力壁の種類の判別のためにはその要因を考えないこととした。

すなわち，曲げ応力が卓越する曲げ破壊形の場合にはその反力点高さは高く，1階分の階高

を超えることが通常であり，曲げ補強筋の引張応力度の変化はそれほど大きくはならず，付

着割裂破壊は生じにくい。一方，これに対し，付着割裂破壊を生じやすい条件の一つである

引張応力度の変化が大きい時はせん断スパン比が小さい場合であり，この時にはせん断力が

大きくなってその応力度レベルは非常に高く，結果的には付着割裂破壊よりもせん断破壊の

方がはるかに生じやすい条件となる。

iii )各鉛直部材のせん断力分担率

i)及び曲）に記したように，鉄筋コンクリート造建築物における鉛直部材である柱及び耐力壁

には種々の破壊形式が生じる可能性があり，それらによって構造の塑性変形能力,ひいてはDs値

にも大きな差が生じる。同じ曲げ破壊形でも，柱と耐力壁とでは，耐力低下を生じる限界変形に

大きな差のあることが多く，一般的には柱の方が耐力壁よりも，よりすぐれた塑性変形能力を期

待しやすい。このことから，鉄筋コンクリート造については，架構の中で耐力壁の負担する水平

力の大小により，架構の性状として3種類に区分することにしている。

(3) Dsの算定

Dsの算定に関する通達での鉄筋コンクリート造の部分を示す。

（ 通達昭56住指発第96号）｜癖、 昭55年建設省告示第1792号第1 (Dsの算出方法）の取扱いについて

Dsの適用

Dsは，階，計算方向等によってそれぞれ異なる数値を採用しても差支えない。
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[2) Dsの判定方法

(1) Dsの判定は，特別な実験｡解析等によって適切に定める場合のほか昭和55年建設省告示

第1792号第1の表1〔表2〕及び表2〔表3〕により，架構の形式及び架構の性状に応じ

て，当該表に掲げる数値以上の数値として定めるものとする。

（2）前記の架構の形式の区分は壁，筋かい等によって分担される耐力の比率，筋かいの挙動

性状等を，架構の性状の区分は部材の靭性及びそれらの耐力分担比等をそれぞれ適切に評

価して定めるものとする。

（3）前記のそれぞれの性状の判定は，当面下記の付則に示す判定基準に基づいて行うことを

原則とする。

〔付 則)Dsの判定基準

（1）総 則

① Dsを実験。解析等によらず昭和55年建設省告示第1792号（以下「告示」という｡）の

第1の表によって定める場合は本基準による。ただし，本基準の一部分について，実験。

解析等により本規定と同等以上にその性状を評価できる場合には，当該評価によること

ができる。

② 本基準の各規定は，階全体を対象として適用することとする。ただし，当該階を適切

に分割して評価しうる場合は，その評価によることを妨げない。

（2）表1〔表2〕及び表2〔表3〕の適用

① 告示の表1〔表2〕及び表2〔表3〕の適用は本項による。

②（略）

③ 表2〔表3〕（鉄骨造以外の階に適用）の適用は，次に掲げるところによる。

i)表2(表3)の適用の原則は表3－6による。

表3－6

ｊ
ｊ

い
イ
ロ

(ろ）

い欄及び㈱欄に掲げ

るもの以外のもの

欄 ㈱

β狸が0.7を超えるもの
剛接架構

β座が0 3以下
項

(1)表3－7

ランクIの構造

O 3

(0.25）

0.35

(0.3）

0.4

(0.35）

(2)表3－7

ランクIIの構造

035

(0.3）

0 4

(0 . 35)

0.45

(0.4)

(3)表3－7

ランクIⅡの構造

0.45

(0 4）

0．5

(0 45)

0．4

(0 . 35)

(4)表3－7

ランクWの構造

0．45

(0.4）

O 5

(0.45）

0.55

(0.5）

※1この表においてβ狸は耐力壁又は筋かいが分担する保有水平耐力の階全体の保有水平

耐力に対する比をいう。以下同じ。

(※2鉄骨鉄筋コンクリート造については，（ ） 内の数値を適用してよい｡）

ii)表3－6中，構造のランク(I～IV)は表3－7による。なお，参考のため( )

内に表3－6による鉄筋コンクリート造のDsの数値を示している。
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表3－7

耐力壁の
WA WB WC WD

β座

0.3＜β‘

≦0.7

0.3<β幽

≦0.7

0.3＜β似

≦0.7

0.3< 8"

≦0.7

β剛≦0.3 β似＞0.7 β“≦0.3 βm＞0.7 βu≦0.3 β,‘＞0.7 βu≦0.3 β似> 0.7

I

(0.3)

I

(0 35）

I

(0 4)

II

(0 . 35)

II

(0.4)

11

(0 .45)

I1

(0 35）

I1

(0.4)

ⅡI

(0.5）

Ⅲ

(0 4）

111

(0.45）

IV

(0.55）
FA

11

(0 .35)

II

(0 4）

1I

(0. 45)

I1

(0.35）

ｊ

Ⅱ
鰹
く

II

(0.45）

11

(0.35）

n1

(0 . 45)

ⅡI

(0 5)

ｊ

Ⅲ
“
く

1V

(0.5）

Ⅳ

(0 55)
FB

ⅡI

(0 4）

IⅡ

(0 . 45)

11

(0.45)

IⅡ

(0.4）

nl

(0.45）

1I1

(0 5)

Ⅲ

(0.4）

Ⅲ

(0 . 45)

111

(0.5）

Ⅳ

(0.45）

ｊ

Ⅳ
服 IV

(0 . 55)
FC

Ⅳ

(0 45)

1V

(0.5)

Ⅳ

(0. 55)

1V

(0 45)

W

(0.5）

1V

(0.55）

1V

(0.45）

ｊ

Ⅳ
賑
く

Ⅳ

(0 55）

Ⅳ

(0.45）

1V

(0.5)

IV

(0 . 55)
FD

壁式構造

(β狸＝1）

11

(0 . 45)

111

(0 5)

Ⅳ

(055）

1V

(0 . 55)

望5
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iii )鉄筋コンクリート造部材の種別の分類は表3-8及び表3－9による。

表3－8

| FB|柱・はりの種別 FC FDFA FB

想定される破壊モードが，曲げ破壊であ

ること。
通 条 件一汁

／、 左
記

以
外

IZ｡/Dの下限蕊議 2.5 20柱
の
条

件

ぴ｡/凡の上限 0．35 0．45 0．55

力‘の上限 0.8％ 1.0%

r幽/圧の上限 0.1 0.125 0．15

はりの条件 で江/凡の上限 0．200．15

ここに 〃｡：柱の内のり高さ(cm)

D:柱せい(cm)

碗；崩壊メカニズム時の軸方向応力度(kg/c㎡）

良：コンクリートの材料強度(kg/c㎡）

か：引張鉄筋比

”：崩壊メカニズム時の平均せん断応力度(kg/c㎡）

※柱とそれに接着するはりの種別が異なる場合には，いずれか最下位のものによる。な

お，崩壊メカニズムの明確な場合には，塑性ヒンジの生ずる部材の種別のうちの最下

位のものによってよい。

※※柱の上端あるいは下端において，接着するはりに塑性ヒンジが生ずることが明らかな

場合には，〃｡/Dのかわりに2"Q･Dを用いてよい。(", Qはそれぞれ崩壊メカニ

ズム時の柱の最大曲げモーメント及びせん断力）

表3－9

耐 力 壁 の 種 別 WA WB WC WD

せん断破壊をするおそれがないこと。共 通 条 件

’般 左記以外0.2 0.25”/良

の上限

一

壁式構造の耐力壁 ()1 0.125 0．15

この表において，r2‘及び圧は表3－8に規定するところによる。

iv) (略）

v)種別の異なる部材の併用の取扱い

各部材毎の種別と，階全体の種別との関係は下記による。

イ）本項は，対象となる部材群に種別Dの部材が存在しないか，またはその存在が無

視しうる場合に，次の判定に適用する。

(a) iii), iV)において階全体の壁群の種別(WA～WC)を判定する場合

(b) iii), iv)において柱・はり群の種別(FA～FC)を判定する場合

ロ）部材群の中に種別Dの部材が存在する場合は，それが脆性的な挙動を示すおそれ

があるため，局部的な崩壊等に対する影響と程度を考慮し適切に階全体の種別を評

価するものとする。

ハ）イ）の適用は表3－5による。
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５

雨
３圭
衣

種別Aの部材の耐力

の和の部材群※の耐
力和に対する比

種別Bの部材の耐力

の和の部材群※の耐
力和に対する比

種別Cの部材の耐力

の和の部材群蕊の耐
力和に対する比

部材群としての

種 別

下
満

上
以

未
以

％
％

％
０

０
０

２
５

５

50％以上

Ａ
－
Ｂ
ｌ
Ｃ

※種別Dの部材が存在する場合には，それを除く。

i) Dsの算定の手順

鉄筋コンクリート造建築物のDs値は他の構造の場合と同様に,階ごとに，また計算方向ごと

に求める。すなわち，一つの階の一つの方向に存在するすべての鉛直部材（柱と耐力壁等）に

ついてその塑性変形能力上の分類（部材の種別分け）を行い，さらにすべての柱及び壁につい

ての結果から部材群としての平均的な性能を求めて，それらの結果により階の構造ランクから

階のDsを算定する。

告示,通達等に示された諸表を利用しつつDsを算定するフローを図6. 4-11に記したが,こ

れを以下に説明する。

① 階に属するすべての柱材について曲げ降伏ヒンジを主体とする崩壊メカニズムを求め，そ

の時の応力などから個々の柱としての種別を通達の表3－8により判別する。

判別に用いる諸元は個々の柱についての九｡/D, o｡/Ft, '#及びr迦/凡であり，また，その柱

に接続するはりについてはr勉/凡である。これらの5つの諸元の値によって通達の表3－8に

分類されている柱（及びはり）の種別のうち，最も低い（表の右側の）種別をもってその柱

の種別とする。

また，壁については，”/良の値により通達の表3－9からその壁の種別を定める。ただし，

すべての柱，はり及び耐力壁についてそれらのせん断耐力をメカニズム時のせん断力より大

きくしなければならない（図6 4－11の1)のステップ)。

② すべての柱材について各種別に属する柱ごとに分類してそれらの耐力和を求め，種別Dに

属する柱を除く全柱の耐力和に対する各種別ごとの耐力和の比率を算出する。それらの比率

に基づき通達の表3－5より柱群としての種別(A,B, C)を定める。

また，すべての耐力壁についても柱の場合と同様な計算を行い，その結果により耐力壁群

としての種別(A, B, C)を定める（図6.4-11の2)のステップ)。

③ ②の段階で算出した柱群としての種別及び耐力壁群としての種別とから,通達の表3－7に

よりその階の構造ランク(1, 11, m及びⅣ）を定める（図6.4-11の3)のステップ)。この

場合，耐力壁がない時はWA(β灘≦0.3)の耐力壁がある場合と同じとしてよい。

④ その階のその方向における鉛直材のうち,FDに属する柱及びWDに属する耐力壁を除く

全鉛直材の耐力和に対するWDに属する耐力壁を除く全耐力壁の耐力和の比β勉を算出し，

その値が0.3以下, 0.3～0.7, 0.7を超えるものの3つに区分し，それらを架構の形式とする
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（図6．4－11の4)のステップ)。

⑤ ③及び④の段階で定めた構造ランク及び架構の形式とにより，その階のその方向のDsを

通達の表3-6又は表3－7により定める（図6．4－11の5)のステップ)。

1）フレーム（はりを考慮の上，柱に代表させる）及び耐力壁の部材としての種別
の判別（鉄筋コンクリート造は通達の表3-8及び表3-9による）

I

2） 各種別に属する柱及び耐力壁の耐力の和の計算とその結果による耐力壁の耐力
の分担率＆及びフレーム群の種別(FA～FD)と壁群の種別(WA～WD)の判別
（通達の表3-5による）

↓

１
１
Ⅱ
ｄ
も
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ

図6．4－11鉄筋コンクリート造の階のDsの計算フロー

ここで，脆性部材(D部材）の存在を無視した場合には，その脆性部材を無視しても鉛直

荷重による局部崩壊が生じないことを計算により確かめる必要がある（例えば図6 4－12の

Bの状態など)。

n)脆性部材を無視できない場合のDsの算定

鉄筋コンクリート造の場合には，短柱やせん断スパンの短い耐力壁などのように脆性破壊を

生じやすい部材を設けることが避けられない設計もあり得る。脆性破壊を生じる鉛直部材の破

壊により，鉛直荷重による局部的な崩壊が生じる場合，すなわち，その脆性部材に代わって鉛

直荷重を支持できる部材がない場合には次の方法によらなければならない。

脆性部材の破壊が生じる時を設計対象とし，耐力の計算及びDs値の算定においてその存

在の影響を考慮する方法。この方法による場合，保有水平耐力の計算には脆性部材の耐力も

算入するが，図6．4－12のAの状態のように，脆性部材の破壊時の変形が小さく，靱性部材

が最大耐力まで達していない時は，それらの耐力を適宜，低減する。また,Ds値は一般にラ

ンクIVの構造として評価する。
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3）フレーム群の種別，壁群の種別及びβ‘による架構のランク（I～Ⅳ，架構の性
状ともなる）の判別（通達の表3-7による)。噸実質的には，この段階で､値は通
達の表3-5中の（）の数値によ')決定される。

4）＆による架構の形式〔(い).（ろ),（は)〕の判別（通達の表3-6による）

5） 架構の形式及び架構の性状による 当該階の風の決定（通達の表3-6による）
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設計で想定する変形能力

Ds

保有水平耐力算|脆性部材
定時の部材耐力|靭性部材

A

大

最大耐力

最大耐力を低減

力

Ｂ小－０識
耐力

脆性部材

一挿蔭 部材

｜ ’ 変形
A B

図6 4－12脆性破壊する部材がある場合の設計法

iii )その他のDs関連事項

① ，‘による部材の種類の判別

前述したように，&による部材の種類の判別は,付着割裂破壊の防止を目的としたものであ

る。このため，付着割裂破壊について詳細な検討を行い，破壊が生じないことが確認された

場合には，かに関する部材の判定はFAとしてよい。

② 壁式鉄筋コンクリート造のD、

壁式鉄筋コンクリート造については，9．2｢壁式鉄筋コンクリート造」(p . 305)に記すよう

に，一定の条件を満たすものを対象に，二次設計を不要としている。しかしながら，規定さ

れた条件を満たし得ない建築物については，保有水平耐力の検討などの方法によることにな

るが，その場合に適用されるDs値の基準は通達の表3－9による。

6．4．5靱性の確保

(1)柱及びはり

鉄筋コンクリート造の柱及びはりを靭性に富む構造とするためには，適切な設計式によってそ

れらの部材の検討を行うことになるが，場合によって通常の補強ではすぐれた靱性の確保が困難

な構造条件の限界もある。これらの限界のうち，引張鉄筋比に対する限界は主として付着破壊に

対するもの，また軸方向応力度はせん断圧縮破壊に，その他はせん断破壊に対するものである。

しかし，例えば効果的な特殊補強を行うなどの適切な方法により，部材等にすぐれた靱性を確保

できることが確認されれば，これらの構造限界は緩和されることになる。以下には，鉄筋コンク

リート造の一般的な柱及びはりに関してすぐれた靱性が期待し得るための限界値について記す。

i)引張鉄筋比(':)

，tの大きなものほど，せん断破壊や付着破壊を生じやすい。特にせん断スパン比が1.5～30

の部材では血を1 0％以下とする。しかしながら,付着割裂破壊の生じないことを計算等で確認

することにより限界値は緩和でき，，‘に関しての部材の種別はFAとしてよい。

ii)軸方向応力度( o｡)

ぴ｡の大きなものほど，曲げ降伏しても小さな塑性変形下でせん断圧縮破壊を生じやすい。

ぴ｡/厩は地震時でも0.4程度にとどめることが必要である。ぴ｡/昼が大きい場合には,特に材端部

を中心にせん断補強筋を密に配置してコンクリートを拘束することが有効である。

iii )せん断スパン比("(Q･ D))

"(Q･ D)の小さな場合には,対角線状せん断破壊などを生じやすい｡特に〃(Q･D)が1

程度より小さい部材では,多量のせん断補強をしても，もろい破壊を生じやすい性状を著しく改

249



第6章 鉄筋コンクリート造の耐震計算

善することは不可能であるため,このような短柱を持つ建築物の設計には特に注意が必要である。

iv)せん断補強筋量（伽）とその間隔(s)

"2,obや〃(Q･ D)などの値が適切な場合には,,",を増すことによって靭性を改善するこ

とが可能である。一方，計算上せん断補強筋が不要となる場合でも曲げ降伏後の大変形下で，

コンクリートの圧潰後に，せん断ひび割れが生じることもあるので，このような場合でも一定

量のせん断補強筋を確保することが必要である｡通常の場合,’妙の下限値として02％が妥当と

思われるが，コンクリート強度の大きい部材では，ひび割れの発生によって失う強度の絶対量

が大きいのでこの制限値も大きくする必要がある。また，主筋の早期座屈の防止には，間隔(s)

を主筋径の8倍以下とすることが有効である。さらに，’”をいくら増してもその効果が顕著で

なくなることが多いので,’"が1.2％を超える場合には,超えた分のせん断補強効果は計算上無

視する。なお，以下に示す場合には，，”の制限値を緩和できる。

a)せん断補強筋としてスパイラル筋を用いる(,妙の上限値を1.5%としてよい)。

b)副帯筋等の特殊せん断補強筋を用いる('"の上限値を1.5%としてよい。ただし，全主筋

を囲む帯筋のみの，”の上限は1.2％である)。

－柱主筋を囲む柵筋

一一一l,il｣帯筋

● 椛主筋園器
(a) (b)

図6．4－13副帯筋による柱のせん断補強

c)せん断補強筋に超高強度鉄筋(大臣特認)等を用いる場合には，加の下限値を0.2%以下

にしてもよい例がある。

v)曲げ耐力時のせん断応力度(rD)

強度のみを期待するような部材でも,著しい耐力低下を生じさせないためにrDを30kg/c㎡程

度以下にとどめることが適切であろう。

(2)耐力壁

耐力壁の変形性能の改善のためには，鉛直荷重による軸方向応力度の制限とか，付着破壊に対

する制限などは実質的にはほとんど不要であり（ただし，建築物が高層化すると軸方向応力度の

検討を必要とする場合もある)，主としてせん断破壊を防止することが重要なポイントとなる。既

往の研究成果によれば，最大耐力時の平均せん断応力度の大きい耐力壁はどうしても脆性破壊を

生じやすく，従って，最大耐力時の平均せん断応力度を小さく抑えるとともに，破壊形式が曲げ

破壊又は基礎浮き上がり型になるよう設計することが必要となる。このためには，一部の超高層

建築物の耐力壁にみるように，壁に縦方向のスリットを設け，縦割りされた個々の壁部分を曲げ

降伏させることによって最大耐力時のせん断応力を小さくすることも効果的であるが，より一般

的には，引張側柱の主鉄筋量に応じて壁厚を厚くし，壁筋を十分に設けることが効果的なものと

なろう。この場合,良好な靱性を期待するための最大平均せん断応力度の上限値の目安としては，
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6.4ルート回の計算

ほぼ0.2凡程度の値が推奨できる。なお，耐力壁周辺の柱，はりの断面の大きさや鉄筋量が耐力壁

の耐力や変形能力に対して少なからぬ影響を及ぼすことは明らかであり，特に耐力壁周辺柱の有

無は，全体的にせん断圧壊する時の変形限界に対して大きな影響を持つ。このため，周辺柱のな

い長方形断面の耐力壁に良好な靭性を期待するためには，最大耐力時の平均せん断応力度を前述

の0.2良より低く抑える必要がある。

一方，耐力壁では，柱などに比較して非常に大きな強度が期待できるので（柱の最大耐力時の

平均せん断応力度は最大でも0ﾕ5凡程度),靭性に期待せず,耐震強度のみを期待した設計も可能

であるが，この場合も含めて，耐力壁の強度や変形能力の検討に際しては，次のような諸点に注

意することが必要である。

① 周辺架構の断面や補強が同一の場合，壁厚や壁の補強量を2倍にしても，その耐力は2倍

にはならない。周辺架構と耐力壁とを一体とした検討が必要である。

② 耐力壁の諸強度や破壊形式には，耐力壁と同一面内に接続する架構ばかりでなく，耐力壁

に直交する方向の架構の強度も著しい影響を持つので，立体的な挙動に対する配慮が必要で

ある。

③ 実際には，非常に数多くみられる有開口耐力壁の耐震性能は，開口周辺の補強筋量やその

配置に著しく影響される。開口周囲の補強筋量の算定には，原則として，6．4．5(3)に示す所

要の塑性変形能力を満たすために必要と考えられるせん断力を設計用せん断力として用い

る。また，補強筋の算定に必要な有開口耐力壁のせん断耐力は，終局強度を用いることにな

るが，現在のところ，広く用いられるに至った提案式はない。このため，6．4．3｢部材の終局

耐力」(p . 230)に記した無開口耐力壁のせん断耐力式に許容耐力用の開口による低減率を乗

じているのが現状である。

しかしながら，上記の方法によった場合，必要となる開口周囲の補強筋量はコンクリート

の打設が困難なほど多くなる場合が少なくない。このような時には，補強筋量を適切な量に

とどめ，その代わりに耐力を低めに評価することになろう。この場合の塑性変形能力は，適

度な量の鉄筋の降伏が耐力を支配するため，比較的にすぐれたものとなることを示した研究

資料がある。

(3)せん断設計及び塑性ヒンジ部分の補強等

Ds値に相当する適切な塑性変形能力を確保するためには,建築物を構成する各部材がせん断破

壊や付着破壊等の脆性的な破壊をせずに，ヒンジ部分については十分な塑性回転能力を有するこ

とが必要である。このため，せん断破壊より曲げ降伏を先行させることを中心にいくつかの検討

を行うことになる。これらの検討については，現時点でいくつかの検討方法が提案されてはいる

ものの，未だ確定的な結論は得られていないので，これらの諸提案を参考に設計者は適宜判断し

て設計を進めることになる。

i)せん断破壊の防止

建築物に靭性を期待して設計する場合，構造全体がメカニズムに達する以前にせん断破壊を生

じさせないだけではなく，相当する塑性変形量に達するまでの段階でもせん断破壊を防止する必

要がある。このための方策の一つとして，メカニズム時のせん断力を上回る所要せん断耐力を設
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定し，そのために必要となるせん断補強筋を配置するという提案（①）がある。しかしながらこ

の方法の場合，ヒンジの生じない部材やせん断スパン比の大きい部材を中心に過補強となる傾向

があること及び塑性ヒンジの改善を意図したものではないこと等の問題点がある。これに対し，

ヒンジ部分の補強を中心とする提案（②）がある。この方法は定量的な評価に問題点がある。

① 部材の設計用せん断力を割増す方法

保有水平耐力時のせん断力を割増し，それを部材に必要なせん断耐力とするもので，この

所要せん断力に対して，6．4．3に記した部材のせん断強度式から，必要なせん断補強筋量を

算定する。

a)はりの場合

QDG= Qo+"･Q"

b)柱。壁の場合

QDc = "･Q"

QDG, Qoc :はり，柱・壁の所要せん断耐力

Qo:単純支持とした時の長期荷重によるせん断力

Q〃：保有水平耐力時のせん断力

〃：割増係数

〃は変形性能( Ds)とともに変化させ，その値は1.1～1.6程度を用いるが，その値の決定

については日本建築学会編｢保有耐力と変形性能j)を参考にするとよい。
② 塑性ヒンジ部分の補強を中心とする方法

大きな塑性変形を受ける部材については，①の諸式における〃を1としてせん断補強筋を

設けるほか，これに加えて，塑性ヒンジ部分（柱・はりでは，ほぼ材端から材せいに等しい

位置までの範囲）については早期における鉄筋の局部座屈及びコンクリートの圧壊を防止す

るために，せん断補強筋や副帯筋を密に配置するなどの適切な補強を行う。

ii)その他の検討

① 異形鉄筋を用いた部材の付着割裂破壊の防止

異形鉄筋を主筋とする部材のうち，特に柱においては一辺に多数の鉄筋を並べた場合及び

隅角部に太い鉄筋を設ける場合に，かぶり部分が剥落するという，いわゆる付着割裂破壊を

生じることがある。この破壊形式はせん断破壊と同様に，脆性的な破壊形式であるため，す

ぐれた塑性変形能力を期待する時には，この種の破壊を防止する必要がある。一般的な場合

に対する検討方法も提案されている（日本建築学会編「保有耐力と変形性能」を参照）が，

通常の建築物の諸元を考盧した場合には,引張鉄筋比，‘に対する制限をすればこの種の破壊

の防止に対して有効であることが明らかにされている。従って,血が通達の表3-8の条件を

満たす場合には特別な検討は要しないが，，‘がこれを上回る場合又は柱の種別を，#に関し

てより正確に判断する場合には，上記の文献等に従って検討するとよい。

なお，はりの上端筋についてはスラブコンクリートの効果が期待できること，また下端筋

については上端筋よりも鉄筋比が小さいこと等から，はりの鉄筋比については検討を要しな

いことになっているが，特殊な場合には検討するとよい。
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また耐力壁については現在のところ，震害でも，構造実験でも，この種の破壊形式は確認

されていない。

② 圧縮系の脆性破壊の防止

(1)項にも記したように，柱の軸方向圧縮応力度が大きい場合には，たとえ曲げ降伏が先行

しても小さな塑性変形のもとにせん断一圧縮破壊や曲げ一圧縮破壊を生じ，脆性的な挙動を

示しやすい。このことからDsを決める際の部材の種類の判別に,ob/凡の因子が選定されて

いる。従って，ぴ｡/昼の大きい部材が多い場合などでは，それによって定まるDs値に応じた

保有水平耐力を持たせることになる。従って，基本的にはこの規定を満たせば十分といえる

が,.ob/凡の大きな部材の補強には，せん断補強に加え，コアコンクリートの拘束や圧縮鉄筋

の座屈防止が有効であることに留意する。

③ 塑性ヒンジ部分の局部補強

Ds値の小さい，すぐれた塑性変形能力が期待される建築物では，部材端に生じる塑性ヒン

ジ部分に大きな塑性回転が許容されなければならない。すなわち，このような塑性ヒンジ部

分では，せん断破壊を防止するだけではなく，曲げ降伏後，大変形に至るまで曲げ応力に対

する性能を劣化させないことが重要となる。
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第7章 鉄骨鉄筋コンクリート造の耐震計算

7.1耐震計算の考え方

7．1．1鉄骨鉄筋コンクリート造の特徴

鉄骨鉄筋コンクリート造は，鉄筋コンクリート造と鉄骨造のそれぞれの長所を活かした合成構

造である。すなわち，座屈及び火災に対して強い鉄筋コンクリートと靭性に富む性質を持つ鉄骨

を組み合わせて，両者の長所を互いに活かし合った構造である。鉄骨鉄筋コンクリート造の建築

物は，過去の地震で著しい被害を被ったことは少なく，比較的すぐれた耐震性を有する構造であ

る。

しかし，鉄骨鉄筋コンクリート造は，コンクリートの充填性に多少問題の生ずる場合があるこ

と，設計に当たってかなり高度な技術が必要となること等の側面も有する。

7．1．2耐震設計の流れ

鉄骨鉄筋コンクリート造の構造計算は，規模がきわめて小さく構造計算を要しない建築物（階

数≦1，述べ面積≦200ITf)及び高さが60mを超える建築物を除く，通常の建築物に対して行う。

その進め方は，図71－1に示す3つのルートのうちいずれかによる。

① ルート田

高さが20m以下であり特定建築物に該当しない建築物では，柱及び耐力壁の量によりその保

有水平耐力を略算的に求め，規定値以上あることを確認すればよい。

② ルート回

高さが31m以下の特定建築物で，ルート回によらないものについて適用されるルートであ

る。まず,一次設計用地震力による各階の層間変形角が1/200以内(建築物の部分に著しい損傷が

生じるおそれのない場合にあっては1/120)であることの確認をする。高さ方向の剛性･重量のバ

ランス及び各層内での平面的な剛性。重量のバランスがよいかどうかを，剛性率及び偏心率の

計算をすることにより確かめる。さらに，各階に属する柱，耐力壁等の水平力支持要素の種類

等により十分な強度・靱性を有することの確認をする。柱，耐力壁等の水平力支持要素の種類

等により3つのルートが用意されている（ルート厄J, R,厄二可)。

③ ルート回

高さが31m以下の建築物でルート回又はルート回の規定によらないもの，及び高さが31m

を超える特定建築物について適用されるルートである。まず，一次設計用地震力による各階の

層間変形角が1/2M以内(建築物の部分に著しい損傷が生じるおそれのない場合にあっては1/120)

であることの確認をする。次に，各階の保有水平耐力が必要保有水平耐力よりも大きいことを

確認する。

錨型



7．1耐震計算の考え方

建築物の設計に当たって，建築物の構造，規模等に応じて，上記3ルートのうちいずれか一つ

のルートを選べばよい。ただし，設計ルートの混用については，6．1(2)｢設計ルートの混用」

(p. 212)を参照のこと。

7．1‘3各ルートの特徴

ルート国；十分な耐力を持つ建築物に適用される。耐力が十分にあるので大きな靭性は必要とし

ない。

ルート回；剛性及び重量の偏在が上下，水平両方向とも少ないことを条件に，以下の3つのルー

トがある。

E=11;耐力壁に水平力の多くを負担させる構造で，耐力を高く，かつ，ややねばりを持たせ

る建築物に適用される。

厄二百1；開仁lの大きな壁にある程度の水平力を負担させる構造で，耐力を高く，かつ，ある程

度のねばりを持たせる建築物に適用される。

’百=引；各部材のねばり強さに耐震性を期待する建築物に適用される。崩壊メカニズムを仮定

して略算的に部材のせん断設計用せん断力を求め，これに対して余裕のあるせん断補

強をする。

ルー|､回；架構形式等に応じて定まる構造特性係数，剛性・重量のアンバランスの程度に応じて

定まる形状係数等から必要保有水平耐力を求め，それに応じた耐力を確保する。

7 1．4部材の耐力等の算定

部材の許容耐力，終局耐力等の算定に当たっては，日本建築学会編「鉄骨鉄筋コンクリート構
l）2）

造計算規準・同解説」 等を参考にすることができる。本指針に示した計算式は，実務上の簡便

さを考慮して，主として1975年版の「鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」に準拠して

いる。
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|スタート’スタート
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－

腱
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※判断とは設計者の設計方針に基づく判断のことである。例えば，高さ31m以下の建築物であっ
ても，より詳細な検討を行う設計法であるルート|ヨを選択する判断等のことを示している。

図7．1－1鉄骨鉄筋コンクリート造建築物のフロー
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7.2ルート皿の計算

7.2ルート田の計算

7．2．1規定の内容

(1)告示（鉄骨鉄筋コンクリート造関係部分）

）(~吾 示 昭55建告第1790号

五 （鉄筋コンクリート造若しくは)鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又はこれらの構造を併用

する構造の建築物で次のイ及び口に該当するもの

イ 高さが20メートル以下であるもの

口 地上部分の各階の耐力壁並びに構造耐力上主要な部分である柱及び耐力壁以外の鉄筋コ

ンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の壁（上端及び下端が構造耐力上主要な部分に

緊結されたものに限る｡)の水平断面積が次の式に適合するもの。ただし，鉄骨鉄筋コンク

リート造の柱にあっては，同式中「7」とあるのは「10」とする。
225A"+ 27Ac≧ZWl4ガ

この式において, Am',Ac,Z,〃及びAfは，それぞれ次の数値を表すものとす

る。

Az｡当該階の耐力壁のうち計算しようとする方向に設けたものの水平断面積（単
位 平方センチメートル）

心 当該階の構造耐力上主要な部分である柱の水平断面積及び耐力壁以外の鉄筋

コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の壁（上端及び下端が構造耐力上

主要な部分に緊結されたものに限る｡)のうち計算しようとする方向に設けたも
のの水平断面積（単位 平方センチメートル）

Z 令第88条第1項に規定するZの数値

” 令第88条第1項の規定により地震力を計算する場合における当該階が支える

部分の固定荷重と積載荷重との和（令第86条第2項ただし書の規定によって特

定行政庁が指定する多雪区域においては，更に積雪荷重を加えるものとする｡）
（単位 キログラム）

Af令第88条第1項に規定する当該階に係るAiの数値

(2)所要の規定

本規定は,令第82条の2の規定に基づき定められたもので,ルート回の内容を示すものである。

本ルートで構造計算を完了する場合には，応力度等（令第82条）の確認をすることのほかに，高

さが20m以下であること，及び，耐力壁。柱等の水平断面積が規定値を満足することを確認すれ

ばよい。このルートにおいては，層間変形角，剛性率・偏心率等，及び保有水平耐力の規定を満

足することを確認する必要はない。

しかし，耐震要素を釣合いよく配置して，建築物全体としての振動性状がよくなる構造計画と

なるように心がけるべきである。

(3)背景

建築物の耐震安全性は，その耐震強度とねばり強さの両者により保証されることが多いが，耐

震強度が十分高い場合には，ねばり強さはさして必要とされないことも知られている。

本ルートでは，このように主として建築物の耐震強度を十分に確保することにより，大地震動

に耐えようとするものである。耐力壁，柱等の水平断面積の量に基づいて建築物の耐震強度を略
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算的に算出し，告示の規定によってそれが十分か否かを判定するものである。

また，規定中の式の具体的な意味は，6．2｢ルート回の計算」(p. 214)に記されている。

7.2. 2 AI",Acの算定法

A"及びAcのとり方に関しては, 6. 2. 3｢A",Acの算定法」(p . 215)を参照のこと。ただし，

｢その他の壁」については単位強度を7 kg/c㎡とする。

7．2．3部材の設計

本規定の適用を受ける建築物は，ねばり強さについては特に規定されていないが，ある程度の

ねばり強さの確保は必要である。

このことから，本規定を適用する場合でも，応力計算等においては，この点に十分留意して，

設計を行うことが望ましい。

特に柱及びはりの設計においては，7．3．2(3)｢靭性の確保」(p.260)を参照されたい。

7.3ルート回の計算

7．3．1規定の内容

(1)告示（鉄骨鉄筋コンクリート造関係部分）

（ ）告 示 昭55建告第1791号第3

第3 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物等に関する基準

（鉄筋コンクリート造の建築物若しくは鉄筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建

築物又は）鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とその他の構造

とを併用する建築物については，次の各号に定める構造計算のうちいずれかを行うこと。ただ

し，実験によって耐力壁並びに構造耐力上主要な部分である柱及びはりが地震に対して十分な
じん

強度を有し又は十分な靭性をもつことが確かめられる場合においては，この限りでない。

一 各階の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の耐力壁，構造耐力上主要な部分

である柱及び耐力壁以外の壁（上端及び下端が構造耐力上主要な部分に緊結されたものに限

る｡)の水平断面積が次の式に適合することを確かめること。ただし，鉄骨鉄筋コンクリート

造の柱にあっては，同式中「7」とあるのは「10」とする。

225A"+ 27Ac≧0.75ZWA f

この式において, A",Ac,Z, W及び心は，それぞれ次の数値を表すものとする。

A",当該階の耐力壁のうち計算しようとする方向に設けたものの水平断面積（単位

平方センチメートル）

Ac当該階の構造耐力上主要な部分である柱の水平断面積及び耐力壁以外の壁（上

端及び下端が構造耐力上主要な部分に緊結されたものに限る｡)のうち計算しよう

とする方向に設けたものの水平断面積（単位 平方センチメーl､ル）

Z 令第88条第1項に規定するZの数値

〃 令第88条第1項の規定により地震力を計算する場合における当該階が支える部

分の固定荷重と積載荷重との和（令第86条第2項ただし書の規定によって特定行

政庁が指定する多雪区域においては，更に積雪荷重を加えるものとする｡）（単位

キログラム）

A㎡令第88条第1項に規定する当該階に係るAfの数値
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二 各階の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の耐力壁及び構造耐力上主要な部

分である柱の水平断面積が次の式に適合することを確かめること。ただし，鉄骨鉄筋コンク

リート造の柱及びこれに緊結された耐力壁にあっては，「18」とあるのは「20」とする。
218A "+218Ac≧ZWAf

この式において, A",,Ac,Z, W及びルは，それぞれ次の数値を表すものとする。

A",Z, W及び企 前号に定めるA", Z, W及びAfの数値

Ac当該階の構造耐力上主要な部分である柱の水平断面積（単位 平方センチメー

トル）

三 構造耐力上主要な部分である（鉄筋コンクリート造又は）鉄骨鉄筋コンクリート造の柱及

びはりについて，それらの材端（柱にあっては，はりその他の横架材又は腰壁等に接着する

部分，はりにあっては，柱又は壁に接着する部分をいう｡)に生ずる曲げモーメントが，当該

部分に生じうるものとして計算した最大の曲げモーメントと等しくなる場合において，当該
柱又ははりにせん断破壊が生じないことを確かめること。

(2)所要の規定

ルート回には，主要な耐震要素が耐力壁であるか柱であるか等の構造形式の違いに応じて，3

つのルート(E, E, E)が用意されている。

このルートで構造計算を完了する場合には，「応力度等(令第82条）の確認」のほかに次に示す

要件を満足する必要がある。

・一次設計用地震力による層間変形角が規定値以内となること。

。剛性・重量のバランスの良否を示す剛性率・偏心率が規定値を満足すること。

。構造形式に応じて，以下のいずれかを採用する。

耐力壁・柱等の水平断面積が規定値を満足し，部材が所要のねばり強さを有することの

確認をすること（ルート値=刀，区ニヨ)。

各部材に十分なねばり強さを確保するため，所要のせん断設計をすること（ルート

厄荊)。

以上の規定により，所要の剛性・強度及び変形能力が確保されるものと考えられるので，保有

水平耐力の規定を満足することを確認する必要はない。

7．3．2ルート｢亘二mの計算

(1)主旨等

本規定は，高さ方向及び平面内での剛性及び重量が適正なバランスにあり，特定層や層内の特

定耐震要素への損傷集中が生じないような建築物で，耐力壁が多く比較的耐震強度の高い建築物

を想定したものである。

規定の式225A "+210Ac≧0.75ZWAfは，耐力壁等の水平断面積の量から，建築物の耐震強度

を略算的に算出するものである。その具体的意味については，6．3．2｢ルート厄Jの計算」

(p. 219)に記されている。この式により規定される鉛直耐震部材の量は，想定する地震に対して，

建築物が耐震強度のみで抵抗できるほどには多くない。そこで，これをある程度のねばり強さを

持たせることで補うこととしている。部材の靭性確保のための留意事項については(3)で述べる。

妬9



第7章 鉄骨鉄筋コンクリート造の耐震計算

(2) A", Acの算定法

A"及びAcのとり方に関しては,6．2. 3｢A", Acの算定法」(p. 215)を参照のこと。

｢その他の壁」については単位強度を7 kg/c㎡とする。

(3)靱性の確保

柱，はり及び耐力壁の靱性を確保するため，これらの設計は下記によるとよい。

i)柱及びはりの設計

ただし，

，
、
‐
ノ
①

柱
ｉ

せん断設計用せん断力

柱及びはりのせん断設計用せん断力の算定は下記によるとよい。

a)構造耐力上主要な部分である柱は，次の式により算出される鉄骨部分及び鉄筋コン

クリート部分のせん断力を設計用せん断力とする。

Qs = ｡"i*｡"
〃

（7－1）

Q" = '"if"
ただし,Qγは次の式で算出してもよい。

Q7=2(Q-Qs) (7-2)

これらの式において,Qs, Q7, Q,s",,s","i, ,』必及び〃'は,それぞれ次の数

値を表すものとする。

Qs:鉄骨部分の設計用せん断力

Qγ：鉄筋コンクリート部分の設計用せん断力

Q:一次設計用地震力により柱に生ずるせん断力

s必：柱の鉄骨部分の上端の短期許容曲げモーメント

・必:柱の鉄骨部分の下端の短期許容曲げモーメント

，〃,：柱の上端に接続する左右のはりの鉄骨部分の短期許容曲げモーメントと鉄筋

コンクリート部分の終局曲げモーメントの和の0.5倍（最上階の柱にあって

は, 1.0倍とする)の数値から柱の上端の鉄骨部分の短期許容曲げモーメント

を引いた数値と柱の上端の鉄筋コンクリート部分の終局曲げモーメントの数

値のうち，いずれか小さい方の数値。ただし，ピロティ部分の柱等明らかに

両端に曲げ降伏が生ずると考えられる場合には，柱の上端の鉄筋コンクリー

ト部分の終局曲げモーメントとする。なお，はりの鉄筋コンクリート部分の

終局曲げモーメントとして短期許容曲げモーメントを用いることができる。

アハ必：柱の鉄筋コンクリート部分の下端の終局曲げモーメント

〃'：柱の内法高さ

ここで,柱の鉄筋コンクリート部分の終局曲げモーメント",,7"Zは(6-3)式

(p. 232)によることができる。ただし, (6-3)式中"とあるのは,Nとする。

鉄筋コンクリート部分に作用する軸力7JVを柱全体に作用する軸力Ⅳに応じ

て次のように定めてよい。
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7.3ルート回の計算

｝'『-”
"≦記Nbの時, ,"="

">,Wbの時,γⅣ=,N。

ここに,7Noは,鉄筋コンクリート部分が圧縮力のみを受けた場合の圧縮終局

耐力とする。

b)構造耐力上主要な部分であるはりは，次の式により算出される鉄骨部分及び鉄筋コ

ンクリート部分のせん断力を設計用せん断力とする。

｜,ﾎ』
Q｡ = ｡QL+ ｡"r

Q『= ,.QL+-z"ﾁ“
ただし,Qγは次の式で算出してもよい。

Qr=2(Q-Qs) (7-5)

これらの式において,Qs, Qr, Q,sQL, ,･QL,s"1,s", ,"i, ,"及び〃'は,それ

ぞれ次の数値を表すものとする。

Qs:鉄骨部分の設計用せん断力

Qγ：鉄筋コンクリート部分の設計用せん断力

Q:一次設計用地震力によりはりに生ずるせん断力

sQL :鉄骨部分が負担する長期荷重によるせん断力，又は，部材両端ピン支持とし

た時に鉄骨部分が負担する長期荷重によるせん断力

rQL :鉄筋コンクリート部分が負担する長期荷重によるせん断力，又は，部材両端

ピン支持とした時に鉄筋コンクリート部分が負担する長期荷重によるせん断

力

s",:はりの鉄骨部分の一端の短期許容曲げモーメント

s雌：はりの鉄骨部分の他端の短期許容曲げモーメント

7"i:はりの鉄筋コンクリート部分の一端の終局曲げモーメント

沸鵬：はりの鉄筋コンクリート部分の他端の終局曲げモーメント

〃'：はりの内法スパン

② せん断力に対する設計

前記①で求めた鉄骨部分の設計用せん断力Qs及び鉄筋コンクリート部分の設計用せん断
力Qｧが次式を満たすことを確認する。

｜('一“
Qs≦Qs@

Q,≦Qγα

ここに,Qs@, Qγαはそれぞれ鉄骨部分の許容せん断力及び鉄筋コンクリート部分の許容せ

ん断力である。

③ その他の留意事項

柱の設計においては，上記によるほか，鉄骨鉄筋コンクリート断面としての曲げ耐力に占

める鉄骨断面の曲げ耐力の比率が過小とならないよう，また，最大圧縮耐力に対する柱軸力
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第7章 鉄骨鉄筋コンクリート造の耐震計算

が過大とならないよう配盧すべきである。

ii)耐力壁の設計

耐力壁の設計は下記によることが望ましい。

a)耐力壁の設計用せん断力は一次設計用地震力により耐力壁に生ずるせん断力の2.0倍以

上の値とする。

b)耐力壁のせん断補強筋の算定には, 743(2)｢部材強度の算定式」(p . 266)の強度式等

を用いればよい。

ただし，せん断補強筋比は0.4％以上とすることが望ましい。

7．3．3ルート便=列の計算

(1)主旨等

本規定は，高さ方向及び平面内での剛性及び重量が適正なバランスにあり，特定層や層内の特

定耐震要素への損傷集中が生じないような建築物で，耐力壁，そで壁付き柱等の水平断面積がか

なり多く，比較的耐震強度のある建築物を想定したものである。

規定の式国20A"+ 220Ac≧ZW恥は，耐力壁等の水平断面積の量から，想定する構造形式の建

築物の耐震強度を略算的に算出するものである。その具体的意味については，63 3｢ルート

厄=司の計算」(p. 221)に記されている。

この式により規定される鉛直耐震部材の量は，想定する地震に対して，建築物が耐震強度のみ

で抵抗できるほどには多くない。そこで，これをある程度のねばり強さを持たせることで補うこ

ととしている。部材の靭性確保のための留意事項については(3)で述べる。

(2) A", Acの算定法

耐力壁等の水平断面積の和から建築物の耐震強度を確認する式中のA"及びAcの取り方につ

いては，6．3．3｢ルート厄=到の計算」を参照すること。

(3)靱|生の確保

鉄骨鉄筋コンクリート造の柱，はり並びに耐力壁の靭性の確保の考え方については，7．3．2(3)

｢靱性の確保」(p. 260)による。

ただし，そで壁付き柱は，実験結果によれば強度は大きいものの脆性的な破壊を生じやすいの

で，次の点に留意して設計することが望ましい。

i)柱部分の設計に当たっては，そで壁の存在を考慮した応力解析及び断面算定を行うほか，

部分的な破壊による性状の変化についても考慮する。

ii)そで壁については厚さを15cm以上とするほか，壁配筋は複配筋とし，かつ壁筋比を0.4%以

上とする。

7．3．4ルート便=引の計算

(1)主旨等

本規定は，高さ方向及び平面内での剛性及び重量が適正なバランスにあり，特定層や層内特定

耐震要素への損傷集中が生じないような建築物で，主として耐震要素のねばり強さにより，想定

する強さの地震動に耐えようとするものを想定している。耐力壁を含め比較的に単純明快な構造

狸



7 3ルート回の計算

計画がなされており，構造計算上考慮しない壁の少ない建築物が対象となる。

ここでは，耐力壁等の量を規定し耐震強度を高くしようとするものではないので，各部のねば

り強さの確保が耐震性を考える上で重要な要件である。建築物の崩壊メカニズムを求め，所要の

耐力とねばりを確保する保有水平耐力の確認の規定とは異なる手法で部材のせん断補強を行う。

すなわち，略算的手法で，大地震動を受ける時に，柱及びはりに生じると想定される応力を求め，

これに対し，十分なせん断補強を施すものである。一方，耐力壁については，一次設計用地震力

により得られるせん断力を割増した応力に対し，十分な余裕のあるせん断補強を行う。

(2)柱及びはりのせん断設計

柱及びはりのせん断設計の考え方は, 7.3.2(3)i)「柱及びはりの設計」(p. 260)による。

(3)耐力壁のせん断設計

耐力壁のせん断設計は下記による。

Q瓢L≧〃･QD (7-7)

ここで, Qs":短期許容せん断耐力

QswIL =max(γ・＃。′・た, 7 (Q"+2Qc)) (kg)

γ：開口に対する低減率で，次式より求められる値のうち，いずれか小さい方に

よる。

，=1－今

〆=』-/霧(適用範囲ｲ野≦'4）
‘：壁板周辺の柱中心間の距離

20：開口部の長さ

ん：壁板周辺のはり中心間の距離

"o:開口部の高さ

Q":無開口壁の壁筋及び鉄骨筋かいが負担できる許容せん断力で次式による。

Q" = ps･j･''｡7jl +歳戸｡sAb･s/I (kg)
,s:壁板の直交する各方向のせん断補強筋比

オ：壁板の厚さ(cm)

2'：壁板の内法長さ

淡：壁筋の短期許容せん断応力度(kg/cnf)

ん'：壁板の内法高さ

sAz,:壁に内蔵される鉄骨筋かいの断面積の和(c㎡）

銀：鉄骨の短期許容引張応力度(kg/c㎡）

Qc:壁板周辺の柱(1本）の短期許容せん断力で鉄骨部分の短期許容せん断力と

鉄筋コンクリート部分の短期許容せん断力の和とする。

〃：この場合，2とする。

Qp:一次設計用地震力により耐力壁に生ずるせん断力
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第7章 鉄骨鉄筋コンクリート造の耐震計算

耐力壁の大地震時における耐力は，前記Q"の値を大幅に上回る可能性があることに加え,Q"

自体についても耐力壁のせん断力分担率の計算仮定如何によって非常に大きくバラックことが考

えられる。これらのことから，安全対策として0.4%以上のせん断補強筋比を用いることが望まし

い。

7.4ルート回の計算

7．4．1規定の内容

(1)政令等

麟篭蕊養蚕鯛

（保有水平耐力）

第82条の4 第81条第1項の規定によって特定建築物で高さが31メートルを超えるものの構造計

算をするに当たっては，第82条及び第82条の2の規定によるほか，特定建築物の地上部分につ

いては，次の各号に定めるところによらなければならない。

一 第4款に規定する材料強度によって各階の水平力に対する耐力（以下この条において「保

有水平耐力」という｡）を計算すること。

二 地震力に対する各階の必要保有水平耐力を次の式によって計算すること。

Q必〃= DsFbs Q趣α

この式において, Q"",Ds,Fbs及びQ""は，それぞれ次の数値を表すものとする。

Q浬〃 各階の必要保有水平耐力（単位 トン）

Ds 各階の構造特性を表すものとして，特定建築物の振動に関する減衰性及び各階
じん

の靭性を考盧して建設大臣が定める方法により算出した数値

良s 各階の形状特性を表すものとして，各階の剛性率及び偏心率に応じて建設大臣

が定める方法により算出した数値

Q" 地震力によって各階に生ずる水平力（単位 トン）

三第一号の規定によって計算した保有水平耐力が,前号の規定によって計算した必要保有水
平耐力以上であることを確かめること。

〔関連告示等〕

ここで,Dsは昭55建告第1792号(Ds及びE2sを算出する方法)第1, "sは同告示第2による。

Q"は，令第88条第1項及び第3項による。

(2)所要の規定

ルート回を適用して構造計算を行う場合，「応力度等（令第82条）の確認」のほかに，以下の

2つの要件を満足する必要がある。

。－次設計用地震力により生じる層間変形角が規定値以内であること。

・建築物の各階の保有水平耐力が，必要保有水平耐力以上であること。

なお，剛性率，偏心率等（令第82条の3）の規定の確認をする必要はない。しかし，剛性率と

偏心率とは，必要保有水平耐力を求める場合の形状係数歴sに反映されることになる。
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7 4ルート回の計算

7．4．2保有水平耐力

建築物の構造形式等の構造上の特性に応じて，付－1｢保有水平耐力の計算方法」(p. 310)に述

べられる方法から適切なものを選び，各階の保有水平耐力を計算する必要がある。計算の原則に

ついては，46｢保有水平耐力」(p.151)を参照のこと。

7．4．3部材の終局耐力

(1)部材の終局耐力算定の基本事項

i)部材の終局耐力の計算と材料強度

建築物の保有水平耐力は，柱，耐力壁等の部材及びそれらの接合部の終局強度に基づいて計

算することになる。この場合の材料強度としては次のような値を用いる（原則として，令第3

章第8節第4款による)。

① コンクリートは設計基準強度。

② 鋼材については短期許容応力度と同一の数値。ただし, JIS規格品にあってはその1.1倍

とすることができる。

③ くい及び地盤については極限支持力（度)。

ii)耐力壁等に対する境界効果

耐力壁等の保有水平耐力については，境界ばりや直交ばりが耐力壁等に連続している場合，

それらの効果が非常に大きい。このため，その効果を適切に評価することが必要である。それ

らの効果を無視した場合には，保有水平耐力の上からは安全側の仮定となるが，ねばり強さの

確保の上からは危険側の仮定となるので，注意が必要である。

iii)耐力壁等の基礎浮き上がり耐力

耐力壁の破壊形式としては，一般の柱，はり部材と同様なせん断破壊や曲げ破壊に加えて，

基礎が浮き上がったり，又は圧縮側が沈んだりするいわゆる回転形の破壊となることが少なく

ない。この破壊形式を無視することは，建築物の保有水平耐力の計算上からは危険側の仮定と

なることがあるので，注意が必要である。

iv)部材の終局耐力と影響因子

柱，はり及び耐力壁並びにそれらの接合部等における諸強度についての計算式は，(2)項に記

された終局強度を表す式を用いればよい。また，これらの計算のうち，特に部材の断面の曲げ

終局強度に関連して，下記の諸項目について略算的な取扱いをした場合においては，せん断設

計等所要のねばり強さを与えるための細部の設計においてその影響を考盧しなければならな

いo

① 鉄筋の実降伏点強度の上昇

② スラブ筋のはりの曲げ強度に対する効果

③ 計算上の曲げ主筋以外の軸方向筋の効果

④ 曲げ強度に対する軸力の効果

⑤ 耐力壁の曲げ耐力及び基礎浮き上がり耐力に対する境界ばり及び直交ばりの拘束効果及

びくいの引抜き抵抗力の効果
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第7章 鉄骨鉄筋コンクリート造の耐震計算

(2)部材強度の算定式

柱，はり，耐力壁等の部材についての曲げ強度やせん断強度の算定式としては，種々の実用的

な式が提案されているが，曲げ強度式のように理論式に近いものから，せん断強度式のように実

験結果をまとめたものまで種々あるので，適用性等について関連する資料を参考の上，適切な式

を採用することとしたい。

以下に参考までに，提案されている算定式の一部を紹介しておく。

i)はり，柱の強度の計算式

① 曲げ強度（累加強さによる曲げ耐力式）

鉄骨鉄筋コンクリート断面の耐力を，無筋コンクリート，鉄筋及び鉄骨断面の耐力の和と

して求める（図7．4－1)。

－ 「5~~~~51「~~~~~1
● ●

T ≠，トトi TI l
o 。 ’。.__－2」L__. |

(a)コンク(b)鉄筋部分(c)鉄骨部分
リート

部分

図7．4－1鉄骨鉄筋コンクリートの断面構成

● ●

工
、 ⑥

a)無筋コンクリートの耐力線

軸圧縮力cNと曲げモーメントc〃を受ける無筋コンクリートの断面の応力分布は，図

7．4－2のようであるとする。ここに，凡'は柱のコンクリートの圧縮強さでシリンダー試

験から得られる圧縮強さ凡より低い値をとり，柱の実験結果から次式が提案されている。

晩'= Ft (0.85-2.5 sZ)c) (kg/c㎡) (7-8)

ここに,slcは圧縮フランジの鉄骨比である。

恥’

島”鰯ﾕﾐ
ー

“

ミ

「函
、
。

LLl

図7．4－2簡略化されたコンクリート部分の応力分布

図7．4－2を参照し，軸力のつり合いとモーメントのつり合いを考えて，次式が得られ

る。

l |,-,'
clV=X",･6･D･Ft' (kg)

c"= 6･Z･凡′rL=XMI (1-X"') (kg．cm)

上式からx麺』を消去すると，

6･ D2 厩，；か多凡,('-MYE,,) (7-'0)
〃

二二
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7.4ルート回の計算

すなわち，cNとc〃の相関曲線は，図7 4－3のようなパラボラで，図中の値は(7-

11）式で与えられる。

cⅣ趣c= 6･ D･凡′ (kg)

｜旧“cNb= 0.56 ･ D ･ Rg' (kg)

c"o= 0.1256 . D2 .凡′ (k9．cm)

cⅣ

cⅣi“

。cⅣり

O cMo cM

図7．4－3コンクリート部分のcM-cN曲線

b)鉄筋断面の耐力線

図7．4－4のような鉄筋断面の場合の耐力線は，図7．4－5のようになり，図中の値は次

式で与えられる。

,JV"c =ァα・『の (kg)

’'’一②,W"f =－γα・γdj, (kg)

,"if｡=γαf.rdy．〃′(kg．cm)

ここに，γのは鉄筋の材料強度(kg/cIn2)

rac＝＝rat

｢5，△､訂

］
LgkV2」

丁αj

γα＝γαj-卜γαc

図7．4－4鉄筋部分の断面 図7

rⅣ

rⅣ“

0
加M1” 『

『Ni』』

凶7．4－4鉄筋部分の断面 図7．4－5鉄筋部分のγM-7.Ⅳ曲線

c)鉄骨断面の耐力線

図7. 4-6 (a)のような非充腹形鉄骨及び(b)のような充腹形鉄骨断面の耐力線は，それぞ

れ図7．4－7の破線及び実線のようになる。実験の式は，ここでは示さないが,一般には破

線で代用しても大した過小詔而とはならない。

図7．4－7に示される軸力と曲げモーメントの値は（7－13）式で表される。
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SJVz'c=S4.Sの (kg)

1‘,－．sⅣ唾= -sA"･ sdy (kg)

s〃ｯ｡=sZb･sの (kg．cm)

ここに, sA:鉄骨の全断面積(c㎡）

sA" :鉄骨の有効断面積(cnf)

sみ：鉄骨の塑性断面係数で，

充腹形の場合 sZb=1.15Zx (cnf)

非充腹形の場合sZb=s"#･ sノ(cnf)

Zx:鉄骨の断面係数(c㎡）

s"f :引張側の鉄骨弦材の有効断面積(cr）

sの：鉄骨の材料強度(kg/cnf)

sノ：鉄骨の引張側及び圧縮側弦材断面の重心間距離(cm)

叙
恥

Ｆ

ぷαc＝二sαt

r

L

saI

(a)非充腹形 (b)充腹形

図7．4－6鉄骨部分の断面

形

0
グ

sⅣi“

図7．4－7鉄骨部分のsM-sN曲線

d)累 加

無筋コンクリート(C) ,鉄筋(R)及び鉄骨(S)の耐力線が求められれば,図上でこれらを加

え合わせればよい。この作図方法は，用紙に耐力線を描き，一方の図の原点を他方の図の

耐力線上を移動させて包絡線を求めればよい｡図7．4－8にその例を示す。3部分をどのよ

うな順序で加えてもよいが，図7 4－8の例ではまず(S)と(R)を加えて(SR)を作り，

これと(C)とを加えて(SRC)を作っている。

e)簡略化した累加

前述した方法により簡単に累加をしたい場合には，曲線で表された耐力曲線を直線で置

き換えればよい。図7．4－9はその例で, (S)と(C)も直線で表されている。まず(S)

と(R)とを加え(SR)としてI HEFGを得られ，これと(C)とを加えてA BCDEF

Gが得られる。あるいは, (SR)を2直線IEGに置換して(C)を加えればACDEGが

得られ, ACDの代わりにADを用いれば，耐力線はADEGとなる。図で明らかなよう

に，簡略化すればするほど，誤差（耐力の過小評価）は大きくなる。

図中の値は（7－14）式で与えられる。
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Ⅳ
ハ

Mで

クリート（SRC鉄筋コン

コンクリート

､/ (c)
、、、

､～
:2､ノ、､､、

ﾐ骨鉄筋コンク鋤 |j一卜（SRC）
鉄骨鉄筋(SR）皿

『
〉
旧

ｊＳ
Ｒ

鉄骨鉄筋(SR）
鉄件（

鉄筋（

D(M0，M）

0
M1』0 〃‘V

肌【i
G

図7．4－8鉄骨鉄筋コンクリート

断面の相関曲線

図7．4－9簡略化した鉄骨鉄筋コンクリート

断面の相関曲線

Ⅳ座c = s""c+,N"c+cⅣ型c

Ⅳ皿t = sN"f+rN"f

M=cJV｡ ･(7-14)

"o= s""｡+,〃座｡+c"b

〃鼬｡==S〃哩｡＋鯨〃逆。

さらに，鉄骨鉄筋コンクリート断面の耐力線をADGのように簡略化すれば,軸力"と

曲げモーメント皿の終局耐力に関する相関関係は（7－15）式で与えられる。

｜旧‘
諾≧'の時，篭錺+(1－篭)器=』

器く'の時,‐鈴諾十('+鈴)器=】
② せん断強度

現在のところ，次のような考え方がある。

強軸方向あるいは強軸，弱軸両方向の鉄骨が配置された鉄骨鉄筋コンクリート部材の終局

せん断強度は（7－16）式によって算定する。ただし，弱軸方向のみに鉄骨が配置された鉄

骨鉄筋コンクリート部材の終局せん断強度の算定においては，（7－16）式のsQ灘を0とす

る。

ｊ

か
心

加
γ

妙
鋤

”
十
和
炎

ｊ
別

邸
邸

八
必

Ｑ
Ｑ

γ
ｓ

ｏ
〃ｒ

α
泌

タ
ブ

江
皿

皿
ｒ
、

ｒ
、

蝿
母
趣

．〃・が
＋
／
ｌ
く

６
６

江
〃

〃

ｎ
配
・
Ｚ

・Ｚ
γ

加
加

７

－
娠
一
一
一
娠
韮
鋤
恥

Ｑ
勾

蝿
こ

(7－16）

(7－17）}
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sQ", = sA" ･ sdy/,/g (充腹形の場合）

｜‘,－．=Aa･sの･sj〃8（ラチス形の場合）

sQ"2 = Zs〃幽/'′

た＝加加{Ft/20, (5+R/100)×15}

" = 4/ ("(Q ･ ,")+1) :はり材の場合

＝1 ：柱材の場合

記号

6：はり材あるいは柱材の幅(cm)

6'：はり材あるいは柱材の鉄骨フランジ位置のコンクリート有効幅(cm)

7j:はり材あるいは柱材の鉄筋コンクリート部分の応力中心間距離で7/8．γαと

することができる。(cm)

沙”：はり材あるいは柱材のせん断補強筋比。ただし，0.6％を超える時は，0.6％

とする。

”の,：せん断補強筋の材料強度(kg/c㎡）

sAM":せん断力が作用する方向の鉄骨ウェブ断面積(c㎡）

Ad:せん断力が作用する方向の鉄骨ラチス材の断面積(cnf)

β：ラチス材の材軸となす角度

＄の：鉄骨ウェブの材料強度(kg/c㎡）

凡：コンクリートの材料強度(kg/cr）

．〃迦：鉄骨部分の一端あるいは他端における全塑性モーメント(kg．cm)

′'：はり材の内法スパンあるいは柱材の内法高さ(cm)

ii)耐力壁の強度の計算式

① 曲げ強度

壁板に隣接する柱材を含む耐力壁の終局曲げ強度は次式によって算定する。

〃α＝加加{“‘1，〃"｝ （7－20）

｝''一'｡
〃江,＝（sA・say＋7A．γdy)′"＋1V,．〃”

〃迦2= (s4･sの+,4 ･ ,.dy+cA'・圧')′妙一N2．′妙

記号

cA/ :耐力壁に隣接する柱材のコンクリート断面積(cr）

sA:上記の柱材の鉄骨全断面積(c㎡）

,z4:上記の柱材の主筋全断面積(c㎡）

凡'：柱材のコンクリートの終局圧縮応力度で0.75凡とすることができる( kg/cnf)

sdy:鉄骨の引張りの材料強度(kg/c㎡）

γの：主筋の引張りの材料強度(kg/c㎡）

‘”：壁板に隣接する柱材の重心間距離(cm)

Ⅳ,：地震力によって引張側となる壁板に隣接する柱材の長期軸方向力(kg)

“：地震力によって圧縮側となる壁板に隣接する柱材の長期軸方向力(kg)

2"



7.4ルート回の計算

なお，Ⅳ,，“は，崩壊メカニズム形成時の左右の境界ばりのせん断力に著しい差が生じる

場合には，その影響を考慮して算定する。

② せん断強度

鉄骨筋かいを内蔵した無開口耐力壁の終局せん断強度は次式によって算定する。

ｊ
ｊ

２
３

２
２

’
一

７
７く

邸

“
Ｑ

Ｑ
妬

対
２

１
＋

江
〃

却
却
鵠

型
１

二
局

Ｑ
恥

sbQ" :鉄骨筋かいの終局せん断強度で次式によって算定する。

s6Q" = sA6 ･ sの。cos 8 ( 7 -24)

sA6 :壁板に内蔵される鉄骨筋かいの断面積の総和(c㎡）

sの：鉄骨筋かいあるいは鉄骨ウェブ部の引張りの材料強度(kg/cnf)

Qz":壁板の終局せん断強度で，次式によって算定することができる(kg)

Q"= ""{'$･ ,."の, Ft/4}･r･"' (7-25)

Z)s:壁板の直交する各方向のせん断補強筋比

，."｡y：壁板あるいははり材,柱材のせん断補強筋の引張りの材料強度(kg/c㎡）

j:壁板の厚さ(cm)

′'：壁板の内法の長さ(cm)

良：コンクリートの材料強度(kg/cnf)

csQ" :壁板に隣接する柱材の直接せん断強度で，次式によって算定する(kg)

cSQ" = 6 ･ ,j (1.5j@+0.5"" ･ "4,Oj,) +SA"・sdy/,/3 (7-26)

6：柱材の幅(cm)

，j：柱材の応力中心間距離(cm)

sA" :鉄骨ウェブの断面積(c㎡）

沙”：柱材の帯筋比

/S = "" {R/20, (5+FIg/100)×1.5} (kg/c㎡）

2刀
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7．4．4構造特性係数Ds

(1)規定の内容

Dsは,建築物の振動減衰性及び各階の靭性に応じて必要保有水平耐力を低減するための係数で

あり，計算を行う階の架構の形式及び架構の性状によってその数値が規定されている。

昭55建告第1792号の表3に鉄骨鉄筋コンクリート造の構造の階について数値を定めている。な

お，ただし書の規定により適切な実験又は解析によってその数値を定めることができる。

（ ）告示 昭55建告第1792号

3

い (劃 ㈱

剛節架構又は

これに類する

形式の架構

い欄及び㈱
欄に掲げるも

の以外のもの

各階に生ずる水平力の大部分
を当該階の耐力壁又は筋かい
によって負担する形式の架構

架構を構成する部材に生ず

る応力に対してせん断破壊

等耐力力:急激に低下する破

壊が著しく生じ難いこと等

のため，塑性変形の度力:特

に高いもの

(1) 0 3 0．35 ().4

(1)に掲げるもの以外のも

ので架構を構成する部材に

生ずる応力に対してせん断

破壊等耐力が急激に低下す

る破壊が生じ難いこと等の

ため，塑性変形の度が高い

もの

(2) 0.35 O 4 0．45

(1)及び(2)に掲げるもの以

外のもので架構を構成する

部材に塑性変形を生じさせ

る応力に対して当該部材に

せん断破壊が生じないこと

等のため，耐力が急激に低

下しないもの

(3) 0．4 0．45 0.5

(1)から(3)までに掲げるも

の以外のもの
(4) 0．45 0.5 0.55

柱及びはりの大部分が鉄骨鉄筋コンクリート造である階にあっては，この表の各欄に掲げ

る数値から0.05以内の数値を減じた数値とすることができる。

■で

2”



7.4ルート回の計算

）（ 通 達 昭56住指発第96号

別記3 昭和55年建設省告示第1792号第1 (Dsの算出方法）の取扱いについて

(1) Dsの適用

Dsは，階，計算方向等によってそれぞれ異なる数値を採用しても差支えない。

(2) Dsの判定方法

(1) Dsの判定は，特別な実験･解析等によって適切に定める場合のほか昭和55年建設省告示

第1792号第1の表1〔表2〕及び表2〔表3〕により，架構の形式及び架構の性状に応じ

て，当該表に掲げる数値以上の数値として定めるものとする。

（2）前記の架構の形式の区分は壁，筋かい等によって分担される耐力の比率，筋かいの挙動

性状等を，架構の性状の区分は部材の靭性及びそれらの耐力分担比等をそれぞれ適切に評

価して定めるものとする。

（3）前記のそれぞれの性状の判定は，当面下記の付則に示す判定基準に基づいて行うことを

原則とする。

〔付 則)Dsの判定基準

（1）総 則

① Dsを実験・解析等によらず昭和55年建設省告示第1792号（以下「告示」という｡）の

第1の表によって定める場合は本基準による。ただし,本基準の一部分について，実験・

解析等により本規定と同等以上にその性状を評価できる場合には，当該評価によること

ができる。

② 本基準の各規定は，階全体を対象として適用することとする。ただし，当該階を適切

に分割して評価しうる場合は，その評価によることを妨げない。

（2）表1〔表2〕及び表2〔表3〕の適用

① 告示の表1〔表2〕及び表2〔表3〕の適用は本項による。

③ 表2〔表3〕（木造及び鉄骨造以外の階に適用）の適用は，次に掲げるところによる。

i)表2(表3)の適用の原則は表3－6による。

表3－6

2ズヲ

(1)表3－7

ランクIの構造

(2)表3－7

ランク11の構造

(3)表3－7

ランクIIIの構造

(4)表3－7

ランク1Vの構造

※lこの表においてβ迦は耐力壁又は筋かいが分担する保有水平耐力の階全体の保有水

平耐力に対する比をいう。以下同じ。

※2鉄骨鉄筋コンクリート造については，（ ）内の数値を適用してよい。

い

イ）剛接架構

ロ）β幽が0.3以下

0.3

(0.25）

0．35

(0.3）

0.4

(0.35）

0．45

(0.4）

㈲

い欄及び㈱欄に掲げ

るもの以外のもの

0．35

(0.3）

0.4

(0.35）

0．45

(0．4）

0.5

(0.45）

㈲

β逆が0.7を超えるもの

0.4

(0.35）

0．45

(0.4）

0.5

(0．45）

0．55

(0 5）
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ii)表3-6中，構造のランク(I～IV)は表3－7による。なお，参考のため( )

内に表3－6による鉄筋コンクリート造のDsの数値を示している。

表3－7

耐力壁の
WA WC WDWB種別及

び

βじ

0.3＜β皿

≦0.7

0.3＜＆

≦0.7

0.3<8"

≦(}‘7

0.3 < 8u

≦0.7

柱． βu≦0.3 β皿> 0.7 β脚≦0.3 8">0.7 β"≦0.3 βﾛ＞0.7 βu≦0.3 8" >0.7
はりの
種 別

I

(03）

I

(0 . 35)

I

(0.4)

I1

(0.35）

1I

(0.4）

II

(0.45）

I1

(0 . 35)

II

(0.4)

IⅡ

(0.5）

111

(0.4)

皿

(0 .45)

Ⅳ

(0.55）
FA

II

(0.35)

11

(0.4)

1I

(0 . 45)

1I

(0.35）

11

(0.4)

II

(0 45)

ⅡI

(0 45)

111

(0 5)

111

(0.4)

IV

(0.5)

Ⅳ

(0 55）

II

(0 . 35)
FB

111

(0.4）

1H

(0.45）

1I

(0.45）

ⅡI

(0 4)

IⅡ

(0.45）

ⅡI

(0 5）

I11

(0.4）

111

(0 45)

ⅡI

(0 5）

Ⅳ

(0 . 45)

Ⅳ

(0.5）

IV

(0.55）
FC

Ⅳ

(0 . 45)

1V

(0 5)

W

(0 55)

IV

(0 .45)

W

(0.5)

Ⅳ

(0 .55)

Ⅳ

(0 45）

W

(0.5)

W

(0 .55)

Ⅳ

(0 45)

W

(0.5)

IV

(0.55）
FD

壁式構造

(β型＝1）

I1

(0.45)

ⅡI

(0.5）

1V

(0 55）

IV

(0.55）

注：鉄骨鉄筋コンクリート構造については，上記の（ ）内の値から0.05を差し引いた値を

適用してよい。

iv)鉄骨鉄筋コンクリート造部材の種別の分類は，表3-10及び表3-11による。

イ）柱の種別

表3-10

jWNb>04想定される N/IVb≦0.3

破壊モードs〃｡/"b≧04 ,Mb/"｡<04

曲げ破壊 FA FB

せん断破壊 FB FC

MJVb≦0.4

s〃｡/〃b≧0.4 s"｡/"b<0.4

FB FC

FC FD

想定される

破壊モード

FD

メカニズム時の軸方向荷重(t)

鉄骨鉄筋コンクリート断面としての最大圧縮耐力(t)

鉄骨断面の曲げ耐力(tom)

鉄骨鉄筋コンクリート断面としての曲げ耐力(t・m) (N=0)

Ⅳ
肌
鵬
必Ｓ

９

で》」

》
」

ロ）耐力壁の種別

表3－11

v)種別の異なる部材の併用の取扱い

各部材毎の種別と，階全体の種別との関係は下記による。

イ）本項は，対象となる部材群に種別Dの部材が存在しないか，またはその存在が無

視しうる場合に，次の判定に適用する。

2湾

耐力壁の種別

想定される破壊モード

WA

せん断破壊以外

WC

せん断破壊
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(a) iii), iv)において階全体の壁群の種別(WA～WC)を判定する場合

(b) iii), iV)において柱・はり群の種別(FA～FC)を判定する場合

ロ）部材群の中に種別Dの部材が存在する場合は，それが脆性的な挙動を示すおそれ

があるため，局部的な崩壊時に対する影響と程度を考慮し適切に階全体の種別を評

価するものとする。

ハ）イ）の適用は表3－5による。

表3－5

(2)背 景

i)構造特性係数Ds

鉄骨鉄筋コンクリート造の主要耐震要素が脆性的な破壊をすることが予測される場合は，構

造特性係数Dsの値は十分大きな値とすることが必要である。

脆性的な破壊をする部材を有する階については，それらの脆性部材の破壊が建築物全体の破

壊に対して影響が少ないことが確認され，かつ，保有水平耐力の算定に当たってそれらの部材

の耐力を無視する場合には，構造特性係数は，そのような部材の存在を無視して決めてよい。

柱についてはその塑性変形能力を支配する要因として，柱の軸力比』WⅣ｡と断面の鉄骨量を

示す鉄骨部分の終局曲げモーメントと柱全体の終局曲げモーメントの比sMb/必を考えてい

る。例えば，せん断破壊の先行する柱であっても，軸力が小さく，鉄骨量が確保されていれば，

鉄骨の耐力低下が急激でないので，ある程度の靭性を期待できると考えている。

はりに関する条件が入っていないのは，鉄骨鉄筋コンクリート造では，はりのせん断破壊が

先行するケースは，部材断面せいからいって比較的少ないこと，またせん断破壊が先行したと

しても鉄筋コンクリート造に比較すれば復元力の安定性がよく，変形能力も急激に失うことは

ないことから，はりは特にDsのランクづけにとり入れていない。しかし，これらの点について

も細かくいえば，鉄骨量や鉄骨ウェブ材の構成により差異がある。

ii)鉄骨鉄筋コンクリート造の耐力及び変形性能

① 曲げと軸力を受ける部材の全塑性モーメント

曲げと軸力を受ける部材の全塑性モーメントは，鉄骨，鉄筋及びコンクリートの材料特

性をすべて完全弾塑性とし，かつ，三者が一体となって外力に抵抗すると考えた場合の全

塑性モーメントとしてよい。鉄筋コンクリート部分の耐力と鉄骨部分の耐力との累加によ

って求めた曲げ耐力は安全側の評価を与える。これらの耐力の計算式は7．4．3(2)｢部材強

2庵

部材群としての

種 別

A

B

C

※種別Dの部材が存在する場合には，それを除く。

種別Aの部材の耐力

の和の部材群※の耐
力和に対する比

50％以上

種別Bの部材の耐力

の和の部材群※の耐
力和に対する比

種別Cの部材の耐力

の和の部材群※の耐
力和に対する比

20％以下

50％未満

50％以上
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度の算定式」(p . 266)に記した。

② せん断耐力

部材のせん断耐力Q型は，鉄骨部分のせん断耐力sQ迦と鉄筋コンクリート部分のせん断

耐力γQ逆との和によって評価できる。これらの耐力の計算式は7．4．3(2)に記した。

なお，これらの式以外に鉄筋コンクリート部分のせん断耐力のうちせん断付着破壊耐力

を検討する場合には，日本建築学会編「鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準。同解説」に

示されたせん断付着破壊耐力の算定式を適用することができる。

③ 柱の靭性に及ぼす軸力の影響

柱の靱性を高めるには，せん断破壊あるいはせん断付着破壊を防止することのほかに，

軸圧縮力をあまり増大させないことも重要である。すなわち,柱の軸圧縮耐力Noに対する

軸圧縮力Ⅳの比MNoが小さい時は靭性に富み，大きい時は靭性に乏しい。

④ 柱・はり接合部の耐力と変形性能

柱。はり接合部の実大実験の結果によると，柱。はり接合部のせん断耐力は，日本建築

学会編「鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準。同解説」に示された式によってよく評価で

きる。また，これによって設計した接合部の終局耐力時の履歴特性は紡錘形の安定したも

のである。

⑤ 鉄骨ウェブの形式と履歴特性との関係

鉄骨ウェブの形式と荷重履歴との関係は，靭性確保の観点からみれば，柱材のウェブは

充腹形にするか，少なくともラチス形にすべきであって，靱性を期待する場合は格子形は

用いるべきではないといえる。

⑥ 耐力壁の諸特性

a)鉄骨鉄筋コンクリート造の架構を周辺に有する鉄筋コンクリート造耐力壁は，周辺架

構の鉄骨に十分なせん断耐力と靭性を持たせることにより，鉄筋コンクリート造架構で

周辺を拘束された鉄筋コンクリート造耐力壁に比較して，一般によりすぐれた靱性が期

待できる。

b)鉄骨筋かい内蔵の耐力壁は，鉄骨のコンクリートかぶり厚が十分でない場合には初期

コンクリートひび割れの発生を早めることがあるので注意を要する。

c)上記耐力壁の終局耐力は，累加強さ式によってよい。

Dsの算定

i) Dsの算定手順

Dsは，階ごとに，また，計算方向ごとに求める。ここでは，告示及び通達に示された判定基

準に従って,Dsを求める方法を述べる。むろん，ここに述べる方法のほか，特別な実験，解析

等によって適切に定めることもできる。

a)階に属するすべての柱及び耐力壁について，部材としての種別名（柱にあっては,FA

~FD,耐力壁にあっては,WA又はWC)を付す。柱は，崩壊メカニズム時の軸力比MNo

及び鉄骨部分の全断面に対する曲げ耐力比s"b/"bに応じて，表3-10を用いて分類され

る。耐力壁は，想定される破壊モードが，せん断破壊か，それ以外かで，表3－11を用いて

(3)
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分類される。

b)柱及び耐力壁ごとに，各種類に分類された部材の耐力の和を求める。

cQ'4 :階に属する柱のうち種別FAのものの耐力の和

cQB :階に属する柱のうち種別FBのものの耐力の和

cQc :階に属する柱のうち種別FCのものの耐力の和

"QA :階に属する耐力壁のうち種別WAのものの耐力の和

"Qc :階に属する耐力壁のうち種別WCのものの耐力の和

c)階に属する柱群の総称としての種別及び，階に属する耐力壁群の総称としての種別を表

3－5を用いて求める。表中，種別Aの部材の耐力の和の部材群の耐力和に対する比( T,,)

及び，種別Cの部材の耐力の和の部材群の耐力和に対する比(7c)は，以下の式で表され

る。

柱の場合 γ》, = cQ4/ (cQA+cQB+cQc)

7'c = .Qc/ (cQA+cQB+cQc)

耐力壁の場合 γバ= "Q4/ ("QJI+"Qc)

7'c = "Qc/ (",QA+"Qc)

d)階に属する耐力壁の耐力の和の階の保有水平耐力に対する比β"を求める。

e)表3－7を用いて，β逆，柱群の種別(FA～FD)及び耐力壁群の種別(WA, WC)に応じ

て,Ds値を決定する。

ii)脆性部材の取扱い等

部材の分類で,Dに属するものは,各部材に十分な塑性変形を生じないまま，脆性的な挙動を

示す場合が多い。この場合には,Dsの算定に当たって十分な配慮が必要である。具体的な対処

法としては，4．6．1｢保有水平耐力と必要保有水平耐力」(p . 151)を参照するとよいであろう。

〔参考文献〕

1）「鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」日本建築学会編，1975年11月

2）「鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準。同解説」日本建築学会編1987年6月

277



第8章 木造の耐震計算

第8章 木造の耐震計算

8.1木造の構造計算

8．1．1構造計算の考え方

(1)木構造について

木構造は，構造耐力上主要な部分である柱やはり等を木材で造ったものであり（部分的にはり

を鉄骨造にする場合などを含む),主として住宅の構法として幅広く利用されている｡木構造には，

①政令第3章第3節（木造）の構造規定に定められた構造としたもののほか，②枠組壁工法（ツ

ーバイフォーエ法とも呼ばれる)，③丸太組構法（ログハウスとも呼ばれる）がある。

枠組壁工法は，昭57建告第56号で「木材で組まれた枠組に構造用合板その他これに類するもの

を打ち付けた床及び壁により建築物を建築する工法」と定義されており，同告示に技術基準が定

められている。さらに丸太組構法は，昭61建告第859号で｢丸太，製材その他これに類する木材を

水平に積み上げた壁により建築物を建築する工法jと定義されており，同告示に技術的基準が定

められている。

(2)従来の木造の構造計算

従来，比較的小規模の木造建築物では，①施行令の構造規定における所要壁量の規定により，

設計に当たって力学的な計算なしに必要な水平耐力を確保することができること，②施工実績が

充分にあること等を勘案し，階数が2以下かつ延べ面積が500㎡以下のものについては,法令上構

造計算が課されていない。

さらに，昭和56年に建築基準法施行令の改正が行われた際，中小地震に対しては最小限の被害

にとどめ，大地震時には倒壊を防止するという考え方が導入されたが，木造については慣用の設

計法によっていればそのような性能を保持できるという判断の下に，層間変形角，剛性率，偏心

率の計算，保有水平耐力の計算等の大地震時の地震力に対する検討は要らないとされていた。

(3)大断面木造建築物

現在一般的に市場に流通している構造用の製材は，強度，含水率等に関しての品質の安定性が

必ずしも十分ではなく，また，そのような製材で構成されている在来工法の木造建築物の接合部

の性能に関するデータの蓄積が不足していたため，木造建築物の挙動を力学的に解析することが

困難であった。従って，構造計算を行う場合にあっても，従来は，原則として所要の壁量を確保

することが要求されたほか,高さが13mまたは軒の高さが9mを超える大規模木造建築物の建築

制限が行われていた。

ところが，工場で生産される集成材は品質の安定した構造材料として諸外国で多くの実績があ

り，わが国においても近年建築実績が増加してきた結果,最近JASにおいて構造用大断面集成材

の規格が制定され，こうした動きに伴って大断面集成材等を用いた木造建築物についてはデータ
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の蓄積や研究の進展がみられ，力学的な解析によって構造計算ができるようになってきた。すな

わち，品質性能の安定した大断面集成材等による部材と力学的特性が明らかな接合部等により構

成された構造は，鉄骨造などと同様に構造計算により地震や台風に対する構造耐力上の安全性が

検討できるようになったのである。このような工法を｢大断面木造｣，またこの工法を用いた建築

物の総称を本書では「大断面木造建築物」と呼ぶ。

(4)昭和62年の建築基準法施行令の一部改正における木造に関する規定の変更

昭和62年の建築基準法の一部改正に伴って，大断面木造建築物の技術基準が令第46条第2項に

追加された。これにより大断面木造建築物とした場合に限って前述の所要の壁量を設ける必要が

なくなり，さらに所要の防火措置等を講じた場合には，高さ制限の撤廃，防火壁の設置義務の合

理化が行われた。同時に，木造建築物の構造計算に関する規定の改正が行われた。

構造計算に関する規定の改正の主な内容は，①大断面木造建築物については鉄筋コンクリート

造や鉄骨造と同様に許容応力度計算を行うこと，②高さが13mまたは軒の高さが9mを超える場

合には二次設計により安全性を確認することの2点である。なお，以上のほかに，大規模の木造

建築物（高さが13mまたは軒の高さが9mを超える木造建築物及び延べ面積が1,000㎡を超える

木造建築物で，防火壁を設けない木造建築物)に火災時の建築物の崩壊を防ぐための構造計算(燃

えしる計算）が課せられることとなった。

木造建築物に適用される二次設計の具体的内容については，昭和61年度から5ヵ年計画で実施

されている「新木造技術の開発」（建設省総合技術開発プロジェクト）の中の一つの課題として，

引き続き技術的データの蓄積と具体の設計手法の検討を行っているところである。

なお，当面のところ，具体の設計においては，本章の8．3．4「ルート回の構造計算」及び8

3．5「ルート回の構造計算」において，現在までの上記総合技術開発プロジェクトの成果を踏ま

えて部材の靭性の確保の方法,構造特性係数Dsの取扱いの考え方等が示されているので，これを

参考とすることができる。

8．1．2法令上の構造計算の位置付け

法令上どのような構造計算が要求されるかにより木造建築物は，次の①から③までの3つに分

類される。設計に当たってはその建築物がどれに該当するかを確認しておく必要がある。

① 茶室，あずまやその他これらに類する建築物または延べ面積が10nf以内の物置，納屋，そ

の他これらに類する建築物：これに該当する建築物には，構造耐力上安全な構造であること

が要求される（法第20条）が，構造計算による安全確認は要求されない。

② 2以下の階数を有し,高さ13m以下,軒の高さ9m以下かつ延べ面積500㎡以下の建築物：

令第3章第8節の規定による構造計算は要求されない。ただし，令第46条第2項の規定によ

り，「構造耐力上必要な軸組」を要しない建築物（すなわち大断面木造建築物）については，

許容応力度計算と層間変形角の計算を行うことが必要である。

なお，枠組壁工法については昭57建告第56号の規定を，丸太組構法については昭61建告第

859号の規定を，またそれ以外の木造の建築物については令第3章第3節｢木造｣の規定を満

たすことが必要である。
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③ 3以上の階を有する建築物，高さが13mを超える建築物，軒の高さが9mを超える建築物

または延べ面積が500㎡を超える建築物：これに該当する建築物については,令第3章第8節

の構造計算を行うことが必要である。この場合，建築基準法施行規則第1条の規定により，

建築確認に必要な図書として構造計算書を提出することが義務付けられる。なお，このほか

に，②に該当する建築物と同様の構造規定を満たす構造とすることが必要である。例えば在

来工法の木造3階建て建築物では，構造計算を行った場合でも，令第3章第3節に従って必

要壁量を満たす軸組または耐力壁を配置しなければならない。

8．1．3各ルートの構造計算の内容

木造建築物については，前節の③で述べたように，①3以上の階数を有する建築物，②高さが

13mを超えるか，または軒の高さが9mを超える建築物，あるいは,③延べ面積が500,fを超える

建築物が構造計算の対象となる｡表8．1－1は，これらの建築物に要求される構造計算の内容を一

覧したものであり，図8．1－1は構造計算のフローを示したものである。この図にみられるよう

表8．1－1木造建築物の構造計算

剛 性 率
偏心率等

保有水平耐
力

許容応力度 層間変形角
備 考

令第82条令第82条の21令第82条の31令第82条の4

1 1延べ面積
高さ13m
軒の高さ

階数2以下，
500rrf以下，
以下，かつ，
9In以下

在
来

木

令第46条の壁量の
規定
(所要壁率の確保
は必要）

階数3以上 ○

延べ面積500nf超 ○

法第21条に基づく
政令(令第129条の
2）による

高さ13m超又は軒の
高さ9m超

造 建築することができない

階数2以
500㎡以
以下，か
9m以下

延べ面積
高さ13m
軒の高さ

ｑ
グ
ｑ
Ｐ
１

下
下
つ

○*’○*’大

○*’断 階数3以上 ○ 高さ13m以下，か
つ，軒の高さ9m
以下に限る○*’延べ面積500,f超 ○面

○ ○○
木 高さ31m以下に

限る
高さ13m超又は軒の
高さ9m超

○*2 ○○ ○
造

○’○零2○ ○高さ31m超

注）＊’令第46条第2項に基づき建設大臣が指定した構造計算として必要となるものを示す。

＊2剛性率，偏心率の値そのものの計算は必要だが，それらの値の制限に関するチェックの必要は

ない。

凡例 ○ 構造計算をする必要があるもの － 構造計算が要求されないもの
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※判断とは設計者の設計方針に基づく判断であり，例えば31m以下の建築物であってもル

ート回の計算としてもよいことを表している。

図8．1－1木造建築物の構造計算のフロー
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に，上記の3種の木造建築物の構造計算を行うに当たっては，ルート回，ルート回，ルート回

又は建設大臣が認める構造計算のいずれかの構造計算を行わなければならない。

(1)ルート回の構造計算

ルート回は，高さ13m以下かつ軒の高さ9m以下の建築物に適用してよい。ルート国の構造

計算は，令第82条に規定する許容応力度計算である。なお，大断面木造建築物ではこのほかに層

間変形角の制限を満足しなければならない。

なお,中地震動に対する計算における標準層せん断力係数qは通常の場合0.2以上とするが,特

定行政庁が指定した著しく軟弱な地盤の区域内では,qを03以上とする(ただし，大断面木造建

築物を除く)。

(2)ルート回の構造計算

ルート回は,高さが13mを超え,31m以下の建築物または軒の高さが9mを超える建築物に適

用される。ただし，偏心率が0 15を超えるものや，剛性率が0 60未満の層があるものについては，

ルート回を適用してはならず，ルート回によらなければならない。

このルートの構造計算は，ルート回と同じ令第82条に規定する許容応力度計算に加えて,①層

間変形角が1 /200以下(建築物の部分に著しい損傷が生じるおそれがない場合には1 /120以下）

であることの確認 ②偏心率が0.15を超えないことの確認，③剛性率が0.60未満の層がないこと

の確認 ④筋かいが負担する水平力の割合が大きいほど地震力を割増すこと，及び⑤筋かいや柱

はり接合部が所要の耐力をもつことの確認である。

(3)ルート回の構造計算

ルート回は，高さが60m以下であればすべての建築物に適用してよい。

ここでの構造計算は，令第82条に規定する許容応力度計算，令第82条の2に規定する層間変形

角のチェック及び令第82条の4に規定する保有水平耐力の計算である。

8．1．4火災時の倒壊防止に関する構造計算等

高さが13mまたは軒の高さが9mを超える場合または延べ面積が1,000㎡を超えるもので防火

壁で区画された部分の面積を1,000,2以上とする場合には,それぞれ令第129条の2または令第115

条の2により火災時の倒壊防止を図るための措置と構造計算をしなければならない。この構造計

算等は，①構造耐力上主要な部分である柱及びはりの接合部を火災時に耐力が急激に低下しない

構造とすること，②柱及びはりが燃焼により断面が欠損した場合においても建築物が倒壊しない

だけの断面が残存していることを確かめる構造計算をすること等を内容としている。その具体的

な方法は告示（昭62建告第1898号，昭62建告第1899号）に定められている。
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8.2在来軸組工法・枠組壁工法等

8.2在来軸組工法。枠組壁工法等

8．2．1在来軸組工法

在来軸組工法とは，わが国の伝統的な仕口，継手工法によって組み立てられ，かつ柱とはりを

主たる構成要素とする木造の工法をいう。この工法は，前節で述べた大断面木造の工法の一つと

なり得るが，ここでは大断面木造ではない在来軸組工法木造に限って，その耐震計算等に関する

建築基準法令上の取扱いの概要を述べる。

大断面木造ではない在来軸組工法の木造建築物は，高さ13m以下，かつ，軒の高さ9m以下と

しなければならない(法第21条)。これらは，構造安全確保に関する法令の規定によって3種類に

区分される｡表82－1は，これら3区分とそれぞれに対する耐震性確保に係わる法令の要求を一

覧したものである。

表8．2－1 在来軸組工法による木造建築物（大断面木造建築物を除く）

の耐震性確保に係わる法令上の区分

耐震性に関する法令の要求分区

茶室，あずまやその他これらに類する建築物

又は延べ面積が10㎡以内の物置，納屋その他

これらに類する建築物（令第40条）

①地震に対して安全な構造であること(1)

①令第3章第3節の規定を満たすこと

②令第46条の「構造耐力上必要な軸組」によ

らず，方づえ，控柱または控壁によって水

平力に抵抗する構造の建築物は，別途安全

確保が必要

:}上",②と同じ
③ 構造計算が必要

2以下の階数を有し,かつ延べ面積が500㎡以

下の建築物（法第6条）
(2)

3以上の階数を有する建築物,延べ面積が500

nfを超える建築物（法第20条）
(3)

この表に見られるように，(2)及び(3)の区分の建築物については，令第3章第3節（第40条～第

49条）の規定を満たさなければならない。この中で，耐震設計に最も密接に関係する条文は第46

条及びこれに基づく告示（昭56建告第1100号）である。そこに，耐震要素としての筋かいを入れ

た軸組あるいは面材を釘止めした壁等の必要量を規定している。

筋かい入り軸組や面材を釘止めした壁等を持たない構造形式は，法令上は原則として認められ

ない。方づえ、控柱あるいは控壁を持つ構造形式のみが例外的に認められており，これらのもの

については，令第46条に代わる別途の耐震性確保の方策を講じなければならない。

(3)の区分の建築物については，このほかに令第82条の構造計算（ルート囮）を行うことが必要

である。この構造計算の方法は，「3階建て木造住宅の構造設計と防火設計の手引き」（発行：側

日本住宅。木材技術センター）によることができる。

8．2．2枠組壁工法

枠組壁工法による木造建築物は，高さ13m以下，かつ，軒の高さ9m以下としなければならな

い(法第21条)。これらは構造安全性に関する法令の規定によって2種類に区分される。表8．2－
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第8章 木造の耐腰計算

2は，これら2区分とそれぞれに対する耐震性確保に係わる法令の要求を一覧したものである。

表8．2－2 枠組壁工法による木造建築物の耐震性確保に係わる法令上の区分

区 分 耐震性に関する法令の要求

昭57建告第56号の規定を満たすこと
2以下の階を有し,かつ延べ面積が500㎡以下
の建築物（法第6条）

3以上の階を有する建築物,延べ面積が500㎡
を超える建築物（法第20条）

(1)

①上欄と同じ
②構造計算が必要

(2)

表中区分(2)の枠組壁工法建築物に要求される構造計算は，令第82条に規定する構造計算（ルー

ト回）であって，その方法については「2×4住宅 設計の手引」（発行：㈹日本ツーバイフォー

建築協会）を参考にするとよい。

8．2．3丸太組構法

丸太組構法は，丸太，製材その他これらに類する木材を水平に積み上げた壁により建築物を建

築する工法であり，その規模は次の①から③までに適合しなければならない。

① 地階を除く階数2以下

② 延べ面積150㎡以下

③ 高さ7m以下

丸太組構法の建築物は,構造計算による耐震性の確認は法令上要求されないが,表8．2－1の区

分(1)に該当する建築物を除き昭61建告第859号に定める技術基準に適合しなければならない。な

お，この技術基準は「丸太組構法技術基準･同解説」（発行：側)日本建築センター）に詳しく解説

されている。

8.3大断面木造

8．3．1大断面木造建築物の構造計算ルート

大断面木造建築物に要求される構造計算の手続は，当該大断面木造建築物が特定建築物である

かどうか等によって相違する。図8．3－1はその手続のフロー図であり，これに見られるように大

断面木造建築物の構造計算ルートは，ルート回，ルート回及びルート回の3つに分けられる。

どのルートにおいても「層間変形角の確認」をしなければならないことと，ルート回及び回に

おいて「燃えしる設計」などが要求されることが，鉄骨造や鉄筋コンクリート造などの場合と違

う点である。

なお，階ごとに異なる設計ルートを採用することは好ましくないが，計算する方向ごとに異な

る設計ルートを採用するのは差し支えない。

鉄筋コンクリート造または鉄骨造を大断面木造と併用する場合の設計法については「大断面木

造建築物設計施工マニュアル」（発行：財日本建築センター）に解説されている。

ただし，鉄骨造と大断面木造を併用する構造にルート回を採用する場合においては，大断面木

造の標準せん断力係数は，鉄骨造のそれと同じにしなければならない。
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「
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※判断とは設計者の設計方針に基づく判断であり，例えば31m以下の建築物であってもル

ート回の計算としてもよいことを表している。

図8. 3-1大断面木造建築物の構造計算のフロー

錘



第8章 木造の耐震計算

8.3.2許容応力度計算（令第82条）

令第82条に定める許容応力度計算における部材断面の算定は以下の許容応力度式による。

(1)曲げ材

① 直線材の曲げ

の＝〃／乙≦Q・た

ここに，〃：曲げモーメント

Z:有効断面係数

九：許容曲げ応力度

Q:集成材のせいの増加に伴う低減係数で下表による。

集成材の積層方向の辺長(cm)

30以下

30を超え 45以下

45を超え 60以下

60を超え 75以下

75を超え 90以下

90を超え 105以下

105を超え 120以下

120を超え 135以下

135を超え 150以下

150を超え165以下

165を超え 180以下

180超

係 数

1.00

0．96

093

0．91

0．89

087

0.86

0．85

0．84

0．83

0.82

0．80

② わん曲材の曲げ

鴎＝〃／z≦G・Qo九

ここに，〃：曲げモーメント

墨：有効断面係数

Q:曲率半径とラミQ:曲率半径とラミナ厚さによる低減係数で次式による。

ct = ' - 2,000(=)･
ここに，／：ラミナ厚

RWわん曲材の中心線における曲率半径

③ せん断

r＝α・Q/Ae≦た

ここに，兎：許容せん断応力度

α：断面形状により定まる値（長方形断面では15）

Q:せん断力

Ae:有効断面積
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83大断面木造

④ わん曲材の横引張り

鴎=2;÷祭施≦ん,かつ,≦ん=今
ここに，の：半径方向応力度

R:わん曲材の中心線における曲率半径

6：断面の幅

〃：断面のせい

皿：曲げモーメント

允坐：木材の繊維に直角方向の許容全面圧縮応力度(針葉樹では,許容めりこみ応

力度の5/8の数値）

ん：木材の繊維に直角方向の許容引張応力度(針葉樹では,許容せん断応力度の

1/3の数値）

(2)引張材

① 木材の繊維方向の引張り

ot = T/Ae≦た

ここに，"許容引張応力度

r､：引張力

Ae:有効断面積

② 木材の繊維に直角方向の引張り

木材の繊維に直角方向または傾斜する方向に引張力が働く場合は適切な補強等を行って，

この方向に過大な応力が働かないようにすることが必要である。木材の繊維に直角方向の許

容引張応力度は，許容せん断応力度の1/3とする。

(3)圧縮材

① 木材の繊維方向の圧縮

ot=署≦た
ここに，鬼：許容座屈応力度

入≦30：九＝た

30<入≦100 :" =f (13-0.01J)

100＜ル鬼= 0 . 3 f/ (｣/100) 2

兎：許容圧縮応力度

ル圧縮材の細長比(< 150)

N:圧縮力

② 木材の繊維に直角方向の圧縮

鴎=吾≦たゞまたは/'“
ここに，鬼：許容全面圧縮応力度

f'c坐：許容めりこみ応力度
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第8章 木造の耐震計算

A:支圧面積

Ⅳ：圧縮力

(4)複合応力を受ける材

① 曲げと圧縮を負担する材

墨.~. c, +z芸八≦』O
ここに，九：許容曲げ応力度

鬼：許容座屈応力度

Z:有効断面係数

Ae:有効断面積

皿：モーメント

Ⅳ：圧縮力

Cf:形状係数

② 曲げと引張りを負担する材

星｡\.c, +f7『≦1.0

8．3．3ルート囮の構造計算

ルート回の構造計算は,高さが13m以下かつ軒の高さが9m以下の建築物に適用できる。この

ルートでは，令第82条に規定する許容応力度計算のほか，令第82条の2に規定する層間変形角に

関する構造計算を行う。すなわち，政令に定める荷重及び外力によって架構各部に生じる応力を

計算し，各部の応力度が許容応力度以下であることを確認するほか，層間変形角が規定値以内で

あることの確認をする。その場合，水平力を負担する筋かい等がある場合には作用力に対して座

屈もしくは破断等が生じないように部材断面を設計すること，また部材端部接合部の金物やボル

ト並びに接合部分の木材の割裂きやせん断に対する強度を確保することが必要である。なお，こ

れらの規定はルート囮が適用可能な他の構造との併用構造の大断面木造部分にも適用される。

(1)大地震動に対する耐震性確保のための留意事項

本ルートの構造計算に当たっては，以下の点に留意しなければならない。

① 筋かいなどの水平耐震要素は，建築物全体としての振動性状に注意して釣合い良く配置

する。

② 下記の部位については存在応力を十分に伝達できるように設計する。

。筋かい軸部（断面欠損を考慮する｡）

・接合ファスナー（釘，ボルト，ラグスクリュー等）

・接合金物

・接合部木材の端部詳細（割裂きの検討または接合部ボルト径の8倍程度以上の板厚とな

るようにする｡）

・鋼材筋かい（軸部破断並びに木材側の割裂きないしせん断破壊を検討する。）
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8.3大断面木造

8.3.4ルート回の構造計算

（ ）告 示 昭55建告第1791号第1

(改正 昭和62年11月13日建設省告示第1916号）

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第82条の3第三号の規定に基づき，構造計算の基準
を次のように定める。

第1 木造の建築物等に関する基準

木造の建築物又は木造とその他の構造とを併用する建築物については，次の各号に定める構
造計算を行うこと。

一 水平力を負担する筋かいを設けた階(地階を除く。）を含む建築物にあっては，建築基準法

施行令（以下「令」という｡）第82条第一号の規定により計算した当該階の構造耐力上主要な

部分に生ずる令第88条第1項の規定による地震力による応力の数値に次の表の数値を乗じて
得た数値を当該応力の数値として令第82条第二号及び第三号に規定する構造計算を行うこ
と。

β≦号の場合

β>号の場合

1 + 0.76

1．5

この表において,βは,令第88条第1項に規定する地震力により建築物の各階に生ずる水
平力に対する当該階の筋かいが負担する水平力の比を表すものとする。

二 水平力を負担する筋かいで木材を使用したものについては，当該筋かいの端部又は接合部
に木材のめりこみの材料強度に相当する応力が作用する場合において,当該筋かいに割裂き，
せん断破壊等が生じないことを確かめること。

三 水平力を負担する筋かいでその軸部に専ら木材以外の材料を使用したものについては，当
該筋かいの軸部が降伏する場合において，当該筋かいの端部及び接合部が破断しないことを
確かめること。

四 前3号に掲げるもののほか，必要がある場合においては，構造耐力上主要な部分である柱
若しくははり又はこれらの接合部が，割裂き，せん断破壊等によって構造耐力上支障のある
急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことを確かめること。

ルート回の構造計算は，高さが13mを超え31m以下の建築物または軒の高さが9mを超える

建築物に適用される｡ただし偏心率が0.15を超えるものや剛性率が0.6未満である層がある場合に

は，ルート回を適用してはならず，ルート回によらなければならない。

このルートで要求される構造計算は以下のとおりである。

① 令第82条に規定する許容応力度計算

② 層間変形角が1／200以下（建築物の部分に著しい損傷が生じるおそれがない場合には
1 /120以下）であることの確認

③ 剛性率が0.60未満の層がないことの確認

④ 偏心率が0.15を超えないことの確認
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第8章 木造の耐霞計算

⑤ 筋かいが負担する水平力の割合に応じて地震力を割増すこと

⑥ 水平力を負担する筋かい端部，接合部，耐力壁の接合部さらに柱，はり仕口部及び柱また

ははりの継手部は，十分な強度を確保すること

(1)大地震動に対する耐震性確保のための留意事項

架構の各部材に十分な耐力あるいは変形性能を確保するために，主要な柱，はり及び筋かいの

接合部を以下のように設計する。

i)木部材接合部

以下の部分については，地震時水平力による存在応力の1.5倍の応力を想定し，それが短期許

容応力度を超えないことまた割裂き，せん断破壊が生じないことを確認する。ただし，ボルト

接合部にあって，接合される木材の厚さ〃とボルトの直径‘の比〃／‘が8以上である場合及

び接合部の塑性変形性状が鋼材の降伏または木材のめりこみによって支配されるような場合は

存在応力を1 5倍しなくてよい。

① 筋かいの端部及びその相手側の柱あるいははりの接合部

② 柱，はり仕口部

③ 柱及びはりの継手部

なお，上記の応力の割増しは，筋かいの水平力分担率βによる応力の割増しを行う以前の応

力に対する割増しであって，βによって割増しされた応力をさらに1.5倍するものではない。

ii)鋼材等の筋かい

鋼材等の筋かいの端部及び接合部は，下記①から⑤までの破断形式について原則として当該

筋かい軸部の全断面が降伏するまでは破断しないことを，次の式によって確認する。なお，鋼

材が木材と取り合う部分については,筋かいの存在応力の1.5倍の応力で木材部の応力が許容応

力度以下であることを確認する。

Aj・鴎≧Ag・ブ

ここに, Aj:接合部の破断形式に応じた接合部の有効断面積

碗：材料の破断応力度

Ag:筋かい材の全断面積

／：基準強度

① 筋かい軸部で破断する場合

② 接合ボルト部で破断する場合

③ ファスナーのはしあき部で破断する場合

④ 接合鋼板部で破断する場合

⑤ 溶接部で破断する場合

(2)筋かい架構の応力割増し

一般に，ラーメン架構と筋かい架構とは復元力特性が異なる。ラーメン架構は履歴曲線が紡錘

型でエネルギー吸収量も多いが,筋かい架構はスリップ型でエネルギー吸収量が少ない｡従って，

筋かいを含む架構はラーメン架構に比較して大きな地震力を受けやすく，このため架構の強度を

筋かいの分担率βに応じて割増す必要がある。
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8.3大断面木造

応力の割増しは,原則として対象階すべての部材の一次設計用地震力による応力について行う。

その方法としては次のようなものがある。

① 筋かい部材を除いた部分の曲げモーメント及びせん断力と筋かい部材の軸力を所要倍割増

す。その後，筋かい軸力の増加，はりのせん断力増加等による柱軸力及びはり軸力の増分を計

算し、もとの柱軸力及びはり軸力に加える。この場合，柱軸力の増分は，下階に伝達されると

考える。また，階によって割増率が異なる場合は，その境界にあるはりについてはそれぞれの

階の割増率の平均で割増してよい。なお，柱の軸力も含めて対象階のすべての部材について同

時に割増した場合も，柱軸力増分の下階への伝達については適切に評価する。

② 便宜的に筋かいの水平力分担率に応じて層せん断力そのものを割増しする方法である。まず

設計用水平力により応力計算を行って各層の筋かいの水平力分担率βを求める。βから各層の

割増率を求め，これを一次設計用地震力から得られるせん断力に乗じて割増し後の層せん断力

を求める。割増し後の層せん断力より水平力を計算する。この水平力を用いて再度応力計算を

行い，得られた応力分布をもって設計応力とする。

8．3．5ルート團の構造計算

ルート回の構造計算は,高さが60m以下であればすべての建築物に適用してよい。このルート

における構造計算の内容は，

① 令第82条に規定する許容応力度計算

② 令第82条の2に規定する層間変形角の計算

③ 令第82条の4に規定する保有水平耐力の計算

の3つである。このうち③の計算が本ルートにのみ課せられた計算であり，下に示す法令の条文

に見られるように，各階の保有水平耐力を計算し，それが必要保有水平耐力以上であることを確

かめるものである。

膨鴬蕊蕊識翻

（保有水平耐力）

第82条の4 第81条第1項の規定によって特定建築物で高さが31メートルを超えるものの構造計

算をするに当たっては，第82条及び第82条の2の規定によるほか，特定建築物の地上部分につ

いて，次の各号に定めるところによらなければならない。

一 第4款に規定する材料強度によって各階の水平力に対する耐力（以下この条において「保
有水平耐力」という｡）を計算すること。

二 地震力に対する各階の必要保有水平耐力を次の式によって計算すること。

Q辿施= DsFbs Q""

この式において, Q"", Ds, Fbs及びQ秘αは，それぞれ次の数値を表すものとする。

Q ",,各階の必要保有水平耐力（単位 トン）

Ds 各階の構造特性を表すものとして，特定建築物の振動に関する減衰性及び各階
じん

の靭性を考慮して建設大臣が定める方法により算出した数値

良s 各階の形状特性を表すものとして，各階の剛性率及び偏心率に応じて建設大臣
が定める方法により算出した数値
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I Q""地震力によって各階に生ずる水平力(単位トン） 」
三 第一号の規定によって計算した保有水平耐力が，前号の規定によって計算した必要保有水

平耐力以上であることを確かめること。

(1)保有水平耐力

保有水平耐力は地震力が作用したときの構造骨組の終局水平耐力である。保有水平耐力の算出

方法は，精算法として極限解析法，増分解析法などがあり，略算法として節点振り分け法，仮想

仕事の原理に基づく略算法などがある。なお，この保有水平耐力の計算に当たっては架構部材や

それらの接合部の終局耐力を知ることが必要である。

(2)必要保有水平耐力

必要保有水平耐力は，建築物の各層に作用する仮想の最大層せん断力であって，構造骨組が水

平力の作用を受けたときの塑性変形性能等に係わる構造特性係数Dsの関数である。

(3)構造特性係数D･

木造のDsの値は，架構に含まれる筋かいの水平力分担率に基づく架構形式と架構の変形性状

に応じて表8．3－1のように定められている。大断面木造架構の変形性状は主として架構を構成

する柱，はり，筋かい等の部材の変形性能とこれらの部材を緊結する接合部の変形性能に依存す

る。

表8．3－1 木造建築物の構造特性係数D§（昭55建告第1792号第1表1）

い (劃 ㈱
架構の形式

剛節架構又は

これに類する
形式の架構

い柵及び㈱欄

に掲げるもの
以外のもの

各階に生ずる水平力の大部分

を当該階の筋かいによって負

担する形式の架構
架構の性状

架構を構成する部材に生ずる応

力に対して割裂き、せん断破壊

等の耐力が急激に低下する破壊

が著しく生じ難いこと等のた

め、塑性変形の度が特に高いも
の

(1) 0.25 0.3 0‘35

(1)に掲げるもの以外のもので架

構を構成する部材に生ずる応力

に対して割裂き、せん断破壊等

の耐力が急激に低下する破壊が

生じ難いこと等のため、塑性変

形の度が高いもの

(2) 0.3 0．35 0.4

(1)及び(2)に掲げるもの以外のも

ので架構を構成する部材に塑性

変形を生じさせる応力に対して

当該部材に割裂き、せん断破壊

等が生じないこと等のため、耐

力が急激に低下しないもの

(3) 0.35 0.4 045

(1)から(3)までに掲げるもの以外

のもの
(4) ().4 0．45 0.5
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i)Dsの判定方法

Dsの値は，階ごと計算方向ごとに求める。値を決めるに当たっては特別な実験，解析等によ

るほかは以下に述べる方法に従う。ただし，計算する方向の架構内に含まれる部材または接合

部のうち主要な部材または接合部については，それぞれ同一の種別をもつものとする。

① 柱，はり等の部材の種別

大断面木造部材は，引張り，曲げ，せん断に対して一般にぜい性的な破壊をする。設計に

おいては，柱，はり等の部材がこのような破壊をしないよう配慮することが必要である。こ

のような観点から，柱，はり等の部材の種別を以下のように分類する。

a)架構が終局耐力に達している状態において引張り，曲げ，せん断により破壊することの

ない部材をFA部材とする。FA部材は，架構の終局耐力時に負担する引張り，曲げ及び

せん断応力がそれぞれその部材の引張強度，曲げ強度及びせん断強度の％以下であるもの

とする。

b) FA部材以外のものをFC部材とする。

② 接合部の種別

大断面木造では，架構の塑性変形を部材の塑性変形に期待することは困難であり，主とし

て接合部の塑性変形に頼ることになる。そのため，接合部の種別をその塑性変形能力に応じ

て以下のように分類する。

JA:接合部の終局耐力が木材のめりこみ（横圧縮）のみに依存する接合部。この場合，

接合部の木材部分が終局時にせん断または割裂き等により破壊してはならない。

JB:接合部の鋼材（ボルト等）が終局時に降伏する接合部または主材厚とボルト径の比

が12以上のボルト接合部。ただし，接合部の木材部分に繊維に直角または傾斜する

力が作用する場合においては，鋼材またはボルト降伏時に木材に作用する横引張応

力またはせん断応力が材料強度の％以下であること。

JC:主材厚とボルト径の比が8以上のボルト接合部。ただし，接合部の木材部分に繊維

に直角または傾斜する力が作用する場合においては，ボルト降伏時に木材に作用す

る横引張応力またはせん断応力が材料強度の％以下であること。

JD:上記以外の接合部で，ぜい性的な破壊をするもの。

③ Dsの算定

以下のように表8．3－1の横軸(架構の形式)及び縦軸(架構の性状）の該当欄を探し，そ

の交点の数値をDsとする。

a)架構の形式

（ｲ）剛節架構またはこれに類する形式の架構

2ヒンジまたは3ヒンジのアーチ，ラーメン等の架構を指す。

（ﾛ）い欄及び㈱欄に掲げるもの以外のもの

（ｲ)及びしり以外の架構で，構造用合板を釘打ちした耐力壁などの比較的塑性変形能力に

富む耐力要素によって構成される架構，筋かいを有する架構にあっては筋かいの水平分

担率が70%未満の架構等を指す。
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ヤリ 各階に生ずる水平力の大部分を当該階の筋かいによって負担する形式の架構

水平力の70%以上を筋かいによって負担する形式の架構等を指す。

b)架構の性状

架構の性状欄は部材の種別と接合部の種別に応じて以下のように求める。

（ｲ）主要な柱，はり，筋かい等の部材がFA部材で接合部の種別がJAである場合は，

(1)欄の数値。

（ﾛ）主要な柱，はり，筋かい等の部材がFA部材で接合部の種別がJBである場合は，

(2)欄の数値。

し， 主要な柱，はり，筋かい等の部材がFA部材で接合部の種別がFCである場合は，

(3)欄の数値。

（二）上記以外の場合は，(4)欄の数値。

ii) Dsの算定法の根拠

上述の4の算定の考え方の根拠は以下のとおりである。

① 剛節架構等の変形性能

剛節架構には，アーチ架構のように部材が一体的に連続しているものと，柱とはりが剛ま

たは半剛接されているものがある。部材が連続しているもの及び柱，はりが保有耐力接合さ

れているものでは，一般に柱またははりが曲げまたはせん断により破壊し，それに伴って耐

力が著しく低下する。わん曲集成材では，わん曲部の曲率半径及びラミナの厚さにより，部

材が曲げで破壊する場合と繊維に直角方向の横引張応力を受けて割裂破壊する場合があり，

いずれもぜい性的な破壊形式である。

柱とはりの接合部は，木材の割裂きやせん断破壊を生じることなく，木材のめりこみ等に

より破壊に至る場合は大きな塑性変形性能を示す。また，接合部において木材が最終的に割

裂きまたはせん断により破壊する場合でも，ボルト等の接合具が木材へめりこみながら降伏

する場合は，ある程度の塑性変形能力を期待することができる。これに対し接合具が降伏す

る前に木材が割裂きまたはせん断により破壊する場合は，極めてぜい性的な破壊となり，耐

力が急激に低下する。

② 耐力壁の変形性能

木造の耐力壁の代表的なものとして,構造用合板等を木造の軸組に釘打ちしたものがある。

このような耐力壁の変形性能はボードと軸組とを緊結する釘接合の特性に左右される。一般

に釘接合は，ボードの厚みが十分厚いときは比較的大きな塑性変形能力を有するため，耐力

壁も比較的大きな塑性変形に耐えられる。ただしこの場合，耐力壁と架構の接合部は耐力壁

の終局強度に見合った十分な耐力を有していることが必要である。

③ 筋かいをもつ架構の変形性能

筋かいには，木製の筋かいと丸鋼等を用いた鋼製の筋かいとがある。

木製の筋かいをもつ架構の破壊性状は，圧縮筋かいが座屈する場合，引張筋かいが引張破

断する場合及び筋かい端部の接合部が破壊する場合の3つに大別される。このうち，圧縮筋

かいが座屈する場合及び引張筋かいが引張破断する場合は，座屈や破断に伴って架構の耐力
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が急激に低下する。一方，接合部が破壊する筋かいは，接合部が木材のめりこみにより破壊

するかあるいは鋼材の降伏により破壊する場合には，比較的大きな塑性変形を期待すること

ができる。従って，木造の筋かいを有する架構では筋かいが座屈したり引張破断することな

く，端部の接合部が破壊するように設計するのが架構の靭性を確保する上で有利である。た

だし，この場合においては筋かいの厚さはボルト径と比べて十分大きいことが必要であり，

かつ木材がせん断，割裂き等により破壊することがないことを確かめねばならない。

一方，鋼製の筋かいを持つ架構の特性は鋼構造と同様であるが，筋かいの強度が接合部の

それより大きい場合は接合部が破壊に至る。この場合の端部接合部の特性は木造筋かいの場

合と同様である。

④ 接合部の変形性能

木材は一般に引張り及び曲げに対して靱性を有さず,ぜい性的な破壊をする。この傾向は，

特に大断面材で顕著であるので，大断面木造では架構の塑性変形性能を主として接合部の塑

性変形性能に期待することが望ましい。この場合，わが国の伝統的木構造の接合部のように

接合部の終局耐力が主として木材のめりこみ（横圧縮）特性に支配される場合は，大きな塑

性変形性能が期待できる。しかしながら，ボルト接合等で木材に過大なせん断力が生じる場

合や，木材の繊維に直角方向あるいは傾斜する方向の力を受ける場合は，ぜい性的な破壊を

することがある。既往の実験によれば，鋼板を添え板とする2面せん断ボルト接合部の挙動

は次のようである。

a)主材厚とボルト径の比が小さい場合('/" = 4)は塑性変形をほとんど期待できない。

b)主材厚とボルト径の比が8の場合(.'/"= 8 )は比較的大きな塑性変形に耐えるが，終

局においては木材がせん断破壊して接合耐力が急激に低下する。

c)主材厚とボルト径の比が12("/d = 12)の場合は，木材が部分的にせん断破壊した後も

耐力は急激に低下することなく大きな塑性変形に耐える。

このように，ボルト接合部における塑性変形性能は材厚とボルト径の比に依存し，接合部にあ

る程度の塑性変形性能を期待するためには，主材厚とボルト径の比が8程度以上あることが必要

である。

(4)部材及び接合部の終局耐力

i)部材の終局耐力算定用の材料強度

保有水平耐力は，柱，はり，筋かい等の部材及びそれらの接合部の終局耐力に基づいて計算

する。この場合の材料強度としては次の値を用いる(原則として令第3章第8節第4款による)。

① 木材，構造用集成材，大断面構造用集成材は材料強度

② 鋼材については短期許容応力度と同一の値。ただし, JIS規格にあってはその1 1倍とする

ことができる。

ii)部材強度の算定

① 曲げ強度

a)単一曲げ材

単一曲げ材における終局曲げモーメントj'勉は，次式により算出する。
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』"&=Cr・尾．z

ここに,C,:形状係数

R：曲げ強度

z：有効断面係数

b)わん曲部材

わん曲集成材における終局曲げモーメント必は,その破壊モードにより，(ｲ)及び(ﾛ)によ

り求めた数値の小さい方をとる。

（ｲ）部材が曲げにより破壊する場合

"#=Cf．q・凡．星

ただし, Q = 1 - 2,000 (j/R)2

ここに,Cr:形状係数

q:曲率半径とラミナ厚による低減係数

凡：曲げ強度

塁：有効断面係数

j:ラミナ厚

R:わん曲材の中心線における曲率半径

（ﾛ）部材が横引張りにより破壊する場合

“=号風｡Ae｡R
ここに,R:横引張強度。通常せん断強度の％の値をとる。

Ae:有効断面積

R:わん曲材の中心線における曲率半径

せん断強度

水平せん断を受ける部材の終局耐力仏は，次式により算定する。

Q"=告艮･Ae
ここに，瓜：せん断強度

Ae:有効断面積

α：断面形状により定まる値で，矩形断面の場合は,､5

圧縮強度

木材の繊維方向の圧縮を受ける部材の終局耐力島は，次式により算出

②

③

木材の繊維方向の圧縮を受ける部材の終局耐力島は，次式により算出する。

(ｲ）ハ≦30のとき

R4=Fと．Ae

(ﾛ）30＜ハ≦100のとき

RL=尾・Ae．( 1.3-0011)

'リハ> 100のとき

島＝0．3．R・Ag/ (A/100) 2

ここに，呪：繊維方向の圧縮強度

296



8.3大断面木造

Ae:有効断面積

沁細長比

④ 引張強度

木材の繊維方向の引張りを受ける部材の終局耐力rl&は，次式により算出する。

”＝且．Ae

ここに，風：繊維方向の引張強度

Ae:有効断面積

iii )接合部の終局耐力

① 圧縮，めりこみにより破壊に至る接合

終局耐力が木材の圧縮又はめりこみ（横圧縮）に依存する接合の終局耐力は，木材の圧縮

強度又はめりこみ強度により算出する。この場合，木材がせん断，割裂等により破壊しない

ことを確かめる。

② 鋼材の降伏により破壊に至る接合

引張ボルト等で終局耐力が鋼材の降伏に依存する場合は鋼材の材料強度により算出する。

この場合，木材がせん断，割裂等により破壊しないことを確かめる。

③ せん断ボルト接合等

せん断ボルト，ドリフトピン，ラグスクリュー等の終局耐力は長期許容耐力の3倍とする。

ただし，材厚がボルト径と比べて大きい場合は終局耐力は長期許容耐力の4～5倍となるこ

とに留意する。

8．3．6燃えしる計算

(1)法令の規定の概要

令第129条の2及び第115条の2では，次の①又は②の建築物は火災時の容易な倒壊を防止する

ための基準に適合しなければならないことを要求している。

① 高さが13m又は軒の高さが9mを超える木造建築物

② 延べ面積が1,000nfを超える木造建築物で1,000㎡ごとに防火壁で区画されていないもの

この基準は，法令に定める一連の防火措置に関する規定に属するものであって，構造強度に関

するものではない。しかしながら，この基準への適合性を検討する方法は，主として構造計算の

手法に立脚したものであり，その検討は構造設計に精通した人が担当することが望ましい。この

ような観点から火災時の倒壊防止に関する構造計算について本書において解説を加えることとし

た。

これらの法令で要求している項目は次の2つである。

① 接合部の防火措置：

柱,はりの継手及び仕口を火災時の加熱により容易に耐力が低下しない構造とすること(令

第115条の2第八号）

② 火災時の構造安全性の確認：

火災が発生した際の木材の燃焼による有効断面減少及び鋼材の耐力低下を考盧して部材の
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第8章 木造の耐震計算

断面を設計すること（燃えしる計算）（令第115条の2第九号）

①と②はそれぞれ建設大臣告示として昭62建告第1901号及び同建告第1902号に具体的に要求事

項が定められている。これら2つの告示の趣旨は，大断面木造の特定建築物等が通常の火災に遭

遇したときに,それらの建築物に出火から30分以上(通常の加熱による木材の炭化速度は0.6～0 7

mm/分程度である）倒壊せずに自立できるような性能をもたせることである。

(2)柱，はりの継手及び仕口の構造

（ ）告 示 昭62建告第1901号

建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第115条の2第1項第八号の規定に基づき，通常の

火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる主要構造部である柱又ははりを

接合する継手又は仕口の構造に関する基準を次のように定める。

主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口(床下の部分にあるものを除く。）の構造

は，次の各号に定めるものであること。

一 継手又は仕口のうち木材で造られた部分の表面（木材その他の材料で防火上有効に被覆され

た部分を除く｡）から内側に2 5センチメートルの部分を除く部分が，当該継手又は仕口の存在

応力を伝えることができる構造であること。

二 継手又は仕口にボルト、ドリフトピン、釘、木ねじその他これらに類するものを用いる場合

においては，これらが木材その他の材料で防火上有効に被覆されていること。

三 継手又は仕口に鋼材の添え板を用いる場合においては，当該添え板が埋め込まれ，又は挟み

込まれていること。ただし，木材その他の材料で防火上有効に被覆されている場合又は当該継

手又は仕口に生ずる応力が圧縮応力のみである場合においては，この限りでない。

四 継手又は仕口に鋼材で造られたピンジョイントを用いる場合においては，当該鋼材の厚さが

9ミリメートル以上であること。

この告示は，通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止するために，主要構造部で

ある柱またははりの継手や仕口の構造に制限を加えているものである。ただし，この規定は火災

時に直接火災に曝されることのない最下階の床にある継手，仕口には適用されない。

第一号は木材の断面が木材の表面（防火上有効に被覆された部分を除く）から2.5cmだけ欠損し

たと仮定したときに，継手，仕口は主架構が倒壊することなく自立するに足るだけ機能すること

を要求している。

第二号以下は，接合金物の火炎中への露出に関する規定である。これらの規定において要求さ

れる継手，仕口の満たすべき要件は以下のとおりである。

① ボルト，ドリフトピン，釘，木ねじなど

ボルト，ドリフトピン，釘、木ねじなどの接合金物は全体を防火上有効に被覆（木材で被

覆する場合は25mm以上の厚さが必要）すること。ただし，次のような場合には頭部だけの露

出は差し支えない。

a)ボルト(引張力を受けるものを除く),ドリフトピンなどにあってそのせん断面が木材の

表面から十分内側に位置する場合（図8．3－2参照)。
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(a)継手の例 (b)柱脚の例

図8．3－2 せん断面が木材内部にあるボルト等の例

b)ボルト等の軸部まわりの木材が炭火したときに主架構が倒壊に至ることがない場合（図

8．3-3 (b) (d)参照)。

② 鋼板の添え板

鋼板の添え板は，原則として木材に埋め込むかまたは挟み込むこと。ただし，防火上有効

に被覆した場合または添え板で常時荷重時に引張力を負担しない部分(図8. 3-3 (a) (c) (d)参

照）については露出することができる。

③ 鋼製のピンジョイントを構成する鋼材は，有効な被覆をしない場合は板厚を9mm以上とし

なければならない。
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8 3大断面木造

(3)燃えしる計算

）（ 告 示 昭62建告第1902号

建築基準法施行令（昭和25年政令第338号。以下「令」という｡）第115条の2第1項第九号の規

定に基づき，通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのない構造であることを確か

めるための構造計算の基準を次のように定める。

通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのない構造であることを確かめるための

構造計算は，次の各号に定めるものであること。

－ 令第3章第8節第2款に規定する荷重及び外力によって主要構造部である柱又ははりに生ず

る応力を計算すること。

二 前号の主要構造部である柱又ははりのうち木材で造られた部分については，その表面（木材

その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。）から内側に2.5センチメートルの部分が

除かれるものとして，令第82条第二号の表に掲げる長期の組合せによる各応力の合計により，

残りの断面に生ずる長期応力度を計算すること。

三 前号によって計算した長期応力度が，令第3章第8節第3款の規定による短期の許容応力度

を超えないことを確かめること。

四 第一号の主要構造部である柱又ははりのうち鋼材で造られた部分（耐火構造とした部分を除

く。)については,令第82条第二号の表に掲げる長期の組合せによる応力が圧縮応力のみであり，

かつ，火災時に座屈により急激な耐力の低下を生ずるおそれがないことを確かめること。

この告示は燃えしる計算の基準を定めたもので，この基準による燃えしる計算は以下のような

計算となる。

① 柱，はりの有効断面

イ．木造の部分は，その表面（防火上有効に被覆された部分を除く）から深さ2.5cmだけ欠損し

た断面とする。

ロ 鋼製の部分（耐火構造とした部分を除く）については，常時荷重時に引張力を負担しない

ピンジョイントに限り有効とする。

② 断面欠損のない柱，はり架構について，固定荷重及び積載荷重（多雪区域においては常時積

雪荷重も加える）によって生じる各部の応力を計算する。

③ 上記の応力により有効断面に生じる応力度を計算し，それが短期許容応力度を超えないこと

を確かめる。

なお，3ヒンジ架構などにおいては図8．3－4のように架構の変形を減らすために鋼製のタイ

ビームを設ける場合がある。このタイビームは引張材であるから燃えしる計算においては無効と

みなされるが,これが無効であっても燃えしる計算によって倒壊に対する安全が確かめられれば，

このタイビームが設けられることについては差し支えない。

r講可~／
タイビーム

図8．3－4 鋼製のタイビーム
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第9章 その他の櫛造の耐震計算

第9章 その他の構造の耐震計算

9.1プレストレストコンクリート造

9．1．1昭和58年建設省告示第1320号の適用範囲

プレストレストコンクリート造の建築物又はプレストレストコンクリート造を鉄筋コンクリー

ト造その他の構造と併用する建築物の構造計算の方法は，令第81条第1項ただし書の規定に基づ

き昭58建告第1320号第14～第19に定められており，これに適合する構造計算は，令第3章第8節

第1款の2，第3款及び第4款に規定する構造計算と同等以上の安全性を確かめることができる

ものとして取り扱われる。ここでいうプレストレストコンクリート造とは，この告示で規定する

緊張材によって，コンクリートに圧縮のプレストレスを与えた構造のうち，原則として緊張材を

構造計算に考慮したフルプレストレッシングの設計(FPC) " ,パーシャルプレストレッシングの

設計(PPC) x '及びプレストレスト鉄筋コンクリート造の設計(PRC) * 'とした構造をいう。鉄筋

コンクリート造として設計した大ばり，耐力壁等にひび割れ又は過大なたわみが生ずることを防

止する目的で軽微なプレストレスを導入し，緊張材を構造計算上無視した設計とする場合で，プ

レストレス導入時にコンクリート断面に生ずる平均応力度が10kg/c㎡以下である時には，鉄筋コ

ンクリート造として取り扱い，告示の適用対象には含まれない。このような場合の構造計算上の

留意事項が昭58住指発第351号に示されている。

プレストレストコンクリート造の建築物とは，主要構造要素（柱，はり，床，耐力壁等）がす

べてプレストレストコンクリート造の建築物をいう。ただし，このような建築物が設計されるこ

とはまれで，多くの場合，プレストレストコンクリート造は，鉄筋コンクリート造その他の構造

と併用して用いられる。本告示第14から第19は，原則としてプレストレストコンクリート造の構

造部分を有するすべての建築物の構造計算に適用されるので，併用する鉄筋コンクリート造その

他の構造に関する構造計算の原則も示されているが，その多くは建築基準法施行令並びに関連告

示に規定する当該併用構造部分の規定と同様のことを定めているにすぎない。従って，併用構造

部分に関しては，本書の当該構造に関する構造計算の方法を参照のこと。

9．1．2プレス|､レストコンクリート造の構造部分を有する建築物の構造計算の方法

昭58建告第1320号第14から第19に定めるプレストレストコンクリート造の構造部分を有する建

築物の構造計算の方法は図9．1－1に示すとおりである。

FPCの設計とは，長期荷重時に引張応力が生じないように，またPPCの設計とは,長期荷重時に

断面に生じる引張力が凡/30 (Ft :コンクリートの設計基準強度）以下になるようにプレストレ

スを導入した設計をいい，いずれも長期設計荷重時に断面に曲げひび割れの発生を許容しないこ

とが原則である。

これに対して, PRCの設計とは，長期設計荷重時に断面に曲げひび割れの発生を許容するが，ひ

び割れ幅が目標値以下になるようにプレストレスを導入した設計をいう。

※1
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9 1プレストレストコンクリート造

|スタート’スタート

延べ面積≦200,2ノノ、高さ>60m
階数≦1

ー

ト計 建設大臣が認める構造計算構造計 X旦閲l同又入廷刀』画塾
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※判断とは設計者の設計方針に基づく判断のことである。例えば，高さ31m以下の建築物であっ
ても，より詳細な検討を行う設計法であるルート③を選択する判断等のことを示している。

図9．1－1プレストレストコンクリート造建築物のフロー
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第9章 その他の構造の耐躍計算

(1)一次設計

プレストレストコンクリート造部分：長期応力に対しては，第18に定める許容応力度を用い，

許容応力度設計を行う。また，地震時等の短期応力に対しては，断面耐力の数値が，第14第二号

ハに示す応力の組合せを下回らないことを確かめること等により，終局強度設計を行う。ただし，

二次設計でルート図を適用する場合にあっては,一次設計は自動的に満足されることになるの

で省略することができる。

プレストレストコンクリート造と併用する鉄筋コンクリート造等の部分：令第82条の規定によ

る長期及び短期許容応力度設計を行う。ただし,二次設計でルート図を適用する場合にあって

は，建設省住宅局建築指導課監修，日本建築センター発行の「プレストレストコンクリート造設

計施工指針｣第17章解説2．(4)に述べるように曲げ及びせん断に対する短期許容応力は自動的に満

足される場合が多い。

(2)二次設計

i)小規模な建築物

第15イ又はロに示す要件を満足する建築物にあっては，ルート回の設計(一次設計のみ）と

することができる。

ii)高さが31m以下でi)に示す建築物を除くもの

高さが31m以下でi)に示す建築物を除くものにあっては,ルート回,図又は直画のうち

いずれか一つのルートに示す規定を満足すればよい。

① ルート回の設計

まず,各階の剛性率Rs≧0.6及び各階の偏心率Re≦015を満足することを確認した後,以下

に示す要件のうちいずれか一つを満たすことを確認すること。

イ）昭55建告第1791号第3各号のうち一つ

ロ）昭55建告第1791号第2各号

②ルート図の設計

このルートは，二次設計として終局強度設計を義務付けるものである。剛性率及び偏心率

の制限を満足する必要はない。しかし，剛性率及び偏心率で表される建築物の形状特性は，

地震時水平力に対する所要断面性能の割増しで考慮される。

断面耐力（曲げ強度・せん断強度等）≧G+P+(S)+1.5Fbs ･ K

ここで，

G:令第84条に規定する固定荷重による応力

P:令第85条に規定する積載荷重による応力

S:令第86条に規定する積雪荷重による応力（ただし，多雪区域のみ考慮）

K:令第88条に規定する地震力による応力

"s:昭55建告第1792号で規定される値

③ ルート区画の設計

剛性率及び偏心率の制限を満足する必要はない。このルートは二次設計として保有水平耐
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9.2壁式鉄筋コンクIノート造

力の確認を義務付けるものである。

iii )高さが31mを超え60m以下の建築物

ルーI､E五]の設計が義務付けられる。

9．2壁式鉄筋コンクリート造

9．2．1．関連告示とその適用範囲

(1)昭和58年建設省告示第1319号

壁式鉄筋コンクリート造については，令第80条の2第一号の規定に基づき，建設大臣の定める

技術的基準が昭58建告第1319号として公布され，昭和59年1月から施行されている。

また，この告示の内容を補足する形で，建設省住宅局建築指導課監修による「壁式鉄筋コンク

リート造設計施工指針」が日本建築センターから出版されており（以下「壁式指針」と略記)，こ

の壁式指針の中で現場打壁式鉄筋コンクリート造（以下「WRC造」と略記）及び壁式プレキャス

ト鉄筋コンクリート造（以下「WPC造」と略記）の構造設計方法が詳しく述べられるとともに計

算例が示されている。

このほか，壁式鉄筋コンクリート造の設計に関連する告示条文中のただし書きの運用，保有水

平耐力の計算方法については，以下の記述及び壁式指針を参考にされたい。

(2)告示の適用範囲

本告示で規定する建築物の適用範囲は，地階を除く階数が5以下，かつ，軒の高さが16m以下

のものであり，本告示に規定された事項を満たさなければならない。

また，上記の適用範囲に該当するものであっても，次の①から④に該当するものは構造耐力上

の安全性について特別な検討を要する。

① 階高が3mを超える階を有するもの

② 平面形状又は立面形状が長方形でないもの

③ 住宅その他これに類する積載荷重を超えるもの

④ 特定行政庁が指定する多雪区域内に建設するもの

上記のうちで①については，本告示に関する運用通達(｢壁式鉄筋コンクリート造の技術的基準

の運用について｣昭58住指発第350号)の中にその運用方法が示されており，階高が3mを超える

建築物については原則として保有水平耐力の検討を行う必要があるとしている。

このほか，壁式指針の中で，この告示の適用範囲内の建築物と見なしてよいものとして，次の

建築物があげられている。

WRC造, WPC造とその他の構造との混用による5階建て以下の建築物のうち，

イ．1階を鉄筋コンクリート造とした時に上部をWRC造又はWPC造とした場合

ロ．最上階を鉄骨造とし下部をWRC造又はWPC造とした場合

ハ －方向を鉄筋コンクリート造とし，他の方向をWRC造又はWPC造とした場合

また，雁行形等，平面的なずれを設けた建築物又はスキップフロア等立面的なずれを設けた建

築物についても，一部構造制限を伴うが，適用範囲内としている。
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第9章 その他の構造の耐震計算

9．2．2適用する耐震計算法

(1)適用する耐震計算法の種類

壁式鉄筋コンクリート造全般について適用される耐震設計法の概略は次のとおりである。

① 許容応力度設計

② 本告示及び壁式指針による構造規定のチェック（壁量，壁厚，配筋量）

③ 階高が3mを超える階を有する場合，平面形状又は立面形状が長方形でない場合，住宅そ

の他これに類する積載荷重を超える場合，もしくは特定行政庁が指定する多雪区域内に建設

する場合には，保有水平耐力の検討又は実験を必要とする。

④ 地階を除く階数が5を超える場合，又は軒の高さが16mを超える場合は，法第38条に基づ

く建設大臣の認定を必要とする。

(2)保有水平耐力の計算方法について

保有水平耐力の検討が必要な場合において，その計算方法のうち，通常の鉄筋コンクリート造

と異なるものとして下記の項目が壁式指針に解説されている。

① Dsは0.45～055とすること

② はり，壁のラーメン置換方法

③ 壁の縦筋のうち，引張鉄筋として計算に算入するもの

④ 短スパンばりの曲げ耐力評価の特例

⑤ 壁ばりのせん断設計法

9.3壁式ラーメン鉄筋コンクリート造

9．3．1関連告示

壁式ラーメン鉄筋コンクリート造は張り間方向を連層独立耐力壁による構造とし,かつ,けた行

方向を偏平な断面形状をした壁柱とはりとから成るラーメン構造とする構造である。本構造に関

しては，令第80条の2第一号の規定（建設大臣が関連する安全上必要な技術的基準を定めた建築

物等の扱い）に基き，この構造に係わる技術的基準として昭和62年9月に建告第1598号が公布さ

れ，昭和62年11月から施行されている。また，この告示の内容を補う形で昭和62年10月に建設省

住宅局建築指導課長から通達(住指発第327号）が出された。さらに，また，これらの告示や通達

にのっとり本構造の具体的な構造計算方法を詳しく記したものとして建設省住宅局建築指導課監

修による「中高層壁式ラーメン鉄筋コンクリート造設計施工指針・同解説」が日本建築センター

から出版された（以下「壁式ラーメン指針」と略記)。この壁式ラーメン指針には，告示や通達に

記された適用範囲等の規定に対する補足に加え，実際の設計に必要な構造規定，各設計式等のほ

か，それらの規定の根拠となった技術資料，標準配筋ディテールとその解説及び構造設計例や施

工指針が集録されている。

9．3．2告示の適用範囲

本構造に関して告示で規定されている適用範囲は地階を除く階数が6以上，11以下のものであ

り，かつまた，主として次のような条件を満たすものでなければならない。
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9．3壁式ラーメン鉄筋コンクIノート造

① 張り間方向が最下階から最上階まで連続している耐力壁による壁式構造で，かつ，けた行
方向が偏平な断面形状をした壁柱とはりとから成るラーメン構造であるもの

② 原則として住宅等の用途に供するもの

③ 平面形状及び立面形状が長方形又はこれに類する形状のもの
④ けた行方向のスパン数が4以上のもの

⑤ 耐力壁や壁柱の断面積について，床面積に対するそれらの比に対する下限値の規定を満た
すもの

⑥ 使用する鉄筋やコンクリートについて強度等の条件についての規定を満たすもの

上記の適用範囲に関する告示の規定に基づき，壁式ラーメン指針では，集合住宅の典型的な例
でもある次のような不整形な平面，立面を有する建物は適用範囲外としている。
① 雁行型平面形をしたもの

② ピロティ部分を有するもの

③ 階段室を張り間方向の主要な耐力壁の間に有する平面形をしたものでいわゆるフォーク型
の耐力壁を有するもの

④ スキップフロアを有するもの

9．3．3適用する構造計算法

本構造による建築物の構造計算法としては，例外なく，剛性率，偏心率及び保有水平耐力の検
討を行うこととしている。

本構造による建築物の場合，これまで通常の建築確認ですんでいた鉄筋コンクリート造による
場合の建物高さの限界を超えるものであるが，その耐震安全性の確認のためには，動的解析法な
どの特殊な検討を必要とせず，保有水平耐力の検討でよいとされている。これは，主として次の
ような理由によるものである。

① 建物の荷重や架構形式が明快であり，地震時の挙動を制御しやすい構造形式である。
② 建物の大地震時における必要保有水平耐力や塑性変形能力の確保のために適切な諸元とし
てけた行方向及び張り間方向について壁柱や耐力壁の必要な量を規定してあること。

③ 本構造の独特な部材である壁柱等の形状，寸法や配筋詳細について，想定する塑性変形能
力に応じた種々の構造規定を設けてあること。

上記の事項により，本構造による建築物の保有水平耐力の検討については一般の鉄筋コンクリ
ート造による場合にくらべて，以下の諸点につき，特別の規定が設けられている。
① 張り間方向及びけた行方向のDs

② 靱性確保のための具体的な検討方法

③ 壁柱。はり接合部や種々の開口部の補強

④ スリットや各部材の配筋詳細
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強度とねばI)

度と
きい壁柱

図9．3－1 壁式ラーメン構造の構法概要

9．4併用構造

異種の構造を併用した建築物の地震時の挙動は，単一の構造のものにくらべて複雑で，解明さ

れていない点も多い。このため，併用構造を設計する際には，特に異種構造間の応力の伝達，剛

性の違いに留意し，少なくとも各構造に対するそれぞれの規定を満足するようにしなければなら

ない。

次に，主な併用構造の例とその取扱いの例を示す。ただし，以下の例においても，ここに示さ

れた事項のみで設計を完了するのではなく，上記のような異種構造間の応力の伝達，剛性の違い

を考慮し，構造全体としての安全性に十分注意を払い設計する必要がある。

(例1)X, Y方向で構造が異なる場合

図9．4－1のような場合には次のように取り扱える。

① X方向は鉄骨鉄筋コンクリート造,Y方向は鉄

筋コンクリート造(例えば,Y方向に軽微な鉄骨ば

り，筋かいが併用されていてもよい）と考える。

② 各方向それぞれの構造規定等を満足するように

設計する。

り

雌

Y

’
]）

図9．4－1

(例2）高さ方向に構造が異なる場合

〔例2－1〕 鉄筋コンクリート造，鉄骨鉄筋コンクリ

ート造による階の上部に鉄骨造または木造の階がある

場合（図9．4－2参照）

① 建築物の高さと重量から周期,R2及びAfを求

め一次設計を行う。

② 二次設計の耐震計算ルートは，構造が異なって

n一s木遣

｣一上
SRCRC

図9．4－2
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9.4併用構造

も原則として同じルートとする。

③ ルート回で保有水平耐力の計算を行う必要のある場合には，この計算は全体として行
い，必要保有水平耐力は構造ごと，かつ階ごとに求める。

ただし，上階に載る木造が，在来軸組工法による木造（大断面木造であるものを除く）また

は枠組壁工法による木造である場合には，それぞれ，上記に加えて令第46条または昭57建告第

56号に定める構造耐力上必要な軸組または耐力壁等に関する規定を，上載される木造部分が満

足することを確かめなければならない。

〔例2－2〕 小屋組のみが木造でその他の部分が鉄筋

コンクリート造等の場合（図9．4－3参照）

鉄筋コンクリート造等の部分は，小屋組の重量を考慮

して通常の方法で設計すればよい。

／河騎、}＊造
墨

琴『 茅“等

図9．4－3

(例3）平面的に構造が異なる場合

① 原則としてエキスパンションジョイントを設け，構造的に分離して個々に設計する。

② 分離しない場合で，一体の鉄筋コンクリート造の床を有し，この床等を通じて異なる構

造の耐震要素（柱・耐力壁等）間の力の伝達が十分にできる場合等には，一体として設計

する。なお，保有水平耐力は，構造の剛性が異なる場合等には，必ずしも個々の構造の保

有水平耐力の和とならないことがあるので，注意が必要である。

また，平面的に併用される構造の剛性が大きく異なる場合には，剛性の低い構造の部分

の地震力もすべて剛性の高い構造の部分で負担できるように設計し，さらに，剛性の低い

構造の部分は独立してそれ自身に作用する地震力に対して設計するという方法でもよい。

ただし，鉄骨造の屋外非常階段のような軽微なものの場合には，この部分の地震力が剛性

の高い部分に確実に伝達されるよう緊結すれば，この階段部分はこれ自身に作用する地震
力に対しての設計を省略してもよい。

(例4）部材ごとに構造が異なる場合（図9．4－4参照）

① 一次設計は通常どおり行う(固有周期の計算は，

部材の弾性剛性に基づき重力式又は固有値解析に

より求めることが望ましい)。

② 二次設計の耐震設計ルートは構造全体の特性を

考慮して定める。

③ ルート回で保有水平耐力の計算を行う必要の

柱

l巳ノ ノレーl、L且」L･'不"局ﾉqL~1－|IUUノJuﾉ同T昇筵1丁フメ心麦(〃

ある場合には，この計算は全体として行い,Dsは 図9．4－4

構造全体の特性を考慮して定めるが，特にヒンジの生じる部材の構造とそのランクに重点
を置くとよい。

④ 異種の構造の部材間の接合部分における応力の伝達に注意して設計する。
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付－1 保有水平耐力の計算方法

保有水平耐力の計算方法については種々のものがあるが，脆性的な破壊をする部材がないか又

はあってもその影響が少ない建築物の場合については，下記1．1に示す方法が精算に近い方法で

ある。また，同様な場合についての略算的な方法としては下記1．2及び1．3に記す方法がある◎

これに対し，脆性的な破壊をする部材があってその影響が大きい場合についての保有水平耐力

の計算方法については必ずしも定説がない。このため，本文4．6．1｢保有水平耐力と必要保有水

平耐力」(p. 151)及び4. 6. 3(2) ii)「その他留意すべき事項｣⑤(p . 165)等を参照の上，適切な

仮定を設けて下記の各方法のいずれかを準用することになろう。

なお，具体的計算方法については，専門害を参照されたい。

1．1精 算 法

保有水平耐力の精算法としては，次の極限解析法や増分解析法等が代表的な例としてあげられ

る。

i)極限解析法：この方法は，特定の分布による荷重のもとで，いくつかの基本的な崩壊メカ

ニズムの中から，荷重と応力のつり合い条件，仮定した塑性ヒンジ位置での塑性条件を満た

す崩壊メカニズム時の荷重として保有水平耐力を求めようとする方法で，仮想仕事法の原理

を用いた機構の重ね合せ法等具体的ないくつかの方法がある。

ii)増分解析法：この方法は，例えば鉄筋コンクリート造架構の解析において漸増する特定の

分布による荷重のもとで，部材のひび割れや降伏による塑性ヒンジの発生に伴う剛性の低下

を評価しながら，各部材の剛性マトリックスをその都度評価し，これを基に建築物全体の剛

性マトリックスを組み立て，増分荷重による変形を計算し，変形が流れる時の荷重をもって

最大荷重とする方法で，いわば，通常の僥角法を基本としたマトリックスによる弾性解析法

の反復による方法である。

1.2節点振り分け法

（1）計算の流れ

節点振り分け法は，各部材の耐力から崩壊形を仮定し，各節点ごと降伏する部材の節点モ

ーメントを他の部分に分割し，フレーム崩壊時の応力分布を求め，この時の各階の層せん断

力をもって保有水平耐力とする方法である。

この方法によって柱，はりからなる架構の保有水平耐力を求める場合の計算の流れを図付

1．2－1に示す。

この方法の問題点は，はりが先に降伏する節点における節点モーメントの柱への分割率如
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1 2節点振り分け法

何により，各柱の負担せん断力，ひいてはその階の保有水平耐力が変動すること，また，そ

れらの値により，外力分布も一義的に定まってしまい，仮定した外力分布とはかけ離れた結
果になることもあることである。

１
１
１

１
１
１

V

｜

’ ’4 掘辮蕊豊諺洲勢蕊-ﾒﾝ' の和及
１
１’ ｜

’

5． 両者の比較による塑性ヒンジ位置の決定

１
１

１
１

‘鶚息罐詰:罐材へのﾓｰﾒﾝﾄの分割

’

’潔鰈鍋蒜繊蒲けるせん断力の和とし

図付1．2－1節点振り分け法による剛節架構部分の
保有水平耐力の計算のフロー

節点における分割率

節点振り分け法において柱の終局曲げモーメントの和より，はりの淵

(2)

即黒振り分け猛において征の終局曲けモーメントの和より，はりの終局曲げモーメントの

和が小さい場合に，はりの終局曲げモーメントを柱へ分割する際の分割率を0 5とする方法

は，最も簡単であり，これまで一番多用されている。この方法によると，他の方法による場

合に比較して，一般的に最上階と最下階の保有水平耐力は大きくなり，中間階では小さくな

るという傾向をもつ。従って，恥分布に基づいて得られるような逆三角形分布に近い外力分

布になることはほとんどない。これをできるだけ所定の外力分布状態を満たすような形の解
が得られるようにするためには，そのような外力分布によって得られる弾性応力の比又はこ

れに近い値を分割率に用いるのが妥当であろう。

分割率を弾性応力の比による等とした場合には，応力の異なる柱が多数あれば，それぞれ

異なった分割率を用いることになり計算がそれだけ繁雑になる。これを避けるためには，次

のような弾性応力の略算値によるとよいと思われる。ただし，この方法の適用範囲には限度
があるので，注意を要する。

① 各階の柱の柱脚及び柱頭の曲げモーメントの和を次のように仮定する。

aZZ

1． 柱・はりの終局曲げモーメント（フェイス)の計算

2． 柱・はりの両端降伏時せん断力の計算

3 柱・はりの節点モーメントの計算
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に職(蔑蝋』 ｝(付ﾕｰﾕ’
ここで，

Qdi: j階の一次設計用せん断ｶ

ﾙｫ：2階の階高

yf:反曲点高比の仮定値

各階の反曲点高比としては，当該階の各柱についての一次設計における値の平均値と

するとよい。一般的には，最上階及び最下階における値はそれぞれ0.4及び0.6程度，そ

の他の階ではO 5程度の値となろう。

② ある階('階床位置)の節点における分割率としては，〃下#:M上(i_,) ('階柱脚部の〃：

j－1階柱頭部の〃）をこれらの節点に接続する柱について共通に用いる。

③ なお，各階における(Ds×良s)の値が異なる場合には，①項のQα＃の代わりに，必要

保有水平耐力Q鰹,砿を用いるとよい。

(3)耐力壁について

耐力壁（及びそれを含む構面）の保有水平耐力の計算については，計算結果に対する直交

ばり等の影響が大きいために，一般的には，節点振り分け法が適用しにくいこともある。そ

のため，部分的に下記1 3に記す略算法を適用することになると思われる。この場合，その

部分についての外力分布を設定することが必要となるが，例えば逆三角形分布を仮定すると

耐力壁のせん断設計用せん断力として危険側の仮定となりやすいことに注意する必要があ

る。

(4)各階で形状係数及び構造特性係数が異なる建築物の場合

形状係数歴sと構造特性係数D§との積が各階で一定となっていない建築物の場合，各階

における必要保有水平耐力はAf分布から得られる外力分布に比例したものとはならない。

この種の建築物について，節点振り分け法を用い，その分割率を弾性応力の比として保有

水平耐力を求めると，その結果は凡sとDsとの積が大きな階ほど必要保有水平耐力の値を

下回る可能性が大きくなる。このような場合については，一定の範囲内で分割率を設定し直

して保有水平耐力を求め直してよい。

1．3仮想仕事の原理を用いた略算法

（1）計算の流れ

仮想仕事の原理を用いた略算法は，フレームの崩壊形を仮定し，適切な外力分布の下に仮

想仕事の原理に基づき，外力の仕事と内力の仕事を等置して外力の大きさを決定し，その時

の各階の層せん断力をもって保有水平耐力とする方法である。

この方法によって，耐力壁をそれに連続している境界ばりとともに切り出して，その部分

の保有水平耐力を求める場合の計算の流れを図付1．3－1に示す。
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1 3仮想仕事の原理を用いた略算法

Ｌ
ｒ
Ｌ

ｒ
ｌ

ｌ
ｌ
Ｖ
士

！
・
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｖ
＆

、
１
夕

町
匹
Ｉ

Ｔ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
竃
▽
士

１
，
Ｊ

》
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
４
Ｖ
凸

‐

‐
Ｌ
Ｉ
ｌ

Ｔ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
７

１
－
１

2 鴬監り及び直交ばりの耐力壁に対する拘束応力

凱繍潅堤撫藻凛竪がり型｝

4 鴬階壁脚部の曲げ耐力と内部応力による仕事の計

5 鵜罷驚繼鴬萱がり抵抗ﾓｰﾒﾝﾄと内

外力の仕事と内力の仕事とを等置して曲げ降伏型
及び基礎浮き上がり型の崩壊メカニズムに相当す
る外力を求める

6

’
2つの崩壊メカニズム時の外力のうち，小さい方
をとり，それらの外力による耐力壁のせん断力を
保有水平耐力とする

7

図 付1．3－1仮想仕事の原理を用いた方法による耐力壁の

保有水平耐力の計算のフロー

(2)外力分布

この方法を適用する際の外力分布については，本文4．6．3｢保有水平耐力の計算方法」

(p. 161)に記したところによればよい。

(3)部分崩壊メカニズムと全体崩壊メカニズム

この方法の問題点の一つは，得られる保有水平耐力が，仮定した崩壊メカニズムのもとで

の上限値となることである。これに対処するためには，すべての階においてすべての柱につ

いて柱頭，柱脚降伏を仮定した崩壊メカニズムによる耐力を求め，この場合の耐力の方が小

さい階がある場合には，その耐力をもってその階の保有水平耐力とすることが必要となる。

(4)部材の耐力

鉄筋コンクリート造等の場合，建築物に所要のねばり強さを持たせるために崩壊メカニズ

ムが形成された時の各部材の応力を求め，それに対し，必要なせん断補強等を施さなければ

ならない。この略算法のもう一つの大きな問題点は，建築物としての保有水平耐力は得られ

ても，各部材単位の応力が，別に仮定をしなければ求められないという点にある。従ってこ

3Z3

1． 有効な直交ばりの確認



付－1 保有水平耐力の計算方法

の場合には，前記1 2に準じた方法によってそれらの応力を求める必要がある。

(5)崩壊形を仮定した仮想仕事の原理による略算法とモーメントのつり合い

① この略算法では,図付1．3一2のように,外力のなす仕事と内力のなす仕事とを別個に求

め，それを等置することによって，外力の値を求める。

② ここで,図付1 3－2のように,最下階柱脚部を除きはりが降伏する全体崩壊形の場合に

は，水平外力のなす仕事は，1階脚部に対する値として次のように求められる。
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図 付1．3－2 仮定した全体崩壊形

2(Pi･ 8i) = P4･ 84+B･ 83+B･ 62+P1･ 6】

ここで, 8i=/zf･8ゆえ，

Z(R･&)="｡v･8 (付1-2 a)

ここで，

MMOV=P4･ /Z4+B･ j23+B･ﾉ22+P1 ･〃Ⅲ（外力による1階に対するモーメント）

③ また，直交ばりのせん断力Q,などによる仕事は図付1 3一2のように6wなる鉛直変位

により，次のようになる。

2(Qi･ 6vi) = 2(Q4･ 6v4+Q3. 6V3+Q2. 6I'2+Q1. 81'1)

ここで，

8"=子旧ゆえ(仕事の向きがPiと逆向きゆえ負となる),
Z(Qi･ 6w)=一MTB･8 (付1-2 b)

ここで，

"" = 2(Q4+Q3+Q2+Q1)÷(直交ばりのせん断力による壁心でのﾓｰﾒﾝﾄ）
④ 一方,内力による仕事は,各節点の終局モーメント〃iと回転角β：とから次のように求め

られる。

2("･ 8i)="i・β,+Mb･ 62+･．.…...+"17 . 91､"18 . 818+"19 . 819

ここで，

｜"‘6T, = 6+\ = '5'
&(f=17~19) = 6

2(鵬．βi) = 1.5 (Mi+"+……+"16) . 9+ (Mi7+"18+"19)βとなる。
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1.4保有水平耐力の計算例

一方，節点Bで，はりが曲げ降伏する時のはりABの壁心におけるモーメント〃'2は，

〃,=処十"‘予雌×吾=必十雌苛雌
．..〃,＋〃'2 = 15 ("+")→右辺の値は左辺によって表されるはりの節点における

降伏モーメント“の和に等しい。

これより，

Z(" ･ 6i) = ("1+〃'2+〃'3十…･…+"17+"18+"19) 8 = 2必・6 (付1-2 c)

（付1-2a), (付1-2 b)と（付1-2 c)を等置すれば，次のようになる。

(MoI,－Mm)8=2M･ 8より, "ov = 2",+"" (付1-2 d)

結局，βを省略し，（付1-2d)式のようにモーメントのつり合いを考えればよいことに

なる。

1.4保有水平耐力の計算例

保有水平耐力の計算手順を例示するため計算例を以下に示す。ここに示す計算例は，保有水平

耐力の計算手順を示すという目的のために用意されたものである。部材断面等は，必ずしも現実

的なものではないので，あくまで計算手順を見るということで利用されたい。

また，計算を進めるに当たってはいくつかの仮定を設けているが，これらの仮定事項も一応適

切と思われるものの一例であり,場合によっては異なる仮定を設けた方がよい場合も想定される。

実際の保有水平耐力の計算を行うに当たっては，慎重に仮定条件．計算手法を定める必要がある。

1．4．1鉄骨造架構の保有水平耐力の計算例（節点振り分け法による場合）

鉄骨造架構の保有水平耐力の計算の手順を，筋かい付き架構の例によって説明する。

本計算例では，図付1．4－1の⑧から⑨方向に力が加わった場合を考える。

実際の設計では，建築物は左右対称ではないことが多く，保有水平耐力は，計算方向によって

異なることが考えられる。
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図付1．4－1鉄骨造筋かい付き架構の保有水平耐力計算例

(1)架構概要

架構の軸組を図付1．4－1に示す。3スパン，4層,X形引張筋かい形式の架構で,④通り
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付－1 保有水平耐力の計算方法

柱を角形鋼管，⑧通り柱をH形鋼(弱軸まわり)，◎通り柱をH形鋼(強軸まわり)，◎通

り柱を円形鋼管としている。これは，種々の断面形の全塑性モーメントの計算例を示すため

である。はりはH形鋼，筋かいは山形鋼である。使用鋼材はSS41級とする。

これらの部材の仮定断面を表付1．4－1及び表付1．4－2に示す。

表 付1．4－1柱及びはりの仮定断面

部 材

碍
心
心
公
金
公
公
公
心
心
幻

臺
一
口

鋤
心
心
心
心
心
心
心
心
心
心

断 面

□250×250, t=6.0

□250×250, t=8.0

H250×250×9×14

H 300×300×10×15

H 250×250×9×14

H300×300×10×15

"267.4, t=7.0

'3185, t=7.0

H 244×175×7×11

H 294×200×8×12

柱

は り

表 付1．4－2筋かいの仮定断面階一蝿－２’１

面
×

×
×

５
５

５
６

７
６

×
×

×
５

５
５

６
７

６

断

一

一

一

Ｌ
Ｌ

Ｌ２

６
－
６
－
６

固定荷重及び積載荷重により生ずる柱軸力の計算結果を図付1．4－2に示す。各節点の記

号を次のように定める｡④通り柱の各階の節点を屋上階から順次, RJA, 4JA, 3JA, 2JA, [JAとす

る。他の柱も同様である。

5 3

0.71

16 1

f" II': r｣ r
1.5

④ ⑧ ◎ ⑨

図 付1．4－2固定荷重及び積載荷重により生ずる柱軸力（単位t)

(2)計算方針等

本計算の全体的な内容についての基本的な仮定は以下のとおりである。

① ラーメン架構部分の保有水平耐力と筋かい架構部分の保有水平耐力とを別々に求め，
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1.4保有水平耐力の計算例

これらの和を架構の保有水平耐力とする。

② 筋かい架構部分の保有水平耐力は，筋かいの軸部降伏時の水平抵抗力とする。

この時，筋かい軸力は周辺の柱及びはりの軸力とつり合うものとする。

③ 柱。はり節点における節点モーメントの分割率は光とし，振り分けたモーメントが，

一方の部材の全塑性モーメントを超える場合には，その超過分を残りの部材に加えるこ

ととする。

④ 部材の材質はすべて, SS41級のため，材料強度は, 2.4t/c''fとする。

以下に記す手順で保有水平耐力を求める。

a)柱軸力を無視した保有水平耐力の略算

① 部材の降伏軸力Nj,全塑性モーメント必｡の計算

② 筋かい架構の保有水平耐力の計算

③ 柱はりの節点モーメントの計算及び崩壊ヒンジ位置の決定

④ 節点モーメントの振り分け

⑤ 柱のせん断力の和の計算

⑥ 保有水平耐力の略算値の計算

b)柱軸力等を考慮した保有水平耐力の計算

① 部材の全塑性モーメント必cの計算

② 柱はり節点モーメントの計算及び崩壊ヒンジ位置の修正

③ 節点モーメントの振り分け

④ 柱のせん断力の和の計算

⑤ 保有水平耐力の計算

計算手順は一応上記の如くとなるが，実務的には,a)の部分は略算的に行い,b)の部分

のみを本計算として行うことになろう。本計算例は一応, a), b)という手順にて説明を行

うこととする。

(3)保有水平耐力の計算

a)柱軸力を無視した場合の計算

① 部材の降伏軸力M及び全塑性モーメント必｡の計算

部材の降伏軸力M(曲げモーメントが作用しない場合の降伏軸力）及び全塑性モーメ

ント雌｡(軸力が作用しない場合のもの）を下式により求める。

｝‘付』-3｝
JVj =A9．F

〃"=Zp･F

ここで，

Ag:部材断面の全断面積

Z,：部材断面の塑性断面係数

F:材料強度で2.4t/c㎡とする。

塑性断面係数動は本文5．4．3「部材の終局耐力」(p l97)に示す式によって求め，そ

の結果を表付1．4－3に示す。表付1．4－3にはM及び必｡も記してある。
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付-1 保有水平耐力の計算方法

表付1．4－3各部材のNy,ろ及びMp｡

部

□250×250,

□250×250,

｜副一計
材

Ag (cIf) M (t) Zp(c㎡） 〃》｡(t･m)

12．97

17．05

22．66

10．61

35．40

16．36

11．39

16．30

12．94

19．90

57 63 138.3 540 2

75．79 181.9 710.5

強軸 944.0

H 250×250×9×141 92．18 221.2
弱軸 442(）

強軸 1,474.9

儲H300×300×10×15

'2674, t=7.0

‘318.5, t=7.0

H 244×175×7×11強軸

H 294×200×8×12強軸

L -65×65×6

L -75×75×6

2L- 65×65×6

119.8 287 5，
弱軸 681.8

5727 137.5 4747

68.50 164.4 679.2

56．24 135.0 539.1

72 38 173.7 829 1

7.527 18.06

20.94

36．13

8．727

15．05

② 筋かい架構の保有水平耐力の計算

筋かいの圧縮は無視し，引張側のみ有効とする。各階の筋かい軸部が引張降伏する時

点の水平力を筋かい架構の保有水平耐力とする。周辺架構である柱及びはりとの接合部

は，ピン接合とする。筋かいの保有水平耐力時の応力を図付1．4－3に示す。

9.29 Qu＝15.49

－9 29 18.58 Qu＝15.49

－18 58 29.35 Qu＝17.96

-29.

49.65

49.65 QM =29.89

'49.65(甥引換力を示す｡）､⑧ ⑥ 、一‘&ﾜ'娠ﾉJざ可”°ノ

図付1．4－3筋かいの保有水平耐力時の応力

③ 柱はりの節点モーメントの計算及び塑性ヒンジ位置の決定

ここでは，柱及びはりの全塑性モーメントを節点位置で比較することとし，フェイス

位置のモーメントから節点位置のモーメントに直すことは行わない。

3Z8
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1.4保有水平耐力の計算例

節点位置での柱のモーメントの和及びはりのモーメントの和を表付1．4－4に示す。

両者の数値のうちの小さい方の数値を与える部材の端部が塑性ヒンジ位置となり，その

値が節点の降伏モーメントとなる。

表付1．4－4節点モーメント及び塑性ヒンジ位置

(単位 tom)

置位奉
幼
〃
〃
〃
柱
〃
〃
〃
〃
は
〃
〃
柱
幼
〃
〃

り

こ
－

１

性塑

柱の全塑性モーメントの和 はりの全塑性モーメントの和

姉一山一山傘一刈一鋤一恥一批一小一永砒一生一批一小一小鉤一小

12．9412．97

14 05×2 =28.10 1294

19．9014.05+1705=31 10

17.05×2 =34,10 19．9(）

10．61 12．94×2＝25．88

12．94×2＝25．8810．61×2 =2122

10 61＋16.36＝26．97 19.90×2 =3980

19.90×2 =39.8016．36×2＝32．72

1294×2＝25．8822．66

22．66×2＝45．32 12．94×2＝25．88

19．90×2＝39．8022.66+35.40=58 06

35．40×2 =7080 19．90×2＝39．80

11．39 1294

11 39×2＝22．78 12．94

11.39＋1630＝27．69 1990

16 30×2 =32.60 19.90

④ 節点モーメントの振り分け

③で得た節点の降伏モーメントを塑性ヒンジの生じない方の部材に振り分ける。例え

Ijr, 2JC節点について，塑性ヒンジ位置ははり端部であり，節点の降伏モーメン}､は39.80

t｡mである。この39.80t｡mを2階の柱脚及び1階の柱頭に振り分ける。分割率は，ここ

では簡略化するため光とする。この分割率については、一次設計用地震力により生じる

応力比をとることもある。振り分け後の応力は,,Cc柱の柱頭及び2Cc柱の柱脚位置で

19. 90t｡mとなる。この操作をすべての節点について行う。結果を図付1 4－4に示す。
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付－1 保有水平耐力の計算方法

3.54 3．32 7．21

\.94 1 5.30 1 1L33 1
12.94レ5.30110.61ヤ11.33T22.66’11.39 11.39

17.2］

6.47

11543

9.95

128 0‘

9.95

140.69

１
７４

●

別
６

ｂ

３

4.57 4．71 8．22

12.94110.61A10.61イ 6．47
器+鶚,"“＞

6．47レ10.61Y10.61ト

o印は塑性ヒンジ位撒を示す

節点のモーメントは， 柱脚｜はI)左端
はり右端｜柱頭

単位{蛎海釧雛”

１
５

１
５

９

Ⅱ
臥

的
”

０

８
Ｍ

6.48 1 6．68 1 12．63

19.90110.6Ll､13.49ィ19.90119.90』9．95

9.95レ13.49Y16.36レ19.90119.90レ19.90

7.04 1 7．25 1 12．63

19,90ィ16.36人16‘36119.90119.90A9．95

9.95レ16.36116.36y19.90119.90ウ19.90

１
５

３
０

６
７

１
１

２

16.360 35．400 16.30

④ ⑧ ◎ ⑨

図付1．4－4降伏メカニズム時の応力

⑤ 柱のせん断力の和の計算等

図付1．4－4に示す柱のモーメント（柱頭，柱脚部での値)から次式により，崩壊メカ

ニズム時の柱のせん断力を得る。

Qc=〃唾･上+M4･下 （付1－4）ん

ここで，

〃塑｡上：柱頭の崩壊メカニズム時曲げモーメント

〃泌｡下：柱脚の崩壊メカニズム時曲げモーメント

〃：当該階の階高

次に，ある階に属するすべての柱の崩壊メカニズム時のせん断力の和をとると，ラー

メン架構部分の保有水平耐力が得られる。さらに，先に得た筋かい架構部分の保有水平

耐力を加えれば，当該階の保有水平耐力が得られる。本例では，この手順を省く。実設

計では，この段階で使用部材の修正があるかもしれない。

b)柱軸力を考慮した場合の計算

① 柱軸力等を考慮した保有水平耐力の計算のための部材の全塑性モーメント必cの計

算

柱の軸力を考慮した全塑性モーメント〃》cの計算に当たっては，長期荷重による軸

力，筋かい保有水平耐力時の筋かい軸力による軸力及びラーメン架構崩壊メカニズム時

のはりのせん断力による軸力を考慮する。すなわち，長期荷重による軸力はすべての柱，

筋かい軸力によるものは筋かい周辺柱(⑧及び◎通り柱)，また，はりのせん断力によ

るものは外柱(④及び◎通り柱)について，その必cの計算式の軸力"に考慮される。

軸力が存在する場合の各部材の全塑性モーメントは，表付1．4－5に示す軸力を本文5．

4．3｢部材の終局耐力」(p . 197)の各式に代入して計算する。
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1 4保有水平耐力の計算例

表 付1．4－5柱軸力

部 材 軸

142＋ 9

285＋18

42．8＋29

57.1+49

5．3＋ 7

10 7＋15

16.1-|-28

21 5+40
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５
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９
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０

１
７
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１

１
１
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■
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Ｇ
１
◇

１
３

７
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６
４
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Ｌ
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４

７
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１

力
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一
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一
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一
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９
８

５
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１
３

６
９

２
５

３
６

２
４

０
６

部 材
一

4CA
－

3CA

軸 力(t)

8 8－3．54＝5．26 4Cc

17 7－ 811＝9．59 3Cc

26．6－1459＝12．01 2Cc

鍔心心一金必一心

355－21 63＝13 87 ,Cc

4CD177

35 6－9．29＝2631 3CD

２
５

９
０

４
２

３
４

’
’
一
一

８
５

５
３

８
９

１
２

’

－
５

４

３
１

５
７

2CD

,CD

軸力のない場合の全塑性モーメント脇｡と異なる値となるのは, 3FL以下の◎通り

柱及び2FL以下の⑨通り柱である。その結果を表付1. 4-6に示す。

表 付1. 4-6全塑'腱モーメントMjjc

］燗胆
Ｃ

ｃ
ｃ

一狸心“仁
Ｉ立
口

MPc (t･m) 部 材 』'"c (t･m)

20．33

30．23 2CD 14.90

12．672537 ,CD

次に，筋かい架構の中のはり(B及びC柱内のはり）は保有水平耐力時の筋かいの軸

力により，圧縮軸力を負担する。この軸力による全塑性モーメントの〃,｡からの低減は，

柱の場合の式で与えられる。本計算例では，軸力の大きさは,2Gで180t, 3G及び4Gで

15.5t等と，はり材の降伏軸力“にくらべ小さく必cは〃b･と変わりないことがわか

る。

② 柱はり節点モーメントの計算及び塑性ヒンジ位置の修正

①で求めた全塑性モーメントに基づき節点モーメントを再計算する。計算方法は，表

付1．4－4に示したものと同じである。部材の全塑性モーメントの変わった部材の節点

についてのみ行えばよい。本計算例では，柱はりの節点での節点モーメントの変更はな

I']｡ C及びD柱の1階柱脚のモーメントがそれぞれ25 37t･m及び12.67t･mと変更され

る。

ゆえに塑性ヒンジ位置は図付1．4－4から変更はない。

③ 節点モーメントの振り分け

②で節点モーメントの変更等が行われた場合には，ここで節点モーメントの振り分け

を再度行うこととなるが，本計算例では，前述のようにそれらの変更がないので，節点

モーメントの再度の振り分けは不要である。以上の手続でラーメン架構部分の崩壊メカ

ニズム及びその時の応力が得られた。結果を図付1 4－5に示す。
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図 付1．4－5ラーメン架構の降伏メカニズム時の応力

④ 柱のせん断力の和の計算

ラーメン架構の崩壊メカニズム時の柱のモーメントから（付1－4）式を用いてその

せん断力を求める。結果を図付1．4－5中に示す｡ある階に属するすべての柱のせん断力

の和をとると，ラーメン架構部分の保有水平耐力となる。

⑤ 保有水平耐力の計算

本計算例は，筋かい架構とラーメン架構との混合構造であるので，階の保有水平耐力

は，両架構それぞれの保有水平耐力の和として得られる。結果を表付1．4－7に示す。

表 付1．4－7階の保有水平耐力

筋かい架構部分の保
有水平耐力(t)

ラーメン架構部分の

保有水平耐力(t)
階 階の保有水平耐力(t)

46．9

川強ｑ〕ハム’１

15．49 31．36

15 49

1796

2896 445

55．4

67 5

37．44

29 89 3758
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1.4保有水平耐力の計算例

1.4.2鉄筋コンクリート造ラーメン架構の保有水平耐力の計算例（その1）

（節点振り分け法による場合）

(1)建築物概要

計算例に用いた建築物の平面図，断面図及び張り間方向の各ラーメン架構図と柱・はり記

号を図付1．4－6～図付1．4－9に示す。

なお，使用材料は次のとおりである。

コンクリート：普通コンクリート(R= 210kg/c㎡）

鉄 筋: SD30

く い：アースドリルぐい

900‘長期耐力160t (すべての側柱と隅柱）

1,100‘長期耐力240t (②⑤通りラーメン架構の内柱）

1,200の長期耐力280t (③④通りラーメン架構の内柱）

また，保有水平耐力の計算に必要な各柱の軸方向力については,後述の表中に示してある。

保有水平耐力の計算は，この建築物の張り間方向(Y方向）について記す。

PHFL

Y 1

腰壁は補強コン

クリートブロッ
ク造(外壁全周）
柱との接合部に
はスリットを設
ける

一

4FLｒつつい毎中
詮

つ●ぬ《ぬ

⑨
◎
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④

ｃ
ｃ
つ
‐
④
目

3FL

X
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7,0007.0()0
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図 付1．4－61～4階平面図
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付－1 保有水平耐力の計算方法
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図 付1．4－9柱，はり，壁伏図

(2)計算方針

ラーメン部分の保有水平耐力の計算は，各部材が曲げ降伏する状態を想定して節点振り分

け法により，図付1．4－10に示す手順によって行った。

その際に用いた計算仮定や計算の詳細については，次項以降に示すが，計算の全体的な内

容に関する基本的な仮定等は以下のとおりである。

① 柱の長期曲げモーメントの保有水平耐力に対する影響は，主として一つのラーメン内の

両端の外柱の間で相殺されるので無視する。

② はりの長期曲げモーメントの保有水平耐力に対する影響は，主として各はりの両端にお

ける曲げ耐力の評価の中で相殺されるので無視する。

③ 直交する部材の外面（フェイス）において，柱とはりとがそれぞれ別々に曲げ降伏する

として節点における終局モーメントを求め，各節点における柱の終局モーメントの和とは

りのそれを比較して，小さい方に塑性ヒンジが生ずるとする。

④ 節点モーメントの振り分け（分割）は，一次設計の地震時応力の略算値の比に基づいて

行い，振り分けたモーメントが一つの部材の終局モーメントを超える場合には，その超過

分をもう一方の部材に加える。

⑤ 柱の付加軸力は外柱のみ考盧し，接続するはりの曲げ終局時せん断力から求めた値を略

算的に用いる。
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1.4保有水平耐力の計算例
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図付1 . 4-10ラーメン部分の保有水平耐力の計算のフロー（節点振り分け法）

(3)保有水平耐力の計算

① はりの節点モーメントの算出

a)はり両端の降伏モーメントの計算

（計算仮定）

○曲げ耐力計算用の鉄筋の材料強度としては，基準強度(SD30で3,000kg/c㎡)の1.1倍

を用いた。

○地中ばりを除く（土間コンクリートのため）一般階のはりの曲げ耐力には，床スラ

ブの鉄筋が有効であるとし，その有効範囲は片側につき，はり面から1mとする（こ

の設計例では片側につき, 2 -D13, 2 -D10 (いずれもSD30)があるものとして

計算した)。

○有効せい〃としては，一般階のはりではα= D-5cm,基礎ばりではd = D-10cm

（2段配筋の時はD-15 cm)を用いた。

○計算式

〃u= 0.9(国αf･oj,)" (付1- 5)

（ここでZは，材質の異なる鉄筋がある場合に，それらのα’・のの和をとること

を意味している）

（計算例) RG6外端上端の場合

〃2‘＝0.9×( 7.74cm2×3.3t/cm2+ 3.97cmz×3.3t/cm2 )×(0.55m-0.05m )

＝0．9×38.6t×0.50m

= 17.4t･m
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付－1 保有水平耐力の計算方法

b)はりのせん断力の計算

（計算仮定）

○はりのせん断力は，一端の下端の降伏モーメントと他端の上端の降伏モーメントの

和より求める。従って外端と内端の配筋が異なる場合は,Q,, Q2の2つのせん断力

を求める。

○計算式

Q,=〃迦外上+M4内下 Q2=〃ｾ‘外下十M迦内上 （付1－6）
′b ，。

（計算例) RG8の場合

Q1=(〃迦外上+M幽内下) /"｡

= (29.0t.m+11.5t.m) / (5.5m-0.25m-0.25m)

= 40.5t.m/ 5.0m

= 8.1t

Q2= (〃浬外下十M灘内上) /"0

= (29.0ﾋ･m+ 17.2t.m) /5.0m

= 9.2t

c)はりの節点モーメント

（計算仮定）

○下式を用いて節点モーメントを計算する｡ここで△〃は節点から柱面までの長さで

ある。ただし，基礎ばりにおける降伏位置は，上端筋が柱面，下端筋がフーチング

面とした。

“＝〃哩+Q･42 (付1- 7)

（計算例) RG8外端上端及びRG8外端下端の場合

〃&外上＝〃α外上+Q, ･△，

= 29.0t.m+8.1t×0.25m
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1.4保有水平耐力の計算例

d)はりの計算結果

表付1．4－8はりの計算結果
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1.4保有水平耐力の計算例

② 柱の節点モーメントの算出

a)柱頭柱脚の降伏モーメントの計算

（計算仮定）

○曲げ耐力計算用の鉄筋の材料強度としては，基準強度(SD30では3,000kg/c旅)の1.1

倍を用いた。

○内部の主筋は柱中央にあるのみなので，引張鉄筋としては考慮していない（多段配

筋材として計算する必要はない)。

○柱の付加軸力は影響の大きい外柱のみ考慮した。この付加軸力は，接続するはりの

両端曲げ降伏時せん断力から計算した値を用いた。保有水平耐力時に，一部，柱降

伏形となる節点もあり(最上階等)，付加軸力が多少異なるが，保有水平耐力にはほ

とんど影響を与えないので付加軸力の修正は行っていない。

○計算式

”"=08α‘ のり+05'v D (1－か多凡) (付1-8)
（計算例) 4C｣圧縮側の場合

"=13.9上（長期軸力) +5.7[ (付加軸力）

= 19.6t

19.6t

〃．=08×861"｡×33剛･凧’×05鰯十05×196[×05卿×(1-50"×50"×02,…"）
= 11.4t.m+4.7t.m

= 161t･m

b)柱のせん断力の計算

（計算仮定）

○柱のせん断力は，柱頭及び柱脚の降伏モーメントから求める。

○ん｡はクリアスパンを用いるが，ブロック腰壁のある構面については，腰壁と柱の間

にスリットが設けてあるものとし，〃･の値は下階はり上端から上階はり下端までの

高さとする。

○計算式

Q=〃座柱頭十〃哩柱脚 （付1－9）
〃。

（計算例) 4C]圧縮側の場合

Q= ':MW報識･m==鶚器= 12.2上
c)柱の節点モーメント

（計算仮定）

○下式を用いて節点モーメントを計算する。ここで△んは節点からはり面までの距離

である。

〃&＝〃哩+Q･△ん （付1 -10)
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付－1 保有水平耐力の計算方法

（計算例) 4C]圧縮側柱頭の場合

Ma = 16.1t.m+12.2[×0.275m = 19.5t･m

d)柱の計算結果

"" = 08" " D+05jV D (1-か多凡）
①項 ②項

表付1．4－9柱の計算結果

断 面

(〃｡,△ﾙ上,△〃下）

項
如

①
伽 長期軸力

(t)

②項
(t･m)

付加軸力

(t)

軸力Ⅳ

(t)

〃'迦

(t･m)

16．2

16．4

226

229

23．8

242

27．6

31 4

19．5

19．7

31．8

32．2

38．8

39．4

51.8

59．0

20．2

20．5

31．9

32．4

38.4

39.0

50.2

57.1

17.8

18.0

26.0

26.4

28．6

29．0

35．1

40.0

"u(t m)

( Q(t))
記 号|階 引張鉄筋 α＃

50×50

(265,27.5,30）

55×55

(260, 30, 32.5)

55×55

(255,32.5,35）
60×60

(290, 35, 60)

13．4

(10.1）

18．3

(14 1）

19．0

(14.9）

22．2

(15.3）

4

９
２
９
２
９

２
１

２
１
２
１

２

，
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ

Ｄ

’

一

一

一

一

－

３
２
１
２
１

３

8．61 11．4 13.9

25．7

38．1

51．3

－5．7 8.2 2．0

１
１

3
C】

(引張）
2

10．61 15．4 －14．7 11.0 2．9

1061 15．4 －24．5 136 3 6

1 11．61 18．4 －38．3 13.0 3．8

16．1

(12 .2)

25．8

(19.8）

30.9

(24.2）

41．7

(28 8）

4 50×50 13 9 5．7 19．6 4．7

3
C,

(圧縮）
2

55×55 25．7 14．7 40.4 10．4

〃 〃 〃

55×55 38．1 24．5 15．562．6

60×60'1 51 3 368 88．1 23．3

16．7

(12 6）

25．9

(199）

30.6

(24.0）

404

(27.9）

4 50×50 21．9 21．9 5．3

3 55×55 41．0 41．0 10．5

C2 〃 〃 〃

2 55×55 61．3 15．261．3

60×601 82．4 82．4 22．0

14．7

(11. 1)

211

(16.2）

22．8

(179）

28．3

(19 5)

50×50

２
８

８
１

９
０

４
０

－
２

３
５

4 22．7 13．5 3．3

鑑,|:’
55×55 42．2 21．4 5．7

〃 〃 〃

55×55

60×60

62．9

84．5

28．1

34．4

４
９

７
９

11

＆30



1.4保有水平耐力の計算例

〃'迦

(t･m)

22 6

22．9

37．8

384

47．2

'479

63．4

72．2

23．8

24．1

39．6

40.1

49．2

50.0

65,0

74．1

15 3

15．6

208

21．1

21 1

21．4

23．5

26．7

24．5

24．9

415

42．1

51．9

52．8

69．9

79．6

②項

(t･m)

付加軸力

(t)

軸力Ⅳ

(t)

①項

(t･m)

長期軸力

(t)

"u(t･m)

( Q(t))

断 面

("｡,△伽上,△"下）
引張鉄筋記 号 階 αZ

18．7

(14.1）

30 7

(23.6）

37．6

(29.5）

51．1

(35.2）

7．38．1 30.822．750×50

９
２
９
２
９

２
１

２
１
２
１

２

，
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ

Ｄ

一

一

一
一

一

－

３
２
１
２
１

３

861 1144

１
１

61．9 15．342．2 19 710．61 15455×553
C3

(圧縮）
95．2 22．262．9 32．310 61 15．42 55×55

132.1 32784．5 47 611．61 18．460×601

19 7

(14 . 9)

32．1

(247）

39．2

(30. 7)

52．4

(36.1）

35．7

68．3

8.335 750×50

55×55

4

16．768．33

C4 〃〃 〃

23．8103.2 103.22 55×55

139.0 34．0139.060×601

12．7

(9.6）

16．9

(13. 0)

168

(132）

18．9

(13. 0)

5．3 1.322 7 －17．450×504

5．5 1 542．2

７
８

ゆ

６
７

３
５

3
C5

(引張）
2

55×55

〃 〃 〃

5．162．9 1．455×55

84．5 －82．9 1.6 ().560×601

20.3

(15.3）

33．7

(25.9）

41．4

(32.5）

56．3

(38.8）

22．7 15．9 38．6 89

18 3

50×504

75．742．2

62．9

84．5

33．53
C5

(圧縮）
2

55×55

55×55

〃 ﾉノ 〃

115.7 26．052．8

75．9 1604 37．960×601

33Z



付-1 保有水平耐力の計算方法

③ 終局時節点モーメントー覧

fFr
31．3 31．0 31．018．8 18．8 18．8

FTG 12.9 20.2

20-5 27．9

2

２
９

◆
■

０
７

２
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９
４

，
■

２
６

１
１

12‘9 19.5

20.5 27．9

17.8

８
５

ａ
Ｌ

２
４

５
０

９
８

１
１

13.5 23.8

24,1 41．5

13‘5 22.6

24.1 41．5

（）・雨け、

19.7 22.9
－

22 6

９
５

１
０
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●

１
２

２
３

９
５

１
０

３
３

５
９

Ｌ
２

２
２

８
５

Ｌ
０

３
３

５
４

●

１
２

２
３

26.0
６

５
■
■

９
５

３
４

２
４

２
６

２
２

22.2 39.6

40.1 45．1
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４
３

●

８
１

３
４

４
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●

◆

３
９

２
３
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50‘0 57．3

一
つ
『
・
函

47.939.4
－

27 35.1

０
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●
冬

５
３

６
４

５
０
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釧
鋤
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①,⑥通'）
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21.1 83‘2

５
５

１
６

４
４

５４５

421

蓼謬
21.1 32.9

21.4 91．3

９
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Ｌ
Ｌ

５
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５
●

９５

52.8

23.5 46.6
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９
１

９
６

６
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６
。
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'76,…，｜”l202i,50,’
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図付1．4－12終局時節点モーメント一覧

④ 各ラーメンの降伏形と部材応力の算出

a)塑性ヒンジ位置の決定

（計算仮定）

節点における柱の終局モーメントの和とはりのそれと比較して，小さい方に塑性ヒ

ンジが生ずるものとする。

（計算例）①3通り4FLの節点の場合

はりの節点モーメントの和 国〃'滋= 27.9+21.5 = 494t．m

柱の節点モーメントの和 Z〃'型= 20.5+31.9 = 52.4t･m

従って，はりに塑性ヒンジが生ずる。

b)節点モーメントの振り分け

（計算仮定）

○節点モーメントの振り分けは，下記の一次設計の地震時応力の略算値に基づいて配

分する。

○ただし，振り分けたモーメントが一方の部材の終局モーメントを超える場合は，そ

の超過分をもう一方の部材に加える。
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1.4保有水平耐力の計算例

(計算例）

各階の一次設計用せん断力が表付1. 4-10のように得られたとすると，それらの値

を用いて，各階床位置における分割率が表付14-10のように得られる。

表 付1 4－10

一次設計用せ

ん断力Qdi(t)

階高

恥側

仮定反曲点

高比y，
｜ 分割率

割
位置 Qdi ･ﾉZf.yj

下 225.8176.4 3．20 0．4

0．34 : 0.66

上 278.7 320 0.5 445.9

3トー－－

下 445.9

0.43 : 057

上 367.1 3．20 587.40.5

2

下 587.4
047: 053

0.4x 6754※上1 438.6 3．85

※1階柱頭部についてはy, = 0.6とし，表中には1-y, = 0.4として示し

た。

○上記の分割率を用いて，①ラーメン⑧通り4階床の筋点の場合の柱のモーメントは

次のようになる。

はりの節点モーメントの和= 279+215 = 49.4t･m

〃下＝49.4×0.34 = 16.8<20.5t･m ( 4階の柱脚）

〃上＝494×066 = 32.6>31.9t･m ( 3階の柱頭）

これらの値のうち，4階の柱脚部の値は柱降伏時の節点モーメントの値(20. 5t｡

m)を超えていないが,3階の柱頭部では，柱降伏時の節点モーメントの値(31.9t｡

m)を超えるので3階の柱頭部は31 9t。mとし,柱脚部は残りの17.5t｡mを負担する

ことになる。

＆乱3



付－1 保有水平耐力の計算方法

c)各ラーメンの降伏形と部材応力図
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図付1．4－13各ラーメンの降伏形と部材応力図（①，⑥通り）
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図 付1．4－15各ラーメンの降伏形と部材応力図 (③，④通り）

d)各ラーメンの保有水平耐力の和

建築物の保有水平耐力は,塔ラーメンの保有水平耐力の和として得られる。また，各

ラーメンの各階の保有水平耐力は，その階の崩壊メカニズム時におけるせん断力の和と

して得られる。計算の結果を表付1．4－11に示す。

表 付1．4－11

①，⑥通り ②，⑤通り ③，④通り
計

ラーメン数（2） （2） （2）

38．7 、迎9．4 20．2 216.6

51.8 66.9 25.6 288.6

59 8 743 29．9 3280

78.0 93.6 36.0 415．2

階

４
－
３
’
２

1

1.4.3鉄筋コンクリート造ラーメン架構の保有水平耐力の計算例（その2）

（仮想仕事の原理を用いた方法による場合）

(1)建築物概要

建築物は節点振り分け法による場合（計算例 付1.4.2 (p.323))と同様である（図付1.

4－6～図付1．4－9参照)。

(2)基本事項

① 各階の保有水平耐力は，想定される崩壊メカニズムについて得られる値のうち最小のも

のでなければならないが，ここでは②項に示す3つの崩壊メカニズムのパターンについて
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付－1 保有水平耐力の計算方法

得られる値のうちの最小のものとする。

② 崩壊メカニズムとしては図付1．4－16に示す3つの崩壊メカニズムを考慮する。

へ

■■■

△ △ △ △ △ とユ △ △

(a)局部崩壊 (b)局部崩壊 (c)全体崩壊
メカニズム1 メカニズム2 メカニズム

図付1．4－16崩壊メカニズム

○局部崩壊メカニズム1：ある階で，すべての柱が柱頭と柱脚で降伏する場合

○局部崩壊メカニズム2：ある階床より上の部分が全体的に崩壊メカニズムを形成し，そ

れより下部は崩壊に至らない場合

○全体崩壊メカニズム：1階床に塑性ヒンジが生じ全体的な崩壊メカニズムを形成する場
ジヘ
ロ

③ 各崩壊メカニズムの場合の保有水平耐力は次のような計算によって求める。

○局部崩壊メカニズム1：中間階（2，3階）については，各柱の柱頭及び柱脚が接続す

るはりの面で降伏する時のせん断力（表付1．4－9のQ)の和として得られる。また，

4階柱頭部分についてはR階のはりの曲げ耐力と柱の曲げ耐力のうち，小さい方の値を

とって崩壊メカニズムを決めてから，保有水平耐力を求める。さらに，1階部分につい

ては，地中ばりの曲げ耐力を考慮して同様に計算する。

○局部崩壊メカニズム2：3階（又は4階）床（柱脚部）で柱の曲げ耐力をとり，それよ

り上の部分では各節点の降伏モーメントの和を考慮して，それらの和として内力の仕事

を計算する。また，外力の仕事としては，各階の二次設計用せん断力の差として求めら

れる各階の外力による3階（又は4階）床（はりの上面）位置に対するモーメントを用

いる。これらを等置して得られる解から，節点振り分け法による場合(計算例 付1．4．

2）と同様な方法により，保有水平耐力を計算する。

○全体崩壊メカニズム：1階床位置でも，地中ばりの曲げ耐力の影響を考慮するほかは，

上記の局部崩壊メカニズム2の場合と同様である。この場合，外力の仕事は，地中ばり

の軸心位置に対する外力のモーメントとして計算する。

(3)計算方法

① 建築物モデルと作用外力

建築物モデルは次図に示した如く，4階建の例を用いる。作用外力は，一次設計用地震

荷重に比例したものとし，1階のせん断力をQ,で表すと図中の値となる。

＆ｦ6



1.4保有水平耐力の計算例

一次設計用
層せん断力

(t)

176.4

仮定したせん
断力の分布

(t)

0.402 Q1に
一
一
画
←

”

278.7

367.1

438.6
ｌ

ｌ

Ｑ
Ｑ

５
７

３
３

６
８

●
●

０
０

Q】
△ △ △ △

② 仮定した崩壊形に対する外部仕事Wybを計算する。

j層に8だけ層間変形角が生じたとすると，その部分の外部仕事Wkは，

WE=Q‘×肋×βとして求められる(/z:: i層の階高)。

③ 仮定した崩壊形に対する内部仕事Wiを計算する。

2層にβだけ層間変形角が生じたとすると,その層に生じた各部材の降伏ヒンジはj〃趣×

8だけの仕事をしたことになるから，内部仕事WGは，

Wi==Zj〃迦×βとして求められる(j"逆:/部材の降伏モーメント, 2:層内の降伏ヒ
ゴ j

ンジを有する部材すべてに関する和)。

④ WE=W》とおくことにより，両辺より8を消去してQ,を決定することができる。いく

つかの層が眉間変形を生じた場合には, Wh=2(Q,×〃i)×6，砿= 2 (Z]jM浬×β), (2:
ガ j

眉間変形を生じた層すべてに関する和）とすればよい。

(4)計算手順

各部材の降伏モーメントは，図付1．4－12による。

① 局部崩壊メカニズム1の場合

3階柱頭・柱脚にヒンジが生じた場合を例示する。

ん
「
割
司
型

／／
0.635Q ！

；
△ △ △ △

WWE = 0.635Q]×32×8 = 2.032Q,8

①⑥通り

W) = (22.6+22.9+319+32.4+319+32.4+31.8+32.2) 6

= 238.18

②⑤通り

W) = (26.0+26.4+39.6+40.1+39.6+40.1+37.8+38.4) 8

= 288.08
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付－1 保有水平耐力の計算方法

③④通り

Wi=(20.8+21.1+41.5+421) 8 = 125.58

Q, = (2381+288.0 + 125.5 )×2÷2.032 = 641.3

3階の保有水平耐力は，

Q]×0.635 = 407.3t

② 局部崩壊メカニズム2の場合

h』
分 急 へ｜つ・函Ｆｍｌ

0.402

0.635 Q

0,402

.635 Q

37QI

0

0．8

1

｜一つ函阜ｍ一一ｍぬい函一

r/

△ △ △ とユ △ △ △ ．

WWE = (0.402Q』×3.2+ 0635Q!×3.2) 6

= 3.3184Q,8

Wh = (0.402Q｣×a2+0.635 Q,×3.2

+0.837 Q,×3.2) 0

＝5.9968 Q,0

①⑥通り

W] = (12.9+20.2+20.2+18.8+21.5+27.9

＋21.5＋279＋21.5＋279＋23.4

+30.5+ 23.4+305+23.4+30.5

＋24.2＋39.0＋39.0＋39.4)β

＝523.68

②⑤通り

凧＝（17.8＋23.8＋23.8＋22.6＋22.2＋41.5

＋22.2＋41.5＋22.2＋41.5＋31.4

＋45.5＋24.2＋45.1＋242＋45.1

+29.0+50.0+50.0+47.9) 8

＝671.58

③④通り

砿＝（15.3＋24.5＋30.1＋42.6＋32.9＋46.5

＋21.4＋52.8)β

＝266.18

Q, = (523.6+671.5+266.1)×2÷5.9968

＝487.3

14階:487 33×0.402 = 195.9t

’'3階:487 33×0 635=309 5上
'2階:487 33×0 837=407 9‘
L

①⑥通り

凧＝（12.9+202+20.2+ 18.8+21.5+27.9

＋21.5＋279＋21.5＋27.9＋22.9

＋32.4＋32.4＋32.2)8

＝340.28

②⑤通り

WI= (17.8+23.8+ 23.8+22.6+22.2+41.5

＋22.2＋415＋22.2＋41.5＋26.4

＋401＋40.1＋38.4)β

＝424.16

③④通り

Wi = (15.3+24.5+30.1+42.6+21.1

＋42.1)β

＝175.76

Q, = (340.2+424.1+175.7)×2÷3.3184

＝566.5

1撫職::::言謡

&詔



1.4保有水平耐力の計算例

③ 全体崩壊メカニズムの場合

ハi｜
皇0

0.6

0.837

Q

△ △ △ △

"E = (0.402Q｣×3.2+0.635Q｣×3.2+0.837 Q｣×3.2+Q,×3.85) 8

= 9.8468Q,8

①⑥通り

Wi = (12.9+20.2+20.2+18.8+21.5+279+21.5+27,9+21.5+ 27.9+ 23.4+30.5 + 23.4+30.5

＋23.4＋305＋34.0十41.7＋26.1＋41.3＋26.1＋41.3＋31.4＋57 1＋57.1＋43.0)β＝781.18

②⑤通り

Wi = (17.8+23.8+23.8+22.6+22.2+41.5+22.2+ 415+22.2+41.5+ 314+45.5+ 24.2+45.1

+24.2+45.1+34.5+49.8+26.5+49.3+27.0+57.3+40.0+741+74.1+431)8= 970.36

③④通り

Wi = (15.3+24.5+30.1+426+329+46.5+44.9+613+26.7-|-56.1) 8 = 380.98

Q, = (7811+970.3+380.9)×2÷9.8468 = 433.1

' 4F :433.1×0.402 = 174.1t

3 F : 433.1×0.635 = 275.0t

2 F : 433.1×0.837 = 362.5t

1F:433.1×1.0 = 433.1t

(5)計算結果

仮定した各崩壊メカニズムに対応する保有水平耐力の計算結果を表付1 4－12に一括し

て示す。表にみるように，各崩壊メカニズムのうち，全体崩壊メカニズムの場合の耐力が，

各階とも一番小さくなっているので，これが解ということになる。なお，表付1．4－12の最

後尾の欄に，前項に記した節点振り分け法による解と本項の解の比を示した。

表付1．4－12仮矧士事の原理を用いた方法による保有水平耐力の言障結果

局部崩壊形2 節点振り分け法
階 局部崩壊形1 全体崩壊形

仮想仕事

1．24

105

0.90

0．96

3F 2F

４
ｌ
３
ｌ
２
ｌ
１

2541 227.8 195.9 1741

407.3 359 8 3()9．5 275.0

487.0 407.9 362.5

521.8 433.1

a39



付－1 保有水平耐力の計算方法

1.4.4境界ばりのついた鉄筋コンクリート造耐力壁の保有水平耐力の計算例

（仮想仕事の原理を用いた方法による場合）

(1)概 要

計算の対象とした耐力壁は図付1 . 4-6 (p . 323)の③通りの耐力壁で，一次設計の結果，壁

厚及び配筋は4，3階でt = 15cm, D13@ 180, 2階でj = 18cm, D13@200ダブル,1階で＃＝

20cm, D13 @ 180ダブルとなっている。

(2)計算仮定等

耐力壁部分の保有水平耐力の計算は，それに接続する境界ばりや直交ばりのうち，有効な

ものについてはすべて曲げ降伏するという仮定のもとに，仮想仕事の原理を用いてモーメン

卜のつり合いから図付1．4－17に示す手順によって行った。

主要な計算仮定等は，(3)項に記したもののほか，以下のとおりである。

’ ’
’
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I

I
’

’
I

１
１
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Ｌ
Ｉ
Ｉ
、

Ｔ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
宙
▽

5 基礎底面における浮き上がり 抵抗モー
メントと内部応力による仕事の計算

外力の仕事と内力の仕事とを等置して
曲げ降伏形及び基礎浮上がり形の崩壊
メカニズムに相当する外力を求める

6

■
１
１
１
１
Ｖ

2つの崩壊メカニズム時の外力のうち
小さい方をとり，それらの外力による
耐力壁のせん断力を保有水平耐力とする

7

図付1．4－17仮想仕事の原理を用いた方法による耐力壁の

保有水平耐力の計算のフロー

① 本設計例の場合，直交ばりとしては，例えば③通りの壁については⑧及び◎通りで，そ

れぞれ②③間のはり2本と③④間のはり2本とがあるが，③④間のはりはいずれも③通

340

1 有効な直交ばりの確認

2 境界ばり及び直交ばりの耐力壁に対す
る拘束応力の計算

3 作用外力による仕事の計算
(曲げ降伏形及び基礎浮上がり形）

4 1階壁脚部の曲げ耐力と内部応力によ

る仕事の計算



1.4保有水平耐力の計算例

り及び④通りの壁にはさまれており，それらのはりの両端に上下方向の相対的な変形が生

じないので，それらは③及び④通りの壁に対して拘束効果がないことになる。一方，②③

問のはりには上下方向の相対変形が生ずるため有効ということになり，これらの有効な直

交ばりの，耐力壁に対する拘束効果としては，まず，それらのはりの耐力（曲げ又はせん

断耐力の小さい方の値で，この場合は両端曲げ降伏時の耐力）を考える。

②境界ばりの拘束効果としては曲げモーメントとせん断力とがあるが,本設計例のように，

耐力壁に対して境界ばりが左右対称形に連続している場合には，せん断力は相殺され小さ

くなるので,耐力壁の軸心における節点モーメントの和のみを拘束力として考える。

③境界ばりや直交ばりの拘束効果は,それを支持する隣接柱の軸力を上回らない値とする。

④耐力壁に作用する外力の分布形としては，一次設計の時の応力解析結果における各階の

耐力壁のせん断力から逆算して得られる分布形によるものとする。

また，外力の仕事としては，崩壊メカニズムとして，階壁脚部の曲げ降伏を考えた時に

は，地中ばり上端位置に対する外力の仕事として計算し，また，崩壊メカニズムとして基

礎浮き上がり形を考えた時には，基礎底面位置に対する外力の仕事として計算する。この

際，外力の仕事のうち耐力壁に作用する軸力の効果については，壁脚部の曲げ耐力又は基

礎浮き上がり抵抗モーメントによる仕事として別に評価する。

⑤’階壁脚部が降伏する崩壊メカニズムを想定した時の有効な境界ばりや直交ばりとして

は，地中ばりを除く地上階のはりを考慮するのに対して，基礎浮き上がり形の崩壊メカニ

ズムを想定する時には，これらに加えて地中ばりも考慮する。

(3)保有水平耐力の計算

① 直交ばりの両端曲げ降伏時せん断力の算定

本設計例の場合，耐力壁に接続する直交ばりとしては,G4及びG5があるが,G5は③及び

④通りの耐力壁の間にはさまれており，はりの両端に上下方向の相対的な変化が生じない

ので,耐力壁に対して拘束効果がないと考えられる。従って，耐力壁の拘束に有効な直交

ばりとしてはG4のみを考盧し，以下G4について，両端曲げ降伏時せん断力を求める。

（計算仮定）

節点振り分け法による場合（計算例 付1 4．2の(3)）の①(p 325)に従って算定す

る。ただし,G4の断面算定については,X方向の設計を行っていないので，ここでは簡

単な略算を行って得た結果で配筋している。

（計算例) RG4の場合

RG4上端の降伏モーメント

〃趣上端= 0.9×( 2028cm2×3.3tﾉc'n2 + 793cm2×3.3tlclll2 )×(06m - 0.051n )

＝46.1t･m

RG4下端の降伏モーメント

〃腿下端＝0 9×( 10.14cml×3.3tﾉcml )×(0.6m- 0.05m)

= 16.6t･m

従って，
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付－1 保有水平耐力の計算方法

46.1t.m+ 16.6t.mQ=雌上端+M'下端一
"｡ - 70m-0.25m- 0.25m

= 9.6t

(計算結果）

表付1 4－13直交ばりの計算結果

／／
は り 筋 スラブ筋 〃鯉

(t･m)

Q

(t)

害
断 面 Z"t ･の
／ ／α#・dy αz・dy

(:二鵠

上
下

５
５

２
２

，
，

一
一

４
２

93．1

33．4

46．1

16．5

66．9

33．4

26．2
端 9.630×60

上
下

５
５

２
２

，
，

’
一

４
２

26．2 93．1
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３
０

０
８

５
１

66．9

33．4

〃

端4G4 10．630×65

上
下

109.8

50．2

64．2

29 3

５
５

２
２

Ｄ
Ｄ

５
３

83．6

502

26．2〃

端 1453G4 35×70

上
下 69．2

31．6
５
５

２
２

Ｄ
Ｄ

５
３

83．6

50．2

26．2 109.8

502

ﾉノ

端 15．72G4 35×75

上
下 38．3

383

379

379

11 8

11．8

２
２

２
２

，
，

一
一

３
３

38．3

38 3
端FG4 40×120

境界ばりの壁心位置での抵抗モーメントの算定

耐力壁の保有水平耐力の計算は，壁の回転中心を壁心上に考えて行うことにした。従っ

て，境界ばりの拘束効果として，境界ばりの壁心位置における抵抗モーメンI､をここで求

めておく。

(計算仮定）

付1．4．2の(3) @ (p . 332)における，終局時の境界ばりの応力を用いて，下式により

計算した。

〃&壁心＝〃&内端+Q・△‘壁心 （付1 -11)

（ただし，△‘壁心：壁心と境界ばり内端節点との距離）

(計算例) RG,0引張側の場合

""壁心= 68.8t.m+15.3t×竿= 110.9t･m
(計算結果）

②

表付1．4－14境界ばりの計算結果

圧 縮 側

; Q 雌壁心
(t) (t･m)

13．4 85．9

17．6 102．9

19．3 112．5

23．1 129．0

47．0 331．8

引 張 側

記号 〃&壁心

(t･m)

〃&内端

(tom)

〃&内端

(t･m)

Q

(t)

Q

(t)

13．4

心
一
鋤
一
心
一
封
一
侭

68．8 15 3 110 9 49．1

17．676．2 19 3 129.3 54．5

59．5 19．383．2 21．1 141.2

24．8 65 6 23．191．3 159.4

36．4 273.9 202.5 47.(）173.8

342



1.4保有水平耐力の計算例

③ 耐力壁の曲げ耐力の算定

（計算仮定）

○曲げ耐力計算用の鉄筋降伏点強度としては，基準強度(SD30で3,000kg/c㎡)の1.1倍を

用いた。

○計算式

〃迦＝α4．の．′＋0.52(α”・ぴ"y)"+0.5N ･ "

（ここで，国は，中間に柱がある場合等材質の異なる鉄筋がある場合に，それらのα”・

ぴ”の和をとることを意味している）

αノ

図付1．4－18計算する耐力壁

（計算例）1階耐力壁の曲げ耐力

zzf = 30.96c㎡( 8 -D22)

α〃= 71.12clf (D13 @ 180ダブルーー→56-D13)

"" = 30.96cm2×3.3t/cm2×5.5m+ 0.5×71.12cn'2×3.3t/cm2×55m+O.5×358.4t×5.5m

= 2,192.9t ･ m

④ くいの終局耐力

くいの終局圧縮耐力は，ここでは略算として長期耐力の3倍と仮定している。

⑤ 曲げ降伏形の場合の耐力壁の耐力の計算

（計算仮定）

○耐力壁に作用する外力によるせん断力は，一次設計の地震時応力の分布に比例すると

した｡すなわち,比例係数をαと置くと，4～1階の耐力壁のせん断力は, 48.5", 90.6",

128.5α，142.5αとなる。
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_=認露巽肖
ー

倒
48．5α
－－ 129.3

一一

90．6α
－ 141.2

一一箭燕rfW

零
128.5α
一 159.4

一一

隙
142.5α
ー

｜，"， 〃 ｜‘,50‘
図 付1．4－19曲げ降伏形の耐力壁

○1階壁脚が曲げ耐力に達した時に耐力壁にかかるせん断力を，1階壁脚壁心位置での

モーメントのつり合いから求める。

(計算）

1階壁脚壁心位置にかかるモーメントは次のように計算される。

○外力によるモーメント

（48.5×3.2＋90.6×3.2＋128.5×3.2+ 142.5×3.25) a = 1,3194" t･m

o境界ばりの抵抗モーメント

110.9+85.9+129.3+102.9+141.2+112.5+159.4+1290 = 9711t･m

o直交ばりの抵抗モーメント

（9.6＋10.6＋14.5＋15.7）×5.5 = 277.2t･m

Cl階壁脚の曲げ耐力

〃α= 2,192.9t･m (③の計算例による）

これらのモーメントのつり合いから比例係数αが求められる。

1,319.4" = 971.1+277.2+2,192.9

α＝2.608

従って，1階壁脚が曲げ耐力に達する時の耐力壁にかかる水平せん断力は次のよう

に算出される。

4階 48.5×2.608=126.5t

3階 90.6×2.608=236.3t

2階128.5×2.608=335.1t

1階 142.5×2.608=371.6t
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1.4保有水平耐力の計算例

⑥ 基礎浮き上がり形の場合の，耐力壁の耐力の計算

(計算仮定）

○耐力壁に作用するせん断力の分布は，曲げ降伏形と同様に，一次言

分布に比例するとし，比例係数をαとした。

○基礎の浮き上がる時の耐力壁にかかるせん断力を，基礎底面壁心（

のつり合いから求める。

○境界ばり及び直交ばりの拘束効果として，曲げ降伏形と異なり，ヨ

えることに注意を要する。

(計算）

基礎底面壁心位置にかかるモーメントは，次のように計算される。

○外力によるモーメント

（48.5×3.2＋90.6×3.2＋128.5×3.2＋142.5×4.55)zz = 1,504.7zzt･m

o境界ばりの抵抗モーメント

971.1+2736+331.8 = 1,576.5t･m

o直交ばりの抵抗モーメント

(96+ 10.6+14.5+ 157+ 11.8)×5.5 = 342.1t･m

o基礎の浮き上がりモーメント

長期軸力

P (= 202.1)×5.5 = 1,111.6t･m

長期軸力 P 終局圧縮耐力
（圧縮側202.1 + 202.1 = 404.2< 771t ok)

一次設計用地震時応力の

基礎底面壁心位置でのモーメント

基礎ばりも含めて考
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図付1．4－20基跨孚き上がり形の耐力壁
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付－1 保有水平耐力の計算方法

これらのモーメントのつり合いから，比例係数αが求められる。

1,5047" = 1,576.5+342.1+1,111.6

" = 2.014

従って，基礎に浮き上がりが生ずる時の耐力壁にかかる水平せん断力は次のように算

出される。

4階 48.5×2.014=97.7t

3階 90.6×2. 014=182.5t

2階 128.5×2.014=258.8t

1階 142.5×2.014=287.0t

耐力壁部分の保有水平耐力

⑤及び⑥の計算から，「曲げ降伏形の耐力＞基礎浮き上がり形の耐力」となっており，耐

⑦

力壁部分の保有水平耐力は基礎の浮き上がりで決定される。

保有水平耐力時（崩壊メカニズム時）の応力図を図付1．4－21に示した。
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2.1耐力壁の剛性

付－2 鉄筋コンクリート造壁等の剛性評価

2．1耐力壁の剛性

（1）耐力壁の剛性の考え方について

① 耐力壁の剛性は原則として弾性剛性に立脚し，次のように，曲げ変形，せん断変形，回

転変形を考盧の上計算する。

a)曲げ変形の計算では，面内で接続する境界ばりがある場合にはその影響を考慮する。

ただし，境界ばりの応力がひび割れ強度を超える場合には，境界ばりの剛性を低下して

考えてよい。

b)せん断変形の計算では，その耐力壁に開口がある場合にはその影響を考盧する。また，

耐力壁の応力がせん断ひび割れ強度を超える場合には，耐力壁のせん断剛性を適切な範

囲内で低下させてよい。

c)回転変形の計算は，原則としてその耐力壁を支持する地盤やくいの変形に基づいて行

う。

② 上記のような方法によらず，耐力壁部分の剛性を代表的な内柱の〃倍とするような場

合，1階における〃の値を(耐力壁の断面積)／(内柱の断面積)の3～5倍程度の値として

よい。ただし，下記の事項に留意すること。

a)〃の値は地盤が軟弱な場合及び長尺のくいを用いる場合，各階において低めの値をと

る。

b)地上部分の階では，〃の値を上階にいくほど適切に低減する。

c)耐力壁に接続している境界ばりの数の多いものほど772の値を大きめにしてよい。

d)この方法による場合，仮定したれの値を用いて得られる耐力壁のせん断応力度は，原

則としてコンクリートの設計基準強度の0.1倍以下とする。

e)設計用応力の算定に際してこの方法によった場合の耐力壁のせん断力分担率が50%を

超える場合には，特に耐力壁以外の部分の設計用応力を適切に割増すことが望ましい。

（2）耐力壁の剛性の計算法について

現在，広く用いられている耐力壁の主な応力解析手法としては次のようなものがある。

① 柱のD値の〃倍を耐力壁の、値と仮定する略算法（いわゆる〃倍法）

② 境界ばりの影響を仮定して独立耐力壁として扱う方法

③ 耐力壁を線材に置換して架構として解く方法

④ 耐力壁のせん断剛性をブレースに置換して架構として解く方法

これらの応力解析では，耐力壁の剛性評価が重要である。耐力壁の剛性に影響する主な因

子としては次のようなものがある。
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付－2 鉄筋コンクリート造壁等の剛性評価

○曲げ変形，せん断変形，回転変形

○上記変形に対応する塑性域での剛性低下

○境界部材の存在

○耐力壁に作用する外力分布形

○開口部の存在

上述した各解析法において考慮できる影響因子を一括して表付2．1－1にまとめた。

表付2．1－1各解析法の特徴

各解析法で考慮できる影響因子（○：可，△：ある程度可）

げ変形|せん断変形|回転変形|境界部材|外力分布形
解 析 法

曲げ変形 せん断変形 回転変形 境界部材

〃倍とおく方法*4

独立耐力壁とする方法

線材置換法

ブレース置換法

○ ○*】 ○*！ △＊3

》
’
○
’
○

○ ○*】 ○*！ ○*】

○ ○*！ ○聯！ ○*】

塑性化や開口による剛性低下を考慮することができる。

耐力壁部分のみの外力分布形を仮定する。

一定の応力（降伏耐力とすることが多い）に仮定する。

すべての因子の影響を総合的，経験的に評価する。

*l

＊2

＊3

＊4

これらの因子の耐力壁の剛性評価に対する影響は，定性的には次のようになる。

○独立壁で回転変形を無視すると，耐力壁の剛性を過大評価することになる。

○曲げ変形は上階にいくほど顕著に大きくなるので，柱に対する耐力壁の剛性の比率も相

対的に低く評価する必要がある。

○壁に接続する境界部材の影響を無視すると，剛性を過小評価することになる。

これらの因子の影響について，付2 5．1｢耐力壁の変形成分」(p . 355)に具体的な計算例

を示す。

このように，耐力壁の剛性には多くの因子が複雑に影響するので，可能な限り精算によっ

で求めることが望ましい。しかし，現段階では，次のような諸点について資料が必ずしも十

分ではなく，適切に仮定を設けることが必要であろう。

○耐力壁の基礎回転量の評価法

○基礎回転剛性及びせん断剛性の塑性域における低下

○耐力壁の開口部形状の影響

○上下方向に不連続な耐力壁に作用するせん断力を支持する床スラブの変形

応力解析を手計算で行うには，前述の①｢柱のD値の〃倍を耐力壁のD値と仮定する略算

法」及び②「境界ばりの影響を仮定して独立耐力壁として扱う方法」等の方法に限られてく

るが，②の方法等では，外力分布形の仮定も剛性の計算結果に大きな影響を及ぼす。これを

計算するには反復計算が必要となるが，小規模の建築物等では，①のような略算法によるこ
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2．1耐力壁の剛性

ともやむを得ないと思われる。

(3)耐力壁の剛性の略算について

耐力壁等の剛性は種々の要因によって影響され，現時点では関連する未解決の問題も少な

くないため，どのような方法によっても完全な正解は得られない。このため，略算によって

壁の剛性を評価することもやむを得ないと考えられる。

地震力を受ける建築物の各部材の剛性を手計算で求める方法としては，武藤博士による水

平力の分担係数を定めるD値法が代表的な方法としてあげられる。この場合，壁剛性を略算

的に評価する方法として耐力壁のD値（耐力壁の周囲及び内部に柱がある場合はそれを含

む)を代表的な内柱のD値の〃倍とする方法が広く用いられている。しかし，根拠の少ない

仮定に基づき〃を定めると，建築物の耐震性の上から種々の好ましくない問題が生じること

も考えられる。このため，以下に，本法を用いる場合の一応の目安を示す。

付21(1)②において，1階における〃の値として(A" :壁の断面積)/(A｡ :内柱の断面

積）の3～5倍という数値を示したが，耐力壁の剛性には種々の因子が影響するので，その

略算値の設定に際しては，これらの定性的な傾向を十分に考慮する必要がある。定性的な傾

向を付2．5．2「〃倍法の〃の値に関する試算例」(p 359)の計算例で示す｡略算において〃の

値を過度に低くすると，前述のように剛性率や偏心率を危険側に設定することがあるので，

両側柱付きの耐力壁の場合にはれを3以上とすることが望ましい｡一方〃を大きくとり過ぎ

ると，耐力壁以外の柱及びはりの断面性能についてやはり危険側の仮定をすることになる。

これを避けるためには，耐力壁板部分のせん断ひび割れ強度がおおむね0.1昼程度であるこ

と，また短期設計用せん断応力度がこの程度の値の時に必要な壁板部分のせん断補強筋比が

ほぼ妥当な値となること等から，〃の上限値としては，その仮定に基づくせん断力が0.1j･‘・

良程度にとどまるようにしておくことが望ましい。

(4)計算で得られた耐力壁の剛性の取扱い

精算で求めた耐力壁剛性は当然，短期設計用応力，層間変形角，剛性率及び偏心率の計算

に用いてよいことに．なるが，(3)に記したような耐力壁の仮定値も上記のような種々の計算に

用いてよいことにする。

しかしながら，略算による場合には，(3)に記したような定性的傾向を十分にふまえた値と

するとともに，上記の計算すべてについて同一の仮定値を用いなければならない。すなわち，

偏心の計算では〃の値を小さくとり，応力の計算ではれの値を大きくとるというようなこと

はできない。

(5)耐力壁の応力計算等における留意事項

① 略算による場合の応力の割増し

耐力壁の剛性を(3)のような方法で略算した場合，〃を小さくとり過ぎた場合にはその耐

力壁について，また,”を大きくとり過ぎた場合には耐力壁以外の部分について許容応力の

点で危険側の仮定をしたことになる。

このため，いずれにしても問題が残るので，各部の設計用応力（又は設計用地震力）を

大きめにして断面算定を行うことが望ましい。
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付－2 鉄筋コンクlノート造壁等の剛性評価

中でも，仮定した剛性に基づく耐力壁部分のせん断力の分担率が50％を超えるような場

合においては，耐力壁の剛性の過大評価による剛節架構部分の早期損傷に備えて，その剛

節架構部分を中心に設計用応力を割増しすることが望ましい。

② 耐力壁の断面算定

耐力壁の設計において，せん断力に対する設計のみを行って曲げ応力や基礎反力に対す

る設計及び開口部補強筋等の計算が行われない場合があるが，これらの検討は必ず行わな

ければならない。

特に，基礎浮き上がりが出る場合にはその対処が重要である。また，例えばコアタイプ

の設計など少ない耐力壁で大きなせん断力を負担する場合には，開口部補強筋を十分に配

筋することが必要である。

境界ばりのついた耐力壁の応力を耐力壁の剛性の略算値に基づいて求める場合には，境

界ばりの耐力壁側の端部の応力を仮定する必要があるが，この応力としては，同一方向の

他の架構のはりの応力と同程度以上の値とすることが望ましい。また，これらのはりの応

力と壁のせん断力とを基に，壁の曲げ応力を求め，これに対する各部の断面計算を行わな

ければならない。

2．2ラーメン外の壁等の剛性

（1）ラーメン外の壁等の剛性の考え方について

剛性率や偏心率の計算においては，応力計算上耐力壁とは考えなかったラーメン外の壁等

についても，階の剛性に影響を与えるおそれのある場合には，耐力壁に準じて適切にその剛

性を評価する必要がある。

（2）ラーメン外の壁等の剛性評価の方法

ラーメン外の壁については，たとえそれが鉄筋コンクリート造であっても，地震力を負担

させないことが通例である。しかし，近年の地震被害を見ると，たとえ片持ちスラブの先端

にとりつく壁であっても，建築物の損傷に大きな影響を及ぼしている例が少なくない。これ

らの壁については，建築物の重量がそれらの壁によって支持されることはあまりないので，

たとえ壁が破壊してもその他の耐震要素が健全なら建築物の損傷はあまり著しくはならな

い。

むしろ，この種のいわゆる雑壁は，その剛性が高いことから建築物全体の剛性分布に対し

て大きな影響を及ぼす傾向があることを重視しなければならない。

この場合，当然，それらの剛性評価法が問題となるが，雑壁については，その支持方法や

配置について種々の場合があって，付21(3)に記した耐力壁の剛性の評価よりもなお一層複

雑な問題となる。これらの雑壁が1階から連続して各階に規則的に配置されている場合などで

は，耐力壁の項で記した精算法によって評価することも可能と考えられるが，一般的には略

算的に取扱わざるを得ないことが多いと考えられる。

このような場合においては，雑壁の支持条件（ほぼ耐力壁の基礎回転に対する条件に相当
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23腰壁，たれ壁及びそで壁の剛性

するもので，剛性に対する影響が非常に大きい）等により，おおむね，次のような値とする

ことが妥当と考えられる。

すなわち，

D"- "%D･ (付2－1)
ここで, A", D":それぞれの雑壁の断面積とD値

Ac, Dc :代表的な内柱の断面積と、値

前式において，〃を1以上の値とする。”の設定に際しては，付2．5．2 (p . 359)を参照さ

れたい。

これらの仮定した剛性は偏心率と剛性率の計算に考盧する必要がある。層間変形角の計算

では考慮してもよい。しかし，応力計算の段階では，原則として考慮しない。

(3)補強コンクリートブロック造の壁の剛性について

剛節架構内に補強コンクリートブロック造で耐力壁とは認められない壁を設ける場合があ

る。このような構造によって，例えば偏心の大きい建築物やピロティ状の建築物が構成され

るような場合には，やはりブロック造の壁部分について強度は無視し，剛性は考慮するとい

うような方針によることが適切である。

2.3腰建，たれ壁及びそで壁の剛性

（1）腰壁，たれ壁及びそで壁の剛性の考え方について

① ラーメンのはりや柱に接続する鉄筋コンクリート造の腰壁，たれ壁及びそで壁は，特別

な配盧をした場合を除き原則としてそれらのはり及び柱と一体と考え，剛域を考慮の上，

曲げ変形及びせん断変形に基づき剛性を計算する。

② 腰壁，たれ壁の略算的扱い

a)鉄筋コンクリート造の腰壁，たれ壁で柱との接合部に適切な幅のスリットが設けてあ

る場合，柱の剛性，応力及び断面の検討にはその存在を無視してよい。しかし，はりの

剛性及び応力の算定には原則としてこれを考慮する。

b)鉄筋コンクリート造の腰壁，たれ壁でその厚さが柱幅及びはり幅にくらべて十分に薄

く，柱及びはりの強度や靭性に対する影響が少ない場合及びその他の構造でこれに準じ

る挙動が推定される場合，柱及びはりの剛性並びに応力及び断面の検討には，その存在

を無視してよい。

c)上記a), b)及びこれらに準ずる構造以外の構造による腰壁やたれ壁が存在する場合

で略算的にこれらを無視して構造計算を行う場合には，柱の可僥長さをたれ壁の下端か

ら腰壁の上端までの距離又はこれに近い長さとし，かつ，はりの剛性を適切に増大させ

て，各部の剛性，応力及び断面の検討を行うものとする。

③ そで壁の略算的扱い

a)厚さが十分に薄いそで壁等の場合には上記②のb)に準ずる。

b)上記②のb)及びこれに準ずる構造以外の構造によるそで壁が存在する場合で,略算的
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にこれらを無視して構造計算を行う場合には，はりの可僥長さをそで壁の外縁間距離又

はこれに近い長さとするとともに，柱の剛性をその柱の断面積に対するそで壁部分を含

む全断面積の比率等によって適切に増大させて各部の剛性，応力及び断面の検討を行う

ものとする。

④ その他

腰壁，たれ壁やそで壁の存在を無視して構造計算を行う場合には，それらがとりつく柱

の設計用応力を適切に割増して，断面算定を行うものとする。この場合でも，剛性率及び

偏心率の算定については，②及び③に準じて腰壁，たれ壁やそで壁の影響を考慮しなけれ

ばならない。

(2)腰壁 たれ壁及びそで壁の剛性評価の方法

現在の建築物に関する構造計算の方法では，一般には建築物の床は十分に剛であるという

仮定を行い，従ってねじれのない場合，同じ階の柱や壁の変形量は等しいとし，部材の弾性

剛性に立脚して応力解析を行っている。従って，構造計算において部材の弾性剛性を適切に

評価する必要がある。構造計算において剛域等を考盧していないたれ壁や腰壁のついた柱が

ある場合，実際にはその柱は，たれ壁，腰壁により変形が拘束されるため，計算上よりも剛

性が増加することになる。構造計算上は，他の柱と同じだけの柔らかさがあるはずのものだ

が，たれ壁等により変形を拘束され，剛い柱となった場合，単位変形時に柱に生ずるせん断

力が設計よりも増加するため(つまり，短柱に力が集中することになるため)，他の柱より先

にその柱が破壊することになる。これを防止するには，構造計算をする際に，たれ壁，腰壁

の影響を考慮しておく必要がある。

そで壁のついた柱についてもほぼ同様で，そで壁の存在により設計上想定していた以上に

せん断力が集中することになる。この場合はやはり，そで壁とともに柱も同時にせん断破壊

してしまう可能性があるので，特に注意が必要である。

さらに，このような二次壁等の存在により，剛性率，偏心率が大きな影響を受けることも

あるので，この種の二次壁は適切に剛性を評価する必要がある。

① 精算法

鉄筋コンクリート造の架構の中に一体打ちの腰壁等が剛接している場合には，基本的に

は剛性及び応力を精算することが望ましい。この場合，腰壁のついたはりは，せいと断面

積がそれぞれ等しい長方形断面に換算して応力を計算してもよい。しかし，例えば腰壁と

柱との間に有効な幅（例えば腰壁高さの1/100程度以上）を持つスリットを設けた場合に

は，柱に対するその影響を無視する等適切な仮定を設けてもよい。

② 腰壁，たれ壁の略算的な扱い

a)腰壁等と柱との間にスリットを設ける場合，完全に切り離す場合のほか，次項に示す

程度の厚さの部分を残した時でも，これを有効なスリットと考えてよい。ただし，その

幅は腰壁，たれ壁高さの1/100程度以上必要である。

b)腰壁等の厚さが柱の幅の約1/6以下，かつ, 10cm以下程度の場合には，柱及びはりの剛

性並びに応力及び断面の検討に当たってその存在を無視してよい。
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また, ALC板等その剛性がコンクリートにくらべて十分に小さい材料による腰壁等に

ついても，上記と同様に無視してよい。

しかし，コンクリートブロック造の腰壁等コンクリートにくらべてやや剛性が小さい

程度の材料を用いる場合には，ある程度その影響を考慮することが適切と思われる。

c)精算を行わない場合には，例えば次のような方法で剛性及び強度の計算を行うことも

一つの方法であろう。

（ｲ）はりの剛性は，せいと断面積とがそれぞれ等しい長方形断面にはりを置換して評価

する。この場合，床スラブが中間部にとりつく時はその影響を無視する。

（ﾛ）柱の剛性は，断面積としては柱だけを考え，長さははりの軸心間距離("）とする代

わりに，たれ壁の下端から腰壁の上端までの長さ( "｡)に，柱の幅を加えた程度の長

さとして求める。

ヤリ（ｲ)，（ﾛ)による剛性に基づいて応力解析をする。

（二）はりの断面算定は腰壁等の厚さが十分でない場合には，はり型部分のみを有効とし

て行う。

榊 柱の曲げに対する断面算定は，腰壁等に十分な配筋を行わない場合には，節点モー

メント又はこれに近い値に対して行う。

このほか，かなり不経済な結果となりやすいが，腰壁の影響を全く無視して応力の算

定を行い,柱の設計用せん断力を〃/"･の比だけ割増して曲げ及びせん断設計を行うとい

う方法も考えられる。ただし，この場合でも，剛性の評価に当たっては腰壁等の影響を

上記H), (EI)等の方法により考慮しなければならない。

③ そで壁の略算的扱い

a)厚さが十分に薄い鉄筋コンクリート造の一体打ちのそで壁や，剛性の低い材料による

そで壁等は，それらの存在を無視してよい。

この場合の厚さの上限値としては，柱幅の1/6,かつ10cm以下という程度の値が一応の

目安となろう。

b)精算を行わない場合には，次のような方法で剛性や強度を計算するのも一つの方法と

思われる。

（ｲ）はりの剛性は，その長さをスパン長さ（"）とする代わりに，そで壁の両面間の長さ

（'｡）にはりのせいを加えた程度の長さとして求める。

（ﾛ）柱の剛性は，せいと断面積がそれぞれ等しい長方形断面に柱を置換して求める。

レウ 上記(ｲ)，（ﾛ)による剛性に基づいて応力解析をする。

（二）そで壁の厚さが十分でない場合の柱の断面算定は,柱型部分のみを有効として行う。

耐 はりの曲げに対する断面算定は，そで壁に十分な配筋を行わない場合には，節点モ

ーメント又はこれに近い値にして行う。

このほか，かなり不経済になりやすいが，そで壁の影響を全く無視して応力の算定を行

い，柱の設計用せん断力を（そで壁を含んだ柱の断面積: Ag)/(柱の断面積: Ac)の比を

乗じた値に割増した値とし，これに対して曲げ及びせん断設計をするという方法も考えら
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付－2 鉄筋コンクリート造壁等の剛性評価

れる。また，この場合でも，そで壁の柱の剛性に対する影響を，例えば上記の(ｲ)，（ﾛ)の方

法か，又は，柱の剛性をAg/A@倍する等の方法により考慮しなければならない。

③ その他の留意事項

① 多くの腰壁やたれ壁がすべての柱及びはりに均等につく場合，例えば，一つの建築物の

すべての架構に大きな開口のある壁が一様に設けられている場合においては，その部分の

応力算定にはそれらの開口壁等の存在の影響を無視してよい。

② 腰壁，そで壁等の存在の影響を無視して応力算定をした場合には，地震時にせん断力が

集中することを考慮し，設計用せん断力を割増して断面計算を行うことが必要である。具

体的な方法としては，(2)の②c)及び③b)のような方法が考えられる。いずれの方法によ

った場合でも，この種の二次壁の影響は，剛性率及び偏心率の計算には考慮しなければな

らない。

2.4壁等の剛性の取扱いに関するまとめ

上記各項に記した耐力壁等の取扱いに関する事項をとりまとめて示すと，表付2．4－1のよう

になる。これらの取扱いのうち，特に精算によらない場合については，以下に述べるような問題

点が生じてくる。

（1）耐力壁の剛性を低く評価し過ぎた場合

① 変形制限については安全側の結果となるが，剛性率，偏心率については危険側の結果と

なることが多い。

② その耐力壁と同じ建築物内の柱やはりの強度等については安全側の結果となることが多

いが，耐力壁自体については，特に大地震時における強度及びねばり強さの点で危険側の

結果となる。

（2）耐力壁の剛性を高く評価し過ぎた場合

同一建築物内の柱及びはりの耐震性能，ひいては，その建築物自体の耐震性能について危

険側の結果となることが多い。

（3）実際に存在する腰壁，たれ壁及びそで壁等を無視した略算によった場合

① 剛性率，偏心率等に関連して危険側となることが多い。

② それらの壁のとりつく柱の耐震性能に関して，特にねばり強さを損うことになり危険側

の結果となる。

以上のようなことから，壁の剛性評価は，精算によることが望ましいが，やむを得ず略算する

場合には，構造全般に対する影響について十分な配慮をする必要があることに注意しなければな

らない。なお，架構内の壁の形状による剛性の変化に関する計算例を付2．5．3｢壁の開口形状と

水平剛性について」(p. 363)に示すので参考にされたい。
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2．5計算例

表付2．4－1コンクリート壁等の取扱い（○考慮，△部分的に考慮,×無視）

断面算
定上，
有効と
するか

否か

保有耐

力上，
考慮す
るか否
か

剛 性 評 価
応力計
算上の
評価

対 象 計算の方法 備 考

剛 性 剛性率 偏心率

1 耐力壁

（構面内の
もの及び構
面外でも計

算上考慮す
るもの）

*1 平面上明らか

に影響のあるも

のについては，
上下の固定度を
考慮の上，せん
断剛性等にもと
づき，略算的に
評価する。ただ
し，ブロック壁
はラーメン内の

もののみでよい。
*2 ALC板。

t≦柱幅/6，か
-,, 10cm以下の

RC, PC板｡12
cm以下のコンク

リートブロック。
*3 断面置換可。
曲げ，せん断剛
域考慮。

*4 はり剛性の増
大を考慮。

*5 断面算定上二

次壁無視可。
*6 特にせん断設
計上要注意。

*7 剛比の計算

a 精算
（ブレース
又はラー

メン置換）
b 略算

(独立壁状
に置換）

c 慣用法
(柱のD値
の"倍）

コ
ン

ク
リ

ー
ト
耐
力
壁
等

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

2 構面外の

もので強度
計算上無視
するもの

－*1 4*l △＊’× × × ×

3 コンクリ

ートブロッ
ク壁 一木1 ×

二

4 腰壁，た
れ壁，そで
壁

a 無視し
てもよい

もの*2

×

次

b スリッ

ト付腰壁，
たれ壁

C 精算*3

△*4

又は×

壁
○

等

d略算’又駁 *8 応力解析上無
視した場合は柱
の設計用せん断
力を割増す。

2.5計算例

2．5．1耐力壁の変形成分

耐力壁の剛性に影響する主な因子として，付2．1．(2)｢耐力壁の剛性の計算法について」

(p. 347)で述べたように，曲げ変形，せん断変形，回転変形等があるが，これらの因子の影響度

を定量的にみるため図付2 5－1に示す具体的な例（耐力壁等の部材の諸元は付2. 5. 2 (p.359)

を参照）を用いて解析し，結果を図付2. 5-2 (a)～(d)に示す。ここで,8Rは基礎の回転による水
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付－2 鉄筋コンクリート造壁等の剛性評価

平変形分, 8sはせん断変形による水平変形分,6Bは曲げ変形による水平変形分である。これによ

ると，

① 耐力壁に回転が生ずると，その回転成分の全体変形に占める割合は非常に高い。これを無

視すると剛性を過大評価することになる。

② 曲げ変形は上階にいくほど顕著に大きくなるので，柱に対する耐力壁の剛性の比率も相対

的に低く評価する必要がある。

③ 境界部材によって耐力壁の剛性が大となるので，これを無視すると剛性を過小評価するこ

とになる。
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25計算 例

2.5.2 n倍法の、の値に関する試算例

〃の値について，下記のような諸元の架構について試算した。試算した結果は図付2 5－3(1)

～図付2．5－5に示す。

〔仮定断面寸法〕

(jは上から数えた階数）

柱 断 面 はり断面 壁厚

z Ac=6×D(cm) 6×D (cm) # (cIn)
1 50×50 35×60 15

2 55×55 35×65 15

3 60×60 35×70 18

4 65×65 35×75 20

5 70×70 35×80 25

6 75×75 35×85 30

7 80×80 35×90 35

〔共通事項〕

① 階高3m,スパン6m

② 床スラブによる断面2次モーメント増大率は地中ばりを除き‘＝2 0

③ 各部材とも弾性剛性,Kb=103C'f

④ 地中ばり寸法

cm cn1

35×60 1層

35×80 2

35×100 3

35×120 4

35×140 5

35×160 6

35×180 7

⑤ 外力はAfによる分布形とする

試算した結果をまとめると以下のようになる。

i)〃の値は種々の要因により非常に大きく変動するが，基礎回転角が1 /20i)〃の値は種々の要因により非常に大きく変動するが，基礎回転角が1 /20 , 000程度では，おお

むね3～15程度の値となる。

ii)〃の値は層数の少ない耐力壁ほど大きい。

iii )〃の値は一般的に上階にいくほどほぼ直線的に小さくなり，最上階では,1階部分の約1/2程

度になる。

ただし，スパン数が多くなると，この傾向は減少する。

Ⅳ）〃の値は基礎回転角(R)が大きくなるにつれて著しく減少する。

v)スパン数の多い耐力壁の〃は，少ない耐力壁の〃とくらべRが小さいと大きい。

vi)耐力壁に境界ばりがつくと,邦の値は独立耐力壁にくらべて大きくなるが,中間階で特にこの

"9
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2 5計算例
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2.5計算例

2．5．3壁の開口形状と水平剛性について

鉄筋コンクリート造耐力壁に開口が設けられた場合，無開口壁の弾性水平剛性に対してどの程

度剛性が低下するかを図付2．5－6のような独立耐力壁のモデルを用いて調べてみた。モデルは，

周辺の架構として，はり25cm×40cm,柱40cm×40cmとし，壁厚12cmとしたもので，壁頭部分にせん

断力を作用させ，柱脚部分を支持点にして有限要素法により解析したものである。

無開口の耐力壁で，せん断剛性低下率β=10としたものを基本として, 8=01としたもの，

スリットを設けたもの,壁中央部に開口を有するものを例にとり，その具体例を図付2．5－6に示

す。

この例からみると，柱ぎわにスリットを設けたものは弾性剛性域で考えれば，上，下ばりに拘

束されて極端には低下していない。また，中央部分に開口を有するものは，縦長開口と横長開口

の差はあまりない。

なお，図付2．5－7には，開口の大きさが変化する時の弾性剛性の低下率を示した。
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構造計算指針同解説1988年版の改訂内容について

室 田 達 郎＊‘福 田 俊 文＊’

本年5月に日本建築センター編「構造計算指針･同解説」

の1988年版が出版されました。これは，昨年の建築基準法

及び同施行令の改正において，木造についても従来の方法

とは別に耐震計算により安全性の確認をして建設できる道

が開かれたのに合わせて，同指針1986年版を改訂したもの

です。主要な改訂点は，木造の耐震計算に関する章を新た

に設けたことと，壁式ラーメン鉄筋コンクリート造の耐震

計算に関する解説を付加したことの2点です。その他，他

の櫛造の耐震計算部分等についても，若干の内容の変更，

表現の修正等を行いました。以下に，新版と旧版の相違点

の概略を紹介し，実務家の便に供したいと思います。

表－1 構造計算指針第Ⅱ錆以降の目次の新旧比較

1986 年 版 1988 年 版

基本事項 第1章 基本事項

荷重及び外力 第2章 荷重及び外力

許容応力度及び材料 第3章 許容応力度及び材料強

強度 度

構造計算の方法 第4章 構造計算の方法

鉄骨造の耐震計算 第5章 鉄骨造の耐震計算

鉄筋コンクリート造の 第6章 鉄筋コンクリート造の

耐震計算 耐震計算

鉄骨鉄筋コンクリート 第7章 鉄骨鉄筋コンクリーI、

造の耐震計算 造の耐震計算

その他の枇造の耐震計 第8章 木造の耐震計算

算 第9章 その他の椛造の耐震計

保有水平耐力の計算方 算

法 付－1 保有水平耐力の計算方

鉄筋コンクリート造壁 法

等の剛性評価 付－2 鉄筋コンクリート造壁

等の剛性評価

軍
章
章

１
２

３

第
第

第

章
章
章

４
５

６

第
第

第

第7章

1 改訂の方針 第8章

今回の改訂は，以下に記す方針に従って行われました。

1）木造の耐震計算の章を新たに設ける。

2）木造の耐震関連規定の改正に関連して必要となった表

現等の修正をする。

3）木造以外の部分については，内容の変更は必要最小限

にとどめる。

4）難解な表現を平易なものに改める。

5）例題の計算ミス，誤植等を訂正する。

6）法令等の条文中に表れる物理記号のうち，複数の英文

字を持つものは，添字付き記号に変更して読み易くする。

（例：rS→rs)

付－1

付－2

3 内容の変更点

ここでは，大きく内容を変更した箇所の概要と新規に設

けた第8章「木造の耐震計算」の概要について述べます。

ただし，大きな内容の変更を伴わない修正や計算例題のミ

スの修正部分については，構造計算の実務に影響を及ぼさ

ないので，表－2を参照願うこととし，ここでは説明を省

略します。

2 本書の構成上の変更点

表－1に本指針第2編の目次が新旧比較してあります。

旧版では第8章「その他の構造の耐震計算」の中に記述さ

れていた木造に関する部分が，新版では第8章として独立

しました。従って，旧版第8章における木造を除く構造の

耐震計算の部分は，新版では第9章に記述されています。

なお，新版の第9章の中には，昨年9月に交布された建設

省告示1598号「壁式ラーメン鉄筋コンクリート造建築物の

技術基準」による建築物の耐震計算が新たに加えられまし

た。

1)第1章「基本事項」から第5章「鉄骨造の耐震計算」

までの各章，付1「保有水平耐力の計算方法」及び付2

「鉄筋コンクリート造壁等の剛性評価」の部分には，ほと

んど内容の変更点はありません6

2）第6章「鉄筋コンクリート造の耐震計算」

保有水平耐力の計算において，はりの終局せん断耐力の

評価式（6－2）を，スラブのついたT形ばりにも適用で

きるように変更しました。すなわち，適用に当たっては，

「T形ばりのせん断強度を安全側に表す式としては，（6－

2）式の係数0.068の代わりに0. 053を用いた式に対し，

ビルディングレター ’88.8－33－



と同様の位置付けとなりましたので，木造と鉄筋コンクリ

ート造等との併用櫛造の取扱い方を鉄骨造と鉄筋コンクリ

ート造等との併用概造の取扱い方と同じものにしました。

スラブの効果を考慮して，見掛け上はり幅6を割増したbc

（ただし6e≦1.2 6)をjの代わりに用い，さらに，，w

及び’1の代わりに6cを用いて算出したpwe及び，teを用

いる」というものです。

表－2 主要改訂箇所一覧表

0.068 p1 0･23 (Fc + 180)
+ 2.71/pw.｡"}"･ノIK9)

（6－2）

Qsu= { 改 訂 概 要場所(ページは新版のもの）

編集委員名簿

M/(Q･d)+ 0.12

旧版（1981,1986版）の編集委

員名薄を掲載。

3）第7章「鉄骨鉄筋コンクリート造の耐震計算」

昨年，日本建築学会の「鉄骨鉄筋コンクリート構造計算

規準同解説」が改訂され，その改訂版において部材耐力の

算定式等に新しい考え方が提示されています。この考え方

による場合は従来のやり方に比べて，かなり複雑な計算手

続きを経なければなりません。従って，今回の改訂では，

実務上の簡便さをも考慮して，部材の許容耐力，終局耐力

等の算定に当たっては，日本建築学会編の計算規準1975年

版（第3版）及び1987年版（第4版）のいずれをも参考と

することができることにしました。

昭和62年の建築基準法改正に合

わせて，新しい政令，告示，通

達を掲戦。

第 1 編

1）上記改正において,｢木造建

築物等以外の建築物」が「特

定建築物」と定莪されたこと

に伴ない，これに関連した表

現をすべて新しい定義に合わ

せて修正した。この修正は，

第Ⅱ編の全編にわたって多数

あるが，その場所の指摘は省

略する。

2）引用文献を各章末にとりま

とめて示した。

第 Ⅱ 編

4）第8章「木造の耐震計算」

今回の改訂で新規に設けられた章です。従来，木造建築

物の構造には，在来軸組工法，枠組壁工法及び丸太組工法

があり，これらの櫛造の耐震計算には，施行令第46条に規

定する壁量の計算あるいはこれに準じた類似の方法が採用

されていました。昨年の建築基準法の改正で，木造につい

ても，それが所定の技術的基準を満たせば鉄骨造や鉄筋コ

ンクリート造と同様の耐震計算や耐風計算を行って安全性

を確認し，建設できることになりました。これらの木造建

築物は，大断面構造用集成材等を用いて骨組を構成するも

ので，その工法を本書では「大断面木造」と呼んでいます。

大断面木造の耐震計算ルートは，他の構造と同様3つあ

ります。ルート1は，高さ13m以下で軒高9m以下の建築

物に適用でき，許容応力計算のほかに層間変形角の確認を

必要とします。ルート2，ルート3は，高さ13mを超えるか

または軒高9mを超える特定建築物に適用すべきルートで，

許容応力計算，層間変形角の確認，剛性率偏心率等の確認

（ルート2の場合のみ),保有水平耐力の確認（ルート3の

場合のみ）を必要とします。ここで，ルート2の場合に必

要な剛性率偏心率等の確認には,｢筋かいのβによる水平力

の割増し」と「筋かい端部と柱はり継手・仕口部の接合部

の耐カチェック」とが含まれます。更に，ルート2とルー

ト3では，これらの耐震計算の他に，火災時の建築物の倒

壊を防ぐための構造計算（燃えしる計算）が必要です。

第8章の新設に伴ない記述を修

正した。

平易な記述に改めた。

P、67第
１

章

P,68

表現を明確にした。P. 71 下から4行目

表現を明確かつ簡略にした。

図2．6－3を大きくして見易く

した。

表現を明確にした。

Po91とP､92

第

P｡96 下から2行目

2

P. 97上から6行目|,鰯鱸撹を｢闇鰯頻度
章

P. 103下から18行目か

ら下から6行目

表現を明確にした。

P､113表3．0－1 昭和56年5月以前と現行の関係

法令の比較の部分を削除した。

昭和62年の法改正において，木

材の引張許容応力度を曲げ許容

応力度より小さくしたが，この

点についてその技術的根拠の説

明を付加した。

法改正に伴ない記述を修正した。

P. 115最下行からP,118

上から10行目まで

第

3

P. 116下から2行
5）第9章「その他の構造の耐震計算」

この章では木造部分が削除され，壁式ラーメン鉄筋コン

クリート造部分が加えられました。また，木造耐震関係規

定の改正により，木造の耐震計算方法が整備され鉄骨造等
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記号の注釈を加えた。

表現を明確にした。

表現を明確にした。

P､215 図6．2－1不正確な記述があったので，修

正した。

P, 129解説

第
３
章 P､216 ④項

平易な表現に改めた。

平易な表現に改めた。

P. 132解説

P.217 (2)④及び⑥項，

(3)項R137
第

P. 138～139表4．1－1 記号の注釈を加えた。

記号の注釈を加えた。

平易な表現に改めた。

１
２

３
３

６
６

図
図

０
２

２
２

２
・
２

Ｐ
Ｐ

法改正に合わせて一部字句を修

正した。

平易な表現に改めた。

耐震計算ルートに関する解説を

改正法に合わせて全面的に書き

改めた。

P.140上から4～7行目
P.223上から4行目から

6行目第
P､140からP. 143の

「4.2」節
6 表現を明碓にしﾌこ。P､223 (2) i )②項

P､226上から7行目 正しい表現に改めた。

T形ばりのせん断強度の算定に

ついて解説を追加した。

表現を明確にした。

法改正に合わせて一部表現を改

めた。

最初の2行については，表現を

正確なものに改めた。その他の

部分では若干の字句の修正をし

た。

P 141の図4．2－1

4 P､232上から14行目から

20行目P､144上から9行目から

18行目

章

付着割裂破城の判定式について

の解説を加えた。

付着割裂破埴に関する解説を加
えた。

P,236下から12行目から

章 9行目平易な表現に改めた。P､145下から13行目と

14行目

P｡237上から12行目から

14行目

P､238 解説末尾

平易な表現に改めた。

平易な表現に改めた。

P､146下から2行目

旧版P｡ 229にあった解説を一部

削除した。

解説を加えた。

P 147下から14行目と

15行目

P.250下から9行目と

8行目

平易な表現に改めた。

平易な表現に改めた。

同 上

P､158からP､159

一部字句を修正した。

日本建築学会編「鉄骨鉄筋コン
クリート柵造計算規準｣( SRC
規準）の1975年版，1987年版の

いずれも，部材耐力等の計算に
当って参考にできる旨の記述を

付加したD

日本建築学会のSRC規準が改

訂されたことに伴ない，同規準

1975年版に示されている短期許

容せん断耐力を求める式をここ

に掲載した。

旧版の式（7－27）は，日本建

築学会SRC規準を参照できる

ので，削除した。

今回新たに追加した。

P､165 ⑥項

P､166 @a)項
P､255 7．1．4

旧版P､163下から7～5行目を

ここに移すとともに，計算ルー

トの混用についての解説を新た

に追加した。

P､168上から15行目から

18行目

第

第

P 263 (3)!耐力壁のせん断

設計

第1種，第2種保有耐力接合の

説明を平易な表現に改めた。

P,171上から10行目から

下から6行目まで

7

第1種，第2種保有耐力横補剛

の説明を平易な表現に改めた。

図中の記号の誤りを正した。

P.172 (2)項５

章

P. 276②項P. 177 図5．1－9

計算ミスを正した。P､186下から4行目以降

P、187まで
章 ｜第８童 木造の耐震計算

表現を変更した。P. 195下から8行目から

6行目 旧版8.2とほ寸同じ。一部字句

を修正した。

9.1プレストレス}､コン

クリート造

9.2畦式鉄筋コンクリー

第
９

章

第
６
章 平易な表現に改めた。R214 6.2.1節の解説

[塁竺墜璽 |驚離厚桐じ｡~離字”
ビルディングレター ’88.8

－35－



9.3壁式ラーメン鉄筋コ

ンクリート造

今回新たに追加した。第
９

章 9．4 併用構造

（例2）高さ方向に構造

が異なる場合P. 308と

P,309

木造と他描造との併用について

解説を付加した。また，旧版中

の〔例2－2〕は削除した。

付－1 保有水平耐力の計算方

法
I

付－2 鉄筋コンクリート造壁

等の剛性評価

一部字句を改めたのみであり，

旧版とほぼ同じ。

同 上

4 その他

「内容の変更点」の項に「特定建築物」という用語が出

ています。これは，昨年の建築基準法令の改正に際して新

たに登場した用語ですので，ここで説明しておきます。施

行令第82条の2帽間変形角）に特定建築物の定義があり

ますc特定建築物とは，層間変形角の確認と剛性率偏心率

等の確認または保有水平耐力の確認とをしなければならない

建築物，即ち，耐震設計でルート2またはルート3を通らな

ければならない建築物です。これに対し，特定建築物以外

の建築物が昭和62年建設省告示第1915号（これは昭和55年

建設省告示第1790号を改正したもの）に定めてあります。

その内容は，従来「木造建築物等」と呼ばれたものと同じ

です。これらの特定建築物以外の建築物（かつての木造建

築物等）は，ルート1により耐震計算を行うことができま

す。

5 おわりに

以上，機造計算指針同解説1988年版における改訂の概要

を説明しました。設計実務に携わる方々等の御理解の一助

となれば幸いに思います。

*’建設省建築研究所第3研究部長

*2建設省建築研究所第3研究部主任研究員

ビルディングレター ’88.8 －36－


	目次
	第I編政令，告示，通達
	第1款総則
	第81条(適用)
	第81条の２(高さが60ｍを超える建築物の特例)

	第1款の2構造計算の原則
	第82条(応力度等)
	第82条の2(層間変形角)
	第82条の３(剛性率，偏心率等)
	第82条の４(保有水平耐力)

	第2款荷重及び外力
	第83条(荷重及び外力の種類)
	第84条(固定荷重)
	第85条(積載荷重)
	第86条(積雪荷重)
	第87条(風圧力)
	第88条(地震力)

	第3款許容応力度
	第89条(木材)
	第90条(鋼材等)
	第91条(コンクリート)
	第92条(溶接)
	第92条の2(高力ボルト接合)
	第93条(地盤及び基礎ぐい)
	第94条(補則)

	第4款材料強度
	第95条(木材)
	第96条(鋼材等)
	第97条(コンクリート)
	第98条(溶接)
	第99条(補則)


	第II編構造計算指針・同解説
	第1章基本事項
	1.1 指針概要と計算の流れ
	(1)指針概要
	(2)計算の流れ

	1.2 適用
	(1)規模
	(2)屋上から突出する水槽等の取扱い
	(3)エキスパンションジョイント等

	1.3 適用の特例

	第2章荷重及び外力
	2.1 荷重及び外力の種類と組合せ
	2.2 固定荷重
	2.3 積載荷重
	2.4 積雪荷重
	2.5 風圧力
	〔参考〕局部風圧力 

	2.6 地震力
	2.6.1 地震層せん断力
	〔参考〕局部地震力 

	2.6.2 地震地域係数/
	2.6.3 振動特性係数兄
	2.6.4 地震層せん断力係数の分布係数Ai
	2.6.5 標準せん断力係数C0
	2.6.6 特殊な形態への適用方法
	2.6.7 地下部分の地震力


	第3章許容応力度及び材料強度
	3.1 木材
	3.1.1 許容応力度
	3.1.2 材料強度
	3.1.3 特殊な許容応力度及び材料強度

	3.2 鋼材等
	3.2.1 許容応力度
	3.2.2 材料強度
	3.2.3 基準強度
	3.2.4 特殊な許容応力度及び材料強度

	3.3 コンクリート
	3.3.1 許容応力度
	3.3.2 材料強度

	3.4 溶接
	3.4.1 許容応力度
	3.4.2 材料強度
	3.4.3 基準強度

	3.5 高カボルト
	3.5.1 許容応力度
	3.5.2 基準張力等

	3.6 地盤及び基礎ぐい

	第4章構造計算の方法
	4.1 構造計算に関する法令の概要
	4.2 耐震計算ルート
	4.3 層間変形角
	4.4 剛性率
	4.5 偏心率
	4.6 保有水平耐力
	4.6.1 保有水平耐力と必要保有水平耐力
	4.6.2 必要保有水平耐力
	4.6.3 保有水平耐力の計算方法


	第5章鉄骨造の耐震計算
	5.1 耐震計算の考え方等
	5.1.1 各ルートでの耐震性能確保の考え方
	5.1.2 変形能力確保規定の考え方
	5.1.3 変形能力確保のための具体的計算方法

	5.2 ルート[1]の計算
	5.2. 規定の内容
	5.2.2 耐震性確保のための規定

	5.3 ルート[2]の計算1
	5.3.1 規定の内容
	5.3.2 筋かい架構の応力割増し
	5.3.3 変形能力確保のための規定

	5.4 ルート[3]の計算
	5.4.1 規定の内容
	5.4.2 保有水平耐力
	5.4.3 部材の終局耐力
	5.4.4 構造特性係数Ds

	5.5 その他

	第6章鉄筋コンクリート造の耐震計算
	6.1 耐震設計の進め方
	6.2 ルート[1]の計算
	6.2.1 規定の内容
	6.2.2 規定の背景
	6.2.3 Aw，Acの算定法
	6.2.4 部材の設計

	6.3 ルート[2]の計算
	6.3.1 規定の内容
	6.3.2 ルート[2-1]の計算
	6.3.3 ルート[2-2]の計算
	6.3.4 ルート[2-3]の計算

	6.4 ルート[3]の計算
	6.4.1 規定の内容
	6.4.2 保有水平耐力
	6.4.3 部材の終局耐力
	6.4.4 構造特性係数Ds
	6.4.5 靱性の確保


	第7章鉄骨鉄筋コンクリート造の耐震計算
	7.1 耐震計算の考え方
	7.1.1 鉄骨鉄筋コンクリート造の特徴
	7.1.2 耐震設計の流れ
	7.1.3 各ルートの特徴
	7.1.4 部材の耐力等の算定

	7.2 ルート[1]の計算2
	7.2.1 規定の内容
	7.2.2 Aw，Acの算定法
	7.2.3 部材の設計

	7.3 ルート[2]の計算2
	7.3.1 規定の内容
	7.3.2 ルート[2-1]の計算
	7.3.3 ルート[2-2]の計算
	7.3.4 ルート[2-3]の計算

	7.4 ルート[3]の計算
	7.4.1 規定の内容
	7.4.2 保有水平耐力
	7.4.3 部材の終局耐力
	7.4.4 構造特性係数Ds


	第8章木造の耐震計算
	8.1 木造の構造計算
	8.1.1 構造計算の考え方
	8.1.2 法令上の構造計算の位置付け
	8.1.3 各ルートの構造計算の内容
	8.1.4 火災時の倒壊防止に関する構造計算等

	8.2 在来軸組工法枠組壁工法等2
	8.2.1 在来軸組工法
	8.2.2 枠組壁工法
	8.2.3 丸太組構法

	8.3 大断面木造
	8.3.1 大断面木造建築物の構造計算ルート
	8.3.2 許容応力度計算
	8.3.3 ルート[1]の構造計算
	8.3.4 ルート[2]の構造計算
	8.3.5 ルート[3]の構造計算
	8.3.6 燃えしろ計算


	第9章その他の構造の耐震計算
	9.1 プレストレストコンクリート造
	9.1.1 昭和58年建設省告示第1320号の適用範囲
	9.1.2 プレストレストコンクリート造の構造部分を有する建築物の構造計算の方法

	9.2 壁式鉄筋コンクリート造
	9.2.1 関連告示とその適用範囲
	9.2.2 適用する耐震計算法

	9.3 壁式ラーメン鉄筋コンクリート造
	9.3.1 関連告示
	9.3.2 告示の適用範囲
	9.3.3 適用する構造計算法

	9.4 併用構造

	付一1保有水平耐力の計算方法
	1.1 精算法
	1.2 節点振り分け法
	1.3 仮想仕事の原理を用いた略算法
	1.4 保有水平耐力の計算例
	1.4.1 鉄骨造架構の保有水平耐力の計算例(節点振り分け法による場合)
	1.4.2 鉄筋コンクリート造ラーメン架構の保有水平耐力の計算例(その1)(節点振り分け法による場合)
	1.4.3 鉄筋コンクリート造ラーメン架構の保有水平耐力の計算例(その2)(仮想仕事の原理を用いた方法による場合)
	1.4.4 境界ばりのついた鉄筋コンクリート造耐力壁の保有水平耐力の計算例(仮想任事の原理を用いた方法による場合)


	付一2鉄筋コンクリート造壁等の剛性評価
	2.1 耐力壁の剛性
	2.2 ラーメン外の壁等の剛性
	2.3 腰壁，たれ壁及びそで壁の剛性
	2.4 壁等の剛性の取扱いに関するまとめ
	2.5 計算例
	2.5.1 耐力壁の変形成分
	2.5.2 n倍法のnの値に関する試算例
	2.5.3 壁の開口形状と水平剛性について



	構造計算指針同解説1988年版の改訂内容について

